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１．平成 27年度 家庭用電気製品 事故データ 集約結果

平成 27年度家庭用電気製品事故データにおいて、『電気用品区分』別、且つ『事故原因区分(A1,A2,・・・・・・,G3)』別に集計し
た結果を表 1に示す。

表 1 平成 27年度家庭用電気製品事故データ 集約表

電気用品の区分及び品目 総計 重大 A1 A2 A3 A4 B2 B3 B4 C1 D1 E1 E2 E4 F1 F2 G1 G2 G3 
特定 335 30 137 64 48 4 1 20 6 19 6 
交流用電気機械器具(特定) 257 3 125  64 48  7  5  5 
配線器具(特定) 55 16 12  3 1 8  4 10  1 
電熱器具(特定) 16 7  1  4  1 3 
電動力応用機械器具（特定） 6 3  1  1 1 
携帯発電機(特定) 1 1 
特定外 533 178 38 30 19 1 1 53 13 12 10 33 3 3 38 67 1 33 
電動力応用機械器具 249 88 9 4 8  1  52 1 10 3 7 2 3 25 28  8 
電熱器具 145 41 6 20 4  1  1  5 19  5 26 1 16 
光源・光源応用機械器具 68 27 14 3 2  5 2 1 1 1  3 4  5 
電子応用機械器具 54 20 1 3 5  6  1 6  3 5  4 
交流用電気機械器具 9 1 2  1  2 3 
電熱器具&電動力応用機械器具 7  6  1 
小型交流電動機 1 1 
対象外 490 51 1 9 379 1 1 3 2 5 2 6 17 1 12 
リチウムイオン蓄電池 45 30  1  2  4  8 
対象外 445 21 1 8 379 1  1  3 2 3  2 6 13 1 4 
総計 1358 259 176 39 462 49 1 1 54 13 19 13 58 3 5 50 103 2 51 

尚、上記表 1における“記号(A1,A2,・・・・・・,G3)”の定義を表 2に，電気用品の適用範囲の定義（概要）を表 3に示
す。
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表 2 事故原因区分について

事
故
原
因
が
製
品
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の

Ａ．専ら設計上、製造上又は表示に問題があったと考えられるもの

Ａ１：設計不良

Ａ２：製造不良

Ａ３：品質管理不十分

Ａ４：表示又は取扱説明書の不備

事
故
原
因
が
製
品
に
起
因
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の

Ｄ．業者による工事、修理又は輸送中の取扱等に問題があったと考えられるも

の

Ｄ１：業者の設置・施工不良

Ｄ２：業者の修理不良

Ｄ３：業者による輸送中の取扱いの不良

Ｂ．製品自体に問題があり、使い方も事故発生に影響したと考えられるも

の

Ｂ１：設計不良で使い方も事故発生に影響

Ｂ２：製造不良で使い方も事故発生に影響

Ｂ３：品質管理不十分で使い方も事故発生に影響

Ｂ４：表示又は取扱説明書の不備で使い方も事故発生に影響

Ｅ．専ら誤使用や不注意な使い方と考えられるもの

Ｅ１：消費者の誤使用

Ｅ２：消費者の不注意

Ｅ３：消費者の設置・施工不良

Ｅ４：消費者の修理不良

Ｃ．製造後の長期間経過又は長期間の使用により性能が劣化したと考

えられるもの

Ｃ１：経年劣化

Ｆ．その他製品に起因しないか、又は使用者の感受性に関係すると考えられる

もの

Ｆ１：製品には起因しない偶発的事故

Ｆ２：その他製品には起因しないか、又は使用者の感受性に関係するもの

事
故
原
因
が

不
明
の
も
の

Ｇ．原因不明のもの

Ｇ１：原因不明

Ｇ２：調査不良

Ｇ３：製品起因であるが、その原因が不明のもの

※事故事故原因区分が「－－」となっているものは，経済産業省及び消費者庁に報告された重大製品事故に関するものである。ま

た、表 1の電気用品における『電気用品区分別』の集計結果を図 1に，『事故区分別』の集計結果を図 2に示す。
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表 3 電気用品の適用範囲(概要) 
電 気 用 品

特定電気用品
(別表第一上欄に掲げるものから抜粋) 

特定電気用品以外の電気用品
(別表第二に掲げるものから抜粋) 

1 
電線

(ゴム絶縁電線、合成樹脂絶縁電線、ケーブル、コード等) 
1 

電線

(蛍光灯電線、ネオン電線等)及び電気温床線

2 電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス

2 
ヒューズ

(温度ヒューズその他) 
3 

ヒューズ

(筒形ヒューズ、栓形ヒューズ) 

3 
配線器具

(タンブラースイッチ、タイムスイッチ、箱開閉器、配線用遮断器、漏電遮断器、差込み接続器、ソケッ
ト、ローゼット等) 4 

配線器具

(リモートコントロールリレー、カットアウトスイッチ、分電盤ユニットスイッチ、電磁開閉器、ライティングダクト等) 

4 電流制限器

5 

小形単相変圧器及び放電灯用安定器

(家庭機器用変圧器、電子応用機械器具用変圧器、蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器等) 
5 

小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器

(ベル用変圧器、表示機器用変圧器、ネオン変圧器、ナトリウム灯用安定器等) 

6 
小形交流用電動機

(単相電動機、かご形三相誘導電動機) 

6 
電熱器具

(電気便座、電気温水器、電気サウナバス用電熱器、観賞魚用ヒーター、電熱式おもちゃ等) 7 
電熱器具

(電気足温器、電気座布団、電気カーペット、電気こたつ、電気ストーブ、電気トースター、電気こんろ、電気が
ま、電磁誘導加熱式調理器、電気アイロン等) 

7 
電動力応用機械器具

(電気ポンプ、冷凍用ショーケース、電気マッサージ器、自動販売機、電動式おもちゃ等) 8 
電動力応用機械器具

(ベルトコンベア、電気冷蔵庫、空気圧縮機、電動ミシン、電気芝刈機、園芸用電気耕土機、ジューサー、電
気食器洗機、電気歯ブラシ、扇風機、温風暖房機、電気掃除機、電気洗濯機等) 

8 
高周波脱毛機

9 
光源及び光源応用機械器具

(写真焼付機、スライド映写機、白熱電球、蛍光ランプ、電気スタンド、広告灯、複写機等) 

10 
電子応用機械器具

(電子時計、インターホン、電子楽器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電子レンジ、超音波洗浄機、電子
応用遊戯器具、家庭用低周波治療器等) 

9 
2から 8までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具
(磁気治療器、電撃殺虫器、直流電源装置等) 

11 
3から 10にまで掲げるもの以外の交流用電気機械器具
(電灯付家具、調光器、漏電検知器、防犯警報器、アーク溶接機、雑音防止器等) 

10 
携帯発電機

12 
リチウムイオン蓄電池

(単電池１個当たりの体積エネルギーが 400ワット時毎リットル以上のものに限る・・・) 
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図 1 平成 26年度電気用品事故データ （電気用品区分別） 
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1% 1%

1% 0%
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0%

報告件数

対象外

交流用電気機械器具(特定)

電動力応用機械器具

電熱器具

光源・光源応用機械器具

配線器具(特定)

電子応用機械器具

リチウムイオン蓄電池

電熱器具(特定)

交流用電気機械器具

電熱器具&電動力応用機械器具

電動力応用機械器具（特定）

携帯発電機(特定)

小型交流電動機

電気用品の区分及び品目 報告件数 割合

対象外 445 33%

交流用電気機械器具(特定) 257 19%

電動力応用機械器具 249 18%

電熱器具 145 11%

光源・光源応用機械器具 68 5%

配線器具(特定) 55 4%

電子応用機械器具 54 4%

リチウムイオン蓄電池 45 3%

電熱器具(特定) 16 1%

交流用電気機械器具 9 1%

電熱器具&電動力応用機械器具 7 1%

電動力応用機械器具（特定） 6 0%

携帯発電機(特定) 1 0%

小型交流電動機 1 0%

総計 1358 100%

電気用品区分別割合
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図 2 平成 26年度電気用品事故データ （事故区分別） 
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総計

重大事故

A（製品に問題あり）

B（製品に問題あり＋使用ミス）

C（経年劣化）

D(業者によるミス）

E(消費者のミス）

F（偶発的事故等）

G（原因不明）

電気用品の区分及び品目 総計 割合

重大事故 259 19%
A（製品に問題あり） 726 53%
B（製品に問題あり＋使用ミス） 56 4%
C（経年劣化） 13 1%
D(業者によるミス） 19 1%
E(消費者のミス） 74 5%
F（偶発的事故等） 55 4%
G（原因不明） 156 11%
総計 1358 100%

事故原因別割合
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２． 電気用品安全法対象家庭用電気製品（リチウムイオン蓄電池関連以外）事故データ
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2.1 経済産業省 重大製品事故【区分なし】
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208 ⇒１３５８で全件表示

年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500880 2016/03/25 電気ストーブ（カーボンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＵＨＣ－３Ｔ 燦坤日本電器（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：広島県）

　当該製品のヒーター出力切替用のダイオードが不良であったため、ダイオードが異常発熱し、出火したものと
推定される。

--

　燦坤日本電器（株）は、当該製品を含
む対象機種について、事故の再発防止
を図るため、２０１１年（平成２３年）２月１
０日にホームページへ情報を掲載し、同
月１５日に新聞掲載、店頭告知を行い、
製品回収を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2016-

0004)
2016/03/28 01 家庭用電気製品

A201500873 2016/03/13 除湿乾燥機 除湿機【電気除湿機】 電動力応用機械器具 特定外 Ｆ－Ｙ０６Ｋ５
松下精工（株）（現
パナソニック　エコ
システムズ（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生した。（事故発生地：鹿児島県）

　当該製品は、電源コードと電源基板の接続部のファストン端子が接触不良により発熱し、周辺樹脂部品が焼
損した可能性が考えられるが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、
事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2836)
2016/03/23 01 家庭用電気製品

A201500872 2016/03/09 ブルーレイレコーダー その他の音響機器 電子応用機械器具 特定外 ＢＤＺ－Ｔ５５

ソニーイーエムシー
エス（株）（現　ソ
ニーグローバルマ
ニュファクチャリング
＆オペレーションズ
（株））

11.火災
　当該製品の内部部品を焼損する火災が発生し、１名が軽
傷を負った。（事故発生地：群馬県）

　当該製品はハードディスク用電源コネクターの樹脂に仕様と異なる難燃剤が使用され、絶縁性能が劣るもの
であったため、徐々に絶縁性が低下して電源コネクターの端子間で絶縁不良が起こり、短絡が生じて異常発
熱し、製品内の電源コネクター部を焼損したものと推定される。

--

　事業者では、当該製品を含む対象機
種について、２０１０（平成２２）年９月１６
日及び２０１５（平成２７）年８月２０日に
ウェブサイトに情報を掲載し、無償点検・
修理を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2835)
2016/03/23 01 家庭用電気製品

A201500869 2016/03/10 電気洗濯乾燥機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＡＷＤ－ＧＴ９６１Ｚ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：福岡県）

　当該製品は、ヒーターに接続されている内部配線のコネクターが接触不良となり異常発熱して出火に至った
ものと推定されるが、焼損が著しいため、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2833)
2016/03/22 01 家庭用電気製品

A201500868 2016/03/15 電動工具（研磨機） 電動工具 電動力応用機械器具 特定外 ＢＤＳ－１０００ リョービ（株） 11.火災
　学校で当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生
地：山口県）

　調査の結果、当該製品はモーターの軸受に木屑等が容易に侵入可能な構造であり、モーター内部に木屑等
が侵入した状態で当該製品の使用を続けたところ、モーターの軸受が固着し、異常発熱して周辺の可燃物か
ら出火したものと推定される。なお、当該製品が停止した際にスイッチを切らずにその場を離れたことも事故発
生に影響したものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2838)
2016/03/22 01 家庭用電気製品

A201500865 2016/03/08 発電機（携帯型） 携帯発電機【携帯発電機】携帯発電機(特定) 特定
７ＣＨ（（株）やまびこブ
ランド：型式ＩＥＧ２８００
Ｍ）

ヤマハモーターパ
ワープロダクツ（株）
（（株）やまびこブラ
ンド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：愛知県）

　当該製品の電気部品には出火した痕跡は認められなかったが、焼損が著しいため、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2819)
2016/03/18 01 家庭用電気製品

A201500864 2016/03/00 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＨＡ３８８１ＴＥ
松下電工（株）（現
パナソニック（株））

11.火災
　当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。（事故
発生地：千葉県）

　当該製品は、インバーター基板のはんだ付け工程のばらつき等により、長期使用（約２３年）に伴い基板上の
フィルムコンデンサー接続部にはんだクラックが生じ、接触不良となり異常発熱して焼損に至ったものと推定さ
れる。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2818)
2016/03/18 01 家庭用電気製品

A201500863 2015/12/15 電気ケトル 電気湯沸器 電熱器具 特定外 ＰＯ－１０２ （株）ドリテック 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：鹿児島県）

　当該製品は、サーモスタット接点の接触不良によりスパークが発生し、周囲の樹脂部品に引火したものと推
定されるが、接触不良が発生したメカニズムが特定できなかったため、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2817)
2016/03/18 01 家庭用電気製品

A201500858 2016/03/10 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 Ｆ２５ＨＴＲＸＳ－Ｗ ダイキン工業（株） 11.火災
　当該製品を使用後、当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生した。（事故発生地：東京都）

　事故原因は、当該製品のファンモーターの製造工程上の不具合により、ファンモーターに内蔵された電子部
品（チップコンデンサー）がショート（短絡故障）し、過大電流が電気回路に流れたことでファンモーターが発熱・
発火し、出火に至ったものと考えられる。

--

　ダイキン工業（株）では、２０１４年１０月
１７日より社告（リコール）に基づく製品
の点検・修理を実施しており（新聞社告
掲載（２０１４年１０月１８日）、ダイキン
ホームページへの掲載、ｗｅｂ情報受
付、販売ルートへのダイレクトメールの
発送、販売店リストによる架電連絡、リ
コール情報集約のチラシ作成および配
布。）　２０１５年５月１５日には対象範囲
を追加する社告（リコール）を公表してい
る。（新聞社告掲載２０１５年５月１６日）

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2815)
2016/03/17 01 家庭用電気製品

A201500850 2016/03/01 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＡＵ－Ｈ２８ＧＸＹ シャープ（株） 11.火災
　異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が
発生していた。（事故発生地：大阪府）

　当該製品の制御用パワーモジュールに接続する端子に不具合があったため、パワーモジュール内のパワー
トランジスターが短絡故障した際に過電流が流れ、接触抵抗により異常発熱し焼損したものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2785)
2016/03/14 01 家庭用電気製品

A201500838 2016/02/20 加湿器 加湿器（スチーム式）【湿潤器】電熱器具 特定外 ＳＶ－４０４

三菱電機（株）（現
三菱電機ホーム機
器（株）が事業継
承）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：千葉県）

　当該製品は、サーモスタット内の可動接点カシメ部の接触不良により異常発熱し発火に至ったものと推定さ
れるが、焼損が著しく、製品本体に延焼した原因は特定できなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2752)
2016/03/11 01 家庭用電気製品

A201500827 2016/02/18 電気ストーブ（ハロゲンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＫＲ－Ｈ８００ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：茨城県）

　当該製品は、ヒーター電力切替回路部のダイオードの不具合により、切り替えができない状態で使用を継続
したため、異常発熱し、ダイオードに接続されているコンデンサーが異常発熱し出火したものと推定されるが、
焼損が著しく、ダイオードが異常発熱した原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2729)
2016/03/07 01 家庭用電気製品

A201500815 2016/02/08 電気ストーブ（カーボンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＹＡ－Ｃ９４５ＳＲ
ユアサプライムス
（株）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：東京都）

　当該製品の強弱切替用のダイオードに不良品が混入したため、ダイオードが異常発熱し、出火に至ったもの
と推定される。

--
　ユアサプライムス（株）では、再発防止
として、２０１６年３月１９日より情報を公
開し、リコールを行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2689)
2016/03/02 01 家庭用電気製品

A201500788 2016/02/05 食器洗い乾燥機（ビルトイン式） 食器洗い乾燥機【電気食器洗機】電動力応用機械器具 特定外 ＮＰ－Ｐ４５Ｘ１Ｐ１ＡＡ
松下電器産業（株）
（現　パナソニック
（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：新潟県）

　当該製品はドアスイッチに接続する端子根元付近のリード線が半断線して異常発熱したものと推定される
が、断線した原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2643)
2016/02/22 01 家庭用電気製品

A201500787 2016/02/11 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外
ＥＴＰ３０００（東芝ライ
テック（株）ブランド）

和光電気（株）（現
東芝ライテック
（株））（東芝ライテッ
ク（株）ブランド））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　当該製品は、長期使用（約１３年）により電解コンデンサーが絶縁劣化したため、電解コンデンサーの内圧が
上昇して安全弁が作動し、電解液が蒸気となって噴出したものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2642)
2016/02/22 01 家庭用電気製品
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A201500784 2016/02/08 換気扇 換気扇 電動力応用機械器具 特定外 Ｖ－２３ＺＫ２ 三菱電機（株） 11.火災
　施設で火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品
を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。（事故発
生地：大分県）

　調査の結果、長期使用（約３５年）により、当該製品のモーターのベアリングが腐食してファンが故障していた
ため使用されていなかったが、誤って当該製品のスイッチを入れて通電状態になったことから、当該製品の
モーターが異常発熱し、モーター巻線、モーターリード線口出し部等を焼損させたものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2647)
2016/02/22 01 家庭用電気製品

A201500773 2016/02/08 電気洗濯機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＥＳ－ＡＧ８０Ｄ シャープ（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：埼玉県）

　事故原因は、洗濯水槽の下部で結束されているクラッチソレノイド（「洗い・すすぎ」と「脱水」の動力を切り替
える電気部品）のリード線の固定状態や洗濯機の設置環境による振動など様々な要因が重なり、リード線と結
束バンドが擦れて断線し、スパークが発生して発火し、洗濯水槽樹脂へ類焼したものと推定される。

--

　シャープ（株）は、当該製品を含む対象
機種について、事故の再発防止を図る
ため、平成２５年７月２９日、プレスリリー
ス及びホームページへ情報掲載を行うと
ともに、平成２５年７月３０日付けで新聞
社告等を行い、無償で点検・修理を実施
している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2554)
2016/02/17 01 家庭用電気製品

A201500770 2016/02/06 電気こんろ 電気こんろ 電熱器具 特定外

ＳＢＥ－１０１－２００Ｖ
（サンウエーブ工業
（株）（現　（株）ＬＩＸＩＬ）
製ミニキッチンに組み
込まれたもの）

富士工業（株） 11.火災
　当該製品の上に置いていた電気製品を焼損する火災が
発生した。（事故発生地：広島県）

　事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物など
が燃えたものと考えられる。

--

　小型キッチン等に組み込まれた電気こ
んろ（つまみが飛び出しているもの）につ
いては、身体や荷物がつまみ（スイッチ
操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう
事故が多発していることから、各事業者
においてつまみ（スイッチ部）の無償改
修を行っている。さらに、電気こんろメー
カー及びキッチンユニットメーカー１３社
により「小形キッチンユニット用電気こん
ろ協議会」が設立され、２００７年（平成１
９年）７月３日から無償改修（スイッチ部
のつまみにカバーを付ける）への取組を
実施し、新聞社告への掲載、新聞折り込
みチラシの配布を行うとともに、各地の
消防局に協力要請を行う等、無償改修
を進めている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2553)
2016/02/17 01 家庭用電気製品

A201500761 2016/01/30 携帯型電気冷温庫 電子冷蔵庫 電子応用機械器具 特定外 ＡＣＷ－６２０
（株）アピックスイン
ターナショナル

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：北海道）

　当該製品背面のＡＣ／ＤＣ切替スイッチ部の焼損が著しいことから、ＡＣ／ＤＣ切替スイッチから出火したもの
と推定されるが、部品の一部が確認できなかったことから、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2547)
2016/02/15 01 家庭用電気製品

A201500750 2016/01/25 電気温風機 電気温風機 電動力応用機械器具 特定外 ＫＨＦ－０８５０ 小泉成器（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：兵庫県）

　当該製品の強弱切替用のダイオードに不良品が混入したか、組み付け時にダイオードに無理な力がかかっ
たことから破損状態となったため、ダイオードが異常発熱し、出火に至ったものと推定されるが、ダイオードが
異常発熱した原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2488)
2016/02/09 01 家庭用電気製品

A201500749 2016/01/29 電気温風機（セラミックファンヒーター）電気温風機 電動力応用機械器具 特定外
ＫＣＨ－１２３３（小泉成
器（株）ブランド）

（株）千石（小泉成
器（株）ブランド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：愛知県）

　事故原因は、製造上の不具合により、ヒーター接続部が異常発熱し、出火に至ったものと考えられる。 --

　販売事業者である小泉成器（株）は、
当該製品を含む対象製品について、事
故の再発防止を図るため、平成２８年１
月２０日にウェブサイトへの情報掲載及
び新聞社告を行うとともに、店頭告知を
行い、対象製品について無償で製品交
換を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2487)
2016/02/09 01 家庭用電気製品

A201500743 2016/01/26 電気ストーブ（カーボンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＰＣＨ－Ｓ６００１ 椙山紡織（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生し、１名が軽傷を負った。（事故発生地：北海道）

　当該製品の強弱切替用のダイオードに不良品が混入したため、ダイオードが異常発熱し、出火に至ったもの
と推定される。

--

　椙山紡織（株）では、再発防止策とし
て、平成２８年３月１６日に事業者ＨＰに
て使用を中止する旨の社告を実施し、平
成２８年４月１４日より点検・修理を実施
している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2486)
2016/02/09 01 家庭用電気製品

A201500728 2016/01/28 電気ストーブ（オイルヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＨＤ３４７８

日本フィリップス
（株）（現　（株）フィ
リップスエレクトロニ
クスジャパン）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　事故原因は、生産初期段階での作業不良品が混入していたため、火災に至ったものと考えられる。 --

　日本フィリップス（株）（現　（株）フィリッ
プスエレクトロニクスジャパン）では、平
成１３年１０月１６日に社告及び同社ホー
ムページに掲載し、当該製品を含む対
象製品について無償点検・修理を実施し
ている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2464)
2016/02/04 01 家庭用電気製品

A201500723 2016/02/01 ＡＣアダプター（インターホン用） ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ＰＳ－２４Ｎ アイホン（株） 11.火災
　当該製品に接続されたモニターが焼損し、周辺を汚損す
る火災が発生した。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、長期使用（約２７年）により、電圧制御用の電解コンデンサーが経年劣化し過電流が生じて発
熱し、出火に至ったものと考えられる。

--

　アイホン（株）では、当該製品を含む対
象機種について、事故の再発防止を図
るため、平成２０年６月１０日にホーム
ページに情報を掲載し、無償で点検と交
換を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2441)
2016/02/03 01 家庭用電気製品

A201500721 2016/01/25 電気冷凍庫 冷凍庫【電気冷凍庫】 電動力応用機械器具 特定外 ＤＦＲ－Ｔ８５ＣＭ
大宇電子ジャパン
（株）（現　シーエス
大宇販売（株））

11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：熊
本県）

　当該製品は、機械室内から出火したものと推定されるが、焼損が著しく、出火した原因の特定には至らな
かった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2440)
2016/02/01 01 家庭用電気製品

A201500715 2016/01/24 照明器具（充電式） 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＳＴ－１５Ｗ （株）グッド・グッズ 11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：青森県）

　当該製品の残存した電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品が
あったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2405)
2016/01/29 01 家庭用電気製品

A201500709 2016/01/17 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＡＳ－Ｊ２２Ｄ－Ｗ
（株）富士通ゼネラ
ル

11.火災
　当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。
（事故発生地：埼玉県）

　当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、確認できない電気部品があることか
ら、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2401)
2016/01/28 01 家庭用電気製品
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年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500701 2016/01/08 電気毛布 電気毛布 電熱器具 特定外

ＣＢ－１８０（東京芝浦
電気（株）（現　東芝
ホームテクノ（株））ブラ
ンド）

日本電熱（株）（東
京芝浦電気（株）
（現　東芝ホームテ
クノ（株））ブランド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：山形県）

　当該製品のヒーター線の部分的な異常発熱により出火したか、長期使用に伴う被覆の劣化によって外部か
らの応力でヒーター線に断線、スパークが発生し出火した可能性が考えられるが、焼損が著しい部分のヒー
ター線の状況を確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。なお、日本電熱（株）及
び東芝ホームテクノ（株）では、ＨＰにお
いて電気毛布等の暖房器具の経年劣化
に関する注意喚起を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2381)
2016/01/26 01 家庭用電気製品

A201500700 2015/12/30 電気蓄熱式湯たんぽ その他の採暖用電熱器具電熱器具 特定外 ＥＷ－１３３２ スリーアップ（株） 2.重傷
　当該製品を使用中、当該製品が破裂し、脚に火傷を負っ
た。（事故発生地：埼玉県）

　調査の結果、当該製品の内容液の温度制御を担うサーモスタットに不具合があったため、内容液が加熱され
続けたことで内圧が上昇したことに伴い、内容液用袋の熱圧着が不十分な箇所が破裂し内容液が漏れ火傷
に至ったものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2386)
2016/01/26 01 家庭用電気製品

A201500699 2016/01/13 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＡＲ２２０５Ｘ ダイキン工業（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：大阪府）

　事故原因は、当該製品のプリント基板のダイオードブリッジのはんだ接続部で、はんだ量が少なく、プリント基
板と電装品箱の熱伸縮の差により、はんだ接続部に繰り返し応力が掛かり、はんだクラックが発生し、発煙・出
火に至ったものと考えられる。

--

　同社は、当該製品を含む対象製品に
ついて、事故の再発防止を図るため、２
００４年１０月１８日にウェブサイトに情報
を掲載し、翌１０月１９日に新聞社告を行
うとともに、継続的に新聞折込チラシや
ダイレクトメールの送付を行い、無償点
検・改修を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2380)
2016/01/26 01 家庭用電気製品

A201500690 2016/01/12 電気ストーブ（カーボンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外
ＣＢＨＩ－Ｄ９００（（株）
山善ブランド）

（株）ミュージーコー
ポレーション（（株）
山善ブランド）

11.火災
　事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：群馬県）

　事故原因は、首振り部分機構の部品の不具合により電源コードが断線し、発煙・発火に至ったものと考えら
れる。

--

　（株）山善では当該製品について、今
後も同様な事故が発生するおそれがあ
るため、平成１６年２月１２日、平成１７年
２月２１日等、複数回、新聞社告を掲載
し、注意喚起を行うとともに、対象製品に
ついて無償改修を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2350)
2016/01/22 01 家庭用電気製品

A201500685 2016/01/07 電子レンジ 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 ＫＲＤ－０１０６ 小泉成器（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：長崎県）

　事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知す
るスイッチが接触不良となり、スパーク（電気火花）が発生し、トラッキング現象（絶縁破壊による短絡）が起こ
り、出火に至ったものと考えられる。

--

　小泉成器（株）は、当該製品を含む対
象機種について、事故の再発防止を図
るため、平成１９年９月１２日に新聞社告
を掲載し、使用の中止を呼び掛けるとと
もに、無償改修を実施している。また、
同社では、平成２０年３月以降複数回に
わたり、テレビＣＭ放送で注意喚起を行
い、対象製品について無償改修を呼び
掛けている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2348)
2016/01/21 01 家庭用電気製品

A201500681 2015/12/28 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ８ＬＮ１２３
ＮＥＣライティング
（株）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火
災が発生した。（事故発生地：岐阜県）

　当該製品は、長期使用（約１４年）によりアルミ電解コンデンサーが絶縁劣化して異常発熱し、内圧が上昇し
て安全弁が作動し、電解液が蒸気となって噴出したものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2330)
2016/01/20 01 家庭用電気製品

A201500679 2016/01/05 電気ストーブ（オイルヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＨＤ３４６２

日本フィリップス
（株）（現　（株）フィ
リップスエレクトロニ
クスジャパン）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生し、１名が火傷を負った。（事故発生地：福岡県）

　当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品が
あったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2329)
2016/01/20 01 家庭用電気製品

A201500678 2016/01/07 電気冷蔵庫 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 ＬＲ－Ｂ１７ＮＷ

ＬＧ電子ジャパン
（株）（現　ＬＧ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃｓ　Ｊａｐａｎ
（株））

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：沖縄県）

　当該製品は運転コンデンサーから出火した可能性が高いが、確認できない部品があったことから、事故原因
の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2328)
2016/01/19 01 家庭用電気製品

A201500673 2016/01/06 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＲＯ－２８０Ａ１

ＬＧ電子ジャパン
（株）（現　ＬＧ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃｓ　Ｊａｐａｎ
（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　当該製品は、インバーター基板のパターン配線で異常発熱し、焼損したものと推定されるが、基板の一部が
焼失し確認できないことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2327)
2016/01/19 01 家庭用電気製品

A201500667 2016/01/05 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＯＬ００１５３８ オーデリック（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　当該製品は、長期使用（約１５年）により、電子安定器内の平滑用電解コンデンサーの絶縁性能が低下した
ためコンデンサー内部で異常発熱して焼損し、内圧が上昇して防爆弁が開き、電解液の蒸気が噴出したもの
と推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2295)
2016/01/15 01 家庭用電気製品

A201500664 2016/01/01 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＦＶＨ１１４００Ｒ
（株）ＬＤＦ（現　東芝
ライテック（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　当該製品は長期使用（約１３年８か月）により電解コンデンサーが絶縁劣化していたため、電解コンデンサー
内部の内圧が上昇して電解液が蒸気となって噴出したものと推定される。

--

　（株）ＬＤＦ（現　東芝ライテック（株））で
は、当該製品は２００２年５月製で約１３
年８か月使用されたと推定されるが、再
発防止策として、（一社）日本照明工業
会ではホームページで照明器具の適正
交換時期は１０年である旨、注意喚起を
行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2294)
2016/01/15 01 家庭用電気製品

A201500662 2015/12/23 扇風機 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 Ｆ－ＬＭ５５Ｘ
東芝ホームテクノ
（株）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：岡山県）

　当該製品のモーター用コンデンサー内部で絶縁破壊が生じたため、出火したものと推定されるが、コンデン
サーの焼損が著しいため、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2293)
2016/01/14 01 家庭用電気製品

A201500657 2015/12/30 電気シェーバー 電気かみそり（充電式）電動力応用機械器具 特定外 ＥＳ６１１
松下電工（株）（現
パナソニック（株））

11.火災
　当該製品を充電中、当該製品のプラグ部及び周辺を焼
損する火災が発生した。（事故発生地：兵庫県）

　当該製品は、長期使用（約１６年）により蓄電池から電解液が漏れたため、内部の配線金具間でトラッキング
現象が生じ、焼損したものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2276)
2016/01/13 01 家庭用電気製品
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年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500650 2016/01/03 電気洗濯機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＨＳＷ－５０Ｓ３

三洋ハイアール
（株）（現　ハイアー
ルジャパンセール
ス（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：埼玉県）

　調査の結果、当該製品のモーター用コンデンサーの製造工程において、異物が混入していたため、使用中
に徐々に絶縁劣化を起こし、内部短絡を起こして出火に至ったものと推定される。

--

　ハイアールジャパンセールス株式会社
では、事故の再発防止を図るため、当該
製品を含む対象機種について、平成２２
年１１月１２日から無償点検を実施し、必
要に応じて部品の無償交換を実施して
いる（三洋ハイアール株式会社（平成１９
年３月解散）が輸入した電気洗濯機も含
む）。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2274)
2016/01/12 01 家庭用電気製品

A201500648 2015/12/05 電気ストーブ（オイルヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＵＮ８１４ＥＰＳ ユーレックス（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：京都府）

　当該製品は、電源基板のヒーター出力制御用リレー周辺が異常発熱し発火したものと推定されるが、電源基
板の焼損が著しいことから、原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2272)
2016/01/12 01 家庭用電気製品

A201500643 2016/01/01 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定 ＫＪ０８－９１２０ コーナン商事（株） 11.火災
　当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品を焼
損する火災が発生した。（事故発生地：大阪府）

　当該製品は、スイッチの樹脂製操作部の残留応力が高かったため、操作部の支点がスイッチ操作による繰
り返しの荷重で疲労破壊し、操作部が接点を正常に押さえられなくなり、接触不良が生じて接点が異常発熱
し、焼損に至ったものと推定される。

--

　輸入事業者であるコーナン商事（株）で
は、当該製品を含む対象機種について、
電気用品安全法で定める安全性に係る
義務を果たしていないことが判明したた
め、２０１４年５月２０日から製品の回収
を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2247)
2016/01/08 01 家庭用電気製品

A201500642 2015/12/15 スチームアイロン アイロン 電熱器具 特定外 ＮＩ－ＣＬ４０
松下電器産業（株）
（現　パナソニック
（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：埼玉県）

　当該製品は、水タンクから本体ベース部への水供給路において水漏れが生じ、温度過昇防止装置（バイメタ
ル式サーモスタット）が腐食して動作不良となった状態であったため、温度制御回路の故障により連続通電し
てヒーターが過熱した際に、温度過昇防止装置の動作が遅れて焼損に至ったものと推定されるが、水漏れが
生じた原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2246)
2016/01/08 01 家庭用電気製品

A201500637 2015/12/19 電気ストーブ（ハロゲンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外
ＦＳ－９００Ｔ（（株）フィ
フティブランド）

燦坤日本電器（株）
（（株）フィフティブラ
ンド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：新潟県）

　事故原因は、当該製品の強弱切替スイッチに使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイ
オードが異常発熱し、火災に至ったものと考えられる。

--

　燦坤日本電器株式会社は、当該製品
を含む対象機種について、事故の再発
防止を図るため、平成１９年８月７日、平
成２０年４月２１日及び平成２３年２月１０
日にウェブサイトへ情報掲載し、また、
平成２３年２月、平成２４年２月及び平成
２５年３月に新聞社告を掲載し、平成２６
年１月にインターネット広告を行い、さら
に、販売店においてポスター掲示、ダイ
レクトメールの送付により呼び掛けを行
い、対象製品について製品回収・返金を
実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2226)
2016/01/06 01 家庭用電気製品

A201500627 2015/12/12 電気こんろ 電気こんろ 電熱器具 特定外
ＨＴ－１２５０（組み込
み先のキッチンメー
カーは不明）

日立熱器具（株）
（現　日立アプライ
アンス（株））

11.火災
　当該製品の付近にあった可燃物を焼損し、周辺を汚損す
る火災が発生した。（事故発生地：福岡県）

　事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の付近にあった可燃物が燃え
たものと考えられる。

--

　小型キッチン等に組み込まれた電気こ
んろ（つまみが飛び出しているもの）につ
いては、身体や荷物がつまみ（スイッチ
操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう
事故が多発していることから、各事業者
においてつまみ（スイッチ部）の無償改
修を行っている。さらに、電気こんろメー
カー及びキッチンユニットメーカー１３社
により「小形キッチンユニット用電気こん
ろ協議会」が設立され、２００７年（平成１
９年）７月３日から無償改修（スイッチ部
のつまみにカバーを付ける）への取組を
実施し、新聞社告への掲載、新聞折り込
みチラシの配布を行うととも

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2223)
2015/12/28 01 家庭用電気製品

A201500622 2015/12/14 コンセント コンセント 配線器具(特定) 特定
ＤＧ２１２２（東芝ライ
テック（株）ブランド）

（株）新光製作所
（東芝ライテック
（株）ブランド）

11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：埼
玉県）

　当該製品の残存する電気部品に出火した痕跡は認められなかったが、屋内配線接続部の焼損が著しく、確
認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2221)
2015/12/28 01 家庭用電気製品

A201500617 2015/12/21 電気洗濯機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＳＷ－５２０Ｎ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　当該製品は、モーター運転用コンデンサーの不具合により、コンデンサー内部での絶縁不良による短絡が発
生して異常発熱し、発煙に至ったものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2220)
2015/12/28 01 家庭用電気製品

A201500616 2015/12/16 電子レンジ 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 ＥＭＯ－Ｓ７ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品内部の電源コードと基板を接続する配線に製造時の不具合があったため、その後の
使用によって接触不良が生じ、接続部が発熱して電源コード被覆が発火し、製品内の冷却用ファンが焼損した
ものと推定される。

--

　三洋電機株式会社では、平成２０年６
月２０日にホームページへの情報掲載を
行うとともに、同年６月２１日に新聞社告
を掲載し、対象製品について、注意喚起
及び無償改修（電源コードの交換及び難
燃性を向上させた冷却用ファンへの交
換）を実施している。また、同社では、複
数回の新聞社告の掲載、ダイレクトメー
ルの発送、当該リコール情報を掲載した
チラシを作成し販売店等を通じ消費者に
配布、生活情報誌等に広告の掲載等
行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2219)
2015/12/28 01 家庭用電気製品

A201500614 2015/11/28 電気冷蔵庫 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 ＳＪ－ＷＡ３５Ｃ シャープ（株） 11.火災
　当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。（事故
発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品のコンプレッサー始動用に使用されている始動リレー（起動用電気部品）内のＰＴＣ素
子（電流を制御する部品）の品質にばらつきがあること等により発熱故障し、始動リレー内部で発煙・焼損した
ものと推定される。

--

　シャープ株式会社は、事故の再発防止
を図るため、平成２４年４月１７日にホー
ムページに情報を掲載するとともに新聞
社告を行い、当該製品を含む対象製品
について、無償点検・部品交換を実施し
ている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2178)
2015/12/25 01 家庭用電気製品

A201500610 2015/11/29 マルチタップ 延長コード 配線器具(特定) 特定 Ｔ４２０５ 大和電器（株） 11.火災
　当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生した。（事故発生地：愛知県）

　当該製品の栓刃カシメ接続部に接触不良が生じ、異常発熱により焼損に至ったものと推定されるが、栓刃部
にも熱変色が認められることから、壁コンセントとの接触不良等による発熱が影響した可能性も考えられ、壁コ
ンセントが確認できないことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2176)
2015/12/25 01 家庭用電気製品

A201500600 2015/12/12 電気ストーブ 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＭＥＳ－１０ （株）マクロス 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：埼玉県）

　当該製品は、転倒時オフスイッチの取り付け不具合により、転倒が検知できず、また、転倒検知用の押し棒
が本体底板から常に突き出して不安定な設置状態となっていたため、当該製品が転倒した際、ヒーターが通
電され続けたことで、出火に至ったものと推定される。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。　なお、（株）マクロスで
は、再発防止措置として、２０１６年３月
から自社ホームページ上に事故発生を
掲載し、消費者に対して転倒時オフス
イッチの動作を確認するよう注意喚起を
行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2173)
2015/12/24 01 家庭用電気製品
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A201500597 2015/12/09 除湿機 除湿機【電気除湿機】 電動力応用機械器具 特定外 ＥＪＤ－７０Ｎ
アイリスオーヤマ
（株）

11.火災
　スポーツ施設の倉庫で当該製品を使用中、当該製品を
焼損する火災が発生した。（事故発生地：神奈川県）

　調査の結果、当該製品の転倒時オフスイッチが異常発熱し、焼損したものと推定されるが、焼損が著しく、原
因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2151)
2015/12/21 01 家庭用電気製品

A201500588 2015/12/06 電子レンジ 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 ＫＲＤ－０１０６ 小泉成器（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：宮崎県）

　事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知す
るスイッチが接触不良となり、スパーク（電気火花）が発生し、トラッキング現象（絶縁破壊による短絡）が起こ
り、出火に至ったものと考えられる。

--

　小泉成器（株）は、当該製品を含む対
象機種について、事故の再発防止を図
るため、平成１９年９月１２日に新聞社告
を掲載し、使用の中止を呼び掛けるとと
もに、無償改修を実施している。また、
同社では、平成２０年３月以降複数回に
わたり、テレビＣＭ放送で注意喚起を行
い、対象製品について無償改修を呼び
掛けている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2105)
2015/12/16 01 家庭用電気製品

A201500578 2015/12/07 食器洗い乾燥機（ビルトイン式） 食器洗い乾燥機【電気食器洗機】電動力応用機械器具 特定外 ＲＫＷ－４５８Ｃ－ＳＶ リンナイ（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：埼玉県）

　事故原因は、当該製品内部に水漏れが発生し、当該製品の基板又はコネクター部でトラッキング現象等が
生じて出火に至ったものと考えられる。

--

　リンナイ（株）は、当該製品を含む対象
機種について、事故の再発防止を図る
ため、平成２４年８月２４日、ホームペー
ジへの情報掲載を行うとともに、所有者
に対してダイレクトメールの送付等を行
い、対象製品について無償点検・修理を
実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2104)
2015/12/15 01 家庭用電気製品

A201500577 2015/12/05 食器洗い乾燥機（ビルトイン式） 食器洗い乾燥機【電気食器洗機】電動力応用機械器具 特定外 ＥＵＦ１００ＳＶ ＴＯＴＯ（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：埼玉県）

　調査の結果、当該製品は、輸入事業者の系列業者が、修理作業の際、内部配線を途中で切断し、手でね
じって接続（手より接続）したため、接触不良により異常発熱し、出火に至ったものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2108)
2015/12/15 01 家庭用電気製品

A201500571 2015/12/01 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定 4.95E+12 （株）セリア 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：青森県）

　当該製品のコードプロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低くなっていたこと及びプロテクター
部の形状、肉厚の影響によりコードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・短絡し、出火に至ったも
のと推定される。

--

　輸入事業者である（株）セリアでは、当
該製品を含む対象機種について、事故
の再発防止を図るため、２０１５年（平成
２７年）９月２４日に新聞社告、ウェブサイ
トへの情報掲載、及び店頭での告知を
行い、製品回収・返金を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2061)
2015/12/11 01 家庭用電気製品

A201500569 2015/12/07 電気ストーブ（カーボンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＵＨＣ－３Ｔ 燦坤日本電器（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　事故原因は、当該製品の強弱切替スイッチに使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイ
オードが異常発熱し、火災に至ったものと考えられる。

--

　燦坤日本電器（株）は、当該製品を含
む対象機種について、事故の再発防止
を図るため、平成１９年８月７日、平成２
０年４月２１日及び平成２３年２月１０日
にウェブサイトへ情報掲載し、また、平
成２３年２月、平成２４年２月及び平成２
５年３月に新聞社告を掲載し、平成２６
年１月にインターネット広告を行い、さら
に、販売店においてポスター掲示、ダイ
レクトメールの送付により呼び掛けを行
い、対象製品について製品回収・返金を
実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2060)
2015/12/11 01 家庭用電気製品

A201500566 2015/11/23 ＩＨ調理器 電磁誘導加熱式調理器電熱器具 特定外 ＣＳ－Ｇ２２０２Ｃ
三菱電機ホーム機
器（株）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生した。（事故発生地：沖縄県）

　当該製品は、平滑用コンデンサーより出火し、周辺の電気部品を焼損したものと推定されるが、平滑用コン
デンサーより出火した原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2059)
2015/12/11 01 家庭用電気製品

A201500565 2015/12/03 電気ストーブ（ハロゲンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＣＨＬ－８０１ （株）フジマック 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：福井県）

　当該製品は、ヒーター用内部配線のカシメ不良により、接触不良が生じて異常発熱し、焼損したものと推定さ
れる。

--

　事業者では、当該製品を含む対象機
種について、事故の再発防止を図るた
め、平成１９年３月１６日、新聞社告を行
うとともに、商社・問屋・販売店へのチラ
シの配布、ウェブサイトへの情報掲載を
行い、対象製品について製品回収及び
返金を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2058)
2015/12/11 01 家庭用電気製品

A201500561 2015/11/20 電気掃除機 掃除機 電動力応用機械器具 特定外 ＰＡＳ１２－２７Ｆ ボッシュ（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品は、吸引モーターの巻線に、絶縁被膜の傷やピンホールなどの不具合があったた
め、使用中のモーター発熱の繰り返しによって、当該部分で絶縁劣化によるレイヤショート（巻線の層間短絡）
が生じ、巻線が異常発熱して焼損に至ったものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2037)
2015/12/09 01 家庭用電気製品

A201500560 2015/11/27 電気ストーブ（ハロゲンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 Ｖ－８００ＳＴ
（株）日本ビネガー
ボトラーズ

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：福岡県）

　当該製品の電流ヒューズ端子と内部配線の圧着不良により圧着部で接触不良が生じ、異常発熱して出火に
至ったものと推定される。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。なお、（株）日本ビネガー
ボトラーズでは当該製品のヒーターラン
プの弱出力切換用ダイオードから出火
するおそれがあることから、平成１６年８
月２６日付け等の新聞及びホームページ
に社告を掲載するとともに、販売会社等
に文書通知による消費者への周知を依
頼し、無償点検及び代替品との交換を
実施していたが、平成２１年２月３日付け
をもって製品回収のみを実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2031)
2015/12/09 01 家庭用電気製品

A201500552 2015/11/19 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＡＨＮ３５６９８
小泉産業（株）（現
コイズミ照明（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：東京都）

　当該製品の電子安定器にはんだ付け不良があったため、使用に伴う熱ストレスによりはんだクラックが発生
し、異常発熱が生じて出火に至ったものと推定される。

--

　製造事業者であるコイズミ照明（株）で
は、事故の再発を防ぐため、平成１１年
９月７日から、当該電子安定器（ＦＬ－５
－２０１０１－Ｃ１）を使用している照明器
具について無償点検・修理を実施してい
る。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2028)
2015/12/08 01 家庭用電気製品

A201500549 2015/11/15 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＡＯ２２ＧＰＢ
（株）富士通ゼネラ
ル

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：千葉県）

　当該製品はインバーター基板から出火したものと推定されるが、インバーター基板の焼損が著しく、事故原
因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1957)
2015/12/04 01 家庭用電気製品

A201500548 2015/11/16 電気洗濯機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＡＷ－Ｅ７０ＨＶＰ
（株）東芝（現　東芝
ライフスタイル
（株））

11.火災
　異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が
発生していた。（事故発生地：大阪府）

　当該製品は、長期使用（約１６年）により、電源ＩＣの内部部品の故障が発生して、回路に過大な電流が流
れ、電源ＩＣの部品の一部が焼損したものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1956)
2015/12/04 01 家庭用電気製品
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A201500543 2015/11/16 電子レンジ 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 ＮＥ－Ａ５５５
松下住設機器（株）
（現　パナソニック
（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：広島県）

　調査の結果、当該製品の内部部品（ダイオードブリッジ）に製造上のばらつきがあり、部品内部のはんだ部の
劣化が進み、はんだクラックが生じるため、スパークが発生し、発煙に至ったものと推定される。

--

　松下住設機器株式会社（現パナソニッ
ク株式会社）は、当該製品を含む対象機
種について、平成１９年５月３１日に新聞
社告を掲載し、その後も折り込みチラシ
の配布やダイレクトメールの送付等を通
じて、注意喚起を行うとともに、対象製品
について無償改修を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1955)
2015/12/04 01 家庭用電気製品

A201500542 2015/10/05 ＤＶＤレコーダー（ビデオ一体型） その他の音響機器 電子応用機械器具 特定外 ＲＤ－Ｗ３０１
（株）東芝（現　東芝
ライフスタイル
（株））

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：群馬県）

　調査の結果、○当該製品の前面操作パネルは焼損し、原形を留めていなかった。○放熱ファン及び電源
コードは確認できなかった。○メイン基板、電源基板等は著しく焼損し、基板部品の一部が確認できなかった。
○ＨＤＤ、ＤＶＤ及びＶＴＲユニットは焼損しているが、発火の痕跡は認められなかった。●当該製品の残存した
電気部品には発火した痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品もあったことから、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1959)
2015/12/03 01 家庭用電気製品

A201500538 2015/11/25 浄化槽用ポンプ 電気ポンプ 電動力応用機械器具（特定）特定 ＬＡＧ－８０ 日東工器（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：千葉県）

　当該製品の制御基板の銅箔パターンの異極間でトラッキング現象が起こり焼損に至ったものと推定される
が、当該製品の焼損は著しく、トラッキング現象が発生した経緯が不明であり、製品起因か否かを含め、事故
原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1937)
2015/12/01 01 家庭用電気製品

A201500535 2015/11/18 電気洗濯乾燥機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＡＷＤ－ＡＱ４０００
三洋電機（株）（現
パナソニック（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生した。（事故発生地：福岡県）

　当該製品の内部配線が損傷して短絡し、出火したものと推定されるが、内部配線が損傷した原因の特定に
は至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1936)
2015/12/01 01 家庭用電気製品

A201500528 2015/11/07 電気洗濯乾燥機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＮＡ－Ｖ８０
松下電器産業（株）
（現　パナソニック
（株））

11.火災
　当該製品内部の付着物を焼損する火災が発生した。（事
故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品の乾燥ヒーターのみに通電される誤動作が生じ、乾燥ヒーターが異常発熱したものと
考えられるが、誤動作は再現されていないこと及び制御基板にも異常は認められないことから、誤動作が生じ
た原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1912)
2015/11/26 01 家庭用電気製品

A201500527 2015/08/22 電気こんろ 電気こんろ 電熱器具 特定外

ＨＫ－１１０２（（株）日
立ハウステック（現
（株）ハウステック）製ミ
ニキッチンに組み込ま
れたもの）

松下電器産業（株）
（現　パナソニック
（株））

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：東京都）

　調査の結果、当該製品のスイッチつまみに身体等が接触してスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた
可燃物が焼損したものと推定される。

--

　小型キッチン等に組み込まれた電気こ
んろ（つまみが飛び出しているもの）につ
いては、身体や荷物がつまみ（スイッチ
操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう
事故が多発していることから、各事業者
においてつまみ（スイッチ部）の無償改
修を行っている。さらに、電気こんろメー
カー及びキッチンユニットメーカー１３社
は、平成１９年６月２０日に「小形キッチ
ンユニット用電気こんろ協議会」を設立
し、再発防止のため、１００％改修を目指
した抜本的対策を、平成１９年７月３日及
び同年７月３１日に公表し、改修を進め
ている。「一口電気こんろ」と

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1910)
2015/11/26 01 家庭用電気製品

A201500518 2015/11/18 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＳＣＬ－７２Ｐ
サナーエレクトロニ
クス（株）

11.火災
　当該製品を点灯させたところ、当該製品を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：長崎県）

　当該製品のインバーター基板のフィルムコンデンサーに不具合品が混入したため、内部短絡が生じて周囲
の電気部品に過電流が流れ、異常発熱して焼損したものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1891)
2015/11/24 01 家庭用電気製品

A201500501 2015/11/12 電気ストーブ（カーボンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外
ＴＳＫ－５３２８ＣＲＩ（Ｂ
Ｗ）（（株）バルスブラン
ド）

燦坤日本電器（株）
（（株）バルスブラン
ド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：京都府）

　事故原因は、当該製品の強弱切替スイッチに使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイ
オードが異常発熱し、火災に至ったものと考えられる。

--

　燦坤日本電器株式会社は、当該製品
を含む対象機種について、事故の再発
防止を図るため、平成１９年８月７日、平
成２０年４月２１日及び平成２３年２月１０
日にウェブサイトへ情報掲載し、また、
平成２３年２月、平成２４年２月及び平成
２５年３月に新聞社告を掲載し、平成２６
年１月にインターネット広告を行い、さら
に、販売店においてポスター掲示、ダイ
レクトメールの送付により呼び掛けを行
い、対象製品について製品回収・返金を
実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1776)
2015/11/13 01 家庭用電気製品

A201500496 2015/11/01 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＦＭ４０２１ＧＬ
オーヤマ照明（株）
（現　オーデリック
（株））

11.火災
　店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が
発生した。（事故発生地：静岡県）

　当該製品は、長期使用（約２３年）により安定器の巻線が絶縁劣化したため、レイヤショートが生じて安定器
が異常発熱し、発煙、焼損に至ったものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1774)
2015/11/12 01 家庭用電気製品

A201500494 2015/11/02 液晶テレビ テレビ 電子応用機械器具 特定外 ４２ＬＭ６６００－ＪＢ
ＬＧ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
Ｊａｐａｎ（株）

11.火災
　当該製品で視聴中、当該製品の内部部品を焼損する火
災が発生した。（事故発生地：東京都）

　当該製品は電源基板上のセラミックコンデンサーの不具合により、コンデンサー内部で絶縁破壊が進行し、
異常発熱を生じて、発煙・焼損に至ったものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1773)
2015/11/12 01 家庭用電気製品

A201500486 2015/10/22 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＨＤ９９７（推定）
松下電工（株）（現
パナソニック（株））

11.火災
　当該製品のスイッチひもを引っ張ったところ、当該製品を
焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。（事故発生地：茨
城県）

　当該製品の３２Ｗ用のグローソケット周辺から出火したものと推定されるが、３２Ｗ用のグロー球（事業者名
不明）及びソケットが確認できないことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1758)
2015/11/09 01 家庭用電気製品

A201500478 2015/10/03 照明器具（充電式） 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外
９４１０Ｌ（ペリカンプロ
ダクツ（株）ブランド）

デンヨー（株）（ペリ
カンプロダクツ（株）
ブランド）

11.火災
　事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。（事故発生地：長野県）

　当該製品は、内蔵電池セルの内部短絡により、異常発熱して出火に至ったものと推定されるが、焼損が著し
いため、内部短絡が生じた原因の特定には至らなかった。

--

　デンヨー（株）では、平成２７年１２月１１
日に販売店に対して製品交換の案内を
開始するとともに、平成２８年１月１２日
から短絡が発生し難い構造の電池を搭
載した製品との無償交換を実施してい
る。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1735)
2015/11/05 01 家庭用電気製品

A201500473 2015/10/22 ビデオデッキ その他の音響機器 電子応用機械器具 特定外 ＶＣ－Ｓ５００ シャープ（株） 11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：東
京都）

　当該製品は、電源基板上のプリントパターン間にホコリ等が付着してトラッキング現象が生じたため、異常発
熱し焼損したものと推定されるが、基板の焼損が著しく、原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1723)
2015/11/02 01 家庭用電気製品
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A201500470 2015/10/04 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＦＶ４１１５ＲＨ１５ 岩崎電気（株） 11.火災
　病院で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が
発生した。（事故発生地：東京都）

　当該製品は長期使用（約４０年）により、蛍光灯用安定器の一次側巻線が絶縁劣化したため、レイヤショート
が生じて異常発熱し、焼損に至ったものと推定される。

--

　製造事業者である岩崎電気（株）で
は、再発防止策として、同社ホームペー
ジ並びに（一社）日本照明工業会のホー
ムページにて、照明器具の適正交換時
期は１０年である旨の注意喚起を行って
いる。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1722)
2015/11/02 01 家庭用電気製品

A201500466 2015/10/18 電気洗濯乾燥機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＴＷ－１５０ＶＣ
東芝家電製造（株）
（現　東芝ライフスタ
イル（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生した。（事故発生地：北海道）

　当該製品内部のサーマルスイッチの接続端子と接点板とのカシメ部に緩みが生じて、接触抵抗が大きくな
り、異常発熱して出火し、当該製品上部に延焼したものと推定される。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。　なお、東芝ライフスタイ
ル（株）では、事故の再発防止を図るた
め、平成２８年３月２４日に同社ホーム
ページの情報をドラム式洗濯乾燥機を
含めた内容に更新し、［ＥＨ３］、［ＥＨ
５］、［ＥＨ７］などのエラーが表示された
場合には、使用を中止し、修理・点検を
受けるよう注意喚起を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1705)
2015/10/29 01 家庭用電気製品

A201500464 2015/10/07 電気冷蔵庫 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 ＬＲ－Ａ１３

ＬＧ電子ジャパン
（株）（現　ＬＧ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃｓ　Ｊａｐａｎ
（株））

11.火災
　当該製品を使用中、倉庫を全焼する火災が発生した。
（事故発生地：長崎県）

　当該製品の運転コンデンサーの焼損が著しいことから、当該コンデンサーが長期使用（約１６年）によって劣
化したため、コンデンサー内部で短絡し、出火に至った可能性があるが、霜取りタイマーの焼損も著しいことか
ら、原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1693)
2015/10/28 01 家庭用電気製品

A201500461 2015/10/21 空気清浄機 空気清浄機 電動力応用機械器具 特定外 ＡＣＭ７５Ｊ－Ｗ ダイキン工業（株） 11.火災
　店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。（事故発生地：千葉県）

　事故原因は、当該製品の電気集塵部の放電線が集塵フィルターに接触することにより、導電性物質が集塵
フィルターに付着した際に、集塵フィルターと脱臭フィルターの間で放電が発生し、出火したものと推定される。

--

　同社は、当該製品を含む対象機種に
ついて、事故の再発防止を図るため、２
０１０年４月９日にプレスリリース及び
ウェブサイトに情報を掲載するとともに、
同月１０日に新聞社告を行っている。ま
た、販売ルートへのダイレクトメールの送
付、販売店リストによる電話連絡、チラ
シ配布等を行い、当該製品について無
償点検及び修理を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1691)
2015/10/27 01 家庭用電気製品

A201500459 2015/10/11 電気洗濯機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＡＳＷ－ＬＰ４２Ｂ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する
火災が発生した。（事故発生地：宮城県）

　調査の結果、当該製品の洗濯モーター用コンデンサー内の銅線接続部に不具合があったため、異常発熱及
びスパークが発生し、コンデンサーの溶融物が噴出するとともに発煙したものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1690)
2015/10/26 01 家庭用電気製品

A201500451 2015/10/08 電気ストーブ（ハロゲンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＹＨ－６０００（Ｂ） （株）ユニ・ロット 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：秋田県）

　当該製品のバックカバー内の部品から出火したものと考えられるが、焼損が著しいことから事故原因の特定
には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1659)
2015/10/22 01 家庭用電気製品

A201500447 2015/10/06 電気ストーブ（パネルヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＳＰＷ－１２０１Ｃ
（株）インターセント
ラル

11.火災
　施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。（事故発生地：熊本県）

　当該製品が長期使用（約１１年）により端子部を保護する耐熱シリコンが経年劣化したため、端子部に水分
が浸入し腐食して接触不良が生じて異常過熱し、出火したものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1640)
2015/10/19 01 家庭用電気製品

A201500445 2015/09/19 電気ストーブ（ハロゲンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＳＤ－８０Ｇ
大宇電子ジャパン
（株）（現　東部大宇
電子ジャパン（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：静岡県）

　事故原因は、強弱切換の部品（ダイオード）に不具合があり、発熱し、発煙・出火に至ったものと考えられる。 --

　大宇電子ジャパン（株）（現　東部大宇
電子ジャパン（株））は、平成１５年２月２
８日及び平成１９年３月１日に新聞社告
を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象
製品の無償改修を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1628)
2015/10/15 01 家庭用電気製品

A201500444 2015/08/25 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＦＲＵ４２１５ＧＨ１５ 岩崎電気（株） 11.火災
　工場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が
発生した。（事故発生地：新潟県）

　当該製品は、長期使用（３１年）により、安定器の一次巻線が絶縁劣化したため、レイヤショートが生じて異常
発熱し、焼損に至ったものと推定される。

--

　製造事業者である岩崎電気（株）で
は、再発防止策として、同社ホームペー
ジ並びに（一社）日本照明工業会のホー
ムページにて、照明器具の適正交換時
期は１０年である旨の注意喚起を行って
いる。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1627)
2015/10/15 01 家庭用電気製品

A201500442 2015/09/28 電気こんろ 電気こんろ 電熱器具 特定外

ＨＫ－１１０２（（株）日
立ハウステック（現
（株）ハウステック）製ミ
ニキッチン「ＫＭ－９０
３Ｓ」に組み込まれたも
の）

松下電器産業（株）
（現　パナソニック
（株））

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：東京都）

　調査の結果、当該製品のスイッチつまみに身体等が接触してスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた
可燃物が焼損したものと推定される。

--

　小型キッチン等に組み込まれた電気こ
んろ（つまみが飛び出しているもの）につ
いては、身体や荷物がつまみ（スイッチ
操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう
事故が多発していることから、各事業者
においてつまみ（スイッチ部）の無償改
修を行っている。さらに、電気こんろメー
カー及びキッチンユニットメーカー１３社
は、平成１９年６月２０日に「小形キッチ
ンユニット用電気こんろ協議会」を設立
し、再発防止のため、１００％改修を目指
した抜本的対策を、平成１９年７月３日及
び同年７月３１日に公表し、改修を進め
ている。「一口電気こんろ」と

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1625)
2015/10/15 01 家庭用電気製品

A201500439 2015/10/02 液晶テレビ テレビ 電子応用機械器具 特定外 ＬＣ－２６ＧＤ１ シャープ（株） 2.重傷
　当該製品がスタンド支柱部分から外れ、落下し、左足を
負傷した。（事故発生地：愛知県）

　調査の結果、当該製品は、支柱の樹脂製接合部の強度不足により、接合部に亀裂が入ってぐらつきが生
じ、接合部が破損して本体が外れ、足の上に落下して負傷したものと推定される。　なお、ぐらつきを認識した
状態で使用を継続したことも、事故発生に影響したものと推定される。

--

　シャープ株式会社は、事故の再発防止
を図るため、平成２１年１月１３日にホー
ムページに情報を掲載し、当該製品を含
む対象製品について無償点検・部品交
換を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1610)
2015/10/14 01 家庭用電気製品

A201500430 2015/09/28 プロジェクター プロジェクター（オーバーヘッド映写機）光源・光源応用機械器具特定外 ＬＰ－Ｚ３
三洋電機（株）（現
パナソニック（株）に
事業移管）

11.火災
　当該製品の電源コード部及び周辺を焼損する火災が発
生した。（事故発生地：北海道）

　調査の結果、当該製品の電源コードのコネクター内部の樹脂材料に含まれる難燃剤が加工不十分なため、
その成分が温度・湿度等の影響によって空気中の水分と反応して導電性物質が生成され、コネクター内部の
端子間において絶縁が劣化して樹脂が炭化することで、出火に至ったものと推定される。

--

　三洋電機株式会社及び松下電器産業
株式会社（現　パナソニック株式会社）で
は、事故の再発防止を図るため、平成２
４年１０月１７日にプレスリリース、同社
ホームページへの情報掲載及び販売店
での店頭告知、同年１０月１８日に新聞
社告及びダイレクトメールを行い、無償
で部品交換を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1585)
2015/10/08 01 家庭用電気製品
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A201500422 2015/09/29 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＥＦＳＰ１２ＥＤ （株）オーム電機 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：宮崎県）

　当該製品の片極のフィラメントが半断線したためにアーク放電が生じ、蛍光管基部が発熱及び発煙したもの
と推定されるが、使用環境による影響等が不明であり、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1570)
2015/10/06 01 家庭用電気製品

A201500420 2015/09/19 電気洗濯機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＨＳＷ－５０Ｓ３

三洋ハイアール
（株）（現　ハイアー
ルジャパンセール
ス（株））

11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：東
京都）

　調査の結果、当該製品のモーター用コンデンサーの製造工程において、異物が混入していたため、使用中
に徐々に絶縁劣化を起こし、内部短絡を起こして出火に至ったものと推定される。

--

　ハイアールジャパンセールス株式会社
では、事故の再発防止を図るため、当該
製品を含む対象機種について、平成２２
年１１月１２日から無償点検を実施し、必
要に応じて部品の無償交換を実施して
いる（三洋ハイアール株式会社（平成１９
年３月解散）が輸入した電気洗濯機も含
む）。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1568)
2015/10/05 01 家庭用電気製品

A201500419 2015/09/16 電気冷蔵庫 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 ＮＲ－ＣＬ３５Ｖ５
松下冷機（株）（現
パナソニック（株））

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：愛知県）

　調査の結果、当該製品は、長期使用（約２１年）により、コンプレッサーの配線コネクター部で接触不良が生じ
て異常発熱し、出火に至ったものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1534)
2015/10/01 01 家庭用電気製品

A201500410 2015/08/16 送風機 送風機 電動力応用機械器具 特定外 ＲＢ４０ＳＡ 日立工機（株） 11.火災
　工場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が
発生した。（事故発生地：静岡県）

　調査の結果、当該製品は、可搬タイプであったが、長期間固定した状態で連続運転したため、送風（集塵）
ファンのモーター部およびモーター冷却用通風穴に粉塵が堆積して閉塞し、モーターが異常発熱して焼損した
際に、モーター部に堆積した粉塵に引火して出火に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には、「回転
させたまま、台や床などに放置しない。」旨、記載されているが、長期間の連続運転や固定使用した際にファン
のモーター冷却用通風穴が閉塞され、火災に至る危険性について記載されていなかったことも、事故発生に
影響したものと考えられる。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。　なお、事業者では再発
防止策として、２０１６年３月生産分から
取扱説明書の記載内容見直しを行い、
据え置きでの連続運転や機械設備への
取付け等を禁止するほか、エアガンを使
用してモーター内部のごみやほこりの排
出を促す記載などを追記している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1486)
2015/09/25 01 家庭用電気製品

A201500408 2015/09/11 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ４Ｍ８０ＣＶ ダイキン工業（株） 11.火災
　異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が
発生していた。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品の端子盤内部に封止されている銅板パターンが焼損して欠損していたことから、銅板
パターン間で短絡やトラッキング現象が生じて異常過熱した可能性があり、当該製品内部が焼損したものと考
えられるが、当該箇所が焼失しているため、原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1484)
2015/09/24 01 家庭用電気製品

A201500406 2015/09/05 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外
ＫＨ－２３２１（小泉産
業（株）ブランド）

ヒカリ電工（株）（現
コイズミ照明（株）に
事業移管（小泉産
業（株）ブランド））

11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：熊
本県）

　当該製品は長期使用（約３０年）により、安定器の巻線が絶縁劣化し、レイヤショートを起こして焼損に至った
ものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1468)
2015/09/18 01 家庭用電気製品

A201500403 2015/08/31 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外
ＡＨ－３５６５９（小泉産
業（株）ブランド）

（株）ミツヨシ（現　青
垣コイズミ照明
（株））（小泉産業
（株）（現　コイズミ
照明（株））ブランド）

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：広島県）

　当該製品は、長期使用（約２０年）により安定器の巻線が絶縁劣化したためレイヤショートを生じて異常発熱
した可能性もあるが、焼損が著しく、確認できない部品もあることから、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1466)
2015/09/18 01 家庭用電気製品

A201500402 2015/09/05 扇風機 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 ＦＭＤ－１９１ （株）ドウシシャ 11.火災
　事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：埼玉県）

　調査の結果、当該製品は、内部配線が首振り部で半断線状態となったため、異常発熱し焼損したものと推定
されるが、焼損が著しく、配線が断線した原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1470)
2015/09/18 01 家庭用電気製品

A201500400 2015/08/14 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＲＰ７Ｂ１５３
日立照明（株）（現
日立アプライアンス
（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：三重県）

　当該製品は長期使用（約２９年）により、蛍光ランプ３２Ｗ用安定器の一次巻線が絶縁劣化したため、レイヤ
ショートが生じて異常発熱し、発煙・焼損に至ったものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1465)
2015/09/18 01 家庭用電気製品

A201500398 2015/08/17 電気冷蔵庫 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 ＴＦＪ２７ＰＦ

ジーイー・アプライ
アンス・ジャパン
（株）（　現　GEライ
ティング・ジャパン
（株）に事業移管）

11.火災
　事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：東京都）

　当該製品はドアスイッチが内部で異常発熱を生じて焼損に至ったものと推定されるが、当該スイッチの焼損
が著しく、可動接点や端子金具の一部が確認できないことから、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1463)
2015/09/18 01 家庭用電気製品

A201500396 2015/09/03 電気洗濯機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＡＳＷ－７０Ｐ１ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：滋賀県）

　当該製品は、ケーブルハーネス内の２本のリード線の断線部に溶融痕が認められたことから、当該断線部か
ら出火したものと推定されるが、焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1462)
2015/09/17 01 家庭用電気製品

A201500393 2015/08/03 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定
Ｗ－３００Ｈ（朝日電器
（株）ブランド）

行田電線（株）（朝
日電器（株）ブラン
ド）

11.火災
　当該製品に延長コードを接続していたところ、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発生地：大阪府）

　調査の結果、当該製品は刃受金具のカシメ部で異常発熱し、樹脂が炭化したため刃受金具間でトラッキング
現象が生じ、出火に至ったものと推定されるが、焼損が著しくカシメ部周辺の一部が確認できないことから、事
故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1451)
2015/09/15 01 家庭用電気製品

A201500381 2015/07/28 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＣＳＨ－Ｎ２２１３ （株）コロナ 11.火災
　当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。
（事故発生地：徳島県）

　当該製品の焼損が著しく、確認できない部品もあることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1392)
2015/09/08 01 家庭用電気製品

A201500375 2015/08/21 扇風機 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 不明
東京芝浦電気（株）
（現　東芝ホームテ
クノ（株））

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：滋賀県）

　当該製品は、長期使用（約３０年）により、モーター始動用コンデンサーの絶縁性能が劣化し、短絡状態と
なったことから、コンデンサーが発熱し、出火したものと推定される。

--

　製造事業者である東芝ホームテクノ
（株）では、再発防止策として、ホーム
ページにおいて、「長年ご使用の扇風機
は、モーター、コード、コンデンサー等、
電気部品の経年劣化による発煙・発火
事故の恐れがある」旨、注意喚起を行っ
ている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1390)
2015/09/07 01 家庭用電気製品

A201500373 2015/08/20 扇風機 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 ＭＩ－１０６ （株）千住 11.火災
　事業所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
（事故発生地：東京都）

　当該製品の制御基板が著しく焼損し内部配線に溶融痕が認められることから、当該製品から出火したものと
推定されるが、焼損が著しく確認できない部品があるため、原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1389)
2015/09/07 01 家庭用電気製品
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A201500372 2015/08/20 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外
ＨＤ７３３＊ＥＰＬ（「＊」
は、７、８、９のいずれ
か）

松下電工（株）（現
パナソニック（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：石川県）

　調査の結果、当該製品は、長期使用（約３０年）により、４０Ｗ安定器の巻線間の絶縁性能が低下し、コイル
が短絡して異常発熱し、出火したものと推定される。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。　なお、パナソニック株式
会社及び一般社団法人日本照明工業
会は、ホームページに点検・交換の推奨
時期、耐用年数を表示するとともに長期
使用の製品に関する注意喚起を実施し
ている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1388)
2015/09/07 01 家庭用電気製品

A201500370 2015/08/14 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＲＡＳ－２５５ＧＡＨ
（株）東芝（現　東芝
ライフスタイル
（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：徳島県）

　当該製品は、長期使用（約２９年）により、ファンモーター用のコンデンサーが絶縁劣化したため、コンデン
サー内部で短絡し、出火に至ったものと推定される。 --

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1254)
2015/09/04 01 家庭用電気製品

A201500359 2015/08/10 携帯型電気冷温庫 電子冷蔵庫 電子応用機械器具 特定外 ＡＣＷ－６２０
（株）アピックスイン
ターナショナル

11.火災
　火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周
辺を焼損する火災が発生していた。（事故発生地：広島県）

　当該製品の冷温切替スイッチの接触不良により過熱し出火したものと推定されるが、当該スイッチの焼損が
著しいことから、接触不良が生じた原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1231)
2015/08/31 01 家庭用電気製品

A201500354 2015/08/18 扇風機 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 Ｈ－６５４
（株）日立製作所
（現　日立アプライ
アンス（株））

11.火災
　学校で当該製品を焼損し、周辺を破損する火災が発生し
た。（事故発生地：新潟県）

　当該製品は、長期使用（約４５年）により、モーターとベース部のコンデンサーの間を接続する渡り配線が支
柱高さ調整及び首振り運転等の繰り返しから半断線状態となり、スパークを発生し異常発熱して焼損に至った
ものと推定される。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。なお、日立アプライアン
ス（株）や関係工業会では、長期使用の
扇風機について、電気部品の経年劣化
によって発煙・出火し、火災に至るおそ
れがあることから、ホームページで扇風
機の使用に当たっての注意事項を掲載
し、異常に気づいたら直ちに使用を止
め、販売店などに相談するよう呼び掛け
ている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1185)
2015/08/28 01 家庭用電気製品

A201500349 2015/08/08 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＳＡＰ－２５０ＡＲ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火
災が発生した。（事故発生地：東京都）

　当該製品は長期使用（約２５年）により、電源制御用リレー内部で絶縁劣化して異常発熱し、焼損に至ったも
のと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1183)
2015/08/27 01 家庭用電気製品

A201500345 2015/08/06 扇風機 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 ＥＦ－６ＵＪ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：京都府）

　当該製品は、長期使用（約４０年）により、モーターのコイルが経年劣化しレイヤショートして出火に至ったも
のと推定される。

--

　三洋電機（株）（現　パナソニック（株））
は、平成１９年８月２５日以降、毎年、新
聞広告を掲載し、また、平成１９年９月か
らはテレビ広告を実施するなどして、使
用の中止及び製品の廃棄を呼びかけて
いる。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1173)
2015/08/25 01 家庭用電気製品

A201500340 2015/08/10 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＦＣ３１７９０
松下電工（株）（現
パナソニック（株））

11.火災
　当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。（事故
発生地：奈良県）

　調査の結果、当該製品は、長期使用（４５年）により、安定器の巻線間の絶縁性能が低下し、コイルが短絡し
て異常発熱し、発煙に至ったものと推定される。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。　なお、パナソニック株式
会社及び一般社団法人日本照明工業
会は、ホームページに点検・交換の推奨
時期、耐用年数を表示するとともに長期
使用の製品に関する注意喚起を実施し
ている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1172)
2015/08/24 01 家庭用電気製品

A201500329 2015/08/07 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定
ＷＢＮ－Ｓ７２０２Ｂ
（Ｗ）（朝日電器（株）ブ
ランド）

大和電器（株）（朝
日電器（株）ブラン
ド）

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：北海道）

　調査の結果、○当該製品の全７口の差し込み口のうち、電源コード側から１口目と２口目にそれぞれ外付け
ＨＤＤが接続され、残り５口には何も接続されていなかった。◯タップ部は、電源コード接続部とは逆側の端部
に著しい焼損が認められた。○タップ部の焼損が著しい側にあるサージ吸収用のバリスター及び刃受金具が
確認できなかった。◯電源プラグ、電源コード及び残り６口の刃受金具は全て残存し、溶融痕等の出火の痕跡
は認められなかった。●当該製品の残存した電気部品に出火した痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、
確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1107)
2015/08/20 01 家庭用電気製品

A201500325 2015/08/07 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＲＡＳ－４０６ＬＤＲ 東芝キヤリア（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：岐阜県）

　事故原因は、当該製品のファンモーターのリード線接続部分に、エアコン洗浄液等の電気を通しやすい物質
が付着・浸入し、さらに、当該製品内部で発生した結露がリード線接続部分に回りこむことによって、トラッキン
グ現象が生じ、出火に至ったものと考えられる。

--

　同社は、事故の再発防止を図るため、
平成１６年８月２０日に新聞社告を掲載
するとともに、ダイレクトメールの送付、
電話による連絡、新聞折り込みチラシ、
交通広告（電車内）、全国自治体の広報
誌への情報掲載等を通じて注意喚起を
行い、対象製品について無償点検・改修
を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1060)
2015/08/19 01 家庭用電気製品

A201500322 2015/05/21 電気温風機（セラミックファンヒーター）電気温風機 電動力応用機械器具 特定外 Ｒ－ＣＭ１２Ｂ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発
生した。（事故発生地：東京都）

　当該製品は、電源プラグの栓刃と電源コード芯線とのカシメ部が異常発熱してプラグ樹脂が焼損し、出火に
至ったものと推定されるが、電源プラグの焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1059)
2015/08/18 01 家庭用電気製品

A201500309 2015/08/03 扇風機 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 Ｈ－３０ＤＬ
東京芝浦電気（株）
（現　東芝ホームテ
クノ（株））

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：三重県）

　当該製品は、長期使用（約４１年）によりモーター用コンデンサーの絶縁性能が低下したため、内部短絡が生
じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。

--

　製造事業者である東芝ホームテクノ
（株）や関係工業会では、再発防止策と
して、長期使用の扇風機について、電気
部品の経年劣化によって発煙・出火し、
火災に至るおそれがあることから、ホー
ムページで扇風機の使用に当たっての
注意事項を掲載し、異常に気づいたら直
ちに使用を止め、販売店などに相談する
よう呼び掛けている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1018)
2015/08/11 01 家庭用電気製品

A201500304 2015/07/22 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＳＲＫ４０ＢＫＳＶ－Ｎ 三菱重工業（株） 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：兵庫県）

　調査の結果、当該製品電装部周辺の焼損が著しく、メイン基板付近より出火したものと推定されるが、メイン
基板の一部が確認できないため、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1021)
2015/08/10 01 家庭用電気製品

A201500303 2015/07/25 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＳＲＫ２８ＳＤ 三菱重工業（株） 11.火災
　建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があっ
た。（事故発生地：福岡県）

　調査の結果、○本体がほぼ全焼し、樹脂製の外郭、部材等は焼失していた。○電源プラグを含む電源コード
の一部が欠落していた。○電装品ボックスは著しく焼損しており、同ボックス内に内蔵されていた制御基板は
一部、欠落していた。○ファンモーター及び内部配線等の残存した電気部品に出火した痕跡は認められなかっ
た。●当該製品の残存する電気部品に出火した痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部
品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1020)
2015/08/10 01 家庭用電気製品
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A201500301 2015/03/16 電気ストーブ（カーボンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＴＳＫ－５３２８ＣＴ 燦坤日本電器（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：石川県）

　事故原因は、当該製品の強弱切替スイッチに使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイ
オードが異常発熱し、火災に至ったものと考えられる。

--

　同社は、当該製品を含む対象機種に
ついて、事故の再発防止を図るため、平
成１９年８月７日、平成２０年４月２１日及
び平成２３年２月１０日にウェブサイトへ
情報掲載し、また、平成２３年２月、平成
２４年２月及び平成２５年３月に新聞社
告を掲載し、平成２６年１月にインター
ネット広告を行い、さらに、販売店におい
てポスター掲示、ダイレクトメールの送付
により呼び掛けを行い、対象製品につい
て製品回収・返金を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1017)
2015/08/10 01 家庭用電気製品

A201500297 2015/07/28 扇風機 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 ＥＦ－６ＹＺ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：岡山県）

　調査の結果、当該製品は、長期使用（約４７年）により、モーター用コンデンサーの絶縁性能が低下し、内部
短絡したため出火に至ったものと推定される。

--

　三洋電機株式会社（現パナソニック株
式会社）は、平成１９年８月２５日以降、
毎年、新聞広告を掲載し、また、平成１９
年９月からはテレビ広告を実施するなど
して、使用の中止及び製品の廃棄を呼
びかけている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1004)
2015/08/07 01 家庭用電気製品

A201500296 2015/07/25 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＳＡＰ－ＺＫ４０Ｘ 三洋電機（株） 11.火災
　飲食店で異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生していた。（事故発生地：福岡県）

　調査の結果、当該製品の内部配線とファンモーター基板とのはんだ接続部に接触不良が発生し、異常過熱
したものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1003)
2015/08/06 01 家庭用電気製品

A201500295 2015/07/28 液晶テレビ テレビ 電子応用機械器具 特定外 ３７Ｚ９５００
（株）東芝（現　東芝
映像ソリューション
（株））

11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：東
京都）

　当該製品は、フェライトビーズの焼損によりメイン基板が異常発熱し、メイン基板のコネクター付近を焼損した
ものと推定されるが、フェライトビーズが焼損した原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0966)
2015/08/05 01 家庭用電気製品

A201500291 2015/07/25 ミシン用クラッチモーター 電動機 小型交流電動機 特定外 ＭＴ－１３３ ブラザー工業（株） 11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：大
阪府）

　当該製品は、長期使用（３０年以上）により、スイッチボックス内のコンデンサーの絶縁性能が低下し、内部短
絡を生じて異常発熱し、コンデンサー内の内圧上昇により端子板が破損して含浸油が噴出したものと推定され
る。

--

　製造事業者であるブラザー工業（株）
及び日本縫製機械工業会では、再発防
止策として、長期使用の職業用ミシンな
どについて、電気部品の経年劣化によっ
て発煙・出火し、火災に至るおそれがあ
ることから、ホームページでミシンの使用
に当たっての注意事項を掲載し、異常に
気づいたら直ちに使用を止め、当該事
業者などに相談するよう呼び掛けてい
る。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0964)
2015/08/04 01 家庭用電気製品

A201500290 2015/07/25 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＳＲＫ２２Ｖ６ＺＦ－Ｗ 三菱重工業（株） 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：島根県）

　調査の結果、○当該製品はファンモーターのコネクター部から出火していた。○当該コネクター部のコネク
ター端子及びモーター側接続ピンに焼失箇所が認められた。○ファンモーター内部の基板部では、焼失した接
続ピンのはんだ付け部周辺が著しく炭化し、近接した異極パターン（銅箔）にかけて炭化が進展していた。○配
管貫通穴の外壁側及び内壁側のシール状況は不明であった。○ファンモーターからエアコン洗浄剤に含まれ
る界面活性剤成分は検出されなかった。●当該製品はファンモーターのコネクター部端子の接触不良により内
部基板が徐々に炭化し、パターン端面でトラッキング現象が生じて出火したものと推定されるが、配管貫通穴
の施工状況が不明であり外部からの水分等の浸入による影響も否定できないことから、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0969)
2015/08/04 01 家庭用電気製品

A201500286 2015/07/26 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＲＨ－２２Ｅ （株）コロナ 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：岐阜県）

　当該製品の残存する電気部品に出火した痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品が
あったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0914)
2015/07/31 01 家庭用電気製品

A201500282 2015/07/19 電気洗濯乾燥機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 Ｌ１２８２０Ｊ５
エレクトロラックス・
ジャパン（株）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生した。（事故発生地：東京都）

　当該製品の配線コネクター部が異常発熱し、出火したものと推定されるが、配線コネクターの焼損が著しく、
異常発熱した原因の特定には至らなかった。 --

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0905)
2015/07/28 01 家庭用電気製品

A201500280 2015/07/14 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＨＬＷ３１１３ＥＮＨ
パナソニック電工
（株）（現　パナソ
ニック（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火
災が発生した。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品は、長期使用（約１５年）により、電解コンデンサーが絶縁劣化し、電解コンデンサー
内部の内圧が上昇して安全弁が作動して、電解液が蒸気となって噴出したものと推定される。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。　なお、パナソニック株式
会社及び一般社団法人日本照明工業
会は、ホームページに点検・交換の推奨
時期、耐用年数を表示するとともに長期
使用の製品に関する注意喚起を実施し
ている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0903)
2015/07/28 01 家庭用電気製品

A201500278 2015/07/11 電気冷凍庫 冷凍庫【電気冷凍庫】 電動力応用機械器具 特定外 ＤＦＲ－Ａ０８５Ｍ
（株）ダカス（現　東
部大宇電子ジャパ
ン（株））

11.火災
　事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。（事故発生地：長野県）

　当該製品の電源ボックス内の圧縮機運転用コンデンサーから出火したものと考えられるが、焼損が著しく、
確認できない部品があったことから、出火原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0901)
2015/07/27 01 家庭用電気製品

A201500276 2015/06/15 ウォーターサーバー 電気温水器 電熱器具(特定) 特定
ＷＦＤ－１０７０（プレミ
アムウォーター（株）ブ
ランド）

（株）ウォーターダイ
レクト（プレミアム
ウォーター（株）ブラ
ンド）

2.重傷
　幼児（１歳）が当該製品の温水レバーを操作したところ、
チャイルドロック機能が効かず、お湯が出て火傷を負った。
（事故発生地：神奈川県）

　当該製品の構造上の問題からチャイルドロック解除ボタンのカバーが温水コックのカバーに干渉したため、
チャイルドロック解除ボタンが押された状態から戻らなくなり、その状態で乳児が当該製品につかまり立ちした
際、温水レバーに触れて出湯し、火傷を負ったものと推定される。

--

　販売事業者であるプレミアムウォー
ター（株）では、再発防止措置として、２０
１４年（平成２６年）の３月から５月にかけ
て、注意喚起チラシを宅配水に同梱する
とともに、利用者から不具合の報告が
あった場合は、チャイルドロック解除ボタ
ンを改良品に交換する対応を行っていた
が、今回の事故を受けて、２０１５年（平
成２７年）１２月３日から、まだ部品を交
換していない同一型式品を対象とした市
場調査を実施しており、残りの未交換品
への追加対応について検討している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0865)
2015/07/24 01 家庭用電気製品

A201500272 2015/07/12 電気冷蔵庫 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 ＳＪ－Ｈ８Ｗ－Ｓ シャープ（株） 11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：東
京都）

　調査の結果、当該製品は、結露等により庫内に付着した水分が庫内温度調節用サーモスタット内部に浸入
したため、端子間でトラッキング現象を生じて異常発熱し、焼損したものと推定される。 --

　シャープ株式会社は、事故の再発防止
を図るため、平成２７年９月７日にホーム
ページに情報を掲載するとともに新聞掲
載し、当該製品を含む対象製品につい
て無償点検・部品交換を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0863)
2015/07/23 01 家庭用電気製品

A201500271 2015/07/10 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＳＡＰ－Ｃ２２ＫＲ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品を延長コードに接続して使用中、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生した。（事故発生地：福岡県）

　調査の結果、当該製品は電源プラグの焼損が著しく、詳細な使用状況が不明であり、確認できない部品が
あったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0862)
2015/07/23 01 家庭用電気製品

P-20



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500267 2015/07/07 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＨＤ７１７８
松下電工（株）（現
パナソニック（株））

11.火災
　神社で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。（事故発生地：大阪府）

　当該製品は、長期使用（約３２年）により、４０Ｗ安定器の一次巻線が絶縁劣化を起こし、レイヤショートを生じ
たことにより出火したものと推定される。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。 　なお、パナソニック
（株）及び（一社）日本照明工業会は、
ホームページに点検・交換の推奨時期、
耐用年数を表示するとともに長期使用
の製品に関する注意喚起を実施してい
る。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0851)
2015/07/22 01 家庭用電気製品

A201500266 2015/07/09 扇風機 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 Ｆ－ＧＡ３０１

松下エコシステムズ
（株）（現　パナソ
ニックエコシステム
ズ（株））

11.火災
　学校で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　当該製品のモーターリード線に溶融痕が認められたことから、短絡、スパークにより周囲の樹脂に着火したも
のと考えられるが、モーターリード線が短絡した原因の特定はできなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0850)
2015/07/21 01 家庭用電気製品

A201500265 2015/06/19 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定 ＷＨＳ２６３４ＤＰ
松下電工（株）（現
パナソニック（株））

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：神奈川県）

　調査の結果、○当該製品は、個別スイッチを有する４口のマルチタップで、電源コード側の１番目と２番目の
タップ付近を中心にタップ部の焼損が認められた。○電源コードの接続部付近から２番目のタップにかけて電
極板の両極に溶融及び焼失が認められた。○タップ部１番目及び２番目の刃受金具及び個別スイッチの可動
接点に変形、溶融等の異常は認められなかった。●当該製品は、タップ内部の電極板間で短絡して焼損した
ものと推定されるが、焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0854)
2015/07/21 01 家庭用電気製品

A201500264 2015/07/07 食器洗い乾燥機（ビルトイン式） 食器洗い乾燥機【電気食器洗機】電動力応用機械器具 特定外 ＮＰ－５８００ＢＰ
松下電器産業（株）
（現　パナソニック
（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：大阪府）

　当該製品は、長期間（約２０年）の使用に伴うドアの開閉により、コネクターリード線が断線し、出火に至ったも
のと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0849)
2015/07/21 01 家庭用電気製品

A201500258 2015/07/07 電気洗濯機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外
Ｍ－Ｗ４２Ｂ又はＭ－
Ｗ４２Ｃ（（株）良品計
画ブランド）

東芝家電製造（株）
（現　東芝ライフスタ
イル（株））（（株）良
品計画ブランド）

11.火災
　倉庫の軒下で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
した。（事故発生地：静岡県）

　調査の結果、○当該製品は背面から見て左側下部の焼損が著しいが、焼損が著しい箇所に電気部品や内
部配線は配置されていなかった。○電源基板上のモーター駆動用のトライアック（半導体部品）及び内部配線
に溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕かの判別はできなかった。○電源基板は焼失しており、基板上の
給水弁・排水弁用のトライアック、リレー、コンデンサー、トランジスター、コネクター等の部品は確認できなかっ
た。●当該製品は焼損が著しく確認できない部品があり、トライアックや内部配線の溶融痕については、一次
痕か二次痕かの特定ができなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0822)
2015/07/17 01 家庭用電気製品

A201500251 2015/07/04 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＬＢＺ５８５１６
松下電工（株）（現
パナソニック（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損し、周辺
を汚損する火災が発生した。（事故発生地：神奈川県）

　調査の結果、当該製品は長期使用（２０年）により、制御基板上のフィルムコンデンサーが絶縁劣化したた
め、内部短絡が生じて異常発熱し、焼損したものと推定される。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。なお、パナソニック株式
会社及び一般社団法人日本照明工業
会は、ホームページに点検・交換の推奨
時期、耐用年数を表示するとともに長期
使用の製品に関する注意喚起を実施し
ている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0816)
2015/07/16 01 家庭用電気製品

A201500250 2015/07/01 電子レンジ 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外
ＩＭ－５７４（岩谷産業
（株）ブランド）

（株）千石（岩谷産
業（株）ブランド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、火災に至ったも
のと考えられる。

--

　販売事業者である岩谷産業（株）は、
当該製品を含む対象機種について、平
成１５年９月２日から複数回、新聞社告
を掲載するとともにテレビＣＭ放送で注
意喚起を行い、対象製品について、無償
改修（スイッチ部の交換）を実施してい
る。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0815)
2015/07/16 01 家庭用電気製品

A201500249 2015/07/04 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＡＣ－２２０２Ｃ シャープ（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：埼玉県）

　調査の結果、エアコン洗浄剤等がイオン発生器のコネクター端子に付着したため、端子間でトラッキング現象
が生じて、異常発熱し焼損に至ったもので、エアコン洗浄作業の影響による事故と推定される。なお、取扱説
明書に、イオン発生器にエアコン洗浄液が掛かることへの注意喚起が記載されていなかったことも事故発生に
影響したものと考えられる。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。なお、シャープ（株）や
（一財）日本冷凍空調工業会では、ホー
ムページ上において、「エアコン内部の
洗浄は高い専門知識が必要です。もし
誤った洗浄剤の選定・使用方法で内部
洗浄を行うと、エアコン内部に残った洗
浄剤で、樹脂部品の破損・電気部品の
絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、
発煙・発火につながる恐れがある」旨、
注意喚起を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0809)
2015/07/15 01 家庭用電気製品

A201500239 2015/06/30 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＭＳＺ－ＧＸＶ２８Ｋ 三菱電機（株） 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：千葉県）

　調査の結果、当該製品はファンモーターのコネクター端子付近で異常発熱したことにより、焼損したものと推
定されるが、ファンモーターの焼損が著しく、原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0801)
2015/07/13 01 家庭用電気製品

A201500234 2015/06/21 換気扇（床下用） 換気扇 電動力応用機械器具 特定外
ＢＬ－４００（セイホープ
ロダクツ（株）ブランド：
型式ＨＢ－４００ＥＸ）

エス・デイ・ケイ（株） 11.火災
　当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生していた。（事故発生地：
鹿児島県）

　当該製品は、内部配線に溶融痕がみられたものの、焼損が著しく、電気部品の一部が確認できないため、事
故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0763)
2015/07/10 01 家庭用電気製品

A201500229 2015/05/21 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定 ＳＮ１１１Ｋ
（株）ヤザワコーポ
レーション

11.火災
　飲食店で当該製品に電気製品を接続して使用していたと
ころ、当該製品及び電気製品の電源プラグ部を焼損する火
災が発生した。（事故発生地：東京都）

　当該製品は、電源スイッチ基板の電源コード接続部で接続不良が生じて、異常発熱し出火したものと考えら
れるが、詳細な使用状況等が不明であり、焼損が著しく確認できない部品があったことから、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0750)
2015/07/07 01 家庭用電気製品

A201500226 2015/06/24 電気冷蔵庫 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 ＮＲ－Ｆ４７５ＴＭ パナソニック（株） 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：東京都）

　調査の結果、○当該製品は、最上部の冷蔵室及び最下部の野菜室に強い焼損が認められた。○圧縮機、
制御基板、内部配線、電源コードなど残存する電気部品に出火した痕跡は認められなかった。○冷蔵室仕切
りヒーター、操作基板など一部電気部品が確認できなかった。●当該製品は、残存する部品に出火の痕跡は
認められないものの、冷蔵室仕切りヒーターなど一部確認できない部品があったことから、製品起因か否かを
含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0753)
2015/07/07 01 家庭用電気製品

A201500223 2015/06/09 ウォーターサーバー 電気温水器 電熱器具(特定) 特定
ＨＴＭ－２０Ｃ（東芝エ
ルイートレーディング
（株）ブランド）

（株）エイアイティ
（東芝エルイート
レーディング（株）ブ
ランド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：広島県）

　当該製品内部（後側）のヒューズホルダー端子とヒューズ間で接触不良が生じて発熱し、ヒューズホルダー等
が焼損したものと考えられるが、ヒューズホルダーの樹脂部分の一部が確認できず事故時のヒューズの固定
状態が不明であることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0748)
2015/07/06 01 家庭用電気製品

A201500222 2015/06/17 コーヒーメーカー コーヒーメーカー【電気コーヒー沸器】電熱器具 特定外 ＥＳＡＭ２２００ＳＪ
デロンギ・ジャパン
（株）

11.火災
　飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
（A201500213と同一事故）（事故発生地：長野県）

　調査の結果、○当該製品は焼損が著しく、底面及び電源コード以外は原形を留めていなかった。○内部配線
に溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕か推定できなかった。○電源基板上の部品及び内部配線は焼失
しており、確認ができなかった。○ヒーター、ポンプ、モーター及び電源基板以外の基板に出火の痕跡は認め
られなかった。○当該製品の左隣に設置されていた電話機に出火の痕跡は認められなかった。○電話機の手
前に設置されていた消毒液用ディスペンサー（業務用）は焼損が著しく、残存部品に出火の痕跡は認められな
かったが、基板等一部の部品が焼失していた。●当該製品は焼損が著しく、外部からの延焼により焼損した可
能性は考えられるが、電源基板、内部配線など確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、
事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0722)
2015/07/03 01 家庭用電気製品

P-21



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500219 2015/06/30 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 Ｆ２５ＧＴＮＳ－Ｗ ダイキン工業（株） 11.火災
　施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。（事故発生地：静岡県）

　事故原因は、当該製品のファンモーターの製造工程上の不具合により、ファンモーターに内蔵された電子部
品（チップコンデンサー）がショート（短絡故障）し、過大電流が電気回路に流れたことでファンモーターが発熱・
発火し、出火に至ったものと考えられる。

--

　同社は、２０１４年１０月１７日より社告
（リコール）に基づく製品の点検・修理を
実施しており（新聞社告掲載（２０１４年１
０月１８日）、ダイキンホームページへの
掲載、ｗｅｂ情報受付、販売ルートへのダ
イレクトメールの発送、販売店リストによ
る架電連絡、リコール情報集約のチラシ
作成および配布。）２０１５年５月１５日に
は対象範囲を追加する社告（リコール）
を公表している。（新聞社告掲載２０１５
年５月１６日）

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0720)
2015/07/02 01 家庭用電気製品

A201500218 2015/07/01 換気扇 換気扇 電動力応用機械器具 特定外 ＮＢ－２ 日本電興（株） 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：北海道）

　当該製品は長期使用（約３０年）により、モーター巻線の絶縁が劣化し、レイヤショートが生じたため、モー
ターが過熱し、出火したものと推定される。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。なお、同社では、当該製
品を含めた複数の型式の換気扇につい
て、ホームページで使用中止の注意喚
起を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0719)
2015/07/02 01 家庭用電気製品

A201500217 2015/06/19 温水洗浄便座 温水洗浄便座 電熱器具(特定) 特定 ＴＣＦ４０３１
東陶機器（株）（現
ＴＯＴＯ（株））

11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：埼
玉県）

　当該製品は、制御基板上の電源コネクターで、何らかの要因により、接触不良が生じ、異常発熱して焼損に
至ったものと推定される。接触不良の要因としては、はんだ付け不良などが推定されるが、出火部の焼損が著
しいため、原因の特定には至らなかった。また、使用者が故障を修理せず使用していたことも事故の発生に影
響したものと推定される。　なお、取扱説明書には「故障かなと思ったら、記載の処置方法を試し、それでも直
らないときは取付け店・販売店等に相談する。」旨、記載されている。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0718)
2015/07/02 01 家庭用電気製品

A201500211 2015/05/20 液晶テレビ テレビ 電子応用機械器具 特定外 ＴＨ－３２ＬＸ７０
松下電器産業（株）
（現  パナソニック
（株））

2.重傷:11.
火災

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、１名が重傷
を負った。（事故発生地：埼玉県）

　調査の結果、○当該製品は全焼していた。○電源基板の残存部品に出火した痕跡は認められなかったが、
焼損が著しく部品の一部が確認できなかった。○他の残存していた基板も焼損が著しかったが出火した痕跡
は認められなかった。○当該製品正面中央の焼損による変色が著しい箇所（焼損の影響を大きく受けた箇所）
と電源基板上に確認できなかった部品の箇所が一致していた。●当該製品の残存した部品に出火の痕跡は
認められず、製品外部からの延焼により焼損した可能性があるが、焼損が著しく、確認できない部品があった
ことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0690)
2015/06/30 01 家庭用電気製品

A201500201 2015/06/12 電気こんろ 電気こんろ 電熱器具 特定外
ＨＴ－１５５０（組み込
み先のキッチンメー
カーは不明）

日立熱器具（株）
（現　日立アプライ
アンス（株））

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：愛知県）

　事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物が燃
えたものと考えられる。

--

　小型キッチン等に組み込まれた電気こ
んろ（つまみが飛び出しているもの）につ
いては、身体や荷物がつまみ（スイッチ
操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう
事故が多発していることから、各事業者
においてつまみ（スイッチ部）の無償改
修を行っている。さらに、電気こんろメー
カー及びキッチンユニットメーカー１３社
により「小形キッチンユニット用電気こん
ろ協議会」が設立され、２００７年（平成１
９年）７月３日から無償改修（スイッチ部
のつまみにカバーを付ける）への取組を
実施し、新聞社告への掲載、新聞折り込

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0663)
2015/06/26 01 家庭用電気製品

A201500197 2015/05/17 ウォーターサーバー 電気温水器 電熱器具(特定) 特定 ＣＫ－０４ （株）コスモライフ 2.重傷
　幼児（１歳）が当該製品に触れていたところ、お湯が出て
火傷を負った。（事故発生地：東京都）

　当該製品は、チャイルドロック解除ボタンと本体フロントパネルの摺動部に存在する隙間へと異物が入り込む
ことによりチャイルドロック解除ボタンが戻りづらくなる構造となっていたために、チャイルドロック機能が正常に
機能していない状態で幼児が蛇口レバーを押したことでお湯が出て火傷を負ったものと推定される。

--

　輸入事業者である（株）コスモライフで
は、事故の再発防止を図るため、２０１５
年（平成２７年）７月から、新規並びに既
存顧客宅に対し、乳幼児が容易に冷温
水を出すことができないようにするため
の蛇口及び蛇口レバー全体を覆う構造
のチャイルドプロテクターの販売促進を
開始している。また、２０１６年（平成２８
年）４月３０日から、事業者ホームページ
に当該事故事例及びチャイルドロック機
能の不具合発生時における対処方法に
ついて掲載し、注意喚起を行うとともに、
２０１６年（平成２８年）５月出荷分から、
取扱説明書における同内容に関す

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0630)
2015/06/24 01 家庭用電気製品

A201500195 2015/06/11 電気カーペット 電気カーペット 電熱器具 特定外 ＤＲ５３１１
松下電工（株）（現
パナソニック（株））

11.火災
　異音がしたため確認すると、当該製品のコントローラー部
の内部部品を焼損する火災が発生していた。（事故発生
地：大分県）

　調査の結果、当該製品は長期使用（約１５年）により、ヒーター温度調節用リレーの接点開閉の繰り返しによ
り、摩耗粉が接点端子間に堆積し、トラッキング現象を生じてリレーの接点近傍を焼損したものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0629)
2015/06/23 01 家庭用電気製品

A201500187 2015/06/14 温水式浴室暖房換気乾燥機 電気乾燥機 電動力応用機械器具 特定外

ＢＤＶ－Ｓ３５００ＷＫ
（東京ガス（株）ブラン
ド：型式ＮＲ－Ａ３５０８
Ｕ－ＢＤ）

（株）ノーリツ（東京
ガス（株）ブランド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：神奈川県）

　調査の結果、当該製品の暖房ファンモーターの配線接続部に塩素を含む異物が浸入したため、端子間でト
ラッキング現象が発生し出火に至ったものと推定されるが、異物が配線接続部に浸入した原因が不明なため、
製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0609)
2015/06/19 01 家庭用電気製品

A201500177 2015/05/14 電気掃除機 掃除機 電動力応用機械器具 特定外 ＤＣ１２　Ａｎｉｍａｌ　Ｐｒｏ ダイソン（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品の電源コード部を焼損する
火災が発生した。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、○電源プラグのコードプロテクター根元部分で損傷が認められ、片側のコード芯線が断線し、
断線部に溶融痕が認められた。○コード芯線の断線は片側のケーブルのみで、もう一方のコード芯線に損傷、
断線はなく、コード屈曲を受けた痕跡は認められなかった。○断線した側の芯線と接続する電源プラグの栓刃
の変形が認められたが、もう一方の栓刃に変形は認められなかった。●当該製品は、電源プラグのコードプロ
テクター付近でコード芯線が断線し、スパークが発生したものと考えられるが、断線した原因がコードの不具合
によるものか、使用時の過度な外力によるものかが不明であり、製品起因か否かを含め、事故原因の特定に
は至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0599)
2015/06/15 01 家庭用電気製品

A201500174 2015/06/02 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＡＳ－Ａ２８５Ｈ
（株）富士通ゼネラ
ル

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：滋賀県）

　調査の結果、○室内機や室外機、及び室内機と室外機を接続する内外連絡線は焼損しているものの、出火
に至る異常は認められなかった。○電源コードは被覆が焼失し、２か所で断線していたが断線部に溶融痕は
認められなかった。また、電源プラグ及び電源コンセントは確認できなかった。●当該製品の残存した電気部
品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0557)
2015/06/12 01 家庭用電気製品

A201500173 2015/05/21 暖房便座 電気便座 電熱器具(特定) 特定
ＴＣＦ７（ＴＯＴＯ株式会
社ブランド）

松下電器産業（株）
（現　パナソニック
（株））（ＴＯＴＯ（株）
ブランド）

11.火災
　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。（事
故発生地：静岡県）

　当該製品は長期使用（約３０年）により、便座の電源コードプロテクター部に便座開閉による屈曲ストレス等
が繰り返し加わり、電源コードが断線、スパークして火災に至ったものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0551)
2015/06/12 01 家庭用電気製品
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年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500171 2015/06/02 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定 4.95E+12 （株）セリア 11.火災
　異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生しており、１名が火傷を負った。（事故発生
地：兵庫県）

　当該製品のコードプロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低くなっていたこと及びプロテクター
部の形状、肉厚の影響によりコードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・短絡し、出火に至ったも
のと推定される。

--

　輸入事業者である株式会社セリアで
は、当該製品を含む対象機種について、
事故の再発防止を図るため、２０１５年
（平成２７年）９月２４日に新聞社告、ウェ
ブサイトへの情報掲載、及び店頭での告
知を行い、製品回収・返金を実施してい
る。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0550)
2015/06/11 01 家庭用電気製品

A201500169 2015/06/03 除湿乾燥機 除湿機【電気除湿機】 電動力応用機械器具 特定外 Ｆ－Ｙ５６Ｚ１

松下エコシステムズ
（株）（現　パナソ
ニックエコシステム
ズ（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生した。（事故発生地：静岡県）

　調査の結果、当該製品内部で電源コードが半断線となり、異常発熱して出火したものと推定されるが、断線
原因が不明であり、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0549)
2015/06/11 01 家庭用電気製品

A201500168 2015/05/29 扇風機 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 ＥＦ－６ＫＹ 三洋電機（株） 11.火災
　病院で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生し
た。（事故発生地：神奈川県）

　調査の結果、当該製品は、長期使用（約４４年）により、モーター近傍の配線用中継基板付近から出火したも
のと推定される。

--

　三洋電機株式会社（現パナソニック株
式会社）は、平成１９年８月２５日以降、
毎年、新聞広告を掲載し、また、平成１９
年９月からはテレビ広告を実施するなど
して、使用の中止及び製品の廃棄を呼
びかけている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0548)
2015/06/11 01 家庭用電気製品

A201500166 2015/03/09 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定 ＨＤ６６１５ＷＨ
（株）ヤザワコーポ
レーション

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：福岡県）

　調査の結果、○当該製品のタップ（６口）の内、１口の焼損が著しく、当該部を中心にタップの外郭が焼損して
いた。○当該タップ口の刃受金具（片極側）を確認することができず、また、技術資料等が残っていなかったこ
とから、構造を特定することができなかった。○当該タップ口の刃受金具（確認できた片極側）は外側に開いて
変形した状態で緑青及びメッキ部の亀裂が認められた。●当該製品のタップ口付近から発火したものと考えら
れるが、焼損が著しく、確認できない部品もあったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0553)
2015/06/11 01 家庭用電気製品

A201500164 2015/05/25 ＩＨ調理器 電磁誘導加熱式調理器電熱器具 特定外 ＫＺ－ＰＨ３０
松下電器産業（株）
（現　パナソニック
（株））

11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：佐
賀県）

　調査の結果、当該製品の制御基板の一部が焼失していることから、ほこり等の付着によるトラッキング現象
が生じたものと考えられるが、焼損が著しく、原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0538)
2015/06/10 01 家庭用電気製品

A201500159 2015/05/27 電気洗濯乾燥機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＥＳ－Ｖ５４０ シャープ（株） 11.火災
　接骨院で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
（事故発生地：茨城県）

　調査の結果、○当該製品は、全体の焼損が著しく、樹脂製底台、上面板は焼失していた。○電源端子台、メ
イン基板及び電源コードの電気部品が確認できなかった。○洗濯ドラム内にあったタオル等は一部焼失した
が、ほとんどが残存していた。○確認ができた、モーター、内部配線、乾燥ヒーターなどの電気部品に出火した
痕跡は認められなかった。●当該製品の焼損は著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0536)
2015/06/08 01 家庭用電気製品

A201500158 2015/05/27 電気冷凍庫 冷凍庫【電気冷凍庫】 電動力応用機械器具 特定外 ＤＦ－３００Ｄ （株）ダイレイ 11.火災
　作業場で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。（事故発生地：愛媛県）

　当該製品の残存した電気部品には出火した痕跡は認められなかったが、詳細な使用状況が不明であり、焼
損が著しく確認できない部品もあることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0533)
2015/06/08 01 家庭用電気製品

A201500150 2015/05/24 電気冷蔵庫 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 ＳＪ－ＨＶ４２Ｋ－Ｂ シャープ（株） 2.重傷
　当該製品のドアを開け、冷凍ケースを引き出したところ、
脱落し、足を負傷した。（事故発生地：埼玉県）

　調査の結果、当該製品のレール固定用ねじに緩みが生じたため、冷凍ケースの出し入れに伴いレールがが
たついたことでレール固定用ねじが庫内側面樹脂を削り取るかたちでねじ穴が広がり、冷凍ケース等の脱落
に至ったものと推定されるが、当該製品の一部部品が確認できず事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0508)
2015/06/04 01 家庭用電気製品

A201500149 2015/05/02 パネルヒーター（ペット用） 電気ストーブ 電熱器具 特定外
ヒートウェーブネオ　Ｌ
（ジェックス（株）ブラン
ド）

英光（株）（ジェック
ス（株）ブランド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（A201500111と同一事故)（事故発生地：北海道）

　調査の結果、○使用者が外出中に火災が発生し、焼損の著しい場所にペット用に使用していた当該製品や
他社製電気脱臭装置があった。◯当該製品は焼損が著しく、電気部品は電源コード及び電源プラグしか確認
できず、面ヒーター及び基板は確認できなかった。◯電源コード及び電源プラグに溶融痕等の出火の痕跡は
認められなかった。◯当該製品は取扱説明書で禁止されているケージ内で使用されていたが、出火原因との
因果関係は不明であった。●当該製品の残存した電気部品には出火した痕跡は認められなかったが、焼損が
著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0507)
2015/06/04 01 家庭用電気製品

A201500147 2015/05/22 電子レンジ 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外
ＩＭ－５７４（岩谷産業
株式会社ブランド）

（株）千石（岩谷産
業（株）ブランド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：岐阜県）

　事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火に至ったも
のと考えられる。

--

　販売事業者である岩谷産業株式会社
は、当該製品を含む対象機種について、
平成１５年９月２日から複数回、新聞社
告を掲載するとともにテレビＣＭ放送で
注意喚起を行い、対象製品について、無
償改修（スイッチ部の交換）を実施してい
る。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0505)
2015/06/04 01 家庭用電気製品

A201500139 2015/05/02 食器洗い乾燥機（ビルトイン式） 食器洗い乾燥機【電気食器洗機】電動力応用機械器具 特定外
ＦＢ４５０３ＰＡ（クリナッ
プ（株）ブランド：型式Ｃ
ＷＦＡ－４５０）

（株）ハーマン（クリ
ナップ（株）ブランド）

11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：兵
庫県）

　調査の結果、○当該製品内部の漏電遮断器は電源コードからの接続線が端子部で焼損し、直下の樹脂台
が溶融していた。漏電遮断器以外の電装部に焼損や発火の痕跡は認められなかった。○漏電遮断器の基板
は入力端子接続部が著しく焼損していた。基板から外れていたリード線接続端子のはんだ付け足部が溶融し
ていた。○漏電遮断器以外の電装部に出火や焼損に至る異常は認められなかった。○当該製品の内部に小
動物（ネズミ）の毛や糞と囓られた痕跡が認められた。●当該製品は、漏電遮断器の入力端子台の基板上でト
ラッキング現象が発生して出火に至ったものと推定されるが、基板の一部が焼失しており確認できなかったこ
とから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0464)
2015/05/28 01 家庭用電気製品

A201500134 2015/05/12 プラズマテレビ テレビ 電子応用機械器具 特定外 ＫＺ－３２ＴＳ１Ｊ
ソニーイーエムシー
エス（株）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火
災が発生した。（事故発生地：東京都）

　当該製品は、電源基板上のコイルの巻線が絶縁劣化したため、コイルが異常発熱し、焼損したものと推定さ
れるが、コイルが絶縁劣化した原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0441)
2015/05/25 01 家庭用電気製品

A201500131 2015/05/10 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定 ＷＬＳ－４２ＥＢ（Ｗ） 朝日電器（株） 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：岡山県）

　当該製品のスイッチ部周辺が著しく焼損し、刃受金具、電極板等が溶融していることから、内部部品間でト
ラッキング現象が発生し出火したものと考えられるが、焼損が著しく、刃受金具、電極板等が溶融し確認できな
いことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0422)
2015/05/22 01 家庭用電気製品
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年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外
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品目分類
コード

品目

A201500126 2015/04/29 蛍光ランプ 蛍光ランプ 光源・光源応用機械器具特定外
ＥＦＤ１５ＥＬ／１２－Ｃ
５

ＮＥＣライティング
（株）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：神奈川県）

　調査の結果、当該製品の発光管フィラメントの片側にエミッターの塗布不足があったため、寿命末期前に片
側のエミッターが消耗し、その後も放電が継続したことにより、ステムガラス部にフィラメント材（タングステン）
の蒸着物が付着し、この部分で異常放電が継続して発熱し、当該製品を焼損したものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0421)
2015/05/21 01 家庭用電気製品

A201500119 2015/04/15 水槽用ウォータークーラー 電気冷水機 電動力応用機械器具（特定）特定 ＺＣ－１３００Ｅ ゼンスイ（株） 11.火災
　店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生
地：兵庫県）

　調査の結果、○当該製品の残存している電装部品に異常発熱や出火の痕跡は認められなかった。○放熱
フィンに溶融した外郭の樹脂が付着していたが、熱交換機の放熱フィンに溶融や熱変形は認められなかった。
○冷媒の配管に破裂等の痕跡は認められなかった。○当該製品全体の焼損が著しくコントローラー部の基板
や配線等が焼失しており、一部確認できなかった。●当該製品の残存した電気部品には出火した痕跡は認め
られなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0312)
2015/05/18 01 家庭用電気製品

A201500118 2015/04/30 ブルーレイレコーダー その他の音響機器 電子応用機械器具 特定外 ＢＤＺ－Ｔ５５
ソニーイーエムシー
エス（株）

11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：東
京都）

　当該製品はハードディスク用電源コネクターの樹脂に仕様と異なる難燃剤が使用され、絶縁性能が劣るもの
であったため、徐々に絶縁性が低下して電源コネクターの端子間で絶縁不良が起こり、短絡が生じて異常発
熱し、製品内の電源コネクター部を焼損したものと推定される。

--

　事業者では、当該製品を含む対象機
種について、２０１０（平成２２）年９月１６
日及び２０１５（平成２７）年８月２０日に
ウェブサイトに情報を掲載し、無償点検・
修理を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0307)
2015/05/18 01 家庭用電気製品

A201500117 2015/04/25 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＡＴＥ２２ＮＳＥ９－Ｗ ダイキン工業（株） 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：愛知県）

　調査の結果、○当該製品は運転していなかった。○当該製品の室内機は、電源コードを接続する基板の端
子に溶融痕が認められたが、電源コードの芯線には溶融痕は認められなかった。○室内機のファンモーター、
端子台および内部配線に出火の痕跡は認められなかったが、制御基板、風向モーター、イオン発生器および
電源プラグは確認できなかった。○当該製品の室外機および内外連絡線に出火の痕跡は認められなかった。
●当該製品の残存する電気部品に出火した痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品が
あったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0311)
2015/05/18 01 家庭用電気製品

A201500116 2015/05/04 エアコン（窓用） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＴＩＷ－Ａ１６Ｆ （株）トヨトミ 11.火災
　遊技施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：岡山県）

　調査の結果、ゲーム機内部に組み込まれて使用されていた当該製品内部の基板等の焼損が著しいことか
ら、製品に起因する事故と考えられるが、焼損が著しいため、事故原因の特定はできなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0310)
2015/05/18 01 家庭用電気製品

A201500115 2015/05/07 ＩＨ調理器 電磁誘導加熱式調理器電熱器具 特定外 ＣＨ－ＭＳ６Ｃ
松下電器産業（株）
（現　パナソニック
（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火
災が発生した。（事故発生地：埼玉県）

　調査の結果、当該製品は基板上のリレー接点部の異常発熱により、リレーの外郭樹脂等が焼損したものと
考えられるが、リレー接点の焼損が著しいため、接点部が異常発熱した原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0306)
2015/05/18 01 家庭用電気製品

A201500114 2015/04/22 電気洗濯機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＡＳＷ－Ｔ７００ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品の基板モジュールに接続される配線が絶縁劣化し、ショートして出火したものと推定
されるが、絶縁劣化を生じた原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0309)
2015/05/18 01 家庭用電気製品

A201500108 2015/04/25 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＡＯ２２ＢＨＡ
（株）富士通ゼネラ
ル

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：埼玉県）

　調査の結果、当該製品の圧縮機用運転コンデンサーから出火したものと考えられるが、当該コンデンサーの
焼損が著しいため出火原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0290)
2015/05/15 01 家庭用電気製品

A201500104 2015/04/09 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定 ＭＫ９２０６ （株）福島明工社 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：福岡県）

　調査の結果、当該製品のコード中央部が断線し、溶融痕が認められたが、当該製品の一部が確認できない
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0288)
2015/05/14 01 家庭用電気製品

A201500102 2014/11/28 水槽用ポンプ 電気ポンプ 電動力応用機械器具（特定）特定 Ｋ－０６ （株）鈴木製作所 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：埼玉県）

　○当該品はモーターケース部で焼損が認められた。○モーターケース内部底面に水が浸入した痕跡が認め
られた。○モーターケース内の内部配線間を接続する圧着スリーブは水が浸入した場合の影響を受けないよ
うモーターケース底面から離れた位置に配線されていたが当該品圧着スリーブはモーターコイル下面とケース
底面間のすき間に潜り込んだ状態で発見。○モーターコイル下面側の樹脂表面で絶縁抵抗が低下、トラッキン
グ現象の痕跡が認められた。○当該品のモーターコイル、電源プラグ、及び当該品を接続していた延長コード
など他の電気部品に異常発熱した痕跡は認められなかった。●当該品はモーターケース内に水が浸入したこ
とでケース底面とモーターコイル下面のすき間にあった内部配線接続部間でトラッキング現象が発生、異常発
熱し出火したと推定されるが接続部が通常と異なる位置にあった経緯が不明のため製品起因か否か含め事
故原因特定に至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0275)
2015/05/13 01 家庭用電気製品

A201500095 2015/03/19 プリンター（複合機） 事務用印刷機 電動力応用機械器具 特定外 ＭＧ６２３０ キヤノン（株） 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：滋賀県）

　調査の結果、○当該製品の本体は正常に動作することが確認された。○当該製品の電源コードは、本体接
続部から約１０ｃｍの箇所で断線しており、断線部に溶融痕が認められた。電源プラグ側は確認できなかった。
○置台（他社製）の２口コンセントのうち、向かって左側のコンセントの焼損が著しく、刃受金具は溶融しており
原形をとどめていなかった。○使用者はプリンター置台の向かって右側のコンセントには何も差しておらず、左
側のコンセントに当該製品の電源プラグを差していた。●当該製品を設置していた置台のコンセント付近から
出火したものと考えられるが、コンセントの焼損が著しく、当該製品にも確認できない部品があったことから、製
品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0231)
2015/05/08 01 家庭用電気製品

A201500092 2015/04/20 空気清浄機 空気清浄機 電動力応用機械器具 特定外 ＭＣＺ６５９－Ｗ ダイキン工業（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：埼玉県）

　事故原因は、当該製品の除湿エレメント（空気中の水分を吸着させる部品）に付着した空気中の異物が除湿
用のヒーターで過熱されて発熱し、その熱の影響で加湿エレメントから出火に至ったものと考えられる。

--

　同社は、当該製品を含む対象機種に
ついて、２０１２年２月３日にプレスリリー
ス及びウェブサイトに情報を掲載し、同
年２月４日に新聞社告を掲載し（販売
ルートへのダイレクトメールの送付、販
売店リストによる架電連絡、リコール情
報集約のチラシ作成および配布）、２０１
５年１０月１３日からは処置内容を無償
製品交換から変更し、対象製品の引き
取りを実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0226)
2015/05/08 01 家庭用電気製品
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A201500091 2015/04/15 コンセント コンセント 配線器具(特定) 特定
ＤＧ２１２２（東芝ライ
テック（株）ブランド）

（株）新光製作所
（東芝ライテック
（株）ブランド）

11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：群
馬県）

　当該製品は、長期使用（約３０年）により速結端子部と屋内配線の芯線との接続部で接触抵抗が増加したた
め、内部の錠ばねに通電され、錠ばねと芯線との接触部においてスパークが発生し、周囲の樹脂が焼損した
可能性があるが、送り配線側のコンセントの使用状況が不明であるため、製品起因か否かを含め、事故原因
の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0225)
2015/05/07 01 家庭用電気製品

A201500090 2014/11/22 ウォーターサーバー 電気温水器 電熱器具(特定) 特定 ＣＨ－３１３０ （株）滋賀ボトリング 2.重傷
　幼児（１歳）が当該製品の温水レバーを操作したところ、
温水コックの部品が外れ、お湯が出て火傷を負った。（事
故発生地：大阪府）

　保護者が目を離した際に、当該製品の温水コックレバーを通常操作範囲外である上方向へ幼児が操作した
ことで、キャップが外れお湯が噴きだし、幼児の身体にかかったものと推定される。　なお、取扱説明書には
「温水は高温のため、火傷に十分注意する。」「チャイルドロックをしても子どもが温水コック、レバーに触らない
ように注意する。」旨、警告表示されている。

--

　輸入事業者である株式会社滋賀ボトリ
ングは、通常操作範囲以外の操作によ
りキャップが外れる可能性があることか
ら、再発防止策として、２０１５年（平成２
７年）４月１５日から、通常操作以外の操
作を行ってもキャップが外れない構造の
対策品に切り替えを行っている。また、
本体や取扱説明書における火傷注意表
示を強調する変更を行った。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0224)
2015/05/07 01 家庭用電気製品

A201500088 2015/04/22 配線器具（コンセント、タイマー付） 延長コード 配線器具(特定) 特定 ＳＨＴ１５１ＷＨ
（株）ヤザワコーポ
レーション

11.火災
　店舗で当該製品を電気製品に接続して使用中、当該製
品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発生地：東
京都）

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、保冷温庫（事業者不明）の電源プラグ、当該製品全体及び壁コン
セントが焼損していた。○当該製品の差込口の刃受けは片極に焼失が認められた。○差込口に差していた保
冷温庫の電源プラグ片極の栓刃に溶融痕が認められた。○保冷温庫の電源ケーブルと電源プラグとの接続
箇所に球状の溶融痕が認められた。○壁コンセントに差していた当該製品の電源プラグ及びタイマー機能部
に異常は認められなかった。●当該製品の差し込み口と保冷温庫の電源プラグとの間の接触不良、あるいは
保冷温庫の電源プラグ内部での素線と栓刃の接続不良により、異常発熱して焼損したものと推定されるが、
焼損が著しいことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0228)
2015/05/07 01 家庭用電気製品

A201500084 2015/04/16 水槽用サーモスタット付ヒーター 水槽用ヒーター 電熱器具(特定) 特定
ＳＨ２２０（ジェックス
（株）ブランド）

ファイブプラン（株）
（ジェックス（株）ブラ
ンド）

11.火災
　当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。
（事故発生地：兵庫県）

　調査の結果、○当該製品の残存部分には出火の痕跡は認められなかった。○温度コントロール部、電源
コード及び電源プラグは確認できなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火した痕跡は認められな
かったが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0214)
2015/04/30 01 家庭用電気製品

A201500080 2015/04/16 電気ストーブ（カーボンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＥＭＨ－９０ （株）トヨトミ 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　当該製品の電源整流基板の銅箔パターンの一部と基板が焼失しており、当該部分から発火したものと考え
られるが、焼損が著しく事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0210)
2015/04/30 01 家庭用電気製品

A201500079 2015/04/19 電子レンジ 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 ＥＲ－Ｊ６

東芝ホームアプライ
アンス（株）（現　東
芝ホームテクノ
（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品の庫内を焼損する火災が
発生した。（事故発生地：千葉県）

　調査の結果、○自動調理モードで使用していた当該製品の庫内でラップに包まれた食品が焼損していた。○
焼損していた食品は約２０ｇで、五訂日本食品成分表から換算した食品の重量は約５０ｇであった。○事故発生
時と同内容の食品を自動調理モードで行った再現試験の結果、発火には至らなかった。○当該製品内部の電
気部品に出火した痕跡は認められなかった。○本体表示には「１００ｇ未満の食品は自動調理で加熱しない。
手動で様子を見ながら加熱をする」旨、記載されている。●当該製品は、ラップをかけた少量の食品を自動調
理モードで調理を行ったことでセンサーが検知出来ず、食品が過加熱状態となり発火したものと推定される
が、再現試験では発火に至らなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0200)
2015/04/28 01 家庭用電気製品

A201500078 2015/03/12 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定 ＪＣＬ－５Ｍ 新東電器（株） 11.火災
　遊戯施設で当該製品を焼損する火災が発生した。（事故
発生地：岐阜県）

　調査の結果、当該製品のコードコネクターボディ内部の配線接続部に接触不良が生じたため、異常発熱し出
火に至ったものと推定されるが、接触不良に至った原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0192)
2015/04/28 01 家庭用電気製品

A201500065 2015/04/01 電撃殺虫器 電撃殺虫器 交流用電気機械器具(特定)特定 ＯＢＫ－０６Ｓ （株）オーム電機 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：埼玉県）

　調査の結果、○当該製品は焼損が著しく、原形を留めていなかった。○電源基板は焼失しており、状態の確
認ができなかった。○トランスや高電圧基板上のダイオード、セメント抵抗、コンデンサー等に発火の痕跡は認
められなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火した痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認
できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0179)
2015/04/24 01 家庭用電気製品

A201500064 2015/04/11 電気カーペット 電気カーペット 電熱器具 特定外
ＨＵ－２０１（株式会社
山善ブランド）

（株）タツノテック（現
ワタナベ工業（株）
に事業移管）（（株）
山善ブランド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：千葉県）

　調査の結果、当該製品は、安全装置の不具合によりヒーター線の異常発熱を検知できない状態となったた
め、ヒーター線が半断線状態になり、接触不良によるスパークが発生し、焼損に至ったものと考えられる。

--

　ワタナベ工業株式会社及び株式会社
山善では、事故の再発防止を図るため、
平成２６年６月１３日にＨＰに掲載し、局
所過熱によりヒーター線が硬化したり、
ライン状に変色している場合は使用を中
止する旨の注意喚起を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0178)
2015/04/23 01 家庭用電気製品

A201500060 2015/04/12 電気こんろ 電気こんろ 電熱器具 特定外
ＨＴ－１２５０（組み込
み先のキッチンメー
カーは不明）

日立熱器具（株）
（現　日立アプライ
アンス（株））

11.火災
　当該製品の上に被せていたアルミシートから発煙する火
災が発生した。（事故発生地：大阪府）

　事故の原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に被せていたアルミ
シートが加熱されたものと考えられる。

--

　小型キッチン等に組み込まれた電気こ
んろ（つまみが飛び出しているもの）につ
いては、身体や荷物がつまみ（スイッチ
操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう
事故が多発していることから、各事業者
においてつまみ（スイッチ部）の無償改
修を行っている。さらに、電気こんろメー
カー及びキッチンユニットメーカー１３社
により「小形キッチンユニット用電気こん
ろ協議会」が設立され、２００７年（平成１
９年）７月３日から無償改修（スイッチ部
のつまみにカバーを付ける）への取組を
実施し、新聞社告への掲載、新聞折り込
みチラシの配布を行うととも

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0163)
2015/04/22 01 家庭用電気製品

A201500057 2015/04/10 照明器具（センサー付） 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外
ＳＬＨ－７５Ｔ（（株）カイ
ンズブランド）

新潟精機（株）
（（株）カインズブラ
ンド）

11.火災
　事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
（事故発生地：福島県）

　当該製品のセンサー部の焼損が著しく、センサー部内から出火したものと推定されるが、焼損が著しく確認
できない部品もあることから、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0161)
2015/04/21 01 家庭用電気製品
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A201500051 2015/03/11 電気ストーブ（カーボンヒーター） 電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＴＳＫ－５３２８ＣＴ 燦坤日本電器（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生した。（事故発生地：福岡県）

　事故原因は、当該製品の強弱切替スイッチに使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイ
オードが異常発熱し、火災に至ったものと考えられる。

--

　同社は、当該製品を含む対象機種に
ついて、事故の再発防止を図るため、平
成１９年８月７日、平成２０年４月２１日及
び平成２３年２月１０日にウェブサイトへ
情報掲載し、また、平成２３年２月、平成
２４年２月及び平成２５年３月に新聞社
告を掲載し、平成２６年１月にインター
ネット広告を行い、さらに、販売店におい
てポスター掲示、ダイレクトメールの送付
により呼び掛けを行い、対象製品につい
て製品回収・返金を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0159)
2015/04/20 01 家庭用電気製品

A201500050 2015/04/09 電気式浴室換気乾燥暖房機 電気乾燥機 電動力応用機械器具 特定外 ＢＳ－１４１Ｈ マックス（株） 11.火災
　当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する
火災が発生した。（事故発生地：神奈川県）

　当該製品は、ＰＴＣヒーター端子部からヒーター内部に液体が浸入して短絡し異常発熱して出火に至ったもの
と推定されるが、ヒーター端子部の焼損は著しく、原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0158)
2015/04/20 01 家庭用電気製品

A201500043 2015/04/05 電子レンジ 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 ＮＥ－ＳＳ２３
松下電器産業（株）
（現　パナソニック
（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品の内
部部品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品は制御基板上のフィルムコンデンサーの不具合により、コンデンサー内部で絶縁破
壊が進行し、異常発熱を生じて発煙・焼損に至ったものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0137)
2015/04/16 01 家庭用電気製品

A201500038 2015/03/30 介護ベッド 電動ベッド【その他の電気機械器具付家具】交流用電気機械器具 特定外 ＫＱ－９６３１
パラマウントベッド
（株）

1.死亡:11.
火災

　建物を全焼する火災が発生し、１名が死亡した。
（A201500040と同一事故）（事故発生地：香川県）

　調査の結果、○当該製品は焼損が著しく、骨組み等の金属部品やモーター、基板等の電気部品の一部のみ
残存していた。○電源基板及び制御基板は焼損が著しく、基板上の部品は脱落し、コンデンサー等の一部し
か確認できなかった。○電源コードは断線し、一部しか確認できなかった。○モーターは３か所に取り付けられ
ていたが、出火痕跡は認められなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火した痕跡は認められなかっ
たが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至ら
なかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0115)
2015/04/14 01 家庭用電気製品

A201500035 2015/03/25 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＡＲＤ２２ＥＳＶ６ ダイキン工業（株） 11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：奈
良県）

　調査の結果、○当該製品は事故発生の約１か月前から使用されていなかった。○外郭及び製品内部の樹脂
部品はほとんど焼失していた。○天板は、たばこの吸い殻と雑巾が置かれていた左側の表面が著しく焼損して
いた。○内外連絡線は、端子盤に接続した状態で残存しており、溶融痕等の発火の痕跡は認められなかっ
た。○基板の焼損が著しく、一部部品が基板から脱落しており、確認できなかった。○基板以外の電気部品
に、発熱や発火の痕跡は認められなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火した痕跡は認められな
かったが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0112)
2015/04/14 01 家庭用電気製品

A201500032 2015/02/24 電気こたつ用コード 電気こたつ 電熱器具 特定外 不明 （株）エスジーユー 11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：奈
良県）

　調査の結果、○当該製品の電源コードが、中間スイッチから約１５０ｍｍ器具側の位置で断線し断線部の先
端に溶融痕が認められた。○当該製品の器具用プラグは原形を留め溶融痕等出火の痕跡は認められなかっ
た。○中間スイッチ、電源プラグの外かくは焼失していたが、接点等通電部に異常は認められなかった。○当
該製品に接続されていた電気こたつユニットに発火の痕跡は認められなかった。●当該製品の電源コードの
断線部に溶融痕が認められたことから、当該部位から出火したものと推定されるが、当該製品の詳細な使用
状況が不明であるため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0111)
2015/04/13 01 家庭用電気製品

A201500021 2015/01/28 電気冷蔵庫 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 ＳＪ－ＷＤ３８Ｃ－Ｈ シャープ（株） 2.重傷
　当該製品の扉を開けたところ、扉が外れ、腰を負傷した。
（事故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品の扉を閉める際に、冷蔵室と冷蔵室扉の間に庫内の物が挟まった状態で扉を開閉す
ることにより、ドアカム（ドアの開閉を補助する部品）とヒンジ（ドアを保持する部品）が干渉して衝撃が加わり、
この状態のまま扉の開閉を繰り返したため、ドアカムの一部が破損して扉が外れたものと推定される。

--

　シャープ株式会社は、事故の再発防止
を図るため、平成２２年１月２６日にホー
ムページに情報を掲載し、当該製品を含
む対象製品について、無償点検・部品
（ドアカム及びヒンジ）交換を実施してい
る。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0066)
2015/04/07 01 家庭用電気製品

A201500019 2015/03/23 電気毛布 電気毛布 電熱器具 特定外
ＣＢ－５２００（（株）東
芝（現　東芝ホームテ
クノ（株））ブランド）

日本電熱（株）
（（株）東芝（現　東
芝ホームテクノ
（株））ブランド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生し、１名が脚に火傷を負った。（事故発生地：福岡
県）

　調査の結果、○当該製品は中央部の大部分が焼失し、焼失箇所のヒーター線の状況が確認できなかった。
○残ったヒーター線の断線部に溶融痕は認められなかった。○断線部以外のヒーター線にループが生じてい
る箇所があり、接触部はわずかに変色していたが、発熱の痕跡は認められなかった。○コントローラーの温度
調節器及び過昇防止器は正常に動作した。●当該製品のヒーター線が重なったことで被覆が溶融し、短絡・断
線した際の火花が毛布に着火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、確認できない部品があったことか
ら、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0073)
2015/04/07 01 家庭用電気製品

A201500017 2015/03/05 照明器具（パーティー用） 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＩＬ－ＤＦ－ＷＨ （株）トーコネ 11.火災

　店舗で展示されていた当該製品を含む複数の照明器具
等を焼損する火災が発生した。
(A201500015,A201500016,A201500018)と同一事故（事故
発生地：神奈川県）

　調査の結果、○当該製品の周囲には複数の照明器具が設置されており、それぞれ焼損が認められた。○当
該製品の樹脂製の外郭に著しい焼損が認められた。○当該製品の基板は著しく焼損し、ほとんどの部品の焼
失が認められた。○当該製品の電源プラグ、電源コード及び中間スイッチは焼損が著しく確認できなかった。
●当該製品の焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0071)
2015/04/07 01 家庭用電気製品

A201500016 2015/03/05 照明器具（パーティー用） 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＩＬ－３ＰＬ－ＳＲ （株）トーコネ 11.火災

　店舗で展示されていた当該製品を含む複数の照明器具
等を焼損する火災が発生した。
(A201500015,A201500017,A201500018)と同一事故（事故
発生地：神奈川県）

　調査の結果、○当該製品の周囲には複数の照明器具が設置されており、それぞれ焼損が認められた。○当
該製品の樹脂製の笠及び台座に焼損・溶融が認められたが、内部部品に異常は認められなかった。○当該
製品の本体側の電源コードに断線が認められた。○電源プラグに出火の痕跡は認められなかったが、電源プ
ラグ側の電源コードの断線部は確認できなかった。●当該製品の電源コードに断線及び溶融痕が認められる
が、断線した電源コードに一部確認できなかった箇所があることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0070)
2015/04/07 01 家庭用電気製品
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年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500013 2015/03/23 電子レンジ 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 ＥＭＯ－ＣＨ８ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生した。（事故発生地：神奈川県）

　調査の結果、当該製品内部の電源コードと基板を接続する配線に製造時の不具合があったため、その後の
使用によって接触不良が生じ、接続部が発熱して電源コード被覆が発火し、製品内の冷却用ファンが焼損した
ものと推定される。

--

　三洋電機株式会社では、平成２０年６
月２０日にホームページへの情報掲載を
行うとともに、同年６月２１日に新聞社告
を掲載し、対象製品について、注意喚起
及び無償改修（電源コードの交換及び難
燃性を向上させた冷却用ファンへの交
換）を実施している。また、同社では、複
数回の新聞社告の掲載、ダイレクトメー
ルの発送、当該リコール情報を掲載した
チラシを作成し販売店等を通じ消費者に
配布、生活情報誌等に広告の掲載等
行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0065)
2015/04/06 01 家庭用電気製品

A201500011 2015/03/27 電気洗濯機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 ＨＳＷ－５０Ｓ２

三洋ハイアール
（株）（現　ハイアー
ルジャパンセール
ス（株））

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：愛知県）

　調査の結果、当該製品のモーター用コンデンサーの製造工程において、異物が混入していたため、使用中
に徐々に絶縁劣化を起こし、内部短絡を起こして出火に至ったものと推定される。

--

　ハイアールジャパンセールス株式会社
では、事故の再発防止を図るため、当該
製品を含む対象機種について、平成２２
年１１月１２日から無償点検を実施し、必
要に応じて部品の無償交換を実施して
いる（三洋ハイアール株式会社（平成１９
年３月解散）が輸入した電気洗濯機も含
む）。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0046)
2015/04/03 01 家庭用電気製品

A201500007 2015/03/18 コンセント コンセント 配線器具(特定) 特定
ＤＧ２１２２Ｈ（東芝ライ
テック（株）ブランド）

（株）新光製作所
（東芝ライテック
（株）ブランド）

11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：福
岡県）

　当該製品と屋内配線の接続部で接触抵抗が増加したため、内部の錠ばねに通電されて異常発熱したものと
推定されるが、詳細な使用状況等は不明であり、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかっ
た。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0045)
2015/04/02 01 家庭用電気製品

A201500006 2015/03/17 電気冷凍庫 冷凍庫【電気冷凍庫】 電動力応用機械器具 特定外

ＲＳ－Ｔ３０Ｓ１（（株）日
立製作所（現　日立ア
プライアンス（株）ブラ
ンド）

新明和工業（株）
（（株）日立製作所
（現　日立アプライ
アンス（株））ブラン
ド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：石川県）

　調査の結果、当該製品は、長期使用（約２０年）により始動リレー内部に接触不良が生じて異常発熱し、素子
が破損して過電流が流れ、周辺樹脂部から出火したものと考えられる。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0044)
2015/04/02 01 家庭用電気製品

A201500005 2015/02/13 充電器（バッテリー用） 直流電源装置 交流用電気機械器具(特定)特定 ＡＴＢ－７３ デンゲン（株） 11.火災
　公的機関で当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当
該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。（事故発生
地：東京都）

　調査の結果、当該製品のロータリースイッチの接点に組立不良があったため、スイッチのつまみを目盛りの
中間位置にした際に接点間が短絡し、配線に過電流が流れて発煙したものと推定される。

--

　デンゲン株式会社は、事故の再発防
止を図るため、販売店を通じて使用者に
連絡し、当該製品の回収、点検を実施し
ている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0043)
2015/04/02 01 家庭用電気製品

A201500001 2015/03/18 電気こんろ 電気こんろ 電熱器具 特定外 ＨＴ－Ｄ４７ＭＨ
（株）日立ホーム
テック（現　日立ア
プライアンス（株））

11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：福
岡県）

　調査の結果、当該製品は、長期使用（約２４年）によりトッププレートとシステムキッチンとの間に取り付けられ
ているパッキンが劣化したため、僅かな隙間から煮汁等が製品内部に浸入し、サイドカバー内の電源フィル
ター基板においてトラッキング現象が生じたものと考えられる。　なお、取扱説明書には、「水気に注意　トップ
プレートや排気口等に流れ込まないように注意する。」旨、記載されている。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0032)
2015/04/01 01 家庭用電気製品
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2.2 専ら設計上、製造上又は表示に問題があったと考えられるもの【区分 A1～A4】
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336 ⇒１３５８で全件表示

年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2823 2016/02/00 電気ストーブ（カーボンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＰＣＨ－Ｓ６００１ 椙山紡織（株） 5.製品破損
　カーボンヒーターを使用中、本体下部から発煙した。（事
故発生地：不明）

不明
　ヒーター出力（強・弱）切替え用のダイオードに不具合があったため、異常発熱して発煙したものと推定され
る。

A2
　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年４
月１５日付けでホームページに社告を掲
載し、無償で点検・修理を行っている。

輸入事業者 2016/03/24 01 家庭用電気製品

2015-2822 2016/01/00 電気ストーブ（カーボンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＰＣＨ－Ｓ６００１ 椙山紡織（株） 5.製品破損
　カーボンヒーターを使用中、本体下部から発煙した。（事
故発生地：不明）

不明
　ヒーター出力（強・弱）切替え用のダイオードに不具合があったため、異常発熱して発煙したものと推定され
る。

A2
　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年４
月１５日付けでホームページに社告を掲
載し、無償で点検・修理を行っている。

輸入事業者 2016/03/24 01 家庭用電気製品

2015-2679 2016/01/00 ＡＣアダプター（スキャナー用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 Ａ３９２ＵＣ
セイコーエプソン
（株）

5.製品破損
　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：沖縄県）

不明
　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リン系に変更されたも
のが混入したため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融し
たものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらないが、今後の事故発生
状況を注視し、必要に応じて対応するこ
ととした。

輸入事業者 2016/03/04 01 家庭用電気製品

2015-2666 2016/02/26 カラーテレビ（液晶）【テレビジョン受信機】テレビ 電子応用機械器具 特定外 ＴＨ－２０ＬＢ１０
松下電器産業（株）
（現　　パナソニック
（株））

5.製品破損 　テレビの背面から発煙した。（事故発生地：愛知県） 約12年
　音声出力モジュール上の電源用ＩＣのみに不具合があったため、ＩＣ内部で異常発熱し、　発煙したものと推
定される。

A3

　製造事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、措置はとらなかった。　な
お、当該製品は既に生産を終了してい
る。

販売事業者 2016/03/02 01 家庭用電気製品

2015-2664 2016/02/16 配線器具（延長コード）【差込みプラグ】延長コード 配線器具(特定) 特定
４９４７８７９３６９２３３
（１．５ｍ　白）

（株）セリア 4.拡大被害
　延長コードを使用中、差込みプラグ付近から火花が出
て、周辺が焦げた。（事故発生地：山口県）

不明
　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の形状、肉厚の影響等に
より、コードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・スパークが生じたものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年９
月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

輸入事業者 2016/03/02 01 家庭用電気製品

2015-2654 2016/02/17 サーキュレーター【サーキュレーター】送風機 電動力応用機械器具 特定外 不明 不明 4.拡大被害
　サーキュレーターから出火し、周辺を焼損した。（事故発
生地：埼玉県）

約3月
　モーターに電源供給している内部配線が、モーターや外郭樹脂に挟まれた状態で組み付けられたため、半
断線が生じて異常発熱し、短絡・スパークが発生して樹脂部品が焼損したものと推定される。

A2
　輸入事業者が不明であるため、措置
はとれなかった。

消防機関 2016/02/29 01 家庭用電気製品

2015-2653 2016/02/03 コーヒーメーカー【電気コーヒー沸器】コーヒーメーカー【電気コーヒー沸器】電熱器具 特定外 ＨＰＭ９６３３ ネスレ日本（株） 5.製品破損
　使用中のコーヒーメーカーから発煙し、本体の一部が溶
融した。（事故発生地：東京都）

約1年
　ヒーターのファストン端子を接続する工程で作業不良があったため、接触不良が生じて異常発熱し、付近の
外郭樹脂が焼損したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、既販品に対する措置はとら
なかった。　なお、今後は端子を接続す
る工程を変更するとともに接続作業の品
質管理を強化し、在庫品及び今後の生
産品には外郭樹脂に熱遮蔽マイカシー
トを貼付することとした。

輸入事業者 2016/02/29 01 家庭用電気製品

2015-2619 2016/02/18 コーヒーメーカー【電気コーヒー沸器】コーヒーメーカー【電気コーヒー沸器】電熱器具 特定外 ＳＰＭ９６３３ ネスレ日本（株） 5.製品破損
　使用中のコーヒーメーカーから発煙し、本体の一部が溶
融した。（事故発生地：三重県）

約1年1月
　ヒーターのファストン端子を接続する工程で作業不良があったため、接触不良が生じて異常発熱し、付近の
外郭樹脂が焼損したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、既販品に対する措置はとら
なかった。　なお、今後は端子を接続す
る工程を変更するとともに接続作業の品
質管理を強化し、在庫品及び今後の生
産品には外郭樹脂に熱遮蔽マイカシー
トを貼付することとした。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2616 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品
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年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2615 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2614 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2613 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2612 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2611 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2610 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2609 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2608 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

P-30



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2607 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2606 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2605 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2604 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。 A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2603 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2602 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2601 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ３
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2600 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

P-31



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2599 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2598 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2597 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2596 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。 A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2595 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2594 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ３
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2593 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2592 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品
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2015-2591 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2590 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2589 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2588 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。 A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2587 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2586 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2585 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2584 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品
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2015-2583 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2582 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2581 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2580 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードの電源プラグ側コードプロテクターに柔軟性がなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。 A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2579 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードの電源プラグ側コードプロテクターに柔軟性がなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2578 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードの電源プラグ側コードプロテクターに柔軟性がなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2577 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ３
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードの電源プラグ側コードプロテクターに柔軟性がなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2561 2016/02/09 配線器具（延長コード）【差込みプラグ】延長コード 配線器具(特定) 特定
４９４７８７９７０１４６０
（１ｍ　３口）

（株）セリア 4.拡大被害
　延長コードを使用中、差込みプラグ付近から火花が出
て、コンセントカバーが焦げた。（事故発生地：奈良県）

不明
　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の形状、肉厚の影響等に
より、コードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・スパークが生じたものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年９
月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

輸入事業者 2016/02/23 01 家庭用電気製品

P-34



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2531 2016/01/00 電気ストーブ（カーボンヒーター、遠赤外線式）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＹＡ－Ｃ９４５ＳＲ
ユアサプライムス
（株）

5.製品破損
　使用中のカーボンヒーターから発火した。（事故発生地：
東京都）

約3月
　ヒーター出力（強・弱）切替え用のダイオードに不具合があったため、異常発熱して発火したものと推定され
る。

A2
　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年３
月１９日付けでホームページに社告を掲
載し、無償で点検・修理を行っている。

輸入事業者 2016/02/18 01 家庭用電気製品

2015-2530 2016/01/00 電気ストーブ（カーボンヒーター、遠赤外線式）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＹＡ－Ｃ９００Ｓ
ユアサプライムス
（株）

5.製品破損
　使用中のカーボンヒーターから発火した。（事故発生地：
埼玉県）

約2月
　ヒーター出力（強・弱）切替え用のダイオードに不具合があったため、異常発熱して発火したものと推定され
る。

A2
　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年３
月１９日付けでホームページに社告を掲
載し、無償で点検・修理を行っている。

消費者センター 2016/02/18 01 家庭用電気製品

2015-2506 2015/11/05 ＡＣアダプター（ハードディスク用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ＨＤＣ２－Ｕ４．０Ｓ
（株）アイ・オー・
データ機器

5.製品破損
　ハードディスク用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：不明）

約3年10月
　ＤＣプラグの樹脂を変更した際、絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リ
ン系に変更されたことを確認していなかったため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間
で短絡が生じて異常発熱したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年２
月２４日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、ダイレクトメール等で使
用者に連絡し、無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/16 01 家庭用電気製品

2015-2505 2015/10/05 ＡＣアダプター（ハードディスク用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ＨＤＣ２－Ｕ４．０Ｓ
（株）アイ・オー・
データ機器

5.製品破損
　ハードディスク用ＡＣアダプターから異臭がした。（事故発
生地：不明）

約4年
　ＤＣプラグの樹脂を変更した際、絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リ
ン系に変更されたことを確認していなかったため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間
で短絡が生じて異常発熱したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年２
月２４日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、ダイレクトメール等で使
用者に連絡し、無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/16 01 家庭用電気製品

2015-2504 2014/10/00 ＡＣアダプター（ハードディスク用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ＨＤＣ２－Ｕ４．０Ｓ
（株）アイ・オー・
データ機器

5.製品破損
　ハードディスク用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂を変更した際、絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リ
ン系に変更されたことを確認していなかったため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間
で短絡が生じて異常発熱したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年２
月２４日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、ダイレクトメール等で使
用者に連絡し、無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/16 01 家庭用電気製品

2015-2503 2014/07/21 ＡＣアダプター（ハードディスク用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ＨＤＣ２－Ｕ４．０Ｓ
（株）アイ・オー・
データ機器

5.製品破損
　ハードディスク用ＡＣアダプターから異臭がした。（事故発
生地：群馬県）

約2年
　ＤＣプラグの樹脂を変更した際、絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リ
ン系に変更されたことを確認していなかったため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間
で短絡が生じて異常発熱したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年２
月２４日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、ダイレクトメール等で使
用者に連絡し、無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/16 01 家庭用電気製品

2015-2502 2014/06/21 ＡＣアダプター（ハードディスク用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ＨＤＣ２－Ｕ４．０Ｓ
（株）アイ・オー・
データ機器

5.製品破損
　通信販売で購入したハードディスク用ＡＣアダプターから
異臭がした。（事故発生地：兵庫県）

約2年4月
　ＤＣプラグの樹脂を変更した際、絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リ
ン系に変更されたことを確認していなかったため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間
で短絡が生じて異常発熱したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年２
月２４日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、ダイレクトメール等で使
用者に連絡し、無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/02/16 01 家庭用電気製品

2015-2475 2016/01/20 蛍光ランプ（電球型）【蛍光ランプ】 蛍光ランプ 光源・光源応用機械器具特定外 ＥＦＤ２１ＥＬ 東芝ライテック（株） 5.製品破損
　使用中の蛍光ランプから異臭がし、発煙した。（事故発生
地：千葉県）

約3年
　電源基板上のフィルムコンデンサーに不具合品が混入したため、フィルムコンデンサーが異常発熱し、焼損
して発煙したものと推定される。

A3

　製造事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、措置はとらなかった。　ＮＩＴＥ
は、引き続き同様の事故発生状況に注
視し、必要に応じて対応することとした。

消費者センター 2016/02/12 01 家庭用電気製品

P-35



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2448 2015/12/08 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 Ｒ８０ＴＲＸＰ ダイキン工業（株） 3.軽傷
　使用中のエアコンから発煙し、家人１人が煙を吸いこみ
咳き込んだ。（事故発生地：千葉県）

1回
　加湿機能の部品として従来横置きであった加湿ローター（ゼオライト）を縦置きにしたため、加湿ローターが軸
方向（水平）に移動する場合があり、温風経路に隙間ができて加湿ローターに流れ込む流量が低下することか
ら、温風の温度が上昇して加湿ローターの一部と樹脂製枠が焼損したものと推定される。

A1

　製造事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、既販品に対する措置はとら
なかった。　なお、２０１５（平成２７）年１２
月生産品より、温風用ヒーターに通電さ
れる際は常に加湿ローターを回転させ、
局所的な過熱を防ぐ制御とした。　ＮＩＴＥ
は、引き続き同様の事故発生状況に注
視し、必要に応じて対応することとした。

製造事業者 2016/02/08 01 家庭用電気製品

2015-2436 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2435 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2434 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。 A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2433 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2432 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2431 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2430 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2016/02/05 01 家庭用電気製品

P-36



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2429 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2428 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2427 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2426 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。 A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2425 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2422 2015/12/25 ＡＣアダプター（スキャナー用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 Ａ３９２ＵＣ
セイコーエプソン
（株）

5.製品破損
　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：千葉県）

不明
　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リン系に変更されたも
のが混入したため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融し
たものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらないが、今後の事故発生
状況を注視し、必要に応じて対応するこ
ととした。

輸入事業者 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2416 2016/01/19 電気ファンヒーター（セラミックヒーター）【電気温風機】電気温風機 電動力応用機械器具 特定外 ＬＣ－３１６
ハラシマ工業（株）
（倒産）

4.拡大被害
　１０年以上使用していなかった当該製品を運転したとこ
ろ、約１０分後に出火し、周辺を焼損した。（事故発生地：京
都府）

約14年
　器具の「送風・温送切り替えスイッチ」の電源配線を差し込んで板バネの力で止める構造の接続部分が、接
触不良となり、この部分に最大１２Ａの電流が流れるために発熱して出火したものと推定される。

A1

　製造事業者が倒産しているため、措置
はとれなかった。　なお、ＮＩＴＥでは、１９
９６（平成８）年１２月２６日付けで特記
ニュースを発行し、消費者に注意喚起を
行っている。

消防機関 2016/02/04 01 家庭用電気製品

2015-2413 2016/01/18 カラーテレビ（液晶）【テレビジョン受信機】テレビ 電子応用機械器具 特定外 ＬＣ－６０Ｇ７ シャープ（株） 5.製品破損
　テレビの電源を入れたところ、機器背面から火花が出て、
発煙した。（事故発生地：兵庫県）

約3年
　電源回路の一次側にあるセラミックコンデンサーに不具合品が混入したため、内部短絡が生じて破損・発煙
したものと推定される。

A3

　製造事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらないが、今後の事故発生
状況を注視し、必要に応じて対応するこ
ととした。

消防機関 2016/02/03 01 家庭用電気製品

P-37



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2409 2016/01/30 コーヒーメーカー【電気コーヒー沸器】コーヒーメーカー【電気コーヒー沸器】電熱器具 特定外 ＡＰ－１０３ （株）カリタ 5.製品破損
　使用中のコーヒーメーカーから火が出た。（事故発生地：
静岡県）

約7年
　電源コードと内部配線を接続している端子台において、接続端子のカシメ不良、あるいは端子台のビスの締
め付け不良があったため、接触不良が生じて異常発熱し、端子台樹脂及び外郭樹脂の一部が焼損したものと
推定される。

A2

　輸入事業者は、２０１４（平成２６）年５
月１５日付け新聞及びホームページに社
告を掲載し、対象ロットについて無償で
製品の回収を行っている。

輸入事業者 2016/02/03 01 家庭用電気製品

2015-2394 2016/01/29 電気ストーブ（ハロゲンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＦＨ－９１１
フカダック（株）（倒
産）

4.拡大被害
　使用中のハロゲンヒーターから異音がして出火し、周辺
を焼損した。（事故発生地：石川県）

約4年
　内部配線とヒーター管端部のリード線との金属管スリーブ（鉄製）による接続がカシメ不良であったため、接
触不良により異常発熱し、出火したものと推定される。

A2
　輸入事業者が倒産しているため、措置
はとれなかった。

消防機関 2016/02/02 01 家庭用電気製品

2015-2367 2016/01/21 電気やかん【電気湯沸器】 電気湯沸器 電熱器具 特定外 ７４１２ＪＰ
（株）大石アンドアソ
シエイツ

5.製品破損
　使用中の電気やかんから異臭がした。確認のため使用を
続けたところ、内部から発煙し、外郭が溶けた。（事故発生
地：不明）

約1月
　内容器底面部（アルミニウム）とヒーター管（アルミニウム）の溶接不具合品が混入したため、内容器底面部
から一部剥離したヒーター管が異常過熱し、付近の樹脂製外郭が溶融して異臭がしたものと推定される。

A3

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はなく、拡大被害に至っていないこ
とから、既販品に対する措置はとらな
かった。　なお、今後の生産品について
は、溶接方法を変更するとともに、品質
管理の強化を行うこととした。

輸入事業者 2016/01/28 01 家庭用電気製品

2015-2361 2016/01/13 配線器具（延長コード）【コードコネクターボディ】延長コード 配線器具(特定) 特定
４９４７８７９７０１４６０
（１ｍ　３口）

（株）セリア 4.拡大被害
　延長コードを使用中、コードコネクターボディ付近から火
花が出て、カーペットが焦げた。（事故発生地：神奈川県）

不明
　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の形状、肉厚の影響等に
より、コードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・スパークが生じたものと推定される。 A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年９
月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

輸入事業者 2016/01/27 01 家庭用電気製品

2015-2321 2016/01/09 直流電源装置【直流電源装置】 充電器 交流用電気機械器具(特定)特定

ＥＳ１９１０用充電器Ｒ
Ｃ０１（ブランド：セイ
コーエスヤード（株）
（現在：セイコースポー
ツライフ（株）））

（株）泉精器製作所 3.軽傷
　シェーバーを充電中、充電器から発火して、周辺を焼損
し、手に火傷を負った。（事故発生地：愛知県）

約13年
　充電器内にある発振トランスの巻線部に絶縁不良があったため、巻線間が一部短絡して過電流が流れ、回
路のヒューズ抵抗が溶断した際の熱により、ヒューズ抵抗周辺の充填材が炭化してバイパス回路を形成し、さ
らにその部分に電流が流れて過熱、発火したものと推定される。

A1

　ブランド事業者は、２０００（平成１２）年
６月から２００３（平成１５）年１０月までに
新聞に計６回の社告を行い、ホームペー
ジにも掲載し、製品の回収、交換を行っ
ている。また、製造品は充填材を炭化し
にくい材質に変更し、発振トランスの巻
線相互間の耐圧チェックを全数行うよう
にした。　経済産業省は、都道府県に消
費者への情報周知を要請し、ホーム
ページに掲載した。　ＮＩＴＥは、「特記
ニュース」で消費者に注意喚起してい
る。

輸入事業者 2016/01/22 01 家庭用電気製品

2015-2303 2015/10/28 電気ファンヒーター（セラミックヒーター）【電気温風機】電気温風機 電動力応用機械器具 特定外
ＫＣＨ－１２３３（ブラン
ド：小泉成器（株））

（株）千石 5.製品破損
　セラミックヒーターの内部が焼損した。（事故発生地：福岡
県）

不明
　ヒーターの端子部でハトメ接続にカシメ不良がある不具合品が混入したため、ハトメ接続部で接触不良により
異常発熱してリード線が断線し、絶縁被覆が焼損・発煙したものと推定される。

A3

　ブランド事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２０日付けで新聞及びホームページ
に社告を掲載し、無償で製品交換を行っ
ている。

輸入事業者 2016/01/20 01 家庭用電気製品

2015-2302 2014/12/27 電気ファンヒーター（セラミックヒーター）【電気温風機】電気温風機 電動力応用機械器具 特定外
ＫＣＨ－１２３３（ブラン
ド：小泉成器（株））

（株）千石 5.製品破損 　セラミックヒーターから発煙した。（事故発生地：東京都） 不明
　ヒーターの端子部でハトメ接続にカシメ不良がある不具合品が混入したため、ハトメ接続部で接触不良により
異常発熱してリード線が断線し、絶縁被覆が焼損・発煙したものと推定される。

A3

　ブランド事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２０日付けで新聞及びホームページ
に社告を掲載し、無償で製品交換を行っ
ている。

輸入事業者 2016/01/20 01 家庭用電気製品

2015-2285 2015/11/28 洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】洗面化粧台（コンセント付、照明付）【その他の電気機械器具付家具】交流用電気機械器具 特定外 ＳＣＵ－７５Ｍ３ＰＫ
タカラスタンダード
（株）

5.製品破損
　洗面化粧台のキャビネットが落下した。（事故発生地：埼
玉県）

約12年11月

　事故品は、キャビネット（ポリスチレン製）の背面にある、壁固定用ネジ穴（４箇所）のボス部が破損していた。
当該製品は、キャビネットの耐薬品性が低く、壁に直接固定する構造であったため、壁紙に含まれていた可塑
剤（フタル酸エステル）が当該製品のボス部に移行して強度低下を引き起こし、破損に至ったものと推定され
る。

A1

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年２
月９日付けで、２００２年２月から２００５
年１０月までに製造した同一構造の型式
製品について、ホームページに社告を掲
載するとともに、判明している購入先に
連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

消費者センター 2016/01/19 01 家庭用電気製品

P-38



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2263 2015/12/21 空気清浄機（除加湿機能付）【空気清浄機】空気清浄機 電動力応用機械器具 特定外 ＡＣＺ６５Ｊ－Ｗ ダイキン工業（株） 5.製品破損
　使用中の空気清浄機から発煙、発火した。（事故発生地：
東京都）

約7年2月
　当該製品の電気集塵部の放電線が集塵フィルターに接触することにより、導電性物質が集塵フィルターに付
着した際に、集塵フィルターと脱臭フィルターの間で放電が発生し、発煙・発火したものと推定される

A1

　輸入事業者は、２０１０（平成２２）年４
月１０日付けの新聞及びホームページに
社告を掲載し、集塵フィルターと接触しな
いよう変更した集塵用電極に交換修理
を行っている。また、同年４月９日に経済
産業省は注意喚起のプレスリリースを
行っている。

輸入事業者 2016/01/15 01 家庭用電気製品

2015-2209 2015/12/08 電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電熱器具&電動力応用機械器具特定外 ＪＣＨ－９０２０Ｈ
（株）ジャパンボトル
ドウォーター

5.製品破損
　ウォーターサーバーのボトルが破裂した。（事故発生地：
群馬県）

不明
　事故品は水素水を作ることができるウォーターサーバーであり、事故品内部の冷水タンクで生成された水素
が製品内部に滞留し、サーモスタットが作動する際に発生するスパークで引火、爆発し、本体上部のペットボト
ル（８Ｌ）が飛び出して事故に至ったものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月に使用者に対して製品の使用中止を
連絡するとともに、同月から製品の回収
を行っている。

輸入事業者 2016/01/08 01 家庭用電気製品

2015-2208 2015/11/22 電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電熱器具&電動力応用機械器具特定外 ＪＣＨ－９０２０Ｈ
（株）ジャパンボトル
ドウォーター

3.軽傷
　ウォーターサーバーのボトルが破裂し、飛散した破片で
子供が裂傷を負った。（事故発生地：北海道）

不明
　事故品は水素水を作ることができるウォーターサーバーであり、事故品内部の冷水タンクで生成された水素
が製品内部に滞留し、サーモスタットが作動する際に発生するスパークで引火、爆発し、本体上部のペットボト
ル（８Ｌ）が飛び出して事故に至ったものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月に使用者に対して製品の使用中止を
連絡するとともに、同月から製品の回収
を行っている。

輸入事業者 2016/01/08 01 家庭用電気製品

2015-2207 2015/11/15 電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電熱器具&電動力応用機械器具特定外 ＪＣＨ－９０２０Ｈ
（株）ジャパンボトル
ドウォーター

4.拡大被害
　ウォーターサーバーからボトルが飛び出し、天井に穴が
あいた。（事故発生地：神奈川県）

不明
　事故品は水素水を作ることができるウォーターサーバーであり、事故品内部の冷水タンクで生成された水素
が製品内部に滞留し、サーモスタットが作動する際に発生するスパークで引火、爆発し、本体上部のペットボト
ル（８Ｌ）が飛び出して事故に至ったものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月に使用者に対して製品の使用中止を
連絡するとともに、同月から製品の回収
を行っている。

輸入事業者 2016/01/08 01 家庭用電気製品

2015-2206 2015/11/11 電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電熱器具&電動力応用機械器具特定外 ＪＣＨ－９０２０Ｈ
（株）ジャパンボトル
ドウォーター

4.拡大被害
　ウォーターサーバーからボトルが飛び出し、天井に穴が
あいた。（事故発生地：北海道）

不明
　事故品は水素水を作ることができるウォーターサーバーであり、事故品内部の冷水タンクで生成された水素
が製品内部に滞留し、サーモスタットが作動する際に発生するスパークで引火、爆発し、本体上部のペットボト
ル（８Ｌ）が飛び出して事故に至ったものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月に使用者に対して製品の使用中止を
連絡するとともに、同月から製品の回収
を行っている。

輸入事業者 2016/01/08 01 家庭用電気製品

2015-2205 2015/11/08 電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電熱器具&電動力応用機械器具特定外 ＪＣＨ－９０２０Ｈ
（株）ジャパンボトル
ドウォーター

4.拡大被害
　ウォーターサーバーから異音がして、本体からボトルが飛
び出し、天井に穴があいた。（事故発生地：神奈川県）

約2月
　事故品は水素水を作ることができるウォーターサーバーであり、事故品内部の冷水タンクで生成された水素
が製品内部に滞留し、サーモスタットが作動する際に発生するスパークで引火、爆発し、本体上部のペットボト
ル（８Ｌ）が飛び出して事故に至ったものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月に使用者に対して製品の使用中止を
連絡するとともに、同月から製品の回収
を行っている。

輸入事業者 2016/01/08 01 家庭用電気製品

2015-2200 2015/12/23 照明器具（シーリングライト）【その他の放電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＣＫ－１１４５Ｒ コーナン商事（株） 5.製品破損
　使用中のシーリングライトから異音がし、発煙した。（事故
発生地：大阪府）

不明
　照明器具の放熱が不十分であったことから、内部が高温になり、インバーター基板上の電解コンデンサーの
絶縁性が低下したため、内圧が上昇して安全弁が作動し、噴出した電解液の蒸気が発煙のように見えたもの
と推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１４（平成２６）年５
月１９日付けで電気用品安全法の遵守
事項の不備があったため、製品の自主
回収を行っている。

輸入事業者 2016/01/08 01 家庭用電気製品

2015-2187 2014/12/00 配線器具（延長コード）【差込みプラグ】延長コード 配線器具(特定) 特定
４９４７８７９３６９２３３
（１．５ｍ　白）

（株）セリア 4.拡大被害
　延長コードを使用中、差込みプラグ付近から火花が出
て、周辺が焦げた。（事故発生地：岐阜県）

不明
　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の形状、肉厚の影響等に
より、コードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・スパークが生じたものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年９
月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

輸入事業者 2016/01/06 01 家庭用電気製品

2015-2143 0000/00/00 照明器具（蛍光灯）【家庭用つり下げ型蛍光灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＴＩＶ－８８４０ 瀧住電機工業（株） 5.製品破損 　使用中の照明器具から発煙した。（事故発生地：兵庫県） 不明
　インバーター基板上の電解コンデンサーに不具合品が混入したため、異常発熱して内圧が上昇し、安全弁
が作動して噴出した電解液の蒸気が発煙のように見えたものと推定される。

A3

　製造事業者は、他に同種事故発生の
情報はなく、拡大被害に至っていないこ
とから、措置はとらないが、今後の事故
発生状況を注視し、必要に応じて対応す
ることとした。　なお、当該製品は既に生
産を終了している。

製造事業者 2015/12/25 01 家庭用電気製品

2015-2137 2015/11/26 電動剪定機【電気刈込み機】 その他の電動工具 電動力応用機械器具 特定外 ＣＨ４０ＳＨ 日立工機（株） 3.軽傷
　電動剪定機を使用中、持ち手が外れ、手に裂傷を負っ
た。（事故発生地：埼玉県）

1回

　本体とサブハンドルを、ＡＢＳ樹脂とポリアミド（ＰＡ）樹脂の混合材を用いて成形したことによりクリープ強度が
不足していたため、サブハンドルの取付ボルト固定箇所の座面部樹脂がクリープ変形を起こしてボルトの締め
付け力が低下し、使用中の振動でボルトが緩んでサブハンドルが本体から外れ、事故に至ったものと推定され
る。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２６日に社告を行い、無償修理を実施
している。　なお、新規生産分より設計
変更（普通ナットを緩み止めナットに変更
し、ボルトのナット掛かりしろ部に接着剤
を塗布）を行った。

輸入事業者 2015/12/24 01 家庭用電気製品

2015-2089 2015/11/23 配線器具（延長コード）【コードコネクターボディ】延長コード 配線器具(特定) 特定
４９４７８７９３６９２３３
（１．５ｍ　白）

（株）セリア 4.拡大被害
　延長コードを使用中、コードコネクターボディ付近から火
花が出て、周辺が焦げた。（事故発生地：埼玉県）

不明
　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の形状、肉厚の影響等に
より、コードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・スパークが生じたものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年９
月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

輸入事業者 2015/12/18 01 家庭用電気製品
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2015-2088 2015/06/10 配線器具（延長コード）【コードコネクターボディ】延長コード 配線器具(特定) 特定
４９４７８７９３６９２３３
（１．５ｍ　白）

（株）セリア 4.拡大被害
　延長コードを使用中、コードコネクターボディ付近から火
花が出て、床が焦げた。（事故発生地：長野県）

不明
　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の形状、肉厚の影響等に
より、コードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・スパークが生じたものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年９
月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

輸入事業者 2015/12/18 01 家庭用電気製品

2015-2087 2013/00/00 配線器具（延長コード）【差込みプラグ】延長コード 配線器具(特定) 特定
４９４７８７９７０１４６０
（１ｍ　３口）

（株）セリア 4.拡大被害
　延長コードを使用中、差込みプラグ付近から火花が出
て、床が焦げた。（事故発生地：愛知県）

不明
　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の形状、肉厚の影響等に
より、コードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・スパークが生じたものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年９
月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

輸入事業者 2015/12/18 01 家庭用電気製品

2015-2052 2015/12/12 電気こたつ【電気こたつ】 電気こたつ 電熱器具 特定外 ＲＳＥ－７５０ （株）山善 3.軽傷
　使用中の電気こたつのヒーターユニットが脱落して、周辺
を焼損し、指に火傷を負った。（事故発生地：大阪府）

約6年1月
　事故品は、ヒーターユニットをやぐらに固定するブラケット（ポリカーボネート製）にリンが混入していたことか
ら、加水分解が促進されて軟化温度が低下したため、使用中に当該ブラケットのネジ穴部分が軟化してヒー
ターユニットの荷重により徐々に塑性変形し、ヒーターユニットを保持できなくなり、落下したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定のロットで発生し
ていることから、２０１６（平成２８）年４月
６日付けでホームページ、及び同月７日
付けで新聞に社告を掲載し、対象製品
について、製品の回収及び返金を行って
いる。

消費者センター 2015/12/15 01 家庭用電気製品

2015-1923 2015/10/28 電気スタンド（蛍光灯、インバーター式）【電気スタンド】電気スタンド 光源・光源応用機械器具特定外 ＫＭＢ０８－０１４４ コーナン商事（株） 5.製品破損
　使用中の電気スタンドから発煙、発火した。（事故発生
地：大阪府）

不明
　蛍光ランプの寿命末期に生じるインバーター回路の過負荷に対して、保護機能がないことから、回路上にあ
るトランジスター、抵抗等の電子部品が過負荷により、異常発熱して焼損、発煙したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１３（平成２５）年９
月１９日付けホームページに社告を掲載
するとともに、店頭告知を行い、同月２５
日付け新聞の折り込みチラシに告知を
掲載し、製品の回収・無償交換を行って
いる。

輸入事業者 2015/12/02 01 家庭用電気製品

2015-1914 2015/11/27 白熱電球【白熱電球】 白熱電球 光源・光源応用機械器具特定外 なし （株）キャンドゥ 4.拡大被害
　白熱電球のガラス部分が破損して落下し、テーブルに傷
がついた。（事故発生地：東京都）

約3月
　事故品のガラス球は、口金付近の内側を起点として破断していたことから、製造時に生じた傷等が、繰り返し
の使用に伴う熱応力によって伸展し、破損に至ったものと推定される。

A2

　輸入事業者は、拡大被害に至る可能
性が低いとみていることから、既販品に
ついての措置はとらなかった。　なお、当
該製品は既に生産を終了している。

消費者センター 2015/12/02 01 家庭用電気製品

2015-1906 2015/10/00 配線器具（延長コード）【差込みプラグ】延長コード 配線器具(特定) 特定
４９４７８７９７０１４６０
（１ｍ　３口）

（株）セリア 4.拡大被害
　延長コードを使用中、差込みプラグ付近から火花が出
て、壁紙が焦げた。（事故発生地：宮城県）

不明
　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の形状、肉厚の影響等に
より、コードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・スパークが生じたものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年９
月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

輸入事業者 2015/12/01 01 家庭用電気製品

2015-1876 2015/11/15 配線器具（延長コード）【差込みプラグ】延長コード 配線器具(特定) 特定
４９４７８７９７０１４６０
（１ｍ　３口）

（株）セリア 5.製品破損
　延長コードを使用中、差込みプラグ付近から火花が出
た。（事故発生地：奈良県）

不明
　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の形状、肉厚の影響等に
より、コードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・スパークが生じたものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年９
月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

輸入事業者 2015/11/26 01 家庭用電気製品

2015-1857 2015/10/30 電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電熱器具&電動力応用機械器具特定外 ＪＣＨ－９０２０Ｈ
（株）ジャパンボトル
ドウォーター

4.拡大被害
　ウォーターサーバーから異音がして、本体からボトルが飛
び出し、天井に穴があいた。（事故発生地：埼玉県）

不明
　事故品は水素水を作ることができるウォーターサーバーであり、事故品内部の冷水タンクで生成された水素
が製品内部に滞留し、サーモスタットが作動する際に発生するスパークで引火、爆発し、本体上部のペットボト
ル（８Ｌ）が飛び出して事故に至ったものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月に使用者に対して製品の使用中止を
連絡するとともに、同月から製品の回収
を行っている。

輸入事業者 2015/11/25 01 家庭用電気製品

2015-1841 2015/11/14 電気ストーブ（ハロゲンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＦＨ－１５００
フカダック（株）（倒
産）

5.製品破損
　使用中のハロゲンヒーターから火花が出て、発煙した。
（事故発生地：埼玉県）

約11月
　電源コードと内部配線を接続している圧着スリーブにカシメ不良があったため、接触不良が生じて異常発熱
し、発煙したものと推定される。

A2
　輸入事業者が倒産しているため、措置
はとれなかった。

消費者センター 2015/11/19 01 家庭用電気製品

2015-1822 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1821 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1820 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1819 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1818 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1817 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1816 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1815 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品
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2015-1814 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1813 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1812 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1811 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1810 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1809 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1808 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1807 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1806 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1805 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1804 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1803 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1802 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードの電源プラグ側コードプロテクターに柔軟性がなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1
　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1801 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードの電源プラグ側コードプロテクターに柔軟性がなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1800 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1799 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1798 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1797 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1
　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品
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2015-1796 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1
　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1795 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1794 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1793 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1792 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1791 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1790 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1788 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1787 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1786 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1785 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1784 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。 A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1783 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1782 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1781 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1780 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1779 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1719 2015/11/01 電気ストーブ（カーボンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 Ｓ－７００ＣＬ
綜合技研（株）（倒
産）

4.拡大被害
　カーボンヒーターを使用中、ヒーター管が破裂し、ソファー
が焦げた。（事故発生地：長崎県）

約5年
　ヒーターのガラス管製造時に不具合があり、ヒーターの熱等の影響によってガラス管に亀裂が入り、破損した
ものと推定される。

A2

　輸入事業者は、２００４（平成１６）年２
月１１日付けの新聞に社告を掲載し、製
品の無償点検・修理を行ってきたが、事
業者が裁判所の破産勧告を受け対応で
きない状況となったため、当機構は、２０
０５（平成１７）年４月２８日付けの事故情
報特記ニュースで事業者の無償点検・
修理を受けていないものは使用を中止
するよう注意喚起を行い、さらに同年１２
月１日付けの「事故情報特記ニュース」
で更なる注意喚起を行っている。

消費者センター 2015/11/06 01 家庭用電気製品

2015-1701 2013/12/26 照明器具（センサーライト）【その他の白熱電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外
ハロゲンセンサーライ
ト　ＳＬＨ－７５Ｔ（ブラ
ンド：（株）カインズ）

新潟精機（株） 5.製品破損 　センサーライトから異臭がした。（事故発生地：不明） 不明
　電源基板と電源線のはんだ付け部で、はんだ量が少ないものがあり、はんだクラックが生じてスパークが発
生し、基板の一部が焼損して異臭がしたものと推定される。

A2

　輸入事業者は、既販品に対する措置
はとらないが、今後製造する製品につい
ては、リード線のはんだ付け確認を強化
することとした。

輸入事業者 2015/11/04 01 家庭用電気製品
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2015-1689 2015/10/21 ＡＣアダプター（スキャナー用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 Ａ３９２ＵＣ
セイコーエプソン
（株）

5.製品破損
　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：北海道）

不明
　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リン系に変更されたも
のが混入したため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融し
たものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらないが、今後の事故発生
状況を注視し、必要に応じて対応するこ
ととした。

輸入事業者 2015/10/30 01 家庭用電気製品

2015-1688 2015/10/00 ＡＣアダプター（スキャナー用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 Ａ３９２ＵＣ
セイコーエプソン
（株）

5.製品破損
　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：静岡県）

不明
　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リン系に変更されたも
のが混入したため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融し
たものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらないが、今後の事故発生
状況を注視し、必要に応じて対応するこ
ととした。

輸入事業者 2015/10/30 01 家庭用電気製品

2015-1680 2015/08/25 カラーテレビ（液晶）【テレビジョン受信機】テレビ 電子応用機械器具 特定外 ＫＤＬ－４６Ｖ５
ソニーイーエムシー
エス（株）

5.製品破損
　壁掛け金具に設置されたテレビが落下して破損した。（事
故発生地：北海道）

不明

　事故品は、リアキャビネット（ポリブタジエン含有ポリスチレン製）にある壁掛け用取付け部を介して壁掛け金
具に固定されており、事故品キャビネット樹脂は、ゴム成分の減少と柔軟性の低下が認められた。事故は、特
定の工場で生産した特定のキャビネット色の製品のみで発生していることから、特定材料の製造上の不具合
により、リアキャビネット強度が早期に低下し、荷重や振動等によって破損したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、２０１３（平成２５）年３
月１４日付けでプレスリリース、ホーム
ページへの情報掲載及び登録ユーザー
への電子メールによる通知を行い、同年
３月２７日付け新聞に社告を掲載し、壁
掛け用取付け部を用いて設置されてい
る対象製品について、無償で部品交換

輸入事業者 2015/10/29 01 家庭用電気製品

2015-1653 2015/04/03 照明器具（天井つり下げ型）【その他の白熱電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ２００１２６Ｊ （株）ニトリ 4.拡大被害
　照明器具のガラスシェードが落下し、テーブルに傷がつ
いた。（事故発生地：東京都）

約1年3月
　ガラスシェードを固定しているソケット（雄ネジ）と固定具（雌ネジ）のネジ山に余長がない構造であることか
ら、固定具が緩んでソケットから外れ、ガラスシェードが落下したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月１６日付けホームページに社告を掲載
し、無償で部品交換並びに取扱説明書
（改善後）の送付を実施している。　な
お、後継機種については、ソケット及び
固定具の設計変更並びに取扱説明書の
改善を実施している。

輸入事業者 2015/10/27 01 家庭用電気製品

2015-1652 2015/09/18 照明器具（天井つり下げ型）【その他の白熱電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ２００１２７Ｊ （株）ニトリ 4.拡大被害
　照明器具のガラスシェードが落下し、テーブルに傷がつ
いた。（事故発生地：大阪府）

不明
　ガラスシェードを固定しているソケット（雄ネジ）と固定具（雌ネジ）のネジ山に余長がない構造であることか
ら、固定具が緩んでソケットから外れ、ガラスシェードが落下したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月１６日付けホームページに社告を掲載
し、無償で部品交換並びに取扱説明書
（改善後）の送付を実施している。　な
お、後継機種については、ソケット及び
固定具の設計変更並びに取扱説明書の
改善を実施している。

輸入事業者 2015/10/27 01 家庭用電気製品

2015-1651 2015/08/22 照明器具（天井つり下げ型）【その他の白熱電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ２００１２７Ｊ （株）ニトリ 4.拡大被害
　照明器具のガラスシェードが落下し、テーブルに傷がつ
いた。（事故発生地：岐阜県）

約2年
　ガラスシェードを固定しているソケット（雄ネジ）と固定具（雌ネジ）のネジ山に余長がない構造であることか
ら、固定具が緩んでソケットから外れ、ガラスシェードが落下したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月１６日付けホームページに社告を掲載
し、無償で部品交換並びに取扱説明書
（改善後）の送付を実施している。　な
お、後継機種については、ソケット及び
固定具の設計変更並びに取扱説明書の
改善を実施している。

輸入事業者 2015/10/27 01 家庭用電気製品

2015-1650 2015/08/11 照明器具（天井つり下げ型）【その他の白熱電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ２００１２７Ｊ （株）ニトリ 4.拡大被害
　照明器具のガラスシェードが落下し、テーブルに傷がつ
いた。（事故発生地：広島県）

約2年
　ガラスシェードを固定しているソケット（雄ネジ）と固定具（雌ネジ）のネジ山に余長がない構造であることか
ら、固定具が緩んでソケットから外れ、ガラスシェードが落下したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月１６日付けホームページに社告を掲載
し、無償で部品交換並びに取扱説明書
（改善後）の送付を実施している。　な
お、後継機種については、ソケット及び
固定具の設計変更並びに取扱説明書の
改善を実施している。

輸入事業者 2015/10/27 01 家庭用電気製品

2015-1649 2014/10/31 照明器具（天井つり下げ型）【その他の白熱電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ２００１２７Ｊ （株）ニトリ 4.拡大被害
　照明器具のガラスシェードが落下し、テーブルに傷がつ
いた。（事故発生地：埼玉県）

約1年6月
　ガラスシェードを固定しているソケット（雄ネジ）と固定具（雌ネジ）のネジ山に余長がない構造であることか
ら、固定具が緩んでソケットから外れ、ガラスシェードが落下したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月１６日付けホームページに社告を掲載
し、無償で部品交換並びに取扱説明書
（改善後）の送付を実施している。　な
お、後継機種については、ソケット及び
固定具の設計変更並びに取扱説明書の
改善を実施している。

輸入事業者 2015/10/27 01 家庭用電気製品

2015-1648 2014/06/24 照明器具（天井つり下げ型）【その他の白熱電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ２００１２７Ｊ （株）ニトリ 4.拡大被害
　照明器具のガラスシェードが落下し、床に傷がついた。
（事故発生地：大阪府）

6日
　ガラスシェードを固定しているソケット（雄ネジ）と固定具（雌ネジ）のネジ山に余長がない構造であることか
ら、固定具が緩んでソケットから外れ、ガラスシェードが落下したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月１６日付けホームページに社告を掲載
し、無償で部品交換並びに取扱説明書
（改善後）の送付を実施している。　な
お、後継機種については、ソケット及び
固定具の設計変更並びに取扱説明書の
改善を実施している。

輸入事業者 2015/10/27 01 家庭用電気製品

2015-1633 2015/09/07 カラーテレビ（液晶）【テレビジョン受信機】テレビ 電子応用機械器具 特定外 ４７Ｚ２
（株）東芝（現　東芝
ライフスタイル
（株））

5.製品破損
　視聴中のテレビから異音がし、発煙した。（事故発生地：
大阪府）

約3年10月
　電源入力基板上の電解コンデンサーに不具合品が混入したため、異常発熱して内圧が上昇し、安全弁が作
動して噴出した電解液の蒸気が発煙のように見えたものと推定される。

A3

　輸入事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、措置はとらないが、今後の
事故発生状況を注視し、必要に応じて対
応することとした。

輸入事業者 2015/10/21 01 家庭用電気製品

2015-1583 2015/10/06 配線器具（延長コード）【コードコネクターボディ】延長コード 配線器具(特定) 特定
４９４７８７９３６９２３３
（１．５ｍ　白）

（株）セリア 5.製品破損
　延長コードを使用中、コードコネクターボディ付近から火
花が出た。（事故発生地：岐阜県）

不明
　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の形状、肉厚の影響等に
より、コードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・スパークが生じたものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年９
月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

輸入事業者 2015/10/14 01 家庭用電気製品

2015-1582 2015/09/00 配線器具（延長コード）【差込みプラグ】延長コード 配線器具(特定) 特定
４９４７８７９３６９２３３
（１．５ｍ　白）

（株）セリア 3.軽傷
　延長コードを使用中、差込みプラグ付近から火花が出
て、火傷を負った。（事故発生地：埼玉県）

不明
　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の形状、肉厚の影響等に
より、コードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・スパークが生じたものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年９
月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

輸入事業者 2015/10/14 01 家庭用電気製品

2015-1575 2015/09/00 ＡＣアダプター（スキャナー用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 Ａ３９２ＵＣ
セイコーエプソン
（株）

5.製品破損
　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：不明）

不明
　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リン系に変更されたも
のが混入したため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融し
たものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらないが、今後の事故発生
状況を注視し、必要に応じて対応するこ
ととした。

輸入事業者 2015/10/13 01 家庭用電気製品

2015-1574 2015/09/00 ＡＣアダプター（スキャナー用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 Ａ３９２ＵＣ
セイコーエプソン
（株）

5.製品破損
　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：静岡県）

不明
　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リン系に変更されたも
のが混入したため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融し
たものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらないが、今後の事故発生
状況を注視し、必要に応じて対応するこ
ととした。

輸入事業者 2015/10/13 01 家庭用電気製品

2015-1560 2015/09/27 配線器具（延長コード）【コードコネクターボディ】延長コード 配線器具(特定) 特定
４９４７８７９３６９２２６
（１ｍ　白）

（株）セリア 4.拡大被害
　延長コードを使用中、コードコネクターボディ付近から火
花が出て、机の一部が焦げた。（事故発生地：山口県）

不明
　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の形状、肉厚の影響等に
より、コードとの境界部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・スパークが生じたものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年９
月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

輸入事業者 2015/10/09 01 家庭用電気製品

P-43



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-1530 2015/09/20 空気清浄機【空気清浄機】 空気清浄機 電動力応用機械器具 特定外 ＭＣ８０８－Ｗ ダイキン工業（株） 4.拡大被害 　空気清浄機から発火した。（事故発生地：大阪府） 約5年7月
　ファン電動機内部のプリント基板上のコンデンサーが短絡したことで、基板上の部品が発熱し、ファン電動機
内部のプリント基板が焼損してファン電動機から発火、発煙したものと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１４（平成２６）年１０
月１７日付けホームページ及び翌１８日
付け新聞に社告を掲載し、無償で点検・
修理を行っている。　なお、２０１５（平成
２７）年５月１５日付けホームページ及び
翌１６日付け新聞に対象範囲を追加する
社告を掲載している。

製造事業者 2015/10/06 01 家庭用電気製品

2015-1475 2015/09/06 エアコン【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＡＮ３６ＧＲＳＪ－Ｗ ダイキン工業（株） 4.拡大被害
　使用中のエアコンから異音がして、発煙し、壁紙が熱変
形した。（事故発生地：滋賀県）

約9年
　ファン電動機内部のプリント基板上のコンデンサーが短絡したことで、基板上の部品が発熱し、ファン電動機
内部のプリント基板が焼損してファン電動機から発火、発煙したものと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１４（平成２６）年１０
月１７日付けホームページ及び翌１８日
付け新聞に社告を掲載し、無償で点検・
修理を行っている。　なお、２０１５（平成
２７）年５月１５日付けホームページ及び
翌１６日付け新聞に対象範囲を追加する
社告を掲載している。

製造事業者 2015/09/28 01 家庭用電気製品

2015-1456 2015/07/00 アイスクリームメーカー【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ヨナナス９０１
（同）ドール（現
（株）ドール）

5.製品破損
　アイスクリームメーカーを使用中、発煙した。（事故発生
地：不明）

不明
モーターに負荷がかかり異常発熱した際、安全装置（サーモスタット及び電流ヒューズ）の作動が遅いため、
モーター巻線の絶縁物が過熱して発煙し、異臭が生じたものと推定される。

A1

　輸入事業者は、取扱説明書及びホー
ムページにより注意喚起を行っており、
被害者の誤った使用方法による事故と
みており、サーモスタットが作動し、拡大
被害に至る可能性は低いと考えられるこ
とから、措置はとらなかった。　なお、２０
１３（平成２５）年５月以降の販売分から
は、注意喚起のチラシを同梱している。

輸入事業者 2015/09/25 01 家庭用電気製品

2015-1440 2015/09/05 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 ＤＲＦ－Ｂ０８２Ｗ
大宇電子ジャパン
（株）（現　東部大宇
電子ジャパン（株））

5.製品破損 　冷蔵庫の背面下部から発火した。（事故発生地：北海道） 約11年
　コンプレッサーに取り付けられている始動リレーに不具合品が混入したため、リレー内部の端子とＰＴＣ素子
の間で接触不良が生じ、異常発熱によりＰＴＣ素子が破壊したことから、ＰＴＣ素子に過電流が流れて始動リ
レーの樹脂部が溶融し、発煙したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はなく、拡大被害に至っていないこ
とから、措置はとらなかった。　ＮＩＴＥは、
引き続き同様の事故発生状況に注視
し、必要に応じて対応することとした。

消費者センター 2015/09/17 01 家庭用電気製品

2015-1381 2013/02/02 洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】洗面化粧台（コンセント付、照明付）【その他の電気機械器具付家具】交流用電気機械器具 特定外 ＭＬＣＸ－９０３ＴＨ
（株）ＩＮＡＸ（現
（株）ＬＩＸＩＬ）

5.製品破損
　洗面化粧台のコンセントにヘアドライヤーを接続して使用
中、コンセントが変形した。（事故発生地：愛知県）

約7年3月
　洗面化粧台のコンセントの差し込み口に回転ふた（厚さ：２．２ｍｍ）を追加しているため、ヘアドライヤーの電
源プラグ刃の差し込み量が短くなり、ヘアドライヤーの使用によって電源プラグ刃が徐々に引き抜かれ、電源
プラグ刃と刃受け金具との間で接触不良が生じて異常発熱し、コンセントが変形したものと推定される。

A1

　製造事業者は、同種事故の発生はあ
るものの、火災などの拡大被害に至って
いないことから、措置はとらなかった。
なお、当該製品のコンセントは電気用品
安全法の技術基準（寸法）の不適合が
判明し、２００５（平成１７）年１２月製造分
からは技術基準に適合した回転ふた付
コンセントに変更している。

製造事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1314 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1313 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1312 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1311 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1310 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1309 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1308 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品
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2015-1307 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1306 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1305 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1304 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1303 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1302 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1301 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1300 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1299 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1298 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1297 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1296 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

P-45



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-1295 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1294 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1293 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1292 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1291 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1290 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1289 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1288 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1287 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1286 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1285 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1284 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

P-46



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-1283 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1282 0000/00/00 ＡＣアダプター（ケーブルモデム用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ４８１２００７５－Ａ１

（株）ジェネラル・イ
ンストルメント・ジャ
パン（事業継承：ア
リス・グループ・ジャ
パン（株））

5.製品破損
　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融した。（事故発生
地：不明）

不明
　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じたことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラグ内部の絶縁性が低
下したため、短絡が生じて異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、特定ロットで発生して
いることから、２０１４（平成２６）年４月１
８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットにつ
いて無償で製品交換を実施し、対象ロッ
ト以外の製品についても再利用の際に
コネクターの確認を実施している。

輸入事業者 2015/09/10 01 家庭用電気製品

2015-1279 2015/08/00 ＡＣアダプター（スキャナー用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 Ａ３９２ＵＣ
セイコーエプソン
（株）

5.製品破損
　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：兵庫県）

不明
　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リン系に変更されたも
のが混入したため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融し
たものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらないが、今後の事故発生
状況を注視し、必要に応じて対応するこ
ととした。

輸入事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1147 2015/06/00 ＡＣアダプター（光通信終端装置用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定

ＲＫＳ－８ＬＧ２１５３（Ｇ
Ｅ－ＰＯＮ－ＯＮＵ用）
（ブランド：東日本電信
電話（株））

三菱電機（株） 5.製品破損
　光通信終端装置から異臭がし、ＡＣアダプターのＤＣプラ
グ付近が溶融した。（事故発生地：埼玉県）

約1年
　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される赤リン系難燃剤が防湿不十分なものであったことから、湿度の影響でリ
ン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらなかっ
た。　なお、当該製品は既に販売を終了
しており、２０１２（平成２４）年３月９日か
ら臭素系難燃剤へ切り替えている。

消費者センター 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1145 2015/08/00 ブルーレイレコーダー【その他音響機器】その他の音響機器 電子応用機械器具 特定外 ＤＢＲ－Ｚ１５０
（株）東芝（現　東芝
ライフスタイル
（株））

5.製品破損
　ブルーレイレコーダーの内部部品が溶融していた。（事故
発生地：埼玉県）

約3年5月
　事故品のハードディスク用電源コネクターの絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施され
ていない赤リン系に変更されたものが混入したため、湿度の影響でリン酸が生じてコネクター端子が腐食し、
端子間で短絡が生じて異常発熱したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、措置はとらないが、今後の
事故発生状況を注視し、必要に応じて対
応することとした。

消費者センター 2015/08/27 01 家庭用電気製品

2015-1080 2015/08/00 ＡＣアダプター（スキャナー用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 Ａ３９２ＵＣ
セイコーエプソン
（株）

5.製品破損
　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：東京都）

不明
　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リン系に変更されたも
のが混入したため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融し
たものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらないが、今後の事故発生
状況を注視し、必要に応じて対応するこ
ととした。

輸入事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1079 2015/08/00 ＡＣアダプター（スキャナー用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 Ａ３９２ＵＣ
セイコーエプソン
（株）

5.製品破損
　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：山口県）

不明
　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リン系に変更されたも
のが混入したため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融し
たものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらないが、今後の事故発生
状況を注視し、必要に応じて対応するこ
ととした。

輸入事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1069 2015/05/09 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】電動力応用機械器具 特定外 ＴＩＤ３０１ テスコム電機（株） 3.軽傷
　ヘアドライヤーを使用中、吹き出し口から異物が飛び出
し、頭に火傷を負った。（事故発生地：埼玉県）

約2年
　製造時より事故品内部に付着していたはんだ屑（長さ３ｍｍ）が使用中に加熱され、吹き出し口から飛び出し
たものと推定される。

A2

　輸入事業者は、事故原因を不明とみて
いるため、措置はとらなかった。　ＮＩＴＥ
は、引き続き同様の事故発生状況に注
視し、必要に応じて対応することとした。

消費者センター 2015/08/24 01 家庭用電気製品

2015-1067 2015/07/13 ミニコンポ【その他の音響機器】 その他の音響機器 電子応用機械器具 特定外 ＣＭＴ－ＳＸ７
ソニーイーエムシー
エス（株）

5.製品破損
　ミニコンポを使用中、スピーカーから異音がし、発煙した。
（事故発生地：秋田県）

不明
　信号処理用ＩＣ内のファームウェアに不具合があったため、音質調整機能を動作した時にアンプから過電圧
が出力され、スピーカーのボイスコイルが異常発熱して溶断し、ボイスコイルのコーティング材から発煙したも
のと推定される。

A3

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年７
月２３日付けでホームページに社告を掲
載し、使用を中止するよう注意喚起を行
うとともに、不具合を改善するソフトウェ
アを２回に分けて提供することとし、同年
７月３０日から１回目、同年８月６日から
２回目の提供を開始している。

輸入事業者 2015/08/24 01 家庭用電気製品

2015-0958 2015/07/24 扇風機【扇風機】 扇風機 電動力応用機械器具 特定外
ＹＬ－ＲＦ３０１（ブラン
ド：（株）山善）

（株）ミュージーコー
ポレーション

5.製品破損
　扇風機を使用中、羽根の固定部品が破損し、破片が飛
散した。（事故発生地：東京都）

約3年

　当該製品のスピンナー（ＡＢＳ樹脂製）は、ナット（金属製）がインサート成形されており、事故品スピンナーの
樹脂はナットとの境界部分を起点に複数箇所で疲労破壊し、破面の一部に大きな波形紋様が認めらたことか
ら、成形時の樹脂流動性不具合によって樹脂の強度が不十分であったため、使用に伴う繰り返し応力によっ
て破損に至ったものと推定される。

A3

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報がないことから、引き続き同様の事
故発生状況に注視し、必要に応じて対
応することとした。

消費者センター 2015/08/07 01 家庭用電気製品

2015-0956 2012/07/03 食器洗い乾燥機【電気食器洗機】 食器洗い乾燥機【電気食器洗機】電動力応用機械器具 特定外 ＮＰ－ＢＭ１
松下電器産業（株）
（現　パナソニック
（株））

5.製品破損 　食器洗い乾燥機から発煙した。（事故発生地：東京都） 不明
　下部扉にある表示用基板の配線コネクターの防水対策が不十分であったため、コネクター端子間に洗浄水
が浸入し、トラッキング現象が生じて焼損・発煙したものと推定される。

A1

　製造事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、措置はとらなかったが、２０１
５（平成２７）年１０月から、ホームページ
に「食器洗い乾燥機を安全にご使用い
ただくためのお願い」として注意喚起を
行っている。　なお、当該製品は既に生
産を終了している。

製造事業者 2015/08/06 01 家庭用電気製品

2015-0922 2015/07/00 ＡＣアダプター（スキャナー用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 Ａ３９２ＵＣ
セイコーエプソン
（株）

5.製品破損
　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：東京都）

不明
　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リン系に変更されたも
のが混入したため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融し
たものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらないが、今後の事故発生
状況を注視し、必要に応じて対応するこ
ととした。

輸入事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0910 2015/07/18 蛍光ランプ（電球型）【蛍光ランプ】 蛍光ランプ 光源・光源応用機械器具特定外 ＥＦＧ２５ＥＬ／２０ （株）ニトリ 5.製品破損
　使用中の蛍光ランプから異音と異臭がした。（事故発生
地：北海道）

約2年
　フィラメントとリード線の接続部にカシメ不良があったため、接触不良が生じて点灯回路のトランジスター（ＭＯ
ＳＦＥＴ）に過電流が流れ、異常発熱して焼損したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はなく、拡大被害に至っていないこ
とから、既販品に対する措置はとらな
かった。　なお、今後製造する製品につ
いては、作業内容の指導を強化するとと
もに、カシメ工程における寸法管理方法
の改善を行うこととした。

消費者センター 2015/08/03 01 家庭用電気製品

2015-0907 2012/03/07 スピーカー その他の音響機器 電子応用機械器具 特定外 ３００ＰＭ ボーズ（株） 5.製品破損
　天井に取り付けたスピーカーが落下した。（事故発生地：
静岡県）

不明
　事故品は、キャビネット（木製）を接合する接着剤の接着不良により接合強度が低下し、キャビネットが破損し
て落下したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、当該製品が販売終了
後１２年以上を経過していることから、経
年による劣化を含めて、落下の危険性
が潜在するとして、２０１５（平成２７）年８
月５日付けでホームページに製品回収
の社告を掲載するとともに、把握できて
いる販売事業者及び代理店に書面で通
知している。

輸入事業者 2015/08/03 01 家庭用電気製品

2015-0758 2015/06/11 電話交換機 インターホン 電子応用機械器具 特定外 ＭＪＳⅡ 積水化学工業（株） 5.製品破損 　電話交換機から異臭がした。（事故発生地：兵庫県） 約10年4月
　電源基板の一次側に使用しているコンデンサーの定格に余裕がなく選定ミスであったため、短い使用期間で
電解液が蒸発して二次側のコンデンサー及び電源用ＩＣに過電圧が加わり、異常発熱したものと推定される。

A1

　製造事業者は、２０１１（平成２３）年２
月１０日付けホームページで告知及び注
意喚起を行うとともに、同年２月１４日よ
り消費者に対してダイレクトメール送付
及び電話連絡によって周知し、同年３月
中旬から無償交換を実施しており、２０１
５（平成２７）年６月２６日付けホームペー
ジで再度、告知及び注意喚起を行ってい
る。

製造事業者 2015/07/14 01 家庭用電気製品

P-47



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-0744 2015/06/25 空気清浄機【空気清浄機】 空気清浄機 電動力応用機械器具 特定外 ＡＣＭ７５Ｇ－Ｗ ダイキン工業（株） 5.製品破損
　使用中の空気清浄機から異臭がし、発火した。（事故発
生地：沖縄県）

約8年5月
　当該製品の電気集塵部の放電線が集塵フィルターに接触することにより、導電性物質が集塵フィルターに付
着した際に、集塵フィルターと脱臭フィルターの間で放電が発生し、発火したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１０（平成２２）年４
月１０日付けの新聞及びホームページに
社告を掲載し、集塵フィルターと接触しな
いよう変更した集塵用電極に交換修理
を行っている。また、同年４月９日に経済
産業省は注意喚起のプレスリリースを
行っている。

輸入事業者 2015/07/09 01 家庭用電気製品

2015-0703 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/07/07 01 家庭用電気製品

2015-0702 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/07/07 01 家庭用電気製品

2015-0701 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/07/07 01 家庭用電気製品

2015-0700 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/07/07 01 家庭用電気製品

2015-0699 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/07/07 01 家庭用電気製品

2015-0698 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/07/07 01 家庭用電気製品

2015-0697 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/07/07 01 家庭用電気製品

2015-0696 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/07/07 01 家庭用電気製品

2015-0678 2015/05/21 電気ファンヒーター【電気温風機】 電気温風機 電動力応用機械器具 特定外 ＴＫ－ＢＬＴ１２００ 燦坤日本電器（株） 5.製品破損
　使用中の電気ファンヒーターから異音がし、発煙した。
（事故発生地：北海道）

約5年
　ヒーターに接続しているファストン端子の配線被覆カシメ部に過圧着があったため、芯線が損傷して異常発
熱し、発火・発煙したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はなく、拡大被害に至っていないこ
とから、措置はとらなかった。　なお、当
該製品は既に販売を終了している。　ＮＩ
ＴＥは、引き続き同様の事故発生状況に
注視し、必要に応じて対応することとし
た。

消費者センター 2015/07/02 01 家庭用電気製品

2015-0677 2015/05/22 ラミネーター【ラミネーター】 ラミネーター 電動力応用機械器具 特定外 ＬＦ－３００ テージー（株） 5.製品破損
　ネット通販で購入したラミネーターを使用中、発煙した。
（事故発生地：大阪府）

1日
　ガラス管ヒーター制御回路に誤って定格の小さなニクロム線ヒーター制御用の電子部品（トライアック）を実装
したため、過電流が流れて内部短絡が生じ、ガラス管ヒーターが連続運転状態となり、異常発熱して付近の
ローラーが溶融・発煙したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年７
月６日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、販路の通販及び販売代
理店に回収を依頼した。

輸入事業者 2015/07/01 01 家庭用電気製品

2015-0639 2015/06/01 掃除機（サイクロン式） 掃除機 電動力応用機械器具 特定外
ＤＣ１２　Ｐｌｕｓ　Ａｌｌｅｒｇ
ｙ

ダイソン（株） 5.製品破損
　ネット通販で購入した掃除機の電源プラグをコンセントに
差し込んだところ、火花が出て、ブレーカーが落ちた。（事
故発生地：兵庫県）

約8年6月
　プリント基板上のブリッジダイオードに不具合品が混入したため、内部短絡が生じ、電源プラグをコンセントに
差し込んだ際に短絡電流が流れ、プラグ刃の先端部でスパークが発生してブレーカーが作動したものと推定さ
れる。

A3
　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらなかった。

消費者センター 2015/06/29 01 家庭用電気製品

2015-0638 2015/06/15 ＡＣアダプター（スキャナー用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 Ａ３９２ＵＣ
セイコーエプソン
（株）

5.製品破損
　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：愛知県）

不明
　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リン系に変更されたも
のが混入したため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融し
たものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらないが、今後の事故発生
状況を注視し、必要に応じて対応するこ
ととした。

輸入事業者 2015/06/29 01 家庭用電気製品

2015-0637 2015/06/08 ＡＣアダプター（スキャナー用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 Ａ３９２ＵＣ
セイコーエプソン
（株）

5.製品破損
　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が溶融し
た。（事故発生地：山口県）

不明
　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リン系に変更されたも
のが混入したため、湿度の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融し
たものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらないが、今後の事故発生
状況を注視し、必要に応じて対応するこ
ととした。

輸入事業者 2015/06/29 01 家庭用電気製品

2015-0625 2014/12/13 食器洗い乾燥機【電気食器洗機】 食器洗い乾燥機【電気食器洗機】電動力応用機械器具 特定外 ＮＰ－ＢＭ１
松下電器産業（株）
（現　パナソニック
（株））

5.製品破損 　食器洗い乾燥機から発煙した。（事故発生地：岐阜県） 不明
　下部扉にある表示用基板の配線コネクターの防水対策が不十分であったため、コネクター端子間に洗浄水
が浸入し、トラッキング現象が生じて焼損・発煙したものと推定される。

A1

　製造事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、措置はとらなかったが、２０１
５（平成２７）年１０月から、ホームページ
に「食器洗い乾燥機を安全にご使用い
ただくためのお願い」として注意喚起を
行っている。　なお、当該製品は既に生
産を終了している。

製造事業者 2015/06/26 01 家庭用電気製品

2015-0624 2015/06/13 電動剪定機【電気刈込み機】 その他の電動工具 電動力応用機械器具 特定外 ＣＨ３５ＳＨ 日立工機（株） 3.軽傷
　電動剪定機を使用中、持ち手が外れ、刃が指にあたり、
軽傷を負った。（事故発生地：埼玉県）

7日

　本体とサブハンドルを、ＡＢＳ樹脂とポリアミド（ＰＡ）樹脂の混合材を用いて成形したことによりクリープ強度が
不足していたため、サブハンドルの取付ボルト固定箇所の座面部樹脂がクリープ変形を起こしてボルトの締め
付け力が低下し、使用中の振動でボルトが緩んでサブハンドルが本体から外れ、事故に至ったものと推定され
る。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２６日に社告を行い、無償修理を実施
している。　なお、新規生産分より設計
変更（普通ナットを緩み止めナットに変更
し、ボルトのナット掛かりしろ部に接着剤
を塗布）を行った。

輸入事業者 2015/06/26 01 家庭用電気製品

2015-0613 2015/05/15 コーヒーメーカー【電気コーヒー沸器】コーヒーメーカー【電気コーヒー沸器】電熱器具 特定外
ＴＶ－ＣＭ１５０１Ａ（ブ
ランド：イオン（株））

（株）ドウシシャ 4.拡大被害
　使用中のコーヒーメーカーから異臭がし、テーブルクロス
が焦げた。（事故発生地：大阪府）

不明

　温度ヒューズが組み付け不良でヒーターから離れていたため、サーモスタットの作動不良によりヒーターが過
熱しても温度ヒューズが正常に作動しなかったことから、ヒーターが異常発熱してヒーターユニット（アルミダイ
キャスト製）の一部が融解し、製品底部に付着して輻射熱でテーブルクロス（ビニル製）を焦がしたものと推定さ
れる。

A2

　ブランド事業者は、２０１５（平成２７）年
５月１９日より販売を中止し、同年６月１
０日付けでホームページ及び店頭で告
知を行うとともに、連絡先が判明してい
る購入者にＤＭを送付し、製品の回収を
行っている。

販売事業者 2015/06/24 01 家庭用電気製品

2015-0570 2015/04/13 電気ひざ掛け【電気ひざ掛け】 電気ひざ掛け【電気ひざ掛け】電熱器具 特定外
温熱性ホットパック　Ｃ
ＡＬ℃（ブランド：トワ
テック（株））

（株）アスター電機 5.製品破損 　使用中の電気ひざ掛けが焦げた。（事故発生地：静岡県） 約6月
　ヒーター線を固定する粘着テープの粘着強度が十分でなかったため、繰り返し使用によりヒーター線が外れ
て重なり合い、異常発熱して焦げたものと推定される。

A1

　ブランド事業者は、２０１５（平成２７）年
３月３０日から顧客リストに基づき連絡
し、無償で対策品との交換を行ってい
る。

販売事業者 2015/06/17 01 家庭用電気製品

2015-0569 2015/04/09 電気ひざ掛け【電気ひざ掛け】 電気ひざ掛け【電気ひざ掛け】電熱器具 特定外
温熱性ホットパック　Ｃ
ＡＬ℃（ブランド：トワ
テック（株））

（株）アスター電機 5.製品破損 　使用中の電気ひざ掛けが焦げた。（事故発生地：東京都） 約5月
　ヒーター線を固定する粘着テープの粘着強度が十分でなかったため、繰り返し使用によりヒーター線が外れ
て重なり合い、異常発熱して焦げたものと推定される。

A1

　ブランド事業者は、２０１５（平成２７）年
３月３０日から顧客リストに基づき連絡
し、無償で対策品との交換を行ってい
る。

販売事業者 2015/06/17 01 家庭用電気製品

2015-0568 2015/03/03 電気ひざ掛け【電気ひざ掛け】 電気ひざ掛け【電気ひざ掛け】電熱器具 特定外
温熱性ホットパック　Ｃ
ＡＬ℃（ブランド：トワ
テック（株））

（株）アスター電機 5.製品破損 　使用中の電気ひざ掛けが焦げた。（事故発生地：千葉県） 約4月
　ヒーター線を固定する粘着テープの粘着強度が十分でなかったため、繰り返し使用によりヒーター線が外れ
て重なり合い、異常発熱して焦げたものと推定される。

A1

　ブランド事業者は、２０１５（平成２７）年
３月３０日から顧客リストに基づき連絡
し、無償で対策品との交換を行ってい
る。

販売事業者 2015/06/17 01 家庭用電気製品

P-48



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-0567 2015/02/27 電気ひざ掛け【電気ひざ掛け】 電気ひざ掛け【電気ひざ掛け】電熱器具 特定外
温熱性ホットパック　Ｃ
ＡＬ℃（ブランド：トワ
テック（株））

（株）アスター電機 5.製品破損 　使用中の電気ひざ掛けが焦げた。（事故発生地：東京都） 約5月
　ヒーター線を固定する粘着テープの粘着強度が十分でなかったため、繰り返し使用によりヒーター線が外れ
て重なり合い、異常発熱して焦げたものと推定される。

A1

　ブランド事業者は、２０１５（平成２７）年
３月３０日から顧客リストに基づき連絡
し、無償で対策品との交換を行ってい
る。

販売事業者 2015/06/17 01 家庭用電気製品

2015-0565 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/06/17 01 家庭用電気製品

2015-0564 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ３
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/06/17 01 家庭用電気製品

2015-0563 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードの電源プラグ側コードプロテクターに柔軟性がなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/06/17 01 家庭用電気製品

2015-0562 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/06/17 01 家庭用電気製品

2015-0561 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/06/17 01 家庭用電気製品

2015-0560 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードの電源プラグ側コードプロテクターに柔軟性がなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/06/17 01 家庭用電気製品

2015-0559 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/06/17 01 家庭用電気製品

2015-0558 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/06/17 01 家庭用電気製品

2015-0516 2015/05/16 電気ジャー炊飯器（ＩＨ式）【電気がま】電気ジャー炊飯器 電熱器具 特定外
Ｍ－ＲＣ１０Ｅ（ブラン
ド：（株）良品計画）

東芝ホームテクノ
（株）

4.拡大被害
　電気ジャー炊飯器の底部付近から発煙し、本体の一部が
焼損・溶融して調理台に煤が付着した。（事故発生地：栃木
県）

約3年6月

　基板上のチョークコイル端子にはんだ付け不良があったため、接触不良によりスパークが発生し、基板及び
外郭樹脂の一部が焼損したものと推定される。　なお、接触不良を検知した際、異常を知らせる報知音の後に
運転を自動停止していたが、エラー表示はなく、再運転が可能であることから、使用者が異常を認識できず、
繰り返し運転していたことも要因と考えられる。

A2

　製造事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、既販品に対する措
置はとらなかった。　なお、当該製品は
既に製造・販売を終了しており、後継機
種については、はんだ箇所での盛りはん
だなどの品質管理を強化することとし
た。

製造事業者 2015/06/10 01 家庭用電気製品

2015-0483 2014/12/00 電気ストーブ（オイルヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 Ｄ０８１５６９ＥＦＳ
デロンギ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　オイルヒーターの下部から火花が出て、異臭がした。（事
故発生地：大阪府）

不明
　サーモスタット（手動復帰型）に接続しているファストン端子がカシメ不良であったため、内部配線の芯線が傷
つき、徐々に断線して異常発熱し、絶縁被覆が焼損したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はなく、拡大被害に至っていないこ
とから、措置はとらなかった。　なお、当
該製品は既に生産を終了している。　ＮＩ
ＴＥは、引き続き同様の事故発生状況に
注視し、必要に応じて対応することとし
た。

消費者センター 2015/06/08 01 家庭用電気製品

2015-0390 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0389 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

4.拡大被害
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出て、マウスが焦げた。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0388 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0387 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0386 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0385 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

P-49



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-0384 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0383 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0382 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0381 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0380 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0379 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0378 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0377 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0376 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0375 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0374 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ３
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0373 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に電源アダプターと接続されている部分に
は注意する。」旨、記載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡＣアダプター本体に巻き付けるときは、きつく巻き
つけない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないことから、ＤＣコードのＡＣアダプター本体
側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推
定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0372 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0371 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0370 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0369 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

P-50



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-0368 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0367 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0366 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードの電源プラグ側コードプロテクターに柔軟性がなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0365 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0364 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0363 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードの電源プラグ側コードプロテクターに柔軟性がなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0362 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0361 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0360 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0359 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0358 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0357 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0356 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0355 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0354 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0353 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

P-51



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-0352 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0351 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0350 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0349 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0348 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0347 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0346 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0345 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードの電源プラグ側コードプロテクターに柔軟性がなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0344 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0343 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0342 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0341 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0340 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0339 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0338 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0337 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0336 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0335 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0334 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品
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2015-0333 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0332 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0331 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0330 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0329 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0328 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0327 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0326 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

4.拡大被害
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出て、床が焦げた。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0325 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0324 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0323 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0322 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0321 0000/00/00 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：不明）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0283 2015/05/07 スチームアイロン【電気アイロン】 アイロン 電熱器具 特定外
ＦＶ７０２０ＪＯ（ブラン
ド：ティファール）

（株）グループセブ
ジャパン

5.製品破損
　使用中のスチームアイロンから発煙、発火した。（事故発
生地：神奈川県）

1回
　製造工程中の検査で見つかった不具合品の修理作業において、電源線のファストン端子を誤ってサーモス
タット及び温度ヒューズを経由せずヒーターに直接接続し、所定の再検査を実施せず出荷したため、連続通電
したヒーターが異常発熱して発煙・発火したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、既販品に対する措
置はとらなかった。　なお、在庫品につい
ては再検査を実施するとともに、今後の
製品については製造時の工程管理及び
品質管理の強化を徹底することとした。

輸入事業者 2015/05/18 01 家庭用電気製品

2015-0280 2015/03/31 電気ストーブ（カーボンヒーター、遠赤外線式）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＭＳＯ－２０６ＣＳＭ
（株）マサオコーポ
レーション

4.拡大被害
　カーボンヒーターの底部と置いていた床が焦げた。（事故
発生地：埼玉県）

約7年
　本体底面（台座）に取り付けた電流ヒューズクリップの接続部で、カシメ不良あるいはヒューズを挿入する作
業中にヒューズクリップを変形させたため、接触不良が生じて異常発熱し、台座の一部が溶けて床が焦げたも
のと推定される。

A2

　輸入事業者は、既販品に対する措置
はとらないが、今後の事故発生状況を
注視し、必要に応じて対応することとし
た。　なお、当該製品は既に輸入・販売
を終了している。

消費者センター 2015/05/18 01 家庭用電気製品

2015-0276 2015/02/00 ミニマット（電気マット）【電気座布団】電気マット【電気座布団】電熱器具 特定外
ＹＭＭ－４５５（ブラン
ド：（株）山善）

ワタナベ工業（株） 5.製品破損
　使用中のミニマットから異臭がし、本体の一部が焦げた。
（事故発生地：兵庫県）

約10年

　ヒーター線の接着強度が十分でなかったため、通常使用においてヒーター線が固定位置より移動して重なり
合い、お互いの発熱によりヒーター線の被覆が溶け、スパークが発生したため、上下層のフェルトを焦がしたも
のと推定される。　なお、当該製品にはサーモスタットと温度ヒューズが装着されていたが、異常発熱した箇所
と離れていたため作動しなかったものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２００７（平成１９）年１
月２２日、２００８（平成２０）年１２月１日、
２０１２（平成２４）年２月２１日及び２０１３
（平成２５）年１１月１日付けのホーム
ページに社告を掲載し、無償で製品交
換を行っている。　なお、過去にヒーター
線の移動により通電不良になった苦情
があったことから、２００５（平成１７）年７
月より接着強度を増した製品に設計変
更しており、２００８（平成２０）年８月より
サーモスタット式ヒーター線を１線式に設
計変更している。

輸入事業者 2015/05/18 01 家庭用電気製品

2015-0241 2015/04/16 掃除機（布団用）【電気掃除機】 掃除機 電動力応用機械器具 特定外 ＢＧ－２００
レイコップ・ジャパン
（株）

5.製品破損 　使用中の掃除機から発煙した。（事故発生地：香川県） 約1年8月
　モーター回転子の巻線に傷がついた不具合品が混入したため、レイヤショートが生じて発煙したものと推定
される。

A3

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、既販品に対する措
置はとらなかった。　なお、当該製品は
既に生産を終了しており、後継機種につ
いては部品入庫時の検査基準を厳格化
し、品質管理を強化することとした。

消費者センター 2015/05/13 01 家庭用電気製品

2015-0239 2015/05/10 ホットプレート【電気ホットプレート】 電気ホットプレート 電熱器具 特定外 ＣＳ３－００２５ （株）中央産業 4.拡大被害
　ホットプレートを使用中、本体底部が溶融し、座卓の一部
が焦げた。（事故発生地：神奈川県）

約5年
　サーモスタットに不具合品が混入したため、サーモスタットが正常に作動せず、ヒーターが連続通電となり、
異常発熱してヒータープレートが変形し、外郭樹脂が溶融・発煙したものと推定される。

A3

　製造事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、措置はとらなかっ
た。　なお、当該製品は既に生産を終了
している。　ＮＩＴＥは、引き続き同様の事
故発生状況に注視し、必要に応じて対
応することとした。

消費者センター 2015/05/13 01 家庭用電気製品
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2015-0219 2015/04/08 電気ストーブ（パネルヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＳＫＪ－ＦＧ１０１ＭＣ
エスケイジャパン
（株）

5.製品破損
　使用中のパネルヒーターから異臭がし、本体下部から火
が出た。（事故発生地：長野県）

約1年6月
　パネルヒーターの発熱体（金属箔フィルム）と端子金具の組み付け不良があったため、接触不良によりス
パークが発生して発煙し、火に見えたものと推定される。 A2

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、既販品に対する措
置はとらなかった。　なお、当該製品は
既に販売を終了しており、今後の製品に
ついては製造工程及び検査工程の見直
しを行うこととした。

消費者センター 2015/05/11 01 家庭用電気製品

2015-0182 2014/11/16 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ２
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：埼玉県）

不明

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張ったり、折り曲げない。特に装置と接続されている部分には注意す
る。」旨、記載されているが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）コードをタ
ブレット端末から抜くときはコードを引っ張らない。断線し、ショートする危険がある。」旨、記載されていないこと
から、ＤＣコードのタブレット端末側に使用による屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コード芯線が断線し、短
絡・スパークが発生したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページにＤＣ（充電）
コードの取扱い方について掲載し、注意
喚起を行っている。　なお、ＡＣコードに
おいても断線する事故が発生しており、
同日からホームページに告知を掲載し、
無償交換を実施している。

輸入事業者 2015/04/30 01 家庭用電気製品

2015-0181 2014/10/08 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：愛知県）

不明
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/04/30 01 家庭用電気製品

2015-0180 2014/03/30 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
なし（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏ
用）

日本マイクロソフト
（株）

5.製品破損
　タブレット端末用ＡＣアダプターのコード部分から火花が
出た。（事故発生地：東京都）

約1年3月
　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコードプロテクターがなく、曲げ応力が集中する構造であったため、使用
による屈曲や引っ張り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・スパークが発生したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2015/04/30 01 家庭用電気製品

2015-0134 2015/00/00 電気スタンド【その他の白熱電灯器具】電気スタンド 光源・光源応用機械器具特定外 パミリオ
（株）ベガコーポ
レーション

4.拡大被害
　ネット通販で購入した電気スタンドのスイッチが発熱し、
マットが焦げた。（事故発生地：東京都）

不明
　電源コードの中間にあるフットスイッチが選定ミスであったため、白熱電球の突入電流によりフットスイッチの
接点表面が荒れて接触不良が生じ、異常発熱したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年４
月１日に購入者に対してダイレクトメー
ルを送信するとともに、２０１５（平成２７）
年４月１３日付けで販売店のホームペー
ジに社告を掲載し、製品回収及び返金
を行っている。

輸入事業者 2015/04/21 01 家庭用電気製品

2015-0133 0000/00/00 電気スタンド【その他の白熱電灯器具】電気スタンド 光源・光源応用機械器具特定外 エーデラ
（株）ベガコーポ
レーション

4.拡大被害
　ネット通販で購入した電気スタンドのスイッチが発熱し、
床が焦げた。（事故発生地：神奈川県）

不明
　電源コードの中間にあるフットスイッチが選定ミスであったため、白熱電球の突入電流によりフットスイッチの
接点表面が荒れて接触不良が生じ、異常発熱したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年４
月１日に購入者に対してダイレクトメー
ルを送信するとともに、２０１５（平成２７）
年４月１３日付けで販売店のホームペー
ジに社告を掲載し、製品回収及び返金
を行っている。

輸入事業者 2015/04/21 01 家庭用電気製品

2015-0132 0000/00/00 電気スタンド【その他の白熱電灯器具】電気スタンド 光源・光源応用機械器具特定外 エーデラ
（株）ベガコーポ
レーション

5.製品破損
　ネット通販で購入した電気スタンドのスイッチが発熱し、
溶融した。（事故発生地：神奈川県）

不明
　電源コードの中間にあるフットスイッチが選定ミスであったため、白熱電球の突入電流によりフットスイッチの
接点表面が荒れて接触不良が生じ、異常発熱したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年４
月１日に購入者に対してダイレクトメー
ルを送信するとともに、２０１５（平成２７）
年４月１３日付けで販売店のホームペー
ジに社告を掲載し、製品回収及び返金
を行っている。

輸入事業者 2015/04/21 01 家庭用電気製品

2015-0131 2014/00/00 電気スタンド【その他の白熱電灯器具】電気スタンド 光源・光源応用機械器具特定外 パミリオ
（株）ベガコーポ
レーション

5.製品破損
　ネット通販で購入した電気スタンドのスイッチが発熱した。
（事故発生地：愛知県）

不明
　電源コードの中間にあるフットスイッチが選定ミスであったため、白熱電球の突入電流によりフットスイッチの
接点表面が荒れて接触不良が生じ、異常発熱したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年４
月１日に購入者に対してダイレクトメー
ルを送信するとともに、２０１５（平成２７）
年４月１３日付けで販売店のホームペー
ジに社告を掲載し、製品回収及び返金
を行っている。

輸入事業者 2015/04/21 01 家庭用電気製品

2015-0130 2014/00/00 電気スタンド【その他の白熱電灯器具】電気スタンド 光源・光源応用機械器具特定外 パミリオ
（株）ベガコーポ
レーション

5.製品破損
　ネット通販で購入した電気スタンドのスイッチが発熱し、
溶融した。（事故発生地：神奈川県）

不明
　電源コードの中間にあるフットスイッチが選定ミスであったため、白熱電球の突入電流によりフットスイッチの
接点表面が荒れて接触不良が生じ、異常発熱したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年４
月１日に購入者に対してダイレクトメー
ルを送信するとともに、２０１５（平成２７）
年４月１３日付けで販売店のホームペー
ジに社告を掲載し、製品回収及び返金
を行っている。

輸入事業者 2015/04/21 01 家庭用電気製品

2015-0129 2014/00/00 電気スタンド【その他の白熱電灯器具】電気スタンド 光源・光源応用機械器具特定外 パミリオ
（株）ベガコーポ
レーション

5.製品破損
　ネット通販で購入した電気スタンドのスイッチが発熱した。
（事故発生地：愛知県）

不明
　電源コードの中間にあるフットスイッチが選定ミスであったため、白熱電球の突入電流によりフットスイッチの
接点表面が荒れて接触不良が生じ、異常発熱したものと推定される。

A1

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年４
月１日に購入者に対してダイレクトメー
ルを送信するとともに、２０１５（平成２７）
年４月１３日付けで販売店のホームペー
ジに社告を掲載し、製品回収及び返金
を行っている。

輸入事業者 2015/04/21 01 家庭用電気製品

2015-0107 2014/12/00 電気ストーブ（パネルヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外
ＸＨＰ－Ｘ０１０（ブラン
ド：プラマイゼロ（株））

日伸工業（株） 5.製品破損
　ネット通販で購入したパネルヒーターを使用中、ヒーター
から火花が出た。（事故発生地：岐阜県）

不明
　ヒーター端子を固定しているネジ止めに締め付け不足があったため、接触不良が生じてスパークが発生し、
反射板や遮熱板に映ったものと推定される。

A2

　輸入事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、既販品に対する措置はとら
なかった。　なお、同一ロットの在庫品に
ついては、ネジの締め付けトルクを確
認・調整することとした。

販売事業者 2015/04/17 01 家庭用電気製品

2015-0106 2015/01/00 電気ストーブ（パネルヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外
ＸＨＰ－Ｘ０１０（ブラン
ド：プラマイゼロ（株））

日伸工業（株） 5.製品破損
　ネット通販で購入したパネルヒーターを使用中、ヒーター
から火花が出た。（事故発生地：大阪府）

不明
　ヒーター端子を固定しているネジ止めに締め付け不足があったため、接触不良が生じてスパークが発生し、
反射板や遮熱板に映ったものと推定される。

A2

　輸入事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、既販品に対する措置はとら
なかった。　なお、同一ロットの在庫品に
ついては、ネジの締め付けトルクを確
認・調整することとした。

販売事業者 2015/04/17 01 家庭用電気製品

2015-0101 2015/04/13 コーヒーメーカー【電気コーヒー沸器】コーヒーメーカー【電気コーヒー沸器】電熱器具 特定外 ＣＭ３００Ｊ
デロンギ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　コーヒーメーカーを使用中、電源コードの本体側付け根付
近から発煙し、火花が出た。（事故発生地：東京都）

約1年1月
　電源コードと内部配線を接続する中継端子のネジに締め付け不足があったため、接触不良により異常発熱
し、短絡・スパークが生じて端子台が焼損したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、措置はとらない
が、今後の事故発生状況を注視し、必
要に応じて対応することとした。　なお、
当該製品は既に生産を終了している。

消費者センター 2015/04/17 01 家庭用電気製品

2015-0098 2015/03/31 カラーテレビ（液晶）【テレビジョン受信機】テレビ 電子応用機械器具 特定外 ＫＤＬ－４６Ｖ５
ソニーイーエムシー
エス（株）

5.製品破損
　天吊り金具に設置した液晶テレビが落下した。（事故発生
地：栃木県）

不明

　事故品は、リアキャビネット（ポリブタジエン含有ポリスチレン製）にある壁掛け用取付け部を介して天吊り金
具に固定されており、事故品キャビネット樹脂は、ゴム成分の減少と柔軟性の低下が認められた。事故は、特
定の工場で生産した特定のキャビネット色の製品のみで発生していることから、特定材料の製造上の不具合
により、リアキャビネット強度が早期に低下し、移動時の衝撃等によって破損したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、２０１３（平成２５）年３
月１４日付けでプレスリリース、ホーム
ページへの情報掲載及び登録ユーザー
への電子メールによる通知を行い、同年
３月２７日付け新聞に社告を掲載し、壁
掛け用取付け部を用いて設置されてい
る対象製品について、無償で部品交換
を実施している。

輸入事業者 2015/04/17 01 家庭用電気製品

2014-2015 2014/00/00 電気グリルなべ【電気なべ】 電気なべ 電熱器具 特定外

情熱価格　３枚プレー
トグリル鍋　ＥＧＴ－１３
３Ｄ（ブランド：ドン・キ
ホーテ）

（株）アズマ 5.製品破損
　電気グリルなべのヒータープレートの一部が溶融した。
（事故発生地：不明）

約1月
　サーモスタットに作動温度が高い不具合品が混入したため、サーモスタットが正常に作動せず、ヒーターの温
度が異常上昇し、ヒータープレートが溶融したものと推定される。

A3

　輸入事業者及び販売事業者は、２０１
４（平成２６）年１２月８日付けでホーム
ページに社告を掲載し、対象ロット品に
ついて、製品の回収を行っている。ま
た、今後はサーモスタットの受け入れ検
査を全数検査とすることとした。

輸入事業者 2014/12/17 01 家庭用電気製品

2011-2015 2010/12/25 ＡＣアダプター（コードレス電話子機用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定
ＬＴ００３９００１（ＢＣＬ
－Ｄ３０Ｋ用）

ブラザー工業（株） 5.製品破損
　コードレス電話機の子機を充電中、ＡＣアダプターが過熱
し、熱変形した。

不明
　ＤＣプラグの樹脂成形時に空洞が生じる不良があり、空洞に吸湿された水分が難燃剤成分と反応したため、
ＤＣプラグ電極に短絡が生じ、本体トランスに過電流が流れて異常過熱し、外郭樹脂が熱変形したものと推定
される。

A3

　輸入事業者は、２０１１（平成２３）年８
月２２日付けホームページにお知らせを
掲載し、対象ロットについて無償で部品
交換を行っている。

輸入事業者 2011/08/25 1 家庭用電気製品

2010-2015 2010/08/12 電気オーブントースター【電気天火】電気オーブントースター【電気天火】電熱器具 特定外 ＢＯ－Ｂ６Ｖ
三菱電機ホーム機
器（株）

5.製品破損 　使用中のトースターから発煙し、ヒーターが割れていた。 約2年
　ヒーター巻線の間隔が均一でなかったため、密集部の温度が異常上昇し、ヒーター管が破損したものと推定
される。

A2

　他に同種事故発生の情報はなく、拡大
被害に至っていないことから、今後の事
故発生情報を注視し、必要に応じ対応
することとした。　なお、当該品は既に生
産を終了している。

消費者センター 2010/08/17 1 家庭用電気製品
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年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2006-2015 2006/01/00 電気床暖房器【電熱シート】 電熱ボード 電熱器具 特定外 マイダンディⅢ
ジェイ・ビー・エイチ
（株）（倒産）

4.拡大被害
　床暖房の上で座ぶとんを常時使用していたところ、床材
が変色した。

約3年6月
　当該機に使用されている温度センサーの数量が不足していたため、カーボン発熱体の部品不良により、床
にじゅうたん、ふとん、ソファー等を置いて熱がこもった際に、発熱体が異常高温となったにもかかわらず、温度
センサーが作動せず、床材が変形、変色、焼損等したものと推定される。

A1

　２００８（平成２０）年７月に製造事業者
が倒産したため、措置はとれなかった。
なお、当該品の販売は、２００３（平成１
５）年１１月に終了している。

製造事業者 2006/11/17 1 家庭用電気製品
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2.3 製品自体に問題があり、使い方も事故発生に影響したと考えられるもの【区分 B1～B4】

P-56



55 ⇒１３５８で全件表示

年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2532 2016/02/10 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】電動力応用機械器具 特定外 不明 不明 4.拡大被害
　ヘアドライヤー付近から出火し、周辺を焼損した。（事故
発生地：岐阜県）

約4年
　製造工程において、内部配線に傷を付けたため、内部配線が半断線状態となって作動しなくなったが、事故
品の電源スイッチを入れたまま放置したことから、半断線部が異常発熱して絶縁性が低下し、短絡して出火し
たものと推定される。

B2
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

警察機関 2016/02/18 01 家庭用電気製品

2015-2516 2016/01/28 電気オーブントースター【電気天火】電気オーブントースター【電気天火】電熱器具 特定外 ＫＡＥ－Ｇ１３０
タイガー魔法瓶
（株）

6.被害なし
　使用中の電気オーブントースターから発煙し、庫内の食
品を焼損した。（事故発生地：神奈川県）

約2年
　タイマーに不具合品が混入したため、タイマーが正常に働かず連続運転状態となり、食品が過熱されて発
煙・焼損したものと推定される。　なお、本体には、「使用中は本体から離れない。焼きすぎると調理物が発火
する。」旨、記載されており、調理中にその場を離れていたことも事故の要因と考えられる。

B3
　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、措置はとらなかっ
た。

輸入事業者 2016/02/17 01 家庭用電気製品

2015-1377 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1376 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1375 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1374 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1373 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1372 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1371 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1370 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1369 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1368 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1367 2014/12/03 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：宮城県）

約8月

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品
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2015-1366 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1365 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1364 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1363 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：東京都）

約10月

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1362 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1361 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1360 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1359 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1358 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1357 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1356 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1355 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1354 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1353 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1352 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品
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2015-1351 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1350 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1349 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1348 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1347 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1346 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1345 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1344 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1343 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1342 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1341 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1340 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1339 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1338 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1337 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品
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2015-1336 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1335 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1334 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1333 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1332 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1331 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1330 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1329 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：不明）

不明

　食材の分量が多かったか、あるいは使用を禁止されている食材を調理して連続動作時間を超える使用等を
行ったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の強いものに使用しない。材料が多すぎた状態で
使わない。破損する恐れがある。」「連続動作時間以上おこなわない。故障の恐れがある。」旨、記載されてい
るが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1328 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：埼玉県）

21日
　食材の分量が多かったため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂材料が溶融し
て発煙したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「材料が多すぎた状態で使わない。破損する恐れが
ある。」旨、記載されているが、使用上、認識するには十分ではなかったものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-1327 0000/00/00 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　使用中のフードプロセッサーから発煙した。（事故発生
地：神奈川県）

約2月

　取扱説明書で使用を禁止されている食材を調理したため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モー
ター内部の樹脂材料が溶融して発煙したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「硬い食材や粘り気の
強いものに使用しない。破損する恐れがある。」旨、記載されているが、使用上、認識するには十分ではなかっ
たものと考えられる。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至る可能性は低
いことから、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/11 01 家庭用電気製品

2015-0514 2015/05/12 フードプロセッサー（ハンディー型）【フッドミキサー】フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 ＴＨＭ５１０ テスコム電機（株） 5.製品破損
　ネット通販で購入したフードプロセッサーを使用中、異音
と異臭がして、発煙した。（事故発生地：東京都）

約11月

　粘り気の強い食材（豆類）を調理したため、モーターが過負荷状態となって異常発熱し、モーター内部の樹脂
材料が溶融して発煙したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「粘り気の強いもの（いも類・豆類など）
に使用しない。破損する恐れがある。」旨、記載されているが、「発煙する恐れがある。」旨、記載されていな
かった。

B4
　輸入事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息し、拡大被害に至っていないこと
から、措置はとらなかった。

消費者センター 2015/06/10 01 家庭用電気製品

2015-0019 2015/03/10 介護ベッド（電動式）【その他の電気機械器具付家具】電動ベッド【その他の電気機械器具付家具】交流用電気機械器具 特定外 Ｐ１０６－２１ＡＡ （株）プラッツ 3.軽傷
　介護ベッドとベッド用グリップとの隙間に脚が挟まれ、ふく
らはぎに軽傷を負った。（事故発生地：神奈川県）

不明

　マットレスがずれてボトム（床板）とベッド用グリップとの隙間が露出していたため、被害者がベッドから起き上
がる際に、当該隙間に足先から入り込んでふくらはぎが挟まったものと推定される。当該隙間は通常足先を入
れてもかかと部は通過しない程度の大きさであるが、足の大きさ等によっては通過することが考えられる。　な
お、取扱説明書には、マットレスがずれた状態で使用すると隙間が露出して危険である旨の記載がなかった。

B4

　輸入事業者は、事故原因は不明とみ
ているため、措置はとらなかったが、より
安全な使用を促すため、取扱説明書及
びホームページに注意喚起を掲載する
こととした。

輸入事業者 2015/04/02 01 家庭用電気製品

P-60



2.4 製造後の長期間経過または長期間の使用により性能が劣化したと
考えられるもの【区分 C1】
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13 ⇒１３５８で全件表示

年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2423 2016/02/02 照明器具（シーリングライト）【その他の放電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外
ＤＣＬ－３３５７６（ブラ
ンド：大光電機（株））

日本コルモ（株） 5.製品破損
　シーリングライトから異臭がして発煙し、天井の一部が変
色した。（事故発生地：北海道）

約14年
　長期使用（約１４年）により、インバーター基板上の電解コンデンサーが絶縁劣化したため、内部短絡による
内圧上昇で安全弁が作動し、噴出した電解液の蒸気が発煙のように見えたものと推定される。

C1

　製造事業者は、電流ヒューズが作動し
て終息しており、拡大被害に至る可能性
は低いことから、措置はとらなかった。
なお、当該製品は既に生産を終了して
いる。

消防機関 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2289 2015/12/20 電気毛布（掛毛布）【電気毛布】 電気毛布 電熱器具 特定外 ＤＵＭ－８００
クスミ電機（株）（倒
産）

4.拡大被害
　使用中の電気毛布から出火し、周辺を焼損した。（事故
発生地：北海道）

不明
　長期使用（製造後約４０年）により、ヒーター線を覆っている生地や縫糸が劣化したため、ヒーター線が外れて
重なり合い、局部が過熱して出火したものと推定される。 C1

　製造事業者が倒産しているため、措置
はとれなかった。 消防機関 2016/01/19 01 家庭用電気製品

2015-2069 2015/11/14 楽器（電子オルガン）【電子楽器】 電子楽器 電子応用機械器具 特定外 ＥＬ－９０ ヤマハ（株） 5.製品破損
　使用中の電子オルガンから異臭がし、発煙した。（事故発
生地：京都府）

不明
　長期使用（約１０年以上）により、電源アンプ基板に使用している電解コンデンサーが液漏れし、基板上で
ショートしたことにより、基板の一部が焼損して発煙したものと推定される。

C1

　製造事業者は、２０１０（平成２２）年９
月１日付け新聞及びホームページに社
告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、無償で点検・部品交換を実施してい
る。

製造事業者 2015/12/16 01 家庭用電気製品

2015-2068 2015/09/00 楽器（電子オルガン）【電子楽器】 電子楽器 電子応用機械器具 特定外 ＥＬ－９０ ヤマハ（株） 5.製品破損
　使用中の電子オルガンから異臭がした。（事故発生地：大
阪府）

不明
　長期使用（約１０年以上）により、電源アンプ基板に使用している電解コンデンサーが液漏れし、基板上で
ショートしたことにより、基板の一部が焼損して発煙したものと推定される。

C1

　製造事業者は、２０１０（平成２２）年９
月１日付け新聞及びホームページに社
告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、無償で点検・部品交換を実施してい
る。

製造事業者 2015/12/16 01 家庭用電気製品

2015-2053 2015/11/30 照明器具（蛍光灯）【その他の放電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＦＰＨ１１３Ｗ 東芝ライテック（株） 5.製品破損 　使用中の蛍光灯から発煙した。（事故発生地：福岡県） 不明
　長期使用（製造後約１８年）により、インバーター基板上の電解コンデンサーが劣化したため、異常発熱して
内圧が上昇し、底部から噴出した電解液の蒸気が発煙のように見えたものと推定される。

C1

　製造事業者は、電解コンデンサーの外
郭は金属製であり、拡大被害に至る可
能性は低いことから、措置はとらなかっ
た。　なお、当該製品は既に生産を終了
している。

消防機関 2015/12/15 01 家庭用電気製品

2015-1482 2015/09/25 扇風機【扇風機】 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 不明 不明 4.拡大被害
　使用中の扇風機から出火し、周辺を焼損した。（事故発
生地：香川県）

不明
　長期使用により、運転コンデンサーが絶縁劣化して内部短絡が生じたため、過電流が流れてレイヤショート
し、異常発熱して出火したものと推定される。

C1

　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。　なお、財団法人家
電製品協会、社団法人日本電機工業
会、社団法人電子情報技術産業協会、
社団法人日本冷凍空調工業会では、経
済産業省と協力して、長期間使用してい
る家電製品に関する注意喚起のための
チラシを各自治体を通じて全国の各世
帯に配布している。

消防機関 2015/09/29 01 家庭用電気製品

2015-1458 2015/09/17 インターホン【インターホン】 インターホン 電子応用機械器具 特定外 ＭＹ－２ＣＤ アイホン（株） 5.製品破損 　インターホンから発煙した。（事故発生地：京都府） 約20年
　長期使用（約２０年）により、電源回路内の電解コンデンサーが劣化して液漏れが生じたため、プリント基板
上のパターン間が絶縁劣化するとともにトラッキングが生じて発煙、発火したものと推定される。

C1

　製造事業者は、２００８（平成２０）年６
月２日付けでホームページに社告を掲
載し、無償で点検・部品交換を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/25 01 家庭用電気製品

2015-1454 2015/09/14 照明器具（蛍光灯）【その他の放電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＥＫ６７１１ （株）遠藤照明 5.製品破損
　使用中の蛍光灯付近から発煙した。（事故発生地：静岡
県）

不明
　長期使用（製造後約２９年）により、安定器の巻線が絶縁劣化したため、レイヤショートが生じて発煙したもの
と推定される。

C1

　製造事業者は、他に同種事故発生の
情報はなく、安定器外郭は金属で覆わ
れており、拡大被害に至る可能性が低
いことから、措置はとらなかった。　な
お、当該製品と同等の安定器を使用す
る製品は既に製造を中止している。　ＮＩ
ＴＥは、引き続き同様の事故発生状況に
注視し、必要に応じて対応することとし
た。

製造事業者 2015/09/25 01 家庭用電気製品

2015-1214 2015/08/02 照明器具（蛍光灯）【その他の放電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 不明 （株）盛電社 5.製品破損
　使用中の蛍光灯から異音がし、発煙した。（事故発生地：
奈良県）

約42年
　長期使用（約４２年）により、雑音防止用コンデンサーの誘電体（紙）が絶縁劣化したため、内部短絡による内
圧上昇で端子部が破壊して絶縁油が噴き出し、発煙したものと推定される。

C1
　製造事業者の所在が不明であるた
め、措置はとれなかった。

消防機関 2015/09/04 01 家庭用電気製品

2015-1189 2015/07/14 楽器（電子オルガン）【電子楽器】 電子楽器 電子応用機械器具 特定外 ＥＬ－９０ ヤマハ（株） 5.製品破損
　電子オルガンの電源を入れたところ、発煙した。（事故発
生地：滋賀県）

不明
　長期使用（約１０年以上）により、電源アンプ基板に使用している電解コンデンサーが液漏れし、基板上で
ショートしたことにより、基板の一部が焼損して発煙したものと推定される。

C1

　製造事業者は、２０１０（平成２２）年９
月１日付け新聞及びホームページに社
告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、無償で点検・部品交換を実施してい
る。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1024 2015/07/29 電子レンジ【電子レンジ】 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 ＭＤ－６６９Ｂ
（株）マルマン（倒
産）

5.製品破損
　使用中の電子レンジから出火し、機器本体の一部を焼損
した。（事故発生地：福岡県）

約18年
　長期使用（約１８年）により、ドアスイッチの接点で接触不良が生じたため、異常発熱・スパークが発生して焼
損したものと推定される。

C1
　輸入事業者が倒産しているため、措置
はとれなかった。

消防機関 2015/08/17 01 家庭用電気製品

2015-0798 2015/07/05 電子レンジ【電子レンジ】 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外
ＮＤＲ－０５００（ブラン
ド：小泉産業（株）（現
小泉成器（株）））

（株）千石 5.製品破損
　使用中の電子レンジから発煙、発火した。（事故発生地：
埼玉県）

約25年
　長期使用（約２５年）により、高圧トランスの巻線が絶縁劣化したため、レイヤショートが生じて発火・発煙した
ものと推定される。

C1
　製造事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらなかった。

消費者センター 2015/07/17 01 家庭用電気製品

2015-0242 2015/04/28 照明器具（蛍光灯）【その他の放電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＴＦ－４１４０Ｖ６ 瀧住電機工業（株） 5.製品破損
　使用中の蛍光灯付近から発煙し、照明器具の一部が焦
げた。（事故発生地：滋賀県）

約10年
　長期使用（約１０年）により、安定器の巻線が絶縁劣化したため、レイヤショートが生じて発火・発煙したものと
推定される。

C1

　製造事業者は、他に同種事故発生の
情報はなく、安定器外郭及び照明器具
本体は金属で覆われており、拡大被害
に至る可能性は低いことから、措置はと
らなかった。　ＮＩＴＥは、引き続き同様の
事故発生状況に注視し、必要に応じて
対応することとした。

製造事業者 2015/05/13 01 家庭用電気製品

P-62



2.5 業者による工事、修理または輸送中の取り扱い等に問題があったと
考えられるもの【区分 D1～D3】
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16 ⇒１３５８で全件表示

年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500316 2015/07/31 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：埼玉県）

　○電源コードが断線し、断線部先端に溶融痕が認められた。○電源コードの断線部が、当該製品の化粧グリ
ルと底フレーム間に挟まれた形跡が認められた。○電源プラグに焼損等の異常は認められなかった。○他の
電気部品（制御基板、モーター、電磁弁及び配線等）に焼損等の異常は認められなかった。●当該製品の据
付け時等に施工不良があり、電源コードの一部を当該製品の化粧グリルと底フレーム間に挟み込んで設置し
たため、電源コードが短絡し、出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、施
工説明書には、「電源コードを挟まないようにする。」旨、記載されている。

D1
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1037)
2015/08/14 01 家庭用電気製品

A201500312 2014/11/28 凍結防止用ヒーター（水道用） 水道凍結防止器 電熱器具(特定) 特定 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
（A201400562と同一事故）（事故発生地：福島県）

　○当該製品は、温度制御用のサーモスタット部とヒーター部に分かれ、サーモスタット部のコンセントにヒー
ター部のプラグを接続して使用するものであるが、当該製品はヒーター部が直接電源コンセントに接続されて
使用されていた。○当該製品は折り返して取り付けられており、重ね巻きや接触状態の箇所があった。●当該
製品は、温度制御に必要なサーモスタット部が使用されずにヒーター部を直接コンセントに差し込んで使用さ
れており、また、ヒーターが折り返して取り付けられ、重ね巻きや接触状態の箇所があったため、異常発熱し出
火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「サーモスタット部は必
ず配管に密着させて取り付ける。ヒーターの折り返し、重ね巻き、接触等しない。」旨、記載されている。

D1
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1033)
2015/08/13 01 家庭用電気製品

A201500275 2015/07/03 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 11.火災
　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。（事
故発生地：山口県）

　○当該製品は、屋内配線（単線）と電源ユニットへの入力配線（より線）との圧着スリーブ接続部付近に著し
い焼損が認められた。○当該圧着スリーブは、工具によりかしめられていたが、圧着が極所的であり、より線
の素線の一部に圧着されていない部分があった。○電源ユニットに出火痕跡は認められず正常に動作した。
●当該製品の内部配線と屋内配線との接続部に圧着不良があったため、接触不良により発熱、発火し、周囲
の絶縁被覆等に延焼したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

D1
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0695)
2015/07/24 01 家庭用電気製品

A201500207 2015/06/10 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品の撤去作業中、当該製品が破裂し、３名が軽傷
を負う火災が発生した。（事故発生地：東京都）

　○エアコン撤去のため、冷媒回収（ポンプダウン）作業を行っており、コンプレッサーは運転中であった。○コ
ンプレッサーに破裂が認められた。○２方弁（吐出側バルブ）は全閉、３方弁（吸入側バルブ）は全開状態であ
ることが認められた。○エアコン撤去業者は特定できており、５～６年の実績があった。●当該製品は、エアコ
ン撤去業者が冷媒回収の作業手順を誤ったため、空気吸引・圧縮運転をしたコンプレッサーが異常高温高圧
状態となり、破裂に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、（一社）日本冷凍空調
工業会では、「空気を吸い込み、そのままコンプレッサーの運転を続けることで、コンプレッサー内部の温度が
上昇し、コンプレッサーが破裂する事故に繋がる可能性がある。」旨、ＨＰ上で注意喚起をしている。

D1
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0688)
2015/06/29 01 家庭用電気製品

A201500181 2015/04/27 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 2.重傷
　当該製品の撤去作業中、当該製品が破裂し、手指を負
傷した。（事故発生地：東京都）

　○事故発生時、エアコン撤去のための冷媒回収（ポンプダウン）作業を行っていた。○当該製品の圧縮機金
属製外郭は大きく裂けており、内部に黒いススが認められた。○作業者は、吸入側バルブに回収状況を確認
するための圧力計を取り付けていなかった。○作業者は、吐出側バルブは閉にし圧縮機を運転し、停止後吸
入側フレアナットを緩めて冷媒が吹き出る音の状況で冷媒回収状況を確認する操作を繰り返し行った。●当該
製品は、エアコン撤去業者が冷媒回収作業の手順を誤ったため、圧縮機が運転状態のときに空気吸引をし
て、圧縮機内部が異常高温・高圧状態となり、破裂したことで手指を負傷したものと推定される。　なお、据付
工事説明書には、「ポンプダウン（冷媒回収）時には吸入側に圧力計を取付ける。」旨、記載されている。また
（一社）日本冷凍空調工業会では、「ポンプダウン作業では圧力計を取り付ける。」旨、ホームページに掲載し、
注意喚起を実施している。

D1
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0240)
2015/06/16 01 家庭用電気製品

A201500123 2015/05/04 接続箱（太陽光発電システム用） 端子台 配線器具(特定) 特定 11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：高
知県）

　○当該製品内部の端子板に著しい焼損が認められた。○端子版の圧着端子に溶融痕が認められ、接続端
子の座金、導電板、ナットにも溶融痕が認められた。○溶融した圧着端子が導電板と座金間で広がり、隙間が
認められた。○その他の電気部品に溶融痕等の出火痕跡は認められなかった。●当該製品を施工した際に、
端子板の配線接続部のねじに締め付け不足があったため、接触不良により異常発熱し、焼損したものと考え
られ、製品に起因しない事故と推定される。

D1
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0315)
2015/05/19 01 家庭用電気製品

2015-2668 2016/02/28 エアコン【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　エアコン付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発生
地：岡山県）

約3年
　施工業者が電源コードを途中で別のコードと手より接続したため、接続部で接触不良が生じて異常発熱し、
発火したものと推定される。　なお、取扱説明書及び据付説明書には、「電源コードは途中接続しない。感電、
火災の原因になる。」旨、記載されている。

D1
　輸入事業者は、施工業者の施工不良
とみられる事故であるため、措置はとら
なかった。

消防機関 2016/03/02 01 家庭用電気製品

2015-2368 2016/01/12 エアコン【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　エアコンを使用中、室内機と室外機を接続する配線付近
から出火した。（事故発生地：千葉県）

不明
　施工業者が室内機と室外機を接続する配線をスリーブにより途中接続したため、接続部で接触不良が生じ
て異常発熱し、出火したものと推定される。　なお、据付工事説明書には、「接続ケーブルの配線は途中接続
しない。感電、火災の原因になる。」旨、記載されている。

D1
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

製造事業者 2016/01/28 01 家庭用電気製品

2015-2363 2016/01/07 エアコン【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　エアコンを使用中、室内機と室外機を接続する配線付近
から出火した。（事故発生地：東京都）

不明
　施工業者が室内機と室外機を接続する配線を差込みコネクターにより途中接続したため、接続部で接触不
良が生じて異常発熱し、発火したものと推定される。　なお、据付工事説明書には、「接続ケーブルの配線は
途中接続しない。火災の原因になる。」旨、記載されている。

D1

　製造事業者は、施工業者の施工不良
とみられる事故であるため、措置はとら
なかった。　なお、施工業者は、他に設
置したエアコンについて、２０１６（平成２
８）年２月度安全点検及び配線確認を実
施するとともに、今後は当該機器を接続
する配線の途中接続は禁止することを
再度厳守とし、協力業者へも同様に指
示を徹底した。

製造事業者 2016/01/27 01 家庭用電気製品

2015-1887 2015/11/04 配線器具（コンセント）【コンセント】 延長コード 配線器具(特定) 特定 4.拡大被害
　コンセントに食器洗い乾燥機を接続して使用中、コンセン
トと電源プラグが焦げた。（事故発生地：富山県）

約12年
　施工業者がコンセントに屋内配線を接続する際、ネジ接続端子の端部に接続したことから、ネジの締め付け
が不十分となり、接触不良が生じて異常発熱し、外郭樹脂が焼損したものと推定される。

D1
　製造事業者は、施工業者の設置・施工
不良とみられる事故であるため、措置は
とらなかった。

消費者センター 2015/11/27 01 家庭用電気製品

2015-1280 2015/05/12 浴室換気乾燥暖房機【電気乾燥機】電気乾燥機 電動力応用機械器具 特定外
ＵＨ－２Ａ（ブランド：
（株）ＩＮＡＸ（現　（株）ＬＩ
ＸＩＬ））

三菱電機（株） 4.拡大被害
　運転中の浴室換気乾燥暖房機から異臭がし、浴室の天
井に穴があいた。（事故発生地：長野県）

約13年
　施工業者が行った浴室換気乾燥暖房機の電源電線と屋内配線の接続工事が適切でなかったため、電源電
線と屋内配線の接続部において接触不良による異常発熱が生じ、浴室の天井が溶融したものと推定される。 D1

　製造事業者は、２００６（平成１８）年７
月１日、１２月１８日、１２月２５日、２００７
（平成１９）年１月１１日付け新聞に告知
を掲載し、使用中止のお願いと施工業
者へ点検を依頼することをお願いしてい
る。また、日本浴室ユニット工業会など
は２００６（平成１８）年９月１２日付け新
聞に告知を掲載し、使用中止のお願いと
施工業者へ点検を依頼することをお願
いしている。さらに、経済産業省は２００
７（平成１９）年３月２３日付け新聞に告
知を掲載し、点検については施工業者
又はメーカーに問い合わせることをお願
いしている。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品
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年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
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被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
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2015-0755 2015/06/27 電気温風機（蓄熱式）【電気温風機】電気温風機 電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　電気温風機の背面から発煙し、出火した。（事故発生地：
北海道）

約20年
　施工業者が事故品に屋内配線を接続した際、余った配線を切らずに束ねて事故品の内部に収納したため、
金属製の内壁に接触して過熱され、絶縁被覆が焼損したものと推定される。

D1
　輸入事業者が倒産しているため、措置
はとれなかった。

消防機関 2015/07/13 01 家庭用電気製品

2015-0304 2015/05/09 照明器具（センサーライト）【その他の白熱電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 4.拡大被害
　センサーライトから出火し、周辺を焼損した。（事故発生
地：福岡県）

約10年
　施工業者がセンサーライトを壁や柱等へ垂直に取り付けずに軒裏に取付け、ランプと本体が水平に並んでい
たことから、故障により連続点灯した際、ランプの熱で外郭樹脂や配線類の絶縁樹脂が過熱されて軟化したた
め、短絡してスパークが発生し、焼損したものと推定される

D1
　輸入事業者は、施工業者の設置・施工
不良とみられる事故であるため、措置は
とらなかった。

消防機関 2015/05/21 01 家庭用電気製品

2015-0243 2015/04/07 配線器具（コンセント）【コンセント】 延長コード 配線器具(特定) 特定 4.拡大被害
　エアコンの電源プラグと壁コンセントが焦げた。（事故発
生地：東京都）

不明
　壁コンセントに接続された屋内配線の差し込みが不完全であったため、接触不良が生じて異常発熱し、焼損
したものと推定される。

D1

　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。
ＮＩＴＥは、引き続き同様の事故発生状況
に注視し、必要に応じて対応することと
した。

製造事業者 2015/05/13 01 家庭用電気製品

2015-0173 2015/04/10 エアコン【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　エアコンを使用中、室内機と室外機を接続する配線付近
から出火した。（事故発生地：岡山県）

約12年1月
　移設業者が、室内機と室外機を接続する配線を差し込みコネクターにより途中接続したため、接続部で接触
不良が生じて異常発熱し、発火したものと推定される。　なお、据付工事説明書には、「室内機と室外機を接続
する配線を途中接続しない。」旨、記載されている。

D1
　製造事業者は、移設業者の設置・施工
不良であるため、措置はとらなかった。

製造事業者 2015/04/27 01 家庭用電気製品

2015-0102 2015/04/02 エアコン【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　通信販売で購入したエアコンを使用中、発煙、発火した。
（事故発生地：神奈川県）

約2年1月
　施工業者が電源コード（より線）を途中で切断し、差込型電線コネクター（単線用）に差し込んで屋内配線と接
続したため、接触不良が生じて異常発熱し、発煙、発火したものと推定される。　なお、施工説明書には「電源
コードの加工・途中接続・タコ足配線はしない。火災の原因になる。」旨、記載されている。

D1
　製造事業者は、施工業者の施工不良
とみられる事故であるため、措置はとら
なかった。

製造事業者 2015/04/17 01 家庭用電気製品
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2.6 専ら誤使用や不注意な使い方と考えられるもの【区分 E1～E4】
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67 ⇒１３５８で全件表示

年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500515 2015/10/31 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 11.火災
　工場で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。（事故発生地：愛知県）

　○当該製品は、光源に１５０Ｗ型の耐震ハロゲン球を使用し、クリップで固定できる屋内用照明器具であった
が、製紙工場でロール紙の糊付け部を温める熱源として、ベルトコンベヤの横に近接させて設置し使用してい
た。○当該製品は、ランプ前面のガラス部分を覆う安全ガードが外されており、ガラス面にはススが付着してい
た。○電源コード、照明スイッチ、ハロゲン球等に出火の痕跡は認められず、通電したところ正常に点灯した。
●当該製品のランプ前面のガラス部分を覆う安全ガードを外し、ロール紙を温める熱源として、ベルトコンベヤ
の横に近接して設置していたため、めくれたロール紙がガラス部分に接触し、出火に至ったものと考えられ、製
品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「可燃物の近くで使用しない。」旨、記載されてい
る。

E1
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1865)
2015/11/20 01 家庭用電気製品

A201500391 2015/08/30 電気こんろ 電気こんろ 電熱器具 特定外 11.火災
　施設で当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：北海道）

　○当該製品の左ヒーター管周囲、汁受け皿等に、煮こぼれなどの汚れが付着、堆積していた。○左ヒーター
のヒーター管の一部が腐食し、内部のヒーター発熱線が断線し溶融していた。○腐食部のヒーター管内部の
絶縁材料には、水分が浸入した痕跡が認められた。○制御基板、内部配線、電源コード等の電気部品に異常
は認められなかった。●当該製品のヒーターに煮こぼれ等の汚れが繰り返し付着したため、酸化・腐食が進行
してヒーター内部に水分が浸入し、絶縁不良が生じてヒーターの一部が異常発熱したものと考えられ、製品に
起因しない事故と推定される。　なお、本体の注意ラベルには、「汁受けや汁受け皿に煮こぼれた場合は必ず
清掃する。」旨、記載されている。また、取扱説明書には、「ヒーターの寿命を縮めることから、ヒーターへのふ
きこぼれの繰り返し、ヒーターの上での魚焼きやしょう油、汁の垂れる調理は絶対にしない。」旨、記載されて
いる。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1212)
2015/09/14 01 家庭用電気製品

A201500384 2015/08/16 電気こんろ 電気こんろ 電熱器具 特定外 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：神奈川県）

　○使用者が外出して帰宅すると、当該製品の上に置いていた樹脂製食器が焼損し、周囲の壁や天井等の一
部が焼損していたが、既に鎮火していた。○当該製品のスイッチは、つまみガードを備えた押し回し式のスイッ
チで、容易にスイッチが入る構造ではなく、つまみガード及び押し回し機構に、破損や動作異常等は認められ
なかった。○当該製品前の通路に荷物を置いて通路幅が狭くなっており、使用者が外出時に持っていた荷物
が、当該製品のスイッチつまみに接触した可能性があった。●当該製品の前を通る際に誤ってスイッチを入れ
てしまったため、当該製品の上に置いていた可燃物が焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定
される。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1406)
2015/09/10 01 家庭用電気製品

A201500377 2015/08/14 フッドミキサー（ブレンダー） フッドミキサー 電動力応用機械器具 特定外 2.重傷
　店舗で子供が当該製品を操作したところ、指を負傷した。
（事故発生地：栃木県）

　○不特定多数が自由に使用できる状態で店舗展示中の充電式のコードレスタイプの当該製品を子供が操作
したところ、ブレンダーシャフトの刃で左指に怪我を負った。○当該製品は高さ約７０ｃｍの棚板上に本体とブレ
ンダーシャフトが組み付けられ、簡単に動作可能な状態で展示されていた。○取扱説明書に沿って動作確認
を行ったところ、ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで、正常に動作した。また、ロック解除
スイッチを押さずに電源スイッチを押したが、動作することはなかった。○当該製品の本体表示ラベルには「回
転中の刃に指などで触らない。」旨、警告表示されていたが、当該展示コーナーには展示品使用に関する注意
喚起の表示はなかった。○通常、展示中は販売店がブレンダーシャフトに付属のブレンダー用カバーを取り付
けているが、事故当時に取り付けられていたかどうかは不明であった。○展示に際しては、展示品の仕様取決
めや設置ガイドラインはなく、販売店での個別対応としていた。●当該製品は、簡単に動作可能な状態で不特
定多数の者が自由に使用できる状態にあったため、子供が一人で当該製品を操作した際、回転しているブレ
ンダーシャフトの刃で左指を負傷したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明
書には「子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。」旨、警告表
示されている。

E1
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1393)
2015/09/07 01 家庭用電気製品

A201500367 2015/08/20 充電器（ニッケル水素電池用） 充電器 交流用電気機械器具(特定)特定 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：愛知県）

　○当該製品は２口壁コンセントの上側に接続し、下側にはマルチタップ（３口、栓刃可動形）が接続されてい
た。○当該製品にはニッケル水素電池１本とアルカリ乾電池２本が装填されており、本体には電解液が流れた
跡が認められた。○当該製品は焼損しておらず、ニッケル水素電池を装填し通電したところ、正常に充電する
ことができた。○マルチタップの内部は、栓刃可動部カシメ部付近の配線金具が、片極は溶断し、もう片極は
溶融痕が認められた。○マルチタップの栓刃可動部の付け根から、アルカリ乾電池に使用されている電解液
（水酸化カリウム）の成分であるカリウムが検出された。●当該製品に充電不可のアルカリ乾電池を装填して
充電したため、アルカリ電解液が漏れて直下のマルチタップ内に浸入し、配線金具間で短絡、スパークし出火
に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、本体表示及び取扱説明書には、「ニッ
ケル水素電池以外は充電しない。」、「アルカリ乾電池・マンガン乾電池など充電式ではない電池は絶対に充
電しない。」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1257)
2015/09/03 01 家庭用電気製品

A201500324 2015/07/19 電気炊飯器 電気ジャー炊飯器 電熱器具 特定外 2.重傷
　当該製品で炊飯中、幼児（１歳）が当該製品を抱えた状
態で転倒し、火傷を負った。（事故発生地：東京都）

　〇当該製品は、台所の床から高さ４８ｃｍのキッチンラック上に置いて米２合を炊飯中、幼児が当該製品を抱
えた状態で床に倒れており、外蓋の開いた当該製品からお湯と米がかかり、腹部から両足にかけて火傷を
負った。〇幼児は事故以前から当該製品に興味を持って触れていることがあった。○当該製品の外蓋は、予
熱中までは蓋は開くが、加熱中は外蓋の爪を固定するロック機構が作動して蓋が開かない製品であった。○
当該製品で米２合を炊飯したところ、炊飯開始から約１６分間の水温は約４０℃の予熱状態で、約１６分後に外
蓋ロック機構が作動するとともに急速加熱となり水温は上昇した。また、ロック機構作動後は外蓋を開けるボタ
ンを押しても外蓋は開かなかった。〇当該製品のエラー履歴には、炊飯開始から１９分１９秒後に内なべが本
体から外れたことが記録されていた。〇外蓋のロックが掛かった当該製品を１歳相当のダミー人形上に４８ｃｍ
の高さから落下させても、外蓋は開かなかった。〇当該製品は、外蓋にロックが掛かっていない状態では、開
閉用ボタンを８．５Ｎで押すと外蓋が開いた。また、木製の台上に置いた事故発生時と同重量の同等品の押し
引きに要する力は、１２Ｎであった。●当該製品は、使用者が幼児の手の届くところに置いて使用していたた
め、当該製品の外蓋ロック機構が作動する前（急速加熱工程前）に外蓋を開いて、炊飯中の当該製品を幼児
が引きずり落下させたため、内なべから外に出た内容物がかかったものと考えられ、製品に起因しない事故と
推定される。　なお、取扱説明書には、「子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない。圧力炊飯中
は絶対に外蓋を開けたり移動させない。やけどをする恐れがある。」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1064)
2015/08/19 01 家庭用電気製品

A201500315 2015/08/03 ＩＨ調理器 電磁誘導加熱式調理器電熱器具 特定外 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：熊本県）

　○当該製品のグリル庫内には、油脂や調理物等が焼損したと考えられる炭化物が付着しており、下ヒーター
固定板には多量の炭化物が付着していた。○使用者は、グリルで魚焼き自動調理した後に、焼き加減が不足
していたため追加加熱を行っていたが、焼き加減を確認しながら手動で調理せず、魚焼き自動調理により再加
熱を行っていた。○魚焼き自動調理による再加熱時は、調理時間が１６～２０分に設定されている。●当該製
品のグリルで魚焼き自動調理後に追加加熱を行った際に、再度、自動調理により加熱を行ったため調理時間
が長くなり、グリル庫内に残った油脂等が過熱・発火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定され
る。　なお、取扱説明書には、「焼き色が好みより薄い場合は、一度グリル電源キーを押して、再度、手動で追
加加熱する」、「グリル調理後はグリル受け皿・焼網の調理物や油分を取り除くこと。調理物が発火して火災の
原因になる」、「グリルヒーターに付着した汚れは固くしぼったぬれふきんで、こまめに手入れする」旨、記載さ
れている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1036)
2015/08/13 01 家庭用電気製品

A201500306 2015/07/24 ＡＣアダプター（携帯電話機用） ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 11.火災
　当該製品を他社製携帯電話機に接続して充電中、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生し、１名が火傷を負っ
た。（A201500305と同一事故）（事故発生地：大阪府）

　○当該製品は外観上、マイクロＵＳＢケーブルのマイクロＵＳＢ端子部に焼損が認められたが、それ以外に異
常は認められなかった。また、マイクロＵＳＢ端子部のピン及びはんだに異常は認められず、芯線部分に破損
や切断も認められなかった。○当該製品の性能試験を実施したところ、すべて正常な動作が確認された。○マ
イクロＵＳＢ端子部の内部が焼損し、芯線接続部分及び周辺の樹脂部分が溶融しており、端子ケースの付着
物から、Ｎａ（ナトリウム）、Ｃｌ（塩素）が検出された。●当該製品はマイクロＵＳＢケーブルのマイクロＵＳＢ端子
部周辺に液体が付着し、内部に浸入したため、端子間に漏洩電流が生じて異常発熱し、焼損したものと考えら
れ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「水や飲料水、ペットの尿などで濡らさな
い。火災、やけど、けが、感電の原因となる」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1023)
2015/08/10 01 家庭用電気製品

A201500287 2015/05/10 ウォーターサーバー 電気温水器 電熱器具(特定) 特定 2.重傷
　乳児が当該製品の温水レバーを操作したところ、お湯が
出て火傷を負った。（事故発生地：鹿児島県）

　○当該製品の温水コックは、ボタンを押したままの状態でコップ等を温水レバーに押しつけて初めて出湯す
るチャイルドロック機構を有していた。○当該製品を確認したところ、水漏れや破損のほか、チャイルドロック機
構に異常は認められなかった。○当該製品には、チャイルドロック機構のほか、温水コックを完全に覆いボタン
が押せなくなる樹脂製の操作部カバーが標準装備されていたが、当該カバーは使用されていなかった。●当
該製品に異常は認められず、標準装備の操作部カバーを使用しておらず、乳児から目を離した際に、乳児が
当該製品の温水コックの操作部に触って出湯し火傷を負ったものと推定される。　なお、取扱説明書には「子ど
もの火傷防止のために必要に応じて操作部カバーを使用する」旨の記載があり、また、本体表示には、「熱湯
注意」「温水コックを押さえると熱湯が出るので火傷に注意する」旨、警告表記されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0915)
2015/07/31 01 家庭用電気製品
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A201500262 2015/07/07 ＡＣアダプター（携帯電話機用） ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：福岡県）

　○当該製品のマイクロＵＳＢ端子（出力側）には何も接続されていない状態だった。○マイクロＵＳＢ端子のコ
ネクターシェル（金属製）が傾いた状態で変形しており、コネクターシェル内部の電源用端子ピン１本は傾いた
コネクターシェルと接触し、当該ピンに溶融痕が認められた。また、溶融痕の形状がコネクターシェル内面に認
められた溶融穴の形状と一致しており、マイクロＵＳＢ端子に発熱の痕跡が認められた。○コネクターシェル内
部の他の電源用端子ピン１本は変形し、傾いたコネクターシェルに接触していたが、溶融痕は認められなかっ
た。●当該製品は、出力コネクター部に外力が加えられたため、コネクターピンとコネクターシェル（金属製）が
変形して接触状態となり、スパークが生じ、コネクターの樹脂が焼損したものと考えられ、製品に起因しない事
故と推定される。　なお、取扱説明書に「携帯電話に接続する際、うまく接続ができないときは、無理に行わな
い。端子の向きを確かめてから、接続を行う。」「変形したプラグは使用しない。ショートによる火災や故障の原
因となる。」旨が記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0743)
2015/07/21 01 家庭用電気製品

A201500243 2015/05/10 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定 11.火災
　店舗で当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製
品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発生地：熊
本県）

　○事故発生時、店舗にて活魚を発泡スチロール箱に入れ、水槽用エアーポンプを発砲スチロール箱上に置
いて海水を循環していた。○水槽用エアーポンプの電源プラグと当該製品のタップ部が接続されている箇所の
焼損が著しかった。○過去に海水が水槽用エアーポンプの電源プラグと当該製品のタップ部の接続部にかか
り、ブレーカーが落ちたことがあった。○水槽用エアーポンプの電源コードの被覆は焼損しているものの、溶融
痕などは認められず、エアーポンプ本体にも発熱の痕跡は認められなかった。●当該製品のタップ部と水槽用
エアーポンプの電源プラグとの接続部に海水が浸入したため、トラッキング現象が生じ、出火したものと推定さ
れる。　なお、本体パッケージには、「水のかかりやすい場所や湿気の多い場所では使用しない」旨、記載され
ている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0457)
2015/07/13 01 家庭用電気製品

A201500241 2015/06/07 電気ケトル 電気湯沸器 電熱器具 特定外 2.重傷
　当該製品を使用中、当該製品の蓋に触れたところ、蓋が
外れ、左手に火傷を負った。（事故発生地：岡山県）

　○事故発生時、当該製品の湯は沸騰し、蓋が浮いた状態になっていた。○当該製品は、蓋部に変形等はな
く、開閉動作も正常であり、閉じる際にも「カチッ」と音がした。○当該製品の蓋が浮いた状態で再現実験を行っ
たところ、蒸気通路に正常に蒸気を通さないため、センサーが沸騰を感知せずに加熱を継続し、蓋の温度は
漏れた蒸気で高温になり、触れない状態になった。○当該製品の蓋を正常に閉めて湯沸かしを行ったところ、
沸騰しても蓋に異常温度上昇はなく、沸騰後はスイッチがオフになった。○蓋の上面には、「蓋の両側の開閉
ツマミが「カチッ」と音がするまで押し込む」旨、表示されていた。●当該製品の蓋を確実に閉めずにスイッチを
入れたため、沸騰しても通電が継続し、使用者が高温になった蓋に触れた際に火傷を負ったものと考えられ、
製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「ふたが完全に閉まっていることを確認する。
そのまま使用すると湯が漏れて、火傷の恐れがある。湯沸かしが完了しても電源が切れなくなり、故障の原因
になる。」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0804)
2015/07/13 01 家庭用電気製品

A201500202 2015/06/02 電気こんろ 電気こんろ 電熱器具 特定外 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：福岡県）

　○使用者は３６０ｇ程度の油で揚げ物の調理中にその場を離れており、火力は強火だった。○当該製品の内
部配線、電気部品等に焼損は認められなかった。○当該製品は正常に動作する状態だった。●当該製品の
電気部品に異常は認められなかったことから、使用者が揚げ物を調理していた際にその場を離れたため、調
理油が過熱し、発火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「揚
げ物調理中はそばを離れない」「加熱を続けると発火する」「揚げ物は中火で調理する」「揚げ物調理の油量は
５００ｇ以上」の旨記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0666)
2015/06/26 01 家庭用電気製品

A201500193 2015/06/03 コンセント コンセント 配線器具(特定) 特定 11.火災
　店舗で当該製品に接続していた電源プラグを引き抜こう
としたところ、当該製品及び電源プラグ部を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：東京都）

　○当該製品は、商業ビルに設置された床埋め込み式のコンセントで、金属製の蓋を外すと差込口が床面と
平行な形で現れる構造であった。○差込口部は金属製取付枠から外れており、当該製品に挿入していた電源
プラグの栓刃と金属製取付枠に溶融痕が認められた。○金属製取付枠と差込口部の組立金具に変形が認め
られた。○当該製品に差し込んだ電源プラグを踏みつけることが多々あったとの使用者証言があった。●当該
製品に差し込んだ電源プラグを踏みつける等の外力が加わり、当該製品の差込口部が金属製取付枠から外
れたため、電源プラグを抜く際に栓刃と金属製取付枠が短絡したものと推定される。　なお、当該製品はＪＩＳ規
格の基準に適合しており、取扱説明書には「重いものを落としたり、ぶつけたりしない。地絡・感電の原因にな
る。」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0634)
2015/06/23 01 家庭用電気製品

A201500161 2015/05/28 ＩＨ調理器 電磁誘導加熱式調理器電熱器具 特定外 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：新潟県）

　○前面のロースター扉及び操作部に焼損が認められた。○ロースター受け皿及び焼き網には、炭化した食
品のカスが認められた。○ロースターヒーターに異常は認められなかった。○ロースターの排煙筒内と底面の
温度センサーに異常は認められなかった。○左右の加熱コイル、ラジエントヒーター及び内部の電気回路に異
常は認められなかった。●当該製品の電気部品に異常は認められず、ロースター内の食品カスが炭化してい
ることから、ロースター庫内の手入れ不足により食品カスがたまった状態で使用したために、センサーが温度
異常を検知する前に庫内の食品カスに着火し、発煙・発火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と
推定される。　なお、取扱説明書には「（ロースター調理に関し）使用後は必ずお手入れする。調理くずや油分
が残ったまま調理すると発煙・発火の原因となる。」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0537)
2015/06/09 01 家庭用電気製品

A201500153 2015/05/23 充電器（電話子機用） 直流電源装置 交流用電気機械器具(特定)特定 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：静岡県）

　○当該製品の電源コードが断線し、断線部に溶融痕が認められた。○電源コードの断線部はベッドの木枠で
屈曲しており、その上に段ボールが置かれていた。○当該製品本体及び電話子機は外郭が一部焼損していた
が、電気部品は焼損しておらず出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の電源コードが外力で強く圧迫
されたため、コードの芯線が断線、スパークし出火に至ったものと考えられる。　なお、当該製品は電気用品安
全法の技術基準に適合しており、取扱説明書には、「電源コードに傷をつけない」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0510)
2015/06/05 01 家庭用電気製品

A201500124 2015/05/10 除湿乾燥機 除湿機【電気除湿機】 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：福岡県）

　○当該製品の電源コードプロテクター部において、電源コード芯線が断線していた。○電源コードの断線部
は芯線がほどけて曲がっており、先端に溶融痕が認められた。○製品内部に出火の痕跡は認められなかっ
た。●当該製品の電源コードプロテクター部に繰り返し屈曲等の応力が加わったため、電源コード内部の芯線
が断線し、スパークが発生して火災に至ったものと推定される。　なお、当該製品は電気用品安全法の技術基
準に適合しており、取扱説明書には、「電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりすると、感電・
ショート・火災の原因になる」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0282)
2015/05/20 01 家庭用電気製品

A201500122 2015/05/01 ＩＨ調理器 電磁誘導加熱式調理器電熱器具 特定外 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：和歌山県）

　○当該製品は、グリル庫内を空焼きすることで庫内の油を焼き切り、汚れを除去する機能を有している。○
使用者が当該製品のグリルで魚を焼いた後、空焼きをしたところ発火した。○使用者は空焼き前に、グリルの
受け皿を洗っていなかった。○当該製品のグリル庫内部に焼損した痕跡があり、グリル下ヒーターに油等が燃
えた跡がある以外、異常は認められなかった。●使用者が当該製品のグリルを使って調理した後、グリルの受
け皿を洗わずに空焼きをしたため、出火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取
扱い説明書には、「空焼きの際には受け皿、グリル扉を洗ってから行う」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0314)
2015/05/19 01 家庭用電気製品

A201500071 2015/04/22 電子レンジ 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：兵庫県）

　○使用者は食品を温め取り出した後、タイマーが作動している状態で扉を閉めたことにより、庫内が空の状
態で運転が継続した。○庫内に食品による汚れの付着は認められなかったが、キャビネットカバー裏側の排気
口付近に、油の付着による汚れが認められた。○導波管カバーは、機械室側よりも庫内側の焼損が著しかっ
た。○電気部品やターンテーブルの動作等に出火に至る異常は認められなかった。○庫内が空の状態で５５０
Ｗで運転させた結果、運転開始直後より導波管カバー付近でスパークが発生したが、同等品の導波管カバー
を取付けた状態では、庫内が空の状態であってもスパークは発生しなかった。●当該製品は、庫内が空でタイ
マーが作動している状態で扉を閉めたことにより、導波管カバーに付着していた食品カスが炭化し、スパーク
が発生したことで出火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書にはお願
いとして、「庫内が空のまま動作させない、庫内が異常に高温になり、故障、やけどの原因になる」旨、記載さ
れている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0197)
2015/04/28 01 家庭用電気製品

A201500068 2015/02/09 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定 11.火災
　遊技施設で当該製品に複数のディスプレイモニターを接
続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
した。（事故発生地：福岡県）

　○事故発生時、当該製品には、多数のディスプレイモニター（最大２１６０Ｗ）が接続された状態で約１０年間
継続使用されていた。○当該製品の電源プラグの片側が著しく焼損しており、栓刃カシメ部が変色していた。
○電源コードは全体的に硬化しており、発熱した痕跡が認められた。●当該製品は、接続可能な最大電力（１
５００Ｗ）を大きく超えて多数のディスプレイモニターを接続（最大２１６０Ｗ）し、使用（約１０年間）していたため、
過電流により電源プラグ部の栓刃カシメ部が異常発熱して出火したものと推定される。　なお、本体表示には、
「合計１５００Ｗまで使用できる」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0095)
2015/04/27 01 家庭用電気製品
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A201500063 2015/03/19 暖房便座 電気便座 電熱器具(特定) 特定 2.重傷
　施設で使用者（８０歳代）が当該製品を使用中、低温火傷
を負った。（事故発生地：宮崎県）

　○当該施設では、通常、暖房便座の温度調節つまみは「弱」に設定され、変更できないようにテープで固定さ
れていたが、テープが外れて「強」の設定となっていた。○当該製品の温度調節スイッチが「強」の状態で２６分
間着座していた。○当該製品は運転可能な状態であり、熱変形等の異常は認められなかった。○当該製品の
表面温度は仕様の範囲内であり、異常は認められなかった。●当該製品に異常は認められないことから、当
該製品に強の状態で長時間着座していたため低温火傷を負ったものと推定される。　なお、当該製品本体に
は、「低温火傷に注意する。」、「長時間お使いになるときはスイッチを切る。」、「お年寄り、身体の不自由な
方、温度感覚のない方は、着座後便座スイッチを切って使用する」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0171)
2015/04/22 01 家庭用電気製品

A201500059 2015/03/19 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定 11.火災
　当該製品に生ごみ処理機を接続して使用していたとこ
ろ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
（A201500052と同一事故）（事故発生地：熊本県）

　○当該製品には湿気の多いところで使用しない旨の警告表示があったが、風雨にさらされる屋外のバルコ
ニーで数年の間使用されており、事故発生時も雨が降っていた。○当該製品のコンセント受刃内に生ごみ処
理機の溶断した電源プラグ栓刃が挟まっていた。○生ごみ処理機は事故発生時、使用されていなかった。○
生ごみ処理機の熱風ヒーターは焼失していたが、主基板、攪拌モーター、触媒ヒーター及び熱風モーター等の
電気部品、内部配線との接続部に出火の痕跡等の異常は認められなかった。●当該製品は防雨型でないに
もかかわらず、風雨にさらされる屋外のバルコニーで数年の間使用されたため、当該製品のコンセント受刃と
生ごみ処理機の電源プラグ栓刃との接続部（異極間）に雨水が付着し、トラッキング現象が発生して、延長コー
ドが焼け落ち、生ごみ処理機の台座に引火して燃え広がったものと推定される。　なお、取扱説明書には「湿
気の多いところで電源プラグを差し込んだまま使用しない」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0168)
2015/04/22 01 家庭用電気製品

A201500052 2015/03/19 生ごみ処理機 ディスポーザー 電動力応用機械器具（特定）特定 11.火災
　当該製品を延長コードに接続して使用していたところ、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
（A201500059と同一事故）（事故発生地：熊本県）

　○当該製品は事故発生時、使用されていなかった。○当該製品の熱風ヒーターは焼失していたが、主基板、
攪拌モーター、触媒ヒーター及び熱風モーター等の電気部品、内部配線との接続部に出火した痕跡等の異常
は認められなかった。○当該製品の電源プラグは栓刃が２本とも溶断しており、延長コードの刃受金具に挟
まっていた。○接続していた延長コードには湿気の多いところで使用しない旨の警告表示があったが、風雨に
さらされる屋上で数年の間使用されており、事故発生時も雨が降っていた。●当該製品に接続されていた延長
コードが防雨型でなく、風雨にさらされる屋上で数年の間使用されていたため、電源プラグ栓刃と延長コードの
刃受金具との接続部（異極間）に雨水が付着し、トラッキング現象が発生して、延長コードが焼け落ち、生ごみ
処理機の台座に引火して燃え広がったものと推定される。　なお、取扱説明書には、屋外（軒下）・ベランダの
据え付けかたについて「工事部材にアース付き防雨形コンセントを使用する」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0024)
2015/04/20 01 家庭用電気製品

A201500044 2015/04/05 電子レンジ 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：広島県）

　○当該製品のローラーがなくテーブルの回り方がおかしかったことを使用者は認識していた。○当該製品の
外郭は左側面の塗装が剥げ、変色していたが、前面、後面、右側面に異常は認められなかった。○庫内下面
に取り付けられているプーリーが焼損し、庫内下面に焦げ跡及び穴空きが認められた。○テーブル裏面にある
ローラー４か所のうち３か所のローラーがなかった。○内部の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●
当該製品は、使用者が庫内テーブルが回転しない故障状態のまま継続使用していたことから、テーブル裏面
のローラー付近に電波が集中して、ローラーが破損しテーブルが傾き、スパークにより庫内下面が溶融して穴
が開き、下面側の樹脂製プーリーに着火し出火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　な
お、取扱説明書には「故障したときには、販売店に修理を依頼する。」旨、記載されている。

E1
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0141)
2015/04/16 01 家庭用電気製品

A201500027 2015/03/29 電気洗濯機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：広島県）

　○当該製品は事故の２～３か月前から電源スイッチを入れても電源が入らないことがあったため、１か月程
前から電源スイッチのカバーを外して使用していた。○電源スイッチのカバーは容易に取り外せるものではな
かった。○事故発生時、当該製品は使用中ではなかった。○当該製品は、前面パネル右側を中心に全体的に
焼損していた。○前面パネル右上部の電源基板に実装されていた電源スイッチは、著しく焼損して基板から脱
落し、固定接点及び可動接点は、いずれの表面にも著しい溶融が認められた。○モーター、内部配線等のそ
の他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の電源スイッチが故障したため電源スイッチ
カバーを取り外して使用していたことにより、電源スイッチ内部に水、洗剤等が浸入して、トラッキング現象が発
生して出火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「火災、感電
等の原因になるため、修理技術者以外は分解や修理をしない。」旨、記載されている。

E4
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0033)
2015/04/07 01 家庭用電気製品

A201500020 2015/02/21 暖房便座 電気便座 電熱器具(特定) 特定 2.重傷
　当該製品を使用中、低温火傷を負った。（事故発生地：福
岡県）

　○事故発生時、使用者は４時間以上着座状態であった。○当該製品の便座温度調節機能は正常であった。
○製品内部の電気部品に異常は認められなかった。●当該製品の電気部品等に異常はみられず、便座温度
測定においても異常温度にはならなかったことから、便座の上に４時間以上の長時間着座していたため、低温
火傷を負ったものと推定される。　なお、取扱説明書には「長時間使用すると、低温ヤケドをおこす恐れがあ
る。」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0074)
2015/04/07 01 家庭用電気製品

A201500009 2015/02/17 除湿機 除湿機【電気除湿機】 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：鹿児島県）

　○事故発生時、当該製品の電源プラグはコンセントに差し込んでいたが、電源は入れていなかった。○当該
製品の電源コードに、別製品の電源コードが手よりで途中接続されており、接続部（断線部）には溶融痕が認
められた。○本体内部に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の電源コードに使用者が別製品の電
源コードを手よりで接続延長したため、接続部が接触不良により発熱及び短絡して出火に至ったものと推定さ
れる。　なお、取扱説明書には、「電源コードは、破損させたり加工したりしない。」旨、記載されている。

E4
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0048)
2015/04/02 01 家庭用電気製品

A201500003 2015/02/09 電気毛布（敷毛布） 電気毛布 電熱器具 特定外 2.重傷
　当該製品を使用中、右大腿部に低温火傷を負った。（事
故発生地：福井県）

　○当該製品の毛布本体内部にあるヒーター線の一部が、よじれてループ状となっていた。○事故発生時、温
度設定「強」（最大負荷）で使用（就寝）しており、当該モードにおける本体表面温度は、正常部約３８℃、ループ
部約５２℃であった。○使用者は、一部ヒーター線がループ状になっており、当該部分の温度が比較的高いこ
とを認識しつつ、使用を継続していた。●当該製品は、ヒーター線の一部がよじれてループ状となっており、高
温となる当該部分に長時間皮膚が接触して低温火傷に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には、低
温火傷を防止するため、「『強』目盛で長時間使用しない」、「１日１回必ず広げ直す」、「発熱体が重なったり
ループができている場合は、使用せずに販売店に相談する」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2014-

2927)
2015/04/02 01 家庭用電気製品

2015-2849 2016/02/27 電気ファンヒーター（セラミックヒーター）【電気温風機】電気温風機 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　セラミックヒーターを使用中、電源コードの本体側付け根
部分から火花が出て、じゅうたんが焦げた。（事故発生地：
奈良県）

不明
　本体側の電源コードブッシング部付近に過度なストレスが繰り返し加わったため、芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「電源コードを傷つけない、引っ張らない。火災
の原因になる。」旨、記載されている。

E2

　輸入事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のため
のハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介
し、注意喚起を行っている。

輸入事業者 2016/03/30 01 家庭用電気製品

2015-2804 2016/01/00 ＡＣアダプター（空気清浄機用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 5.製品破損
　空気清浄機用ＡＣアダプターのＤＣコード部分から火花が
出て、発煙した。（事故発生地：東京都）

約2年5月
　本体側のＤＣコードプロテクター付近に過度なストレスが繰り返し加わったため、芯線とシールド線が断線し、
スパークが発生したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「電源コードを引っ張らない、ショートや断線
して火災の原因になる」旨、記載されている。

E2
　輸入事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。

消費者センター 2016/03/23 01 家庭用電気製品

2015-2740 2016/03/10 電気あんか【電気あんか】 電気あんか 電熱器具 特定外 3.軽傷
　電気あんかを使用中、電源コードから出火して、ふとんを
焼損し、家人１人が足に火傷を負った。（事故発生地：愛知
県）

不明
　本体側の電源コードプロテクター付近に過度なストレスが繰り返し加わったため、芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生して出火したものと推定される。

E2

　ＮＩＴＥは、事故防止のためのハンドブッ
ク（身・守りハンドブック）やホームページ
で同様の事故事例を紹介し、注意喚起
を行っている。　なお、製造事業者等は
不明であった。

消防機関 2016/03/14 01 家庭用電気製品

P-69



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2710 2016/01/06 電磁調理器（ビルトイン型、ラジエントヒーター付、ロースター付）【電磁誘導加熱式調理器】【電気レンジ】電磁誘導加熱式調理器電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電磁調理器のグリルを使用中、グリル庫内から出火し、
周辺を焼損した。（事故発生地：兵庫県）

不明
　被害者がグリル内の受皿の手入れをせずに使用していたため、受皿に堆積していた油脂等が調理時の熱で
発火したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「グリルのお手入れはこまめに行う。」、「調理物が発火
したら、グリル扉を開かない。空気が入り炎が大きくなる。」旨、記載されている。

E2
　輸入事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故とみているため、措置は
とらなかった。

輸入事業者 2016/03/09 01 家庭用電気製品

2015-2680 2016/02/13 配線器具（延長コード）【マルチタップ】延長コード 配線器具(特定) 特定 4.拡大被害
　マルチタップ付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発
生地：富山県）

約20年
　マルチタップに照明器具の電源プラグを長期間接続したまま放置していたため、接続部に埃等が蓄積し、ト
ラッキング現象が生じて焼損したものと推定される。

E2

　製造事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のため
のハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介
し、注意喚起を行っている。

消防機関 2016/03/04 01 家庭用電気製品

2015-2623 2016/02/12 電子レンジ【電子レンジ】 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 5.製品破損
　使用中の電子レンジから異音がした。（事故発生地：兵庫
県）

約1年
　導波管カバーに食品カスが付着したため、マイクロ波が食品カスに集中してスパークが発生したものと推定
される。　なお、取扱説明書には、「食品・油・煮汁などで汚れたままにしたり、加熱したりしない。発煙・発火の
原因になる。」旨、記載されている。

E2

　輸入事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のため
のハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介
し、注意喚起を行っている。

消防機関 2016/02/25 01 家庭用電気製品

2015-2450 2015/12/27 電気ファンヒーター（セラミックヒーター、加湿機能付）【電気温風機】電気温風機 電動力応用機械器具 特定外 3.軽傷
　セラミックヒーターを使用中、乳児が蒸気吹き出し口に手
を触れ、指に火傷を負った。（事故発生地：東京都）

不明
　保護者が目を離した隙に乳児がつかまり立ちをして蒸気の吹き出し口に手をついたことから、火傷を負った
ものと推定される。　なお、本体の蒸気吹き出し口には、「やけどのおそれあり。蒸気吹出口にさわったり、顔な
どを近付けない。」旨、表示されている。

E2

　輸入事業者は、保護者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のため
のハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介
し、注意喚起を行っている。

医療機関 2016/02/08 01 家庭用電気製品

2015-2373 2016/01/14 電磁調理器（ビルトイン型、ラジエントヒーター付、ロースター付）【電磁誘導加熱式調理器】【電気レンジ】電磁誘導加熱式調理器電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電磁調理器で調理後、フライパンの油から出火した。（事
故発生地：宮城県）

約2年6月
　フライパンを使用し、揚げ物モードを使用せずに揚げ物調理を行った後、事故品のスイッチを切り忘れてその
場を離れたため、油が発火したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「使用後は電源を切る。フライパ
ンは使わない。揚げ物キーで調理する。火災の原因になる。」旨、記載されている。

E2

　製造事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故とみているため、措置は
とらなかった。　なお、ＮＩＴＥでは、事故
防止のためのハンドブック（身・守りハン
ドブック）やホームページで同様の事故
事例を紹介し、注意喚起を行っている。

製造事業者 2016/01/29 01 家庭用電気製品

2015-2343 2015/12/13 電気ストーブ（カーボンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　カーボンヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。（事
故発生地：福岡県）

約3年
　天板の上部等に繊維状の炭化物の付着が認められたことから、事故品の上部に干していた衣類が落下して
ヒーター部に被さったため、接触して着火し、焼損したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「乾燥等他
の用途に使用しない。過熱して発火する。」旨、記載されている。

E1

　輸入事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故であることから、措置は
とらなかった。　なお、ＮＩＴＥでは、事故
防止のためのハンドブック（身・守りハン
ドブック）やホームページで同様の事故
事例を紹介し、注意喚起を行っている。

消防機関 2016/01/25 01 家庭用電気製品

2015-2266 2015/12/30 電気こたつ【電気こたつ】 電気こたつ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　使用中の電気こたつから発煙し、こたつぶとんの一部が
焦げた。（事故発生地：千葉県）

約2月
　被害者がやぐらの中にこたつぶとん（布地：ポリエステル）を押し込んだたため、ふとんがヒーターの保護カ
バーと接触し、焦げて発煙したものと推定される。　なお、本体及び取扱説明書には、「ふとんをやぐらの中に
押し込んで使用しない」旨、記載されている。

E2

　輸入事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のため
のハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介
し、注意喚起を行っている。

消費者センター 2016/01/15 01 家庭用電気製品

2015-2256 2016/01/08 配線器具（延長コード）【コードコネクターボディ】延長コード 配線器具(特定) 特定 5.製品破損
　延長コードのコードコネクターボディが焼損した。（事故発
生地：福井県）

約10年
　湿気が高く、埃が多い環境下で使用していたことから、延長コードの刃受け金具間に異物が付着して絶縁性
が低下し、トラッキング現象が生じて焼損したものと推定される。

E2

　製造事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のため
のハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介
し、注意喚起を行っている。

消防機関 2016/01/14 01 家庭用電気製品

2015-2237 2015/12/02 電気温風機（蓄熱式）【電気温風機】電気温風機 電動力応用機械器具 特定外 3.軽傷
　幼児が使用中の蓄熱式温風暖房機につかまり立ちしたと
ころ、手に火傷を負った。（事故発生地：不明）

約5年

　保護者が目を離した隙に幼児が高温となっていた天板と前面板の角に掴まったまま手を離さなかったことか
ら、火傷を負ったものと推定される。　なお、本体及び取扱説明書には、「乳幼児は付き添いなしで使用させな
い。」旨、記載されており、更に本体には、「暖房器の上に腰をかけたりしない。やけどの恐れがある。」、取扱
説明書には、「暖房中、操作部以外の本体表面には触れない。やけどの恐れがある。」旨、記載されている。

E2
　製造事業者は、保護者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。

製造事業者 2016/01/13 01 家庭用電気製品

P-70



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2183 2015/12/18 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 5.製品破損
　ＡＣアダプターのコネクター部から発煙した。（事故発生
地：鹿児島県）

約1年1月

　被害者が出力コネクター部に応力を加えたため、コネクターピンとコネクターシェル（金属）が変形して接触状
態となり、スパークが生じてコネクター樹脂が溶融し、発煙したものと推定される。　なお、取扱説明書には、
「上下左右に無理な力を加えない。水平に真っ直ぐ抜き差しする。火災、やけど等の原因となる。」旨、記載さ
れている。

E2

　ブランド事業者は、被害者の不注意と
みられる事故であるため、措置はとらな
かった。　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止の
ためのハンドブック（身・守りハンドブッ
ク）やホームページで同様の事故事例を
紹介し、注意喚起を行っている。

消費者センター 2016/01/06 01 家庭用電気製品

2015-2133 2015/12/17 照明器具（クリップ式）【その他の白熱電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 4.拡大被害
　照明器具を使用中、電源コードから出火し、周辺を焼損し
た。（事故発生地：群馬県）

不明
　被害者が事故品の電源コードを修理した際、電源コードの絶縁被覆を傷つけたため、芯線が露出し、短絡・
スパークが発生して周囲の埃等に着火したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「分解、改造等は行
わない。火災の原因になる」旨、記載されている。

E4

　輸入事業者は、被害者の修理不良と
みられる事故であるため、措置はとらな
かった。　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止の
ためのハンドブック（身・守りハンドブッ
ク）やホームページで同様の事故事例を
紹介し、注意喚起を行っている。

消防機関 2015/12/22 01 家庭用電気製品

2015-2095 2015/12/08 電磁調理器（ビルトイン型、ロースター付）【電磁誘導加熱式調理器】【電気レンジ】電磁誘導加熱式調理器電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電磁調理器で調理中の天ぷらなべから出火し、周辺を焼
損した。（事故発生地：長崎県）

約9年9月
　揚げ物調理中にその場を離れ、更に中央部が凹んだ鍋を使用して揚げ物調理を行ったため、油が発火した
ものと推定される。　なお、取扱説明書には、「揚げ物調理中はそばを離れない」「底に凹凸やそりのある鍋で
揚げ物をしない」旨、記載されている。

E1

　製造事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故であることから、措置は
とらなかった。　なお、ＮＩＴＥでは、事故
防止のためのハンドブック（身・守りハン
ドブック）やホームページで同様の事故
事例を紹介し、注意喚起を行っている。

消防機関 2015/12/18 01 家庭用電気製品

2015-2073 2015/12/07 電気ファンヒーター（セラミックヒーター）【電気温風機】電気温風機 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　使用中のセラミックヒーターから出火し、壁面を焼損した。
（事故発生地：福岡県）

不明
　本体側の電源コードプロテクター付近に過度な応力が繰り返し加わったことから、芯線が半断線状態となり、
短絡・スパークが生じて出火したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「電源コードを傷つけたり、無理
に曲げたり引っ張ったり等をしない」旨、記載されている。

E2

　輸入事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のため
のハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介
し、注意喚起を行っている。

消防機関 2015/12/16 01 家庭用電気製品

2015-1929 2015/11/02 電気オーブンレンジ【電子レンジ】 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 5.製品破損
　電気オーブンレンジを使用中、庫内から出火した。（事故
発生地：兵庫県）

不明

　導波管カバーに食品カス等の汚れが付着した状態で空焚き運転が行われたため、マイクロ波が食品カスに
集中して過熱され、炭化して導波管カバーが焼損したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「庫内やド
アに油・食品カス・煮汁をつけたまま放置したり、加熱したりしない。発火・発煙などの原因になる。庫内がカラ
のまま作動させない。」旨、記載されている。

E2

　製造事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故とみているため、措置は
とらなかった。　なお、ＮＩＴＥでは、事故
防止のためのハンドブック（身・守りハン
ドブック）やホームページで同様の事故
事例を紹介し、注意喚起を行っている。

製造事業者 2015/12/04 01 家庭用電気製品

2015-1580 2015/09/28 電磁調理器（ビルトイン型）【電磁誘導加熱式調理器】【電気魚焼き器】電磁誘導加熱式調理器電熱器具 特定外 6.被害なし
　電磁調理器のオーブンを使用中、オーブン部分から発火
した。（事故発生地：青森県）

約2年9月
　オーブン庫内の清掃が不十分であったため、付着した調理物の汚れや食品カスがヒーターで過熱されて発
煙したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「使用のつど掃除する。火災の原因になる」旨、記載され
ている。

E2
　製造事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。

製造事業者 2015/10/14 01 家庭用電気製品

2015-1493 2015/09/17 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】電動力応用機械器具 特定外 3.軽傷
　使用中のヘアドライヤーから異音がし、火花が出て、衣
類が焦げ、手に軽傷を負った。（事故発生地：埼玉県）

約1年6月

　電源コードが捻れていることから、本体側コードプロテクター部に過度なストレスが繰り返し加わったため、
コード芯線が断線し、スパークが発生したものと推定される。　なお、本体ラベルには、「本体には巻きつけな
い。火災・やけどの恐れがある」、取扱説明書には、「コードがよじれたままでは使わない。断線して火花がでる
ことがある。」旨、記載されている。

E2

　輸入事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のため
のハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介
し、注意喚起を行っている。

消費者センター 2015/09/30 01 家庭用電気製品

2015-1441 2015/08/24 配線器具（マルチタップ）【マルチタップ】延長コード 配線器具(特定) 特定 4.拡大被害
　使用中のマルチタップから出火し、周辺を焼損した。（事
故発生地：大阪府）

約8年
　電源プラグが接続されていないコンセント口の刃受け金具及び樹脂が溶融しており、水分等が浸入したた
め、電源異極間でトラッキング現象が生じ、焼損したものと推定される。　なお、製品本体には、「水のかかると
ころでは使用しない。」旨、表示されている。

E2 　輸入事業者は、不明であった。 消防機関 2015/09/18 01 家庭用電気製品

2015-1434 2015/08/22 電磁調理器（ビルトイン型、ロースター付）【電磁誘導加熱式調理器】【電気レンジ】電磁誘導加熱式調理器電熱器具 特定外 5.製品破損
　電磁調理器の電源を入れたところ、異音がし、発火した。
（事故発生地：島根県）

約14年

　トッププレートがひび割れた状態で継続して使用したことから、ひびから浸入した煮汁等がメイン基板に付着
し、異極間で短絡が生じて基板から出火したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「トッププレートにひ
びが入ったり割れた場合、そのまま使用すると過熱や異常動作、感電の原因となる恐れがある。専用回路の
ブレーカを切り、すぐに修理を依頼する。」旨、記載されている。

E2
　製造事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1140 2015/07/03 配線器具（延長コード）【マルチタップ】延長コード 配線器具(特定) 特定 4.拡大被害
　使用中のマルチタップから火が出て、床の一部を焼損し
た。（事故発生地：大阪府）

不明
　内部基板上に水分が存在した形跡が認められることから、内部基板上に水分等が浸入したため、電源異極
間でトラッキング現象が生じ、焼損したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「水のかかりやすい場所で
は使用しない。」旨、記載されている。

E2
　輸入事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。

消防機関 2015/08/26 01 家庭用電気製品

2015-0919 2015/01/00 電気オーブントースター【電気天火】電気オーブントースター【電気天火】電熱器具 特定外 6.被害なし
　通信販売で購入した電気オーブントースターを使用中、
庫内で発火し、食品が焦げた。（事故発生地：東京都）

約7月
　調理物を長時間加熱し過ぎたため、調理物が発火・焼損したものと推定される。　なお、取扱説明書には、
「必要以上に加熱しない。調理物が発火することがある。使用中本体から離れない。」旨、記載されている。

E2
　輸入事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。

消費者センター 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0704 2015/07/04 電磁調理器（ビルトイン型）【電磁誘導加熱式調理器】電磁誘導加熱式調理器電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電磁調理器の上に置いていた樹脂製品が溶融した。（事
故発生地：高知県）

約15年3月

　事故品のラジエントヒーター部の上を調味料の置き場として使用しており、電源スイッチを切らずにその場を
離れた際、制御基板上に入り込んだ小動物（ゴキブリ）によってラジエントヒーターが誤作動し、調味料容器（樹
脂製）が過熱されて溶融したものと推定される。　なお、本体及び取扱説明書には、「ラジエントヒーターの上に
物を置かない。使用後は電源スイッチの「切」を確認する。」旨、記載されている。

E1
　製造事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故であることから、措置は
とらなかった。

消費者センター 2015/07/07 01 家庭用電気製品

2015-0670 2015/05/29 ＡＣアダプター（携帯電話用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 3.軽傷
　携帯電話機（スマートフォン）のＡＣアダプターのコネク
ター部が焦げ、指に火傷を負った。（事故発生地：大阪府）

不明
　被害者が出力コネクター部に応力を加えたため、コネクターピンとコネクターシェル（金属）が変形して接触状
態となり、スパークが生じ、コネクター樹脂が焼損したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「上下左右
に無理な力を加えない。水平に真っ直ぐ抜き差しする。火災、やけど等の原因となる。」旨、記載されている。

E2
　ブランド事業者は、被害者の不注意と
みられる事故であるため、措置はとらな
かった。

輸入事業者 2015/07/01 01 家庭用電気製品

2015-0615 2015/06/09 電気こんろ（ラジエントヒーター式）【電気こんろ】電気こんろ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電気こんろ付近から出火し、部屋を焼損した。（事故発生
地：愛知県）

不明
　揚げ物調理中、スイッチを切り忘れて外出したため、鍋の油が過熱し、出火したものと推定される。　なお、取
扱説明書には、「揚げるときはその場を離れない（離れるときは、ヒーターを「切」にし、なべをおろす）、火災の
原因となる」旨、記載されている。

E2
　製造事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。

製造事業者 2015/06/24 01 家庭用電気製品

2015-0605 2015/05/22 電気こんろ（ラジエントヒーター式）【電気こんろ】電気こんろ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電気こんろの上に置いていた電磁調理器が焼損した。
（事故発生地：愛知県）

不明
　誤って電気こんろのつまみを回してスイッチを入れたため、電気こんろの上に置いていた電磁調理器が過熱
され、焼損したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「上に可燃物を置かない」旨、記載されている。

E2
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

製造事業者 2015/06/23 01 家庭用電気製品

2015-0491 2015/05/16 電気洗濯機（乾燥機付、ドラム式）【電気洗濯機】洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　電気洗濯機の内部が焼損し、洗濯物の一部が焦げた。
（事故発生地：徳島県）

約9年8月
　油分が付着したキッチンマットを乾燥したため、残留していた油分が酸化熱により自然発火したものと推定さ
れる。　なお、本体及び取扱説明書には、「油の付着した衣類は、洗濯後であっても絶対に乾燥しない。油の
酸化熱による自然発火や引火の恐れがある。」旨、記載されている。

E1

　製造事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故であることから、措置は
とらなかった。　なお、ＮＩＴＥでは、事故
防止のためのハンドブック（身・守りハン
ドブック）やホームページで同様の事故
事例を紹介し、注意喚起を行っている。

製造事業者 2015/06/09 01 家庭用電気製品
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年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-0490 2015/05/07 トースター【電気トースター】 電気オーブントースター【電気天火】電熱器具 特定外 5.製品破損
　使用中のポップアップ式トースターから出火した。（事故
発生地：東京都）

不明
　電源遮断機能を有するポップアップ機構が故障した状態のまま使用を継続したため、パンが燃えて外郭樹脂
が溶融したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「使用中に異常が生じたときは、使用を中止する」旨、
記載されている。

E1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/06/09 01 家庭用電気製品

2015-0486 2015/06/02 電気オーブンレンジ【電子レンジ】 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 5.製品破損
　使用中の電気オーブンレンジから異臭がし、扉の一部が
焦げた。（事故発生地：岡山県）

約2月
　庫内の上部と扉の隙間に付着した食品カスにマイクロ波が集中してスパークが発生し、発火したものと推定
される。　なお、取扱説明書には、「庫内に付着した油や食品カスを放置したまま加熱しない。発火や発煙の原
因になる。」旨、記載されている。

E2

　輸入事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のため
のハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介
し、注意喚起を行っている。

消防機関 2015/06/08 01 家庭用電気製品

2015-0467 2015/05/26 配線器具（コンセント）【コンセント】 延長コード 配線器具(特定) 特定 5.製品破損
　コンセントから異臭がし、発煙した。（事故発生地：長崎
県）

約41年8月
　事故品と屋内配線のネジ接続部が接触不良により異常発熱し、樹脂部が熱変形して差込口が使用不能に
なったまま放置していたため、屋内配線の送り配線先のコンセントを使用した際、放置していた事故品のネジ
接続部が再度、異常発熱して発煙したものと推定される。

E1
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

消防機関 2015/06/03 01 家庭用電気製品

2015-0263 2015/04/00 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】電動力応用機械器具 特定外 3.軽傷
　ヘアドライヤーを使用中、電源コードの本体側付け根付
近から火花が出て、衣類とカーペットの一部が焦げ、子供
が足に火傷を負った。（事故発生地：静岡県）

約5年
　電源コードが捻れていることから、本体側コードプロテクター部に過度なストレスが繰り返し加わったため、
コード芯線が断線し、スパークが発生したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「コードがよじれたまま
では使わない。断線して火花が出ることがある。」旨、記載されている。

E2

　輸入事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のため
のハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介
し、注意喚起を行っている。

消費者センター 2015/05/15 01 家庭用電気製品

2015-0254 2015/05/01 電気スタンド（白熱電球）【電気スタンド】電気スタンド 光源・光源応用機械器具特定外 4.拡大被害
　電気スタンド付近に置いていた枕が焦げた。（事故発生
地：広島県）

約5月
　可動式の支柱を固定するネジや保持するゴムバンドを取り付けていない状態で使用したことから、支柱が傾
いて白熱電球が枕に接触し、焦げたものと推定される。　なお、取扱説明書には、「必ず、固定ネジやバンドを
取り付ける。火災のおそれがあるため、不安定なところや枕元での使用を禁止する。」旨、記載されている。

E2

　輸入事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のため
のハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介
し、注意喚起を行っている。

消費者センター 2015/05/13 01 家庭用電気製品

2015-0172 2015/04/21 水槽用ヒーター（サーモスタット付）【観賞魚用ヒーター】水槽用ヒーター 電熱器具(特定) 特定 4.拡大被害
　水槽用ヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。（事故
発生地：岡山県）

不明
　水槽清掃の際、ヒーター管を洗面器（合成樹脂製）に張られた少量の水中に放置したまま電源を切り忘れた
ため、水が蒸発してヒーター管が空焚き状態となり、異常発熱して洗面器等の可燃物が焼損したものと推定さ
れる。　なお、取扱説明書には、「空気中では通電しない。やけど、火災の原因となる。」旨、記載されている。

E2
　ブランド事業者は、被害者の不注意と
みられる事故であるため、措置はとらな
かった。

消防機関 2015/04/27 01 家庭用電気製品

2015-0100 2015/03/25 ミニマット（電気マット）【電気座布団】電気マット【電気座布団】電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電気マット付近から火が出て、周辺を焼損した。（事故発
生地：京都府）

約9年
　事故品の上にペット用ベット（布製クッション）を置き、暖房用として長時間通電していたため、マットが局部的
に過熱して焼損したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「座布団などの保温性のよいものを電気マッ
トの上に置かない。ペットの暖房用に使用しない。」旨、記載されている。

E1
　輸入事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故であることから、措置は
とらなかった。

消防機関 2015/04/17 01 家庭用電気製品

2015-0086 2015/04/07 電子レンジ【電子レンジ】 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 5.製品破損
　電子レンジの庫内から火花が出た。（事故発生地：兵庫
県）

約6月

　庫内の回転ローラー部に食品カス等の汚れが付着した状態で空焚き運転が行われたため、マイクロ波が食
品カスに集中して加熱され、樹脂製の回転ローラーが焼損し、ガラス製のターンテーブルが溶融したものと推
定される。　なお、取扱説明書には、「庫内がカラのまま作動させない。庫内が食品カスなどで汚れている場
合、発煙、発火する。」旨、記載されており、本体上部には、「電子レンジを空だきしない。調理の途中で加熱を
中止したときには、必ずタイマーつまみを「０」に戻す。」旨、記載されている。

E2

　輸入事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故とみているため、措置は
とらなかった。　なお、ＮＩＴＥでは、事故
防止のためのハンドブック（身・守りハン
ドブック）やホームページで同様の事故
事例を紹介し、注意喚起を行っている。

消防機関 2015/04/15 01 家庭用電気製品

2015-0083 2015/04/02 アイロン【電気アイロン】 アイロン 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電気アイロン付近から出火し、住宅の一部を焼損した。
（事故発生地：京都府）

不明
　電気アイロンの温度調節機能が故障していたことから、接続していた延長コードのスイッチ操作により使用を
継続しており、延長コードのスイッチを切り忘れたため、電気アイロンが連続通電状態となり、異常発熱して周
囲の可燃物から発火したものと推定される。

E2 　製造事業者等は、不明であった。 消防機関 2015/04/14 01 家庭用電気製品

2015-0025 2015/03/22 電気洗濯機（乾燥機付）【電気洗濯機】洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　使用後の電気洗濯機から発煙し、洗濯物の一部が焦げ
た。（事故発生地：東京都）

約1月
　油分が付着したタオルを乾燥したため、残留していた油分が酸化熱により自然発火したものと推定される。
なお、本体及び取扱説明書には、「油分の付着した衣類を洗濯・脱水・乾燥しない、油などの酸化熱による自
然発火や引火の恐れがあるので絶対に乾燥しない」旨、記載されている。

E1

　輸入事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故であることから、措置は
とらなかった。　なお、ＮＩＴＥでは、事故
防止のためのハンドブック（身・守りハン
ドブック）やホームページで同様の事故
事例を紹介し、注意喚起を行っている。

輸入事業者 2015/04/03 01 家庭用電気製品

2009-2015 2009/10/09 電子レンジ【電子レンジ】 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 5.製品破損
　電子レンジで冷凍鶏肉を解凍していたら導波管カバー付
近から発煙・発火した。慌ててコンセントを抜いたら消えた
が内部の壁の塗装が溶けていた。

約8年

　被害者が電子レンジの導波管カバー付近に食品カスなどが付着した状態で繰り返し使用したため、付着した
食品カスなどにマイクロ波が集中し、発煙・発火に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書に「汚れたまま
で使用すると、食品カスが燃えたり、こげたりすることがあります。（特に電波の出口カバー）」旨、記載してい
る。

E2
　被害者の不注意とみられる事故である
ため、措置はとらなかった。

消費者センター 2009/10/19 1 家庭用電気製品
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2.7 その他製品に起因しないと考えられるもの【区分 F1～F2】
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47 ⇒１３５８で全件表示

年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500502 2015/06/30 電気ストーブ 電気ストーブ 電熱器具 特定外 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：島根県）

　○当該製品は電気洗濯機の直近に設置されており、電源プラグはコンセントに常時差し込まれた状態であっ
た。○使用者は、出火直前に電気洗濯機へ衣類を投入した。○当該製品の電源スイッチの位置は「入」の状
態だった。○当該製品の上面に、焼損した衣類が残っていた。●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特
定には至らなかったが、当該製品の上面に接触していた衣類がヒーターの熱により過熱されたため、出火に
至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1778)
2015/11/13 01 家庭用電気製品

A201500490 2015/10/28 電気洗濯乾燥機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　異音がしたため確認すると、当該製品の電源コード及び
周辺を焼損する火災が発生していた。（事故発生地：宮崎
県）

　○当該製品の基板及び洗濯モーター等、製品内部に出火した痕跡は認められなかった。○当該製品の電源
プラグにトラッキング現象などの異常は認められなかった。○当該製品の電源コードの途中が断線しており、
焼損していたが、当該断線部は運転中に荷重が加わる箇所ではなく、また、電気用品安全法の技術基準を満
足していた。●当該製品の設置状況が不明であるため、事故原因の特定には至らなかったが、製品の内部部
品に出火の痕跡が認められず、製品に起因しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1761)
2015/11/10 01 家庭用電気製品

A201500481 2015/10/23 電子レンジ 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品の庫内を焼損する火災が
発生した。（事故発生地：静岡県）

　○使用者は、樹脂製容器に入れた１合未満の冷凍ご飯を、６００Ｗの手動加熱モードで２分２０秒のタイマー
設定をした後、その場を離れていた。○当該製品の電気部品に異常は認められず、通電すると正常に動作し
た。○当該製品を用いて５０～１５０ｇの冷凍ご飯を、事故時と同じ設定で加熱したが、ご飯が焦げることはな
かった。●当該製品の詳細な使用状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に
異常はなく正常に動作することから、製品に起因しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1739)
2015/11/06 01 家庭用電気製品

A201500415 2015/09/06 電気冷蔵庫 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品の電源プラグをコンセントに接続したところ、当
該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。（事故
発生地：北海道）

　○当該製品は、事故発生の約１年前から未使用の状態でベランダに放置されており、電源コードが室内に引
き込まれていたが、電源プラグはコンセントに差していなかった。○家人が、当該製品の電源プラグを何の製
品か分からず壁付けコンセントに差し込んだところ、数分後に冷凍室内から出火した。○冷凍室部分には、外
側からドアが開かないように粘着テープが巻かれていた。○当該製品の冷蔵室内は焼損しておらず、冷凍室
内に著しい焼損が認められた。○冷凍室内には電気部品及び電気配線は配置されていなかった。○背面下
部の機械室内及び電気部品は焼損していなかった。●当該製品の使用状況が不明なことから、事故原因の
特定には至らなかったが、当該製品の電気部品に出火の痕跡が認められないことから、製品に起因しない事
故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1494)
2015/09/28 01 家庭用電気製品

A201500365 2015/08/24 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：山梨県）

　◯事故発生時、当該製品は使用されていなかった。◯当該製品の焼損は著しく、外郭及びファン等樹脂製部
品が焼失していた。○ファンモーター、サーミスターの配線に断線が認められたが、断線部に溶融痕等出火の
痕跡は認められなかった。○インバーター基板、渡り配線、端子盤等、その他の電気部品に出火の痕跡は認
められなかった。●当該製品の内部部品に出火の痕跡が認められないことから、製品に起因しない事故と推
定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1239)
2015/09/02 01 家庭用電気製品

A201500362 2015/08/21 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：愛媛県）

　○当該製品は全体的に焼損し、熱交換器の銅管は破裂し、アルミフィンのほとんどは焼失していた。○本体
の後ろで丸めて置かれていた内外連絡線は一部断線し、溶融痕が認められたが、二次痕と判断された。○内
部の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明であるため、事故原因
の特定には至らなかったが、当該製品の内部部品に出火の痕跡が認められないことから、製品に起因しない
事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1169)
2015/09/01 01 家庭用電気製品

A201500361 2015/08/11 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：愛知県）

　○当該製品は、ファンのガードが焼損し、内部のファンも焼損して一部脱落しており、本体内部の基板ケース
周辺も焼損していた。○基板及び基板に接続している配線に一部焼損が認められたが、溶融痕等の出火の痕
跡は認められなかった。○端子台、四方弁コイル、二方弁コイル、リアクター、コンプレッサー及びファンモー
ターは焼損していなかった。●当該製品の内部部品に出火の痕跡が認められないことから、製品に起因しな
い事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1050)
2015/09/01 01 家庭用電気製品

A201500350 2015/07/25 介護ベッド 電動ベッド【その他の電気機械器具付家具】交流用電気機械器具 特定外 1.死亡
　使用者が昇降機能のある当該製品のベッドフレームの隙
間に挟まった状態で発見され、死亡が確認された。（事故
発生地：静岡県）

　○使用者は当該製品の下に挟まれた状態で発見され、当該製品の下にはリモコンがあった。○当該製品の
動作に異常は認められなかった。●当該製品の使用状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかっ
たが、当該製品の動作に異常が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。　なお、当該製
品は、誤動作に関する各種ノイズ試験や、リモコン本体の防水性試験等を満足している。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1186)
2015/08/27 01 家庭用電気製品

A201500318 2015/08/09 照明器具（センサー付） 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 11.火災
　公衆トイレで当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：埼玉県）

　○当該製品の本体及びライトカバーの樹脂は著しく焼損し原形を留めていなかった。○端子台とセンサー基
板間の配線に断線が認められたが、断線部に溶融痕は認められなかった。○その他の電気部品に出火の痕
跡は認められなかった。●当該製品の使用状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、当
該製品の電気部品に出火の痕跡が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1061)
2015/08/17 01 家庭用電気製品

A201500299 2015/07/27 電気炊飯器 電気ジャー炊飯器 電熱器具 特定外 11.火災
　当該製品のタイマーをセットしておいたところ、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生していた。（事故発生地：
愛知県）

　○当該製品の外観は、背面側の焼損が著しく、前面パネルは焼け残っていた。○電源コードは、本体出口付
近で断線し、片極の芯線に溶融痕が認められたが、通常使用時にストレスがかからない箇所であった。また、
電源プラグのコードプロテクター部で、芯線の一部に断線が認められた。○本体内部の基板、ヒーター等の電
気部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品は、タイマーをセットしており、炊飯開始直後に出火し
たと考えられた。●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、電源コードに引っ張
り等のストレスが加わって半断線状態となり、炊飯開始後に半断線部が異常発熱して出火に至ったものと考え
られ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、当該製品は電気用品安全法の技術基準に適合している。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0921)
2015/08/07 01 家庭用電気製品

A201500293 2015/07/23 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：愛知県）

　○当該製品は焼損が著しく、本体の樹脂部品は焼失し、本体の右側下部に取り付けられているファンモー
ターコネクター部の接続端子に溶融痕が認められた。○ファンモーターコネクター部の付着物から、エアコン洗
浄剤と思われる成分が検出された。○制御基板、表示基板、端子台、ルーバーモーター、電源プラグ等に出火
の痕跡は認められなかった。○当該住宅は賃貸住宅で、現在の使用者はエアコン洗浄していなかったが、使
用者が入居する以前の使用状況は確認できなかった。○当該製品は前面グリルで電装部を遮蔽しているた
め、洗浄剤がファンモーター部分に容易に浸入しない構造であった。●当該製品は、ファンモーターコネクター
部にエアコン洗浄剤が付着したため、トラッキング現象が生じて出火に至ったものと考えられ、製品に起因しな
い事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「消費者自身で内部の洗浄はしない。発煙・発火の原因とな
る。」旨、記載されている。また、日本冷凍空調工業会では、ホームページ上において、「エアコン内部の洗浄
は高い専門知識が必要です。もし誤った洗浄剤の選定・使用方法で内部洗浄を行うと、エアコン内部に残った
洗浄剤で、樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、発煙・発火につながる恐れ
がある。」旨、注意喚起を行っている。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0970)
2015/08/04 01 家庭用電気製品

A201500274 2015/06/21 照明器具 照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 11.火災
　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。（事
故発生地：茨城県）

　○当該製品が全体的に焼損していた。○事故発生時、当該製品に通電はされていなかった。○当該製品の
電気部品、内部配線から出火した痕跡は認められなかった。●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特
定には至らなかったが、当該製品に出火した痕跡が認められないことから、外部から延焼したものと考えら
れ、製品に起因しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0864)
2015/07/24 01 家庭用電気製品

A201500244 2015/06/21 エアコン エアコン 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。（事
故発生地：岐阜県）

　○事故発生時雷が鳴っており、窓の外が光って大きな音がした後、当該製品の室内機から発煙し、周辺が
煤けた。○室内機は右側が黒く煤けており、フィルターに焼損が認められた。○室内機の基板は、アース接続
部付近が焼損し、銅箔パターンに溶融が認められた。○室内機の熱交換器に接続されるアース線が溶断し、
近くの冷媒管に穴が空いていた。○電源プラグを接続していた壁コンセントのアース線固定ネジに溶融が認め
られた。○室外機は屋根の上に設置され、室外機の金属製左脚、金属製置き台及び屋根の金属板に溶融が
認められた。○室外機の基板は、アース接続部付近が焼損し、銅箔パターンに溶融が認められた。○テレビア
ンテナは一部が溶融してアンテナ線の被覆が焼損し、ブースターの電源コードの芯線が溶融していた。また、
分電盤の漏電ブレーカー及び個別ブレーカーの一部に、端子の溶融が認められた。●当該製品は、アース部
分に落雷による高電圧が加わったため、内部が焼損したものと推定される。

F1
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0807)
2015/07/13 01 家庭用電気製品
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A201500143 2015/05/13 電気ポンプ（井戸用） 電気井戸ポンプ 電動力応用機械器具（特定）特定 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：香川県）

　○当該製品は、圧力タンクの一部、圧力スイッチ及び端子台付近に著しい焼損が認められた。○圧力スイッ
チの接点に、荒れや溶融等の出火痕跡は認められなかった。○端子台の接続部（ねじ締め部）に異常は認め
られなかった。○その他の電気部品（モーター、電源端子台、セラミックヒーター等）に出火痕跡は認められな
かった。●当該製品の出火時の詳細な状況が不明であるため事故原因の特定には至らなかったが、当該製
品の内部部品から出火した痕跡が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0267)
2015/06/01 01 家庭用電気製品

A201500140 2015/05/17 電気洗濯乾燥機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：奈良県）

　○当該製品はドラム内で焼損が著しく、ふた上部が燃えていた。○製品内部で表示基板のケースやその周
辺の内部配線が焼損していたものの、表示基板や制御基板及びその他の電気部品に出火に至る異常は認め
られなかった。○衣類の内部から出火した痕跡は認められず、衣類から火源となる異物や油分の混入は認め
られなかった。●当該製品の内部部品に出火の痕跡が認められないことから、製品に起因しない事故と推定
される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0459)
2015/05/28 01 家庭用電気製品

A201500129 2015/05/11 プラズマテレビ テレビ 電子応用機械器具 特定外 11.火災
　病院で当該製品を使用中、当該製品の電源コード部を焼
損する火災が発生した。（事故発生地：埼玉県）

　○当該製品は、電源コードの本体接続側コネクター及び本体背面のＡＣインレットに焼損が認められた。○当
該コネクターは先端部分のみが焼損し、ＡＣインレットの栓刃に放電痕跡が認められた。●当該製品本体のＡ
Ｃインレットに接続される電源コードのコネクターに差し込み不足があっため、ＡＣインレットの栓刃とコネクター
の刃受金具間で接触不良により異常発熱し、コネクター接続部が焼損したものと考えられ、製品に起因しない
事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0424)
2015/05/21 01 家庭用電気製品

A201500120 2015/05/02 電気冷蔵庫 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：東京都）

　○当該製品は、機械室のある本体下部の左側面の焼損が著しかった。○電源コードは、本体の機械室付近
（本体から外側約８５ｍｍ）と電源プラグ付近（コードプロテクターから約５０ｍｍ）の２か所で焼損し、断線箇所
に溶融痕が認められた。○本体内部の電気部品に焼損は認められたが、出火した痕跡は認められなかった。
○当該製品は約２年前にリサイクルショップで購入された中古品で、以前の使用状況は不明であった。●当該
製品の詳細な使用状況が不明であることから、事故原因の特定には至らなかったが、通常使用において応力
がかからない箇所で電源コードが断線しているため、電源コードに過度な応力がかかり、被覆が焼損して短
絡、スパ－クが発生して、焼損に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、当該製
品は電気用品取締法の技術基準に適合していた。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0313)
2015/05/18 01 家庭用電気製品

A201500100 2015/04/27 除湿乾燥機 除湿機【電気除湿機】 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：大阪府）

　○外郭樹脂は原形を留めており、電源コード口出し部のみ焼損していた。○電源コードは口出し部近傍の機
器内部側で断線しており、断線部に溶融痕が認められた。また、断線部に手より接続された痕跡が確認され
た。○その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○新品購入したものであり、事業者や販売店に
修理歴はなかった。●当該製品の電源コードが断線部で切断され、正規品と異なる電源コードと手より接続さ
れたため、接触不良から発熱し、絶縁被覆が溶融若しくは炭化状態となり、異極間で短絡が生じ出火したもの
と考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0218)
2015/05/12 01 家庭用電気製品

A201500098 2015/03/01 温水洗浄便座 温水洗浄便座 電熱器具(特定) 特定 2.重傷
　使用者が当該製品を使用中、低温火傷を負った。（事故
発生地：愛知県）

　○使用者は、肌が弱いが寒がりのため、事故当時、便座温度を「高」で使用していた。○当該製品の外観に
焦げ等の異常は認められなかった。○電気部品に異常は認められず、洗浄・温水・暖房便座機能は正常に作
動した。○便座の表面温度に異常は認められなかった。○ノイズ試験で誤動作は生じなかった。●当該製品
の使用状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常は認められないことか
ら、製品に起因しない事故と推定される。　なお、便ふたの内側には、「お年寄りは便座スイッチを「低」または
「切」にする。」旨、取扱説明書には、「お年寄り、病気の方、皮膚の弱い方が使用する際は、便座スイッチを
「低」、または「切」にする。長時間使用すると低温火傷をおこす恐れがある。」旨、記載されている。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0273)
2015/05/11 01 家庭用電気製品

A201500083 2015/04/20 エアコン（室外機） エアコン 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：兵
庫県）

　○当該製品はプリント基板の一部の焼損のみで電気部品等に異常は見られず原形を留めていた。○プリン
ト基板と電装ユニットのシャーシー間で１匹のヤモリが挟まれた状態で炭化していた。○プリント基板はヤモリ
によって複数箇所でショートし、基板の焼損やパターンの剥がれが認められた。○事故当時の気温が１０℃以
下で風雨もあったことから予熱モードになった。●当該製品の電装部にヤモリが侵入しプリント基板上の複数
箇所でショートしたため、過電流が流れてプリント基板が焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推
定される。

F1
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0177)
2015/04/30 01 家庭用電気製品

A201500072 2015/04/05 電気洗濯機 洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 11.火災
　事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
（事故発生地：京都府）

　○当該製品を使って洗濯後、出火を発見するまでに８時間以上を経過していた。○当該製品内部の電気部
品には、出火の痕跡は認められなかった。○当該製品の背面に位置する電源コードは、本体から５００ｍｍ
（全長：１９４０ｍｍ）の位置で断線し、断線箇所には溶融痕が認められた。断線箇所は通常の使用において負
荷のかからない位置であった。○当該製品の使用期間は約１５年である。●事故発生時の詳細が不明のた
め、事故原因の特定には至らなかったが、電源コードに外的なストレスが加わったことで被覆が損傷して、ス
パークし、出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、当該製品は電気用品取
締法の技術基準に適合している。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0198)
2015/04/28 01 家庭用電気製品

A201500066 2015/04/16 電子レンジ 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 11.火災
　濡らしたタオルを当該製品で加熱後、当該タオルを布団
の中に入れていたところ、布団を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　○当該製品の動作に異常は認められなかった。○事故後も当該製品は継続使用されている。●当該製品の
事故状況の詳細が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の電気部品に異常が認められ
ないことから、製品に起因しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0193)
2015/04/27 01 家庭用電気製品

A201500048 2015/03/30 介護ベッド 電動ベッド【その他の電気機械器具付家具】交流用電気機械器具 特定外 1.死亡
　介護者（９０歳代）が昇降機能のある当該製品のベッド下
フレームの隙間に挟まった状態で発見され、死亡が確認さ
れた。（事故発生地：愛媛県）

　○当該製品の手元スイッチは、介護者の胸の下で発見された。○手元スイッチに変形や破損はなく、ベッド
床等の昇降機構に異常は認められなかった。○昇降用モーター等の電気部品に異常は認められなかった。○
手元スイッチのフックに不具合はなく、ヘッドボードまたはさく等に掛けても容易に落下することはなかった。○
本体フレームには、「生命に重大な危機を及ぼす恐れがあるため、ベッドの下には絶対に入らない。」旨、警告
表示されていた。●事故時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異
常が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「ベッドの中やフ
レームの間に潜り込まない。」旨、記載されている。また、当該製品の手元スイッチの操作力はＪＩＳ規格に適合
していた。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0142)
2015/04/17 01 家庭用電気製品

A201500042 2015/03/25 加湿器（スチーム式） 加湿器（スチーム式）【湿潤器】電熱器具 特定外 2.重傷
　当該製品を使用中、幼児（２歳）が当該製品の電源コード
に引っ掛かり本体が倒れ、幼児を含む２名にお湯が掛か
り、火傷を負った。（事故発生地：岡山県）

　○当該製品は、蓋フック部及びヒンジ部に、変形、破損等の異常はなく、開閉動作にも異常は認められな
かった。○本体のマグネットプラグ接続部に変形、破損等の異常は認められなかった。○電源コード引っ張り
による当該製品の転倒を確認したところ、マグネットプラグを外す方向及び外す方向に対して左右に引っ張っ
た場合、ゆっくり引っ張ると当該製品はテーブル面を滑って移動はするが転倒することはなく、強めに引くとマ
グネットが外れ転倒することはなかった。○蓋を確実に閉めた状態で当該製品を前後左右に転倒させたとこ
ろ、蓋が開くことはなかった。●当該製品の使用状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかった
が、当該製品の電源コードが引っ張られた場合でもマグネットプラグが外れるなどにより本体が転倒することは
なく、確実に蓋を閉めた状態では転倒させても蓋が開くことはなかったことから、製品に起因しない事故と推定
される。　なお、当該製品のマグネットプラグを外すために要する力は、電気用品安全法に基づく技術基準に
適合していた。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0140)
2015/04/16 01 家庭用電気製品

A201500037 2015/02/11 延長コード 延長コード 配線器具(特定) 特定 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：福岡県）

　○当該製品は寝室のベッド脇で使用されており、タップ部（３口）の焼損が著しく、タップの樹脂部の大半は焼
損していた。○当該製品のタップ部の最も電源側の差込口にセラミックヒーターが接続されていたが、セラミッ
クヒーターの差込口及び電源プラグにはトラッキング現象等の異常は認められなかった。○当該製品のタップ
部の残りの２口は何も接続されていなかったが、刃受金具の一部が焼失し、溶融痕が認められた。○当該製
品のタップ内部は、それぞれの刃受金具が仕切りにより隔離されて、絶縁性が保たれていた。●当該製品の
詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、何も接続されていない刃受金具間で溶
融痕が認められたことから、当該製品の刃受金具間でホコリが堆積してトラッキング現象が生じ、出火に至っ
たものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0114)
2015/04/14 01 家庭用電気製品
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A201500036 2015/03/29 コンセント コンセント 配線器具(特定) 特定 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：京都府）

　○当該製品は２０年ほど使用されていなかった。○４日前より、当該製品に延長コードを接続し、延長コード
にテレビを接続して使用していた。○当該製品の表面樹脂は溶融していたが、延長コードプラグの異極間の絶
縁は保たれていた。○刃受金具や導電板に変形や溶融等の異常は認められなかった。○屋内配線の挿入量
は十分であり、異常は認められなかった。○プラグ保持力は、ＪＩＳ基準値（１０Ｎ～６０Ｎ）を満たしていた。○刃
受金具表面にホコリが確認された。●当該製品の刃受金具と延長コードのプラグ栓刃との間で、ホコリ等の異
物により接触不良が生じ、異常発熱状態となったため、コンセント表面の樹脂が一部溶融したものと考えられ、
製品に起因しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0035)
2015/04/14 01 家庭用電気製品

A201500024 2015/01/25 マルチタップ 延長コード 配線器具(特定) 特定 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：大阪府）

　○当該製品は、レンジ台の電源プラグを接続していた部分を中心に焼損していたが、樹脂の溶融は認めら
れずほぼ原形を留めていた。○刃受金具の先端が溶融していたが、当該製品から出火した痕跡は認められな
かった。○レンジ台の電源プラグは、トラッキングにより栓刃間の樹脂が著しく溶融し、栓刃にも溶融が認めら
れた。●当該製品の刃受金具先端に溶融が認められたものの、当該製品に接続されていたレンジ台の電源プ
ラグ栓刃間の樹脂が著しく炭化・焼損しており、栓刃間のトラッキングによる出火の影響を受けたものと考えら
れ、製品に起因しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0020)
2015/04/07 01 家庭用電気製品

2015-2827 2016/03/16 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　エアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損した。（事故
発生地：埼玉県）

約13年 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　製造事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

消防機関 2016/03/24 01 家庭用電気製品

2015-2768 2016/03/01 エアコン【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　エアコンを使用中、吹き出し口付近から出火し、周辺を焼
損した。（事故発生地：奈良県）

約5年
　事故品の外郭等の樹脂に熱による変色、変形及び溶融の痕跡は認められず、内部にも出火の痕跡等は認
められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

F2
　製造事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

消防機関 2016/03/16 01 家庭用電気製品

2015-2766 2016/03/14 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　エアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損した。（事故
発生地：広島県）

不明 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

消防機関 2016/03/16 01 家庭用電気製品

2015-2526 2016/02/14 空気清浄機（加湿機能付）【空気清浄機】空気清浄機 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　使用中の空気清浄機から出火し、周辺を焼損した。（事
故発生地：大阪府）

約6年 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。 消防機関 2016/02/18 01 家庭用電気製品

2015-2410 2016/01/23 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　使用中のエアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損し
た。（事故発生地：埼玉県）

不明 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　製造事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

製造事業者 2016/02/03 01 家庭用電気製品

2015-2395 2015/12/28 電気ストーブ（遠赤外線式）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 3.軽傷
　電気ストーブ付近から出火して周辺を焼損し、家人２人が
軽傷を負った。（事故発生地：大阪府）

不明 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2016/02/02 01 家庭用電気製品

2015-2316 2015/12/23 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　エアコン室外機付近から出火した。（事故発生地：静岡
県）

不明 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　製造事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

製造事業者 2016/01/22 01 家庭用電気製品

2015-2131 2015/12/19 配線器具（延長コード）【マルチタップ】延長コード 配線器具(特定) 特定 4.拡大被害
　当該製品付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発生
地：青森県）

不明 　事故品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2 　製造事業者等は、不明であった。 警察機関 2015/12/22 01 家庭用電気製品
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2015-1844 2015/10/26 エアコン【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　使用中のエアコン付近から出火した。（事故発生地：茨城
県）

不明 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/11/19 01 家庭用電気製品

2015-1656 2015/10/07 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 1.死亡
　冷蔵庫付近から出火して、住宅を全焼し、家人１人が死
亡した。（事故発生地：北海道）

約15年
　事故品の外側及び電源コードは焼損しているが、内部の電気部品は焼損しておらず、電源コードに断線もな
いことから、製品に起因しない事故と推定される。

F2
　製造事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

消防機関 2015/10/27 01 家庭用電気製品

2015-1654 2015/10/26 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　冷蔵庫付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発生地：
鳥取県）

不明 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　製造事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

警察機関 2015/10/27 01 家庭用電気製品

2015-1617 2015/10/07 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　エアコン室外機から異音がし、発煙した。（事故発生地：
群馬県）

約5年
　制御基板のダイオードブリッジの端子部に小動物（ナメクジ）が入り込み、端子間で短絡して発煙したものと
推定される。

F1

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、措置はとらない
が、今後の事故発生状況を注視し、必
要に応じて対応することとした。

輸入事業者 2015/10/19 01 家庭用電気製品

2015-0918 2015/07/27 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　エアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損した。（事故
発生地：埼玉県）

約11年1月 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　製造事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

消防機関 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0811 2015/07/04 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　使用中のエアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損し
た。（事故発生地：福岡県）

不明 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/07/21 01 家庭用電気製品

2015-0517 2015/05/26 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 3.軽傷
　ネット通販で購入した冷蔵庫から出火して、周辺を焼損
し、１人が軽傷を負った。（事故発生地：福岡県）

約1年3月 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

消防機関 2015/06/10 01 家庭用電気製品

2015-0451 2015/05/28 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 3.軽傷
　エアコン室外機付近から出火して、周辺を焼損し、家人１
人が火傷を負った。（事故発生地：岐阜県）

約27年 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　製造事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

消防機関 2015/06/01 01 家庭用電気製品

2015-0301 2015/05/17 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　冷蔵庫付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発生地：
福岡県）

約3月 　事故品の内部に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

消防機関 2015/05/21 01 家庭用電気製品

2015-0143 2015/04/02 電気ファンヒーター（セラミックヒーター）【電気温風機】電気温風機 電動力応用機械器具 特定外 3.軽傷
　使用中の電気ファンヒーター付近から出火して、周辺を焼
損し、１人が軽傷を負った。（事故発生地：東京都）

約4月 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/04/22 01 家庭用電気製品

2015-0127 2015/04/01 電気やかん【電気湯沸器】 電気湯沸器 電熱器具 特定外 5.製品破損
　電気やかんの底部が焦げて溶融した。（事故発生地：三
重県）

約2年6月 　事故品の内部の電気部品に焼損はなく、正常に動作することから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

消費者センター 2015/04/20 01 家庭用電気製品

2015-0081 2015/03/21 照明器具（ダウンライト）【その他の白熱電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 4.拡大被害
　ダウンライト付近から出火し、住宅の一部を焼損した。（２
０１５－０２１２（Ａ２０１５０００８２）と同一）（事故発生地：兵
庫県）

約11年 　事故品の内部に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　製造事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

消防機関 2015/04/14 01 家庭用電気製品
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2.8 原因不明のもの【区分 G1～G3】

P-78



126 ⇒１３５８で全件表示

年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2855 2016/03/22 電子レンジ【電子レンジ】 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 不明 不明 3.軽傷
　使用中の電子レンジ付近から出火して、周辺を焼損し、
家人１人が軽傷を負った。（事故発生地：岐阜県）

不明
　スイッチの接点に接触不良等の不具合が発生したため、異常発熱して出火したものと推定されるが、焼損が
著しく、原因の特定はできなかった。

G3
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

警察機関 2016/03/31 01 家庭用電気製品

2015-2852 2016/03/05 配線器具（延長コード）【差込みプラグ】延長コード 配線器具(特定) 特定 5.製品破損
　使用中の延長コードから異臭がし、差込みプラグが焦げ
た。（事故発生地：愛知県）

約4月
　プラグ刃可動部が緩んだことから、接触不良が生じて異常発熱したものと考えられるが、詳細な使用状況等
が不明であり、プラグ刃可動部が緩んだ原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、被害者の不注意によ
る事故とみているため、措置はとらな
かった。

消防機関 2016/03/30 01 家庭用電気製品

2015-2773 2016/02/07 電気ストーブ（ハロゲンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　通信販売で購入したハロゲンヒーターを使用中、ヒーター
管が破裂し、飛散した破片で床が焦げた。（事故発生地：
福岡県）

不明
　ヒーター管に亀裂が生じ、その後の使用に伴う熱衝撃により破損して飛散したものと考えられるが、詳細な使
用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者が倒産しているため、措置
はとれなかった。

消費者センター 2016/03/18 01 家庭用電気製品

2015-2764 2016/03/09 配線器具（延長コード）【コード】 延長コード 配線器具(特定) 特定 4.拡大被害
　延長コード付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発生
地：福井県）

不明
　コードの断線部に溶融痕は認められなかったが、コードの一部と差込みプラグが未回収であることから、原因
の特定はできなかった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2016/03/16 01 家庭用電気製品

2015-2747 2016/01/27 照明器具（白熱電球）【その他の白熱電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 4.拡大被害
　床置き型の照明器具付近から出火し、周辺を焼損した。
（事故発生地：福岡県）

約2年
　事故品と周辺の可燃物が接触して出火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、確認できない部品がある
ことから、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2016/03/15 01 家庭用電気製品

2015-2737 2016/02/20 充電器（携帯型音楽プレーヤー用）【直流電源装置】充電器 交流用電気機械器具(特定)特定
ｉＰｏｄ用ケースセット同
梱充電ＡＣアダプター

トリニティ（株） 4.拡大被害
　携帯電話機（スマートフォン）を充電中、ＡＣアダプターか
ら火が出て、壁面の一部が焦げた。（事故発生地：栃木県）

約1年
　電源回路の一次側で異常発熱し、本体外郭が熱変形したものと推定されるが、一次側の電子部品やパター
ンの一部が焼失しており、異常発熱した原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１１
月２２日付けでホームページに社告を掲
載し、製品の回収及び返金を行ってい
る。

消費者センター 2016/03/14 01 家庭用電気製品

2015-2724 2016/02/18 加湿器（スチーム式）【湿潤器】 加湿器（スチーム式）【湿潤器】電熱器具 特定外 Ｋ７６Ｐ
日本ゼネラル・アプ
ラィアンス（株）

5.製品破損
　加湿器を使用中、蒸気吹き出し口から発煙した。（事故発
生地：東京都）

約5年
　加熱用のカーボン電極棒に水中成分が析出して電極間が狭まり、水位が下がり析出物が乾燥する直前にス
パークが生じたものと推定されるが、周囲の樹脂に溶融、焼損及び発煙した痕跡は認められないことから、原
因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年３
月１８日付けでホームページに告知を掲
載し、交換用のスチームユニットのお手
入れ方法について注意喚起を行ってい
る。

輸入事業者 2016/03/11 01 家庭用電気製品

2015-2719 2016/03/02 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　ヘアドライヤーの電源を入れたところ、火花が出て、ソ
ファーが焦げた。（事故発生地：埼玉県）

1回
　内部に異物（金属線：約３５ｍｍ）が入り込んだため、電気部品間で短絡して異物の一部が溶断し、吹き出し
口から飛び出したものと考えられるが、異物が入り込んだ時期が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　ブランド事業者は、事故原因が不明で
あり、他に同種事故発生の情報はない
ことから、措置はとらなかった。

消費者センター 2016/03/11 01 家庭用電気製品

2015-2716 2016/01/16 蓄熱式ゆたんぽ【電気あんか】 電気あんか 電熱器具 特定外 ＦＧ－Ｍ ミラージュモール 4.拡大被害
　ネット通販で購入した蓄熱中の蓄熱式ゆたんぽが溶融
し、発煙した。（事故発生地：神奈川県）

約11月
　事故品には水栓が付いており、水量が少ない状態であったことから、ヒーターが局所的に過熱し、樹脂製の
ヒーターガードや本体外郭が溶融したものと推定されるが、水量が少なくなった原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故とみているため、措置は
とらなかった。　なお、当該製品は既に
販売を終了している。

消費者センター 2016/03/10 01 家庭用電気製品

2015-2715 2015/12/30 掃除機（サイクロン式）【電気掃除機】掃除機 電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　掃除機の電源を入れたところ、異臭がし、発煙した。（事
故発生地：千葉県）

約14年
　吸引側のスポンジ製フィルターがなくなっていたため、異物を吸い込み金属製ファンが破損して周囲の樹脂
製部品と接触し、摩擦熱で溶融して異臭・発煙が生じたものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であ
り、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故とみているため、措置は
とらなかった。

消費者センター 2016/03/10 01 家庭用電気製品
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2015-2714 2016/02/22 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　冷蔵庫付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発生地：
岩手県）

不明
　確認できた電気部品に溶融痕等の出火の痕跡は認められなかったが、一部の部品が確認できず、原因の特
定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2016/03/10 01 家庭用電気製品

2015-2665 2016/02/21 電気ストーブ（カーボンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＣＨ１１－６７０４ コーナン商事（株） 5.製品破損
　カーボンヒーターを使用中、電源プラグ付近から火が出
た。（事故発生地：埼玉県）

不明
　電源プラグ側のコードプロテクター部に繰り返し応力が加わったことから、芯線が断線し、短絡・スパークが発
生したものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1

　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るが、２０１４（平成２６）年７月９日付けで
電気用品安全法の遵守事項の不備が
あったため、製品の自主回収を行ってい
る。

輸入事業者 2016/03/02 01 家庭用電気製品

2015-2657 2016/01/08 電気床暖房器【電熱シート】 電熱ボード 電熱器具 特定外
さっと！ほっと　ＮＰＬ
－０２２

日本製紙木材（株） 4.拡大被害
　電気床暖房器を使用したところ、床が焦げた。（事故発生
地：奈良県）

約11年
　電極接続（カシメ）部で接触不良によりスパークが発生し、焼損したものと推定されるが、製造事業者が２００
７（平成１９）年４月に点検した際に異常は確認されておらず、原因の特定はできなかった。

G3

　製造事業者は、施工業者の設置・施工
不良による事故とみているが、使用者に
ＤＭを送付し、床にたわみ等の異常が見
られた場合は、点検・修理を行っており、
今後も継続することとした。　なお、現在
はハトメの構造を変更している。

製造事業者 2016/03/01 01 家庭用電気製品

2015-2656 2016/02/11 電気ストーブ【電気ストーブ】 電気ストーブ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電気ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発
生地：兵庫県）

約5年
　電源コードの本体側で短絡して断線しているが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2016/03/01 01 家庭用電気製品

2015-2636 2015/12/07 電気やかん【電気湯沸器】 電気湯沸器 電熱器具 特定外
ＢＦ８０２９２２Ａ（ブラン
ド：ティファール）

（株）グループセブ
ジャパン

3.軽傷
　電気やかんが破裂して、溶融した部品が落下し、じゅうた
んの一部が焦げ、足に火傷を負った。（事故発生地：広島
県）

不明
　空焚き防止装置が作動しなかったため、空焚き状態となり焼損したものと推定されるが、空焚き防止装置が
作動しなかった原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらないが、今後の事故
発生状況を注視し、必要に応じて対応す
ることとした。

輸入事業者 2016/02/26 01 家庭用電気製品

2015-2618 2016/02/09 温水洗浄便座【自動洗浄乾燥式便器】【電気便座】温水洗浄便座 電熱器具(特定) 特定 3.軽傷
　温水洗浄便座付近から出火して、住宅１棟を全焼し、隣
接する建物４棟を焼損して、家人１人が軽傷を負った。（事
故発生地：愛知県）

約27年
　確認できた電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、電源基板等の確認できない部品
もあることから、原因の特定はできなかった。 G1

　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。 消防機関 2016/02/24 01 家庭用電気製品

2015-2563 2016/02/08 浴室換気乾燥暖房機【電気乾燥機】電気乾燥機 電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　浴室換気乾燥暖房機の内部配線の一部が焼損した。（事
故発生地：富山県）

約21年
　乾燥用ヒーターに接続しているファストン端子が変形したことから、接触不良が生じて異常発熱し、周辺を焼
損したものと考えられるが、修理履歴があり、ファストン端子が変形した時期が不明であるため、原因の特定
はできなかった。

G1
　製造事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

消防機関 2016/02/23 01 家庭用電気製品

2015-2539 2016/02/03 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　エアコンを使用中、室内機と室外機を接続する配線付近
から出火し、周辺を焼損した。（事故発生地：埼玉県）

約8年5月
　室内機と室外機を接続する配線の途中接続部で焼損しているが、接続部で接触不良が生じたものか、外部
からの延焼によるものか、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

製造事業者 2016/02/19 01 家庭用電気製品

2015-2527 2016/01/31 電気ストーブ（遠赤外線式）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　使用中の電気ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。
（事故発生地：滋賀県）

不明
　事故品の確認できた部品に溶融痕等の出火の痕跡は認められなかったが、詳細な使用状況等が不明であ
り、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2016/02/18 01 家庭用電気製品

P-80



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2524 2016/01/27 電気ストーブ【電気ストーブ】 電気ストーブ 電熱器具 特定外 1.死亡
　使用中の電気ストーブ付近から出火して、住宅２棟を全
焼し、隣接する建物４棟を焼損して、家人２人が死亡した。
（事故発生地：長崎県）

不明
　ヒーター管３本と内部配線に異常は認められなかったが、焼損が著しく、電源コードやスイッチ等の電気部品
が未回収であることから、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

警察機関 2016/02/18 01 家庭用電気製品

2015-2523 2016/02/04 電気こたつ（中間スイッチ付コード）【電気こたつ】電気こたつ 電熱器具 特定外 3.軽傷
　使用中の電気こたつ付近から出火して、住宅を全焼し、
家人１人が軽傷を負った。（事故発生地：長崎県）

不明 　電源コードに溶融痕が認められたが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。 G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

警察機関 2016/02/18 01 家庭用電気製品

2015-2520 2016/01/19 電気ストーブ（ハロゲンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 3.軽傷
　ハロゲンヒーター付近から出火して、住宅を全焼し、家人
１人が火傷を負った。（事故発生地：長崎県）

不明
　電源コードに溶融痕が認められたが、焼損が著しく、一部の電気部品も未回収であることから、原因の特定
はできなかった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

警察機関 2016/02/17 01 家庭用電気製品

2015-2519 2016/02/03 電気ストーブ（ハロゲンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　使用中のハロゲンヒーター付近から出火し、集合住宅の
一室を全焼した。（事故発生地：山口県）

不明
　ヒーター管や電源コード等に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品もあること
から、原因の特定はできなかった。 G1

　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。 消防機関 2016/02/17 01 家庭用電気製品

2015-2518 2016/01/25 電気ファンヒーター（セラミックヒーター）【電気温風機】電気温風機 電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　使用中のセラミックヒーターから異臭がし、発煙した。（事
故発生地：兵庫県）

不明
　ＰＴＣヒーターに付着した埃により風量が低下して吹き出し口温度が高くなり、ＰＴＣヒーターに付着した埃、あ
るいはＰＴＣヒーターの枠に付着した油が加熱され、異臭・発煙したものと考えられるが、詳細な使用状況等が
不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

消費者センター 2016/02/17 01 家庭用電気製品

2015-2501 2015/10/00 電気洗濯機（乾燥機付、ドラム式）【電気洗濯機】洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 3.軽傷
　電気洗濯機のドアの窓カバーが一部破損し、床に落ちた
破片で足にけがを負った。（事故発生地：大阪府）

約1年3月
　事故品は、ドアの窓カバー（ＡＢＳ樹脂製）の外周下部が破損しており、洗剤が付着していたものの、破面に
明らかな鏡面部分は認められず、また破損の起点は不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故とみているため、措置は
とらなかった。

製造事業者 2016/02/15 01 家庭用電気製品

2015-2496 2016/01/19 エアコン【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 3.軽傷
　使用中のエアコンから異音がして、送風ファンの一部が
破損し、飛散した破片で顔に軽傷を負った。（事故発生地：
東京都）

約10月

　事故品の送風ファンの樹脂製羽根が局部的（左側）に複数枚破損しており、樹脂製羽根に外力を加える再現
試験において破損部の形状が事故品と同様な形状を示したことから、運転時に樹脂製羽根に外力が加わった
ために破損したと考えられるが、事故時の詳細な使用状況が不明であることから、原因の特定はできなかっ
た。

G1

　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。
なお、取扱説明書には、「吸込口や吹出
口に指や棒などを入れない。けがの原
因となる」旨、記載されている。

輸入事業者 2016/02/15 01 家庭用電気製品

2015-2477 2015/10/15 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】電動力応用機械器具 特定外 3.軽傷
　ヘアドライヤーを使用中、電源コードの本体側付け根付
近から火花が出て、衣類が焦げ、胸に火傷を負った。（事
故発生地：東京都）

約3年
　本体側の電源コードプロテクター部に引っ張りや屈曲などのストレスが加わり、芯線が断線し、短絡・スパー
クが発生したものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、被害者の不注意によ
る事故とみているため、措置はとらな
かった。

輸入事業者 2016/02/12 01 家庭用電気製品
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年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
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2015-2452 2016/01/21 電気ストーブ（遠赤外線式）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電気ストーブの電源コードの本体側付け根部分から火花
が出た。（事故発生地：東京都）

約6年
　本体側の電源コードプロテクター部に引っ張りや屈曲などのストレスが加わり、芯線が半断線し、スパークが
発生したものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、被害者の不注意によ
る事故とみているため、措置はとらな
かった。

輸入事業者 2016/02/08 01 家庭用電気製品

2015-2447 2016/01/21 エアコン【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　使用中のエアコンから異音がして、発煙、発火した。（事
故発生地：東京都）

約1年2月
　前面パネルの内部にある樹脂部品が焼損しているが、付近の電気部品に異常は認められないことから、樹
脂部品が焼損した原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

製造事業者 2016/02/08 01 家庭用電気製品

2015-2437 2016/01/24 電気グリルなべ【電気なべ】 電気なべ 電熱器具 特定外 ＣＰＷ－Ｂ１３１
タイガー魔法瓶
（株）

5.製品破損
　使用中の電気グリルなべから火花が出て、本体の一部
が溶融した。（事故発生地：神奈川県）

約9年
　内部配線の端子の被覆押さえ部で断線してスパークが発生し、付近の外郭樹脂が溶融したものと推定され
るが、断線部が焼失しており、原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、措置はとらない
が、今後の事故発生状況を注視し、必
要に応じて対応することとした。　なお、
当該製品は既に生産を終了している。

消費者センター 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2424 2016/01/29 電気ストーブ（ハロゲンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　ハロゲンヒーター付近から出火して、周辺を焼損した。
（事故発生地：岐阜県）

約10年
　制御基板や転倒ＯＦＦスイッチ等に出火の痕跡は認められなかったが、ヒーター管や電源プラグ等の部品が
未回収であることから、原因の特定はできなかった。 G1

　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。 消防機関 2016/02/05 01 家庭用電気製品

2015-2418 2014/00/00 浴室換気乾燥暖房機【電気乾燥機】電気乾燥機 電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　浴室換気乾燥暖房機の温風吹き出し口付近が変形して
いた。（事故発生地：神奈川県）

約7年
　温風吹き出し口から高温の風が吹き出したことにより近傍の外郭樹脂が変形したものと考えられるが、部品
交換後に当該部品が廃棄されており、高温の風が吹き出した原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、被害者の不注意によ
る事故とみているため、措置はとらな
かった。

製造事業者 2016/02/04 01 家庭用電気製品

2015-2415 2015/12/10 食器洗い乾燥機【電気食器洗機】 食器洗い乾燥機【電気食器洗機】電動力応用機械器具 特定外 ＥＵＤ５００ ＴＯＴＯ（株） 5.製品破損
　食器洗い乾燥機のヒーター部から発煙した。（事故発生
地：東京都）

約10年
　ポンプ内部の循環・排水切替弁の循環口側のパッキンが外れたため、切替弁が循環口に引っかかり、排水
口が閉じなくなり洗浄水が排水されて温水ヒーターの水位が低下したことから、温水ヒーター周辺の水温が上
昇して水蒸気が発生したものと推定されるが、パッキンが外れた原因の特定はできなかった。

G3
　輸入事業者は、事故原因が不明であ
り、他に同種事故発生の情報はないこと
から、措置はとらなかった。

輸入事業者 2016/02/03 01 家庭用電気製品

2015-2392 2016/01/13 電気ストーブ（ハロゲンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＫＫ２２－１４３ＲＲ コーナン商事（株） 4.拡大被害
　ハロゲンヒーターを使用中、ヒーター管が破損し、飛散し
た破片で床が焦げた。（事故発生地：大阪府）

不明
　ヒーター管の封止部付近から破損していることから、気密性が低下してリークし、異常発熱により破損したも
のと考えられるが、封止部の不具合によるものか、外部応力によるものか、気密性が低下した原因の特定は
できなかった。

G1

　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るが、２０１４（平成２６）年５月１９日付け
で電気用品安全法の遵守事項の不備が
あったため、製品の自主回収を行ってい
る。

輸入事業者 2016/02/01 01 家庭用電気製品

2015-2369 2016/01/24 加湿器（超音波式）【超音波加湿機】超音波加湿器 電子応用機械器具 特定外 Ｊ１２Ｗ ＳＩＳ（株） 5.製品破損
　使用中の加湿器から異臭がし、発煙した。（事故発生地：
埼玉県）

4日
　電源基板の二次側の焼損が著しいことから、絶縁性が低下し、短絡が生じて焼損したものと推定されるが、
基板の焼損が著しく、パターン間の絶縁性が低下したものか、コンデンサー又はその他の部品の不具合によ
るものか、原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、事故原因が不明であ
り、他に同種事故発生の情報はないこと
から、既販品に対する措置はとらなかっ
た。　なお、今後は部品の変更、製造工
程での検品の強化、販売前に完成品の
検品の強化を行うこととした。

消費者センター 2016/01/29 01 家庭用電気製品
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2015-2365 2016/01/06 加湿器（スチーム式）【湿潤器】 加湿器（スチーム式）【湿潤器】電熱器具 特定外 Ｋ２０００Ｂ
日本ゼネラル・アプ
ラィアンス（株）

5.製品破損
　ネット通販で購入した加湿器を使用中、蒸気吹き出し口
から発煙した。（事故発生地：東京都）

約1年
　加熱用のカーボン電極棒に水中成分が析出して電極間が狭まり、水位が下がり析出物が乾燥する直前にス
パークが生じたものと推定されるが、周囲の樹脂に溶融、焼損及び発煙した痕跡は認められないことから、原
因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年３
月１８日付けでホームページに告知を掲
載し、交換用のスチームユニットのお手
入れ方法について注意喚起を行ってい
る。

消費者センター 2016/01/28 01 家庭用電気製品

2015-2362 2015/11/27 電気毛布（敷毛布）【電気敷布】 電気毛布 電熱器具 特定外 5.製品破損
　電気毛布を使用中、コード付近から異音がし、異臭がし
た。（事故発生地：兵庫県）

不明
　コントローラーの差込みプラグ側コードプロテクター付近に繰り返し応力が加わったことから、芯線が断線し、
短絡・スパークが発生したものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

G1
　製造事業者は、被害者の不注意によ
る事故とみているため、措置はとらな
かった。

製造事業者 2016/01/27 01 家庭用電気製品

2015-2356 2016/01/10 電子消臭芳香器（プラグ式）【電気香炉】電気芳香拡散機 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　使用中の電子消臭芳香器付近から出火し、周辺を焼損し
た。（事故発生地：長野県）

不明
　事故品の電源プラグ刃に溶融痕が認められたことから、プラグ刃間で短絡・スパークが発生し、周辺の可燃
物に着火した可能性が考えられるが、事故品及び周辺の焼損が著しく、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

製造事業者 2016/01/27 01 家庭用電気製品

2015-2341 2015/12/11 水槽用ヒーター【観賞魚用ヒーター】水槽用ヒーター 電熱器具(特定) 特定 4.拡大被害
　使用中の水槽用ヒーター付近から出火し、周辺を焼損し
た。（事故発生地：大阪府）

約4年
　電源コードに溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕か特定できず、焼損が著しく、確認できない部品もあ
ることから、原因の特定はできなかった。 G1

　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。 消防機関 2016/01/25 01 家庭用電気製品

2015-2318 2016/01/11 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　エアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損した。（事故
発生地：千葉県）

不明
　室内機と室外機を接続する配線付近が焼損しているが、室外機付近に置いてあった金属製品により配線に
応力が加わり短絡したものか、外部からの延焼によるものか、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

製造事業者 2016/01/22 01 家庭用電気製品

2015-2312 2016/01/11 配線器具（マルチタップ）【マルチタップ】延長コード 配線器具(特定) 特定 ＫＪ０８－１７４２ コーナン商事（株） 5.製品破損
　マルチタップの電源プラグ付近が焦げた。（事故発生地：
奈良県）

不明
　プラグ刃可動部に接触不良が生じて異常発熱したものと推定されるが、構造上によるものか、カシメ不良に
よるものか、接触不良が生じた原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、２０１４（平成２６）年５
月１９日付けで電気用品安全法の遵守
事項の不備があったため、製品の自主
回収を行っている。

輸入事業者 2016/01/22 01 家庭用電気製品

2015-2308 2016/01/05 電気床暖房器【電熱シート】 電熱ボード 電熱器具 特定外 カームヒータＮＥＯ 秀朋（株） 5.製品破損
　電気床暖房器を使用中、異臭がし、床が焦げた。（事故
発生地：神奈川県）

約5年6月
　電熱シートの一部が異常発熱して床材が焼損し、発煙したものと推定されるが、異常発熱した原因の特定は
できなかった。

G3

　販売事業者（（株）ウッドワン）は、被害
者の誤った使用方法による事故とみて
いることから、２０１６（平成２８）年６月２
９日付けでホームページに告知を掲載
し、床面に密着する家具等で覆わないよ
う注意喚起を行っている。

販売事業者 2016/01/20 01 家庭用電気製品

2015-2305 2016/01/12 電気ストーブ（ハロゲンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外
ＢＪＨ８０１（ブランド：
（株）インターコンプ）

住友商事（株） 4.拡大被害
　ハロゲンヒーターを使用中、ヒーター管が破裂して破片が
飛散し、周辺を焼損した。（事故発生地：愛知県）

不明
　ヒーター製造時の不具合等により、通電中にガラス管に亀裂が入り、内部封入ガスの圧力によってガラス管
が破裂したものと推定されるが、原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者及び販売事業者は、２００
７（平成１９）年６月１４日及び同年１０月
１７日付け新聞及びホームページに社告
を掲載し、製品を引き取り、代金の返済
を実施している。

輸入事業者 2016/01/20 01 家庭用電気製品
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2015-2304 2016/01/05 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 ＲＡＳ－２２１９ＡＤ
東芝キヤリア（株）
（現　東芝ライフスタ
イル（株））

5.製品破損
　使用中のエアコン室外機から異音がし、発煙した。（事故
発生地：新潟県）

不明
　コンプレッサ駆動用ＩＣが異常発熱して制御基板の一部が焼損し、発煙したものと推定されるが、ＩＣの焼損が
著しいため、原因の特定はできなかった。

G3
　輸入事業者は、事故原因が不明であ
り、拡大被害に至っていないことから、措
置はとらなかった。

輸入事業者 2016/01/20 01 家庭用電気製品

2015-2279 2015/12/17 シュレッダー【文書細断機】 シュレッダー【文書細断機】電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　使用中のシュレッダーから異音がし、火が出た。（事故発
生地：広島県）

約3年
　本体側の電源コードプロテクター部に繰り返し応力が加わったことから、芯線が断線し、短絡・スパークが発
生したものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、措置はとらなかっ
た。

消費者センター 2016/01/18 01 家庭用電気製品

2015-2254 2015/12/30 電気ストーブ（オイルヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＥＳ－２４５０－Ｈ

（株）朝日コーポ
レーション（現
（株）シー・シー・
ピー）

5.製品破損
　オイルヒーターを使用中、操作パネル付近から火花が出
た。（事故発生地：京都府）

不明
　サーモスタットのファストン端子のカシメ部付近が異常発熱して内部配線が断線し、スパークが発生して絶縁
被覆が焼損したものと推定されるが、タイマーのファストン端子部も異常発熱しており、断線した原因の特定は
できなかった。

G3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年１
月からホームページに告知を掲載し、長
期使用している製品について、使用を中
止するよう注意喚起を行っている。　な
お、当該製品は１９９３（平成５）年に生
産を終了している。

輸入事業者 2016/01/14 01 家庭用電気製品

2015-2239 2015/12/00 パソコン用ディスプレイ（液晶）【テレビジョン受信機】テレビジョン受信機 電子応用機械器具 特定外 Ｗ２３０６Ｃ デル（株） 5.製品破損
　パソコン用ディスプレイをコンセントに接続したところ、異
音と異臭がした。（事故発生地：大阪府）

約9年
　ＩＣ基板上のリセット用ＩＣに発熱とみられる変色があることから、リセット用ＩＣの不具合が影響したものと推定
されるが、異臭がした原因の特定はできなかった。　なお、異音がした原因は、電源が遮断した際のスピー
カーから出たノイズ音と考えられる。

G3

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はなく、拡大被害に至っていないこ
とから、措置はとらなかった。　なお、当
該製品は既に生産を終了している。

消費者センター 2016/01/13 01 家庭用電気製品

2015-2204 2015/10/17 配線器具（延長コード）【その他の差込み接続器】延長コード 配線器具(特定) 特定 4.拡大被害
　延長コード付近から出火し、床を焼損した。（事故発生
地：兵庫県）

不明
　タップ内部の異極間でトラッキング現象が生じたものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因
の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者が不明であるため、措置
はとれなかった。

販売事業者 2016/01/08 01 家庭用電気製品

2015-2142 2015/11/03 配線器具（スイッチ付コンセント）【その他の差し込み接続器】配線器具（スイッチ） 配線器具(特定) 特定 ＫＪ０８－６５４４ コーナン商事（株） 5.製品破損
　使用中のスイッチ付コンセントから発煙し、プラグ刃周辺
が溶融した。（事故発生地：大阪府）

不明
　事故品の差込みプラグ刃と事故品を接続していたコンセントの刃受け金具との間で接触不良が生じて異常
発熱し、プラグ刃周辺の樹脂が焦げて発煙したものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、接触不
良が生じた原因の特定はできなかった。

G1

　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るが、２０１４（平成２６）年５月１９日付け
で電気用品安全法の遵守事項の不備が
あったため、製品の自主回収を行ってい
る。

輸入事業者 2015/12/25 01 家庭用電気製品

2015-2130 2015/07/17 電気オーブンレンジ【電子レンジ】 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 6.被害なし
　電気オーブンレンジのトースター機能を使用中、途中でレ
ンジ機能に切り替わり、庫内から発煙して食品が焦げた。
（事故発生地：東京都）

約3年6月
　庫内の食品がレンジ機能で過熱されて焦げたものと考えられるが、トースター機能からレンジ機能への切り
替わりが再現できないことから、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

消費者センター 2015/12/22 01 家庭用電気製品

2015-2128 2015/12/08 高圧洗浄機【電気ポンプ】 電気ポンプ 電動力応用機械器具（特定）特定 4.拡大被害
　高圧洗浄機付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発
生地：愛知県）

約10年
　モーター巻線、バイメタル及び端子等の確認できた部品に溶融痕等の出火の痕跡は認められなかったが、
焼損が著しく、確認できない部品もあることから、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2015/12/22 01 家庭用電気製品

2015-2118 2015/12/10 電子レンジ【電子レンジ】 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 6.被害なし
　電子レンジを使用中、機器背面から火花が出た。（事故
発生地：神奈川県）

約6年
　事故品は正常に動作し、内部部品に焼損やスパーク痕等は認められないことから、原因の特定はできな
かった。

G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

消費者センター 2015/12/21 01 家庭用電気製品

2015-2116 0000/00/00 照明器具（ダウンライト、ＬＥＤ）【エル・イー・ディー・電灯器具】エル・イー・ディー・電灯器具光源・光源応用機械器具特定外
ＬＺＤ－９０４３１ＹＷ（ブ
ランド：大光電機（株））

（株）コーワ 5.製品破損
　ダウンライトの樹脂製カバーが溶融していた。（事故発生
地：岡山県）

約3年10月
　ＬＥＤモジュールの発熱により、前面レンズ（ポリカーボネイト）が過熱されて熱溶融したものと推定されるが、
発熱した原因の特定はできなかった。 G3

　製造事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、措置はとらなかった。　な
お、当該製品は既に生産を終了してい

消防機関 2015/12/21 01 家庭用電気製品

2015-2072 2015/12/01 電子レンジ【電子レンジ】 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 3.軽傷
　電子レンジを使用後、庫内に手を入れたところ、手に火
傷を負った。（事故発生地：東京都）

約10月 　事故品に異常は認められず、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。 G1
　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/12/16 01 家庭用電気製品
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2015-2038 2015/11/30 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　使用中のエアコン室外機から火が出た。（事故発生地：長
崎県）

約12年
　制御基板上で絶縁性が低下したことから、短絡が生じて基板の一部が焼失したものと考えられるが、絶縁性
が低下した原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

製造事業者 2015/12/14 01 家庭用電気製品

2015-1968 2015/11/26 電気ストーブ（ハロゲンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　使用中のハロゲンヒーター付近から出火し、周辺を焼損
した。（事故発生地：愛知県）

約7年
　事故品の確認できた部品に溶融痕等の出火の痕跡は認められなかったが、確認できない部品もあることか
ら、原因の特定はできなかった。 G1

　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。 消防機関 2015/12/09 01 家庭用電気製品

2015-1949 2015/12/01 配線器具（延長コード）【コード】 延長コード 配線器具(特定) 特定 4.拡大被害
　延長コード付近から出火し、部屋を焼損した。（事故発生
地：岐阜県）

不明 　コードに溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕か特定できず、原因の特定はできなかった。 G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2015/12/08 01 家庭用電気製品

2015-1928 2015/10/27 照明器具（シーリングライト）【その他の放電灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外 ＫＯ－８６０１Ｓ コーナン商事（株） 5.製品破損
　使用中のシーリングライトから発火した。（事故発生地：大
阪府）

不明
　インバーター回路の電解コンデンサーのリードが断線し、スパークが生じたものと推定されるが、周辺のトラ
ンジスター（ＭＯＳＦＥＴ）は内部短絡し、抵抗等は異常発熱しており、リードが断線した原因の特定はできな
かった。

G3

　輸入事業者は、２０１４（平成２６）年５
月１９日付けで電気用品安全法の遵守
事項の不備があったため、製品の自主
回収を行っている。

輸入事業者 2015/12/04 01 家庭用電気製品

2015-1926 2015/11/19 洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】洗面化粧台（コンセント付、照明付）【その他の電気機械器具付家具】交流用電気機械器具 特定外 4.拡大被害 　洗面化粧台付近から出火した。（事故発生地：大阪府） 約33年
　内部配線が断線して短絡・スパークが生じ、付近の可燃性部品が焼損したものと考えられるが、付属の照明
用スイッチが交換されており、交換された経緯等が不明なため、断線した原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

製造事業者 2015/12/03 01 家庭用電気製品

2015-1924 2015/10/30 電気ストーブ（ハロゲンヒーター）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 ＫＫ２２－１４０Ｈ コーナン商事（株） 5.製品破損
　使用中のハロゲンヒーターから発煙した。（事故発生地：
奈良県）

不明
　ヒーター端子のカシメ接続部分で接触不良が生じて異常発熱し、スパークが発生して発煙したものと推定さ
れるが、接触不良が生じた原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、２００９（平成２１）年５
月８日付けの新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに店頭告知を行
い、製品を回収し、代替品への交換を実
施している。

輸入事業者 2015/12/02 01 家庭用電気製品

2015-1922 2015/10/20 電気こんろ（シーズヒーター式）【電気こんろ】電気こんろ 電熱器具 特定外 ＫＨＮ２２－７３４４ コーナン商事（株） 5.製品破損
　使用中の電気こんろから発火した。（事故発生地：神奈川
県）

不明
　煮汁の吹きこぼれ等がシーズヒーター管に繰り返し付着したことから、酸化・腐食が生じて内部のヒーター線
が断線し、スパークが発生したものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできな
かった。

G1

　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るが、２０１４（平成２６）年７月９日付けで
電気用品安全法の遵守事項の不備が
あったため、製品の自主回収を行ってい
る。

輸入事業者 2015/12/02 01 家庭用電気製品

2015-1904 2015/11/29 電気スタンド（蛍光灯、インバーター式）【電気スタンド】電気スタンド 光源・光源応用機械器具特定外 4.拡大被害
　電気スタンド付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発
生地：香川県）

約10年
　事故品本体及び回収した電源コードに焼損につながる痕跡は認められなかったが、電源コードの一部が未
回収であることから、原因の特定はできなかった。 G1

　輸入事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故とみているため、措置は
とらなかった。

消防機関 2015/12/01 01 家庭用電気製品

2015-1903 2015/11/21 配線器具（延長コード）【コード】 延長コード 配線器具(特定) 特定 1.死亡
　延長コード付近から出火し、住宅を全焼して、隣接する建
物の一部を焼損し、家人１人が死亡した。（事故発生地：愛
知県）

不明
　コードに溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕か特定できず、タップ部等の確認できない部品もあること
から、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2015/12/01 01 家庭用電気製品

2015-1902 2015/11/09 照明器具（蛍光灯）【家庭用つり下げ型蛍光灯器具】照明器具 光源・光源応用機械器具特定外
ＢＰ－２５６７（ブランド：
小泉産業（株）（現　コ
イズミ照明（株）））

（株）光電器製作所 5.製品破損
　使用中の照明器具から異臭がし、発煙した。（事故発生
地：京都府）

約26年
　電子スターター基板の一部で異常発熱し、焼損して発煙したものと推定されるが、基板の一部と基板上の電
子部品（サイリスタ－）が焼失していることから、異常発熱した原因の特定はできなかった。

G3

　製造事業者は、外郭が金属で覆われ
ており、拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらなかった。　なお、当該製
品は既に生産を終了している。

販売事業者 2015/12/01 01 家庭用電気製品

2015-1880 2015/10/25 電気床暖房器【電熱シート】 電熱ボード 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電気床暖房器を使用したところ、床が焦げた。（事故発生
地：埼玉県）

約9年
　電極接続（カシメ）部で接触不良によりスパークが発生し、焼損したものと考えられるが、施工業者の床仕上
げ材の接着剤塗布ミスによるものか、電極接続（カシメ）部の製造不良によるものか、原因の特定はできな
かった。　なお、製造事業者が２００７（平成１９）年６月に点検した際は、異常は確認されていなかった。

G1

　製造事業者は、施工業者の設置・施工
不良による事故とみているが、使用者に
ＤＭを送付し、床にたわみ等の異常が見
られた場合は、点検・修理を行っており、
今後も継続することとした。　なお、現在
はハトメの構造を変更している。

製造事業者 2015/11/27 01 家庭用電気製品

2015-1877 2015/08/29 浴室換気乾燥暖房機【電気乾燥機】電気乾燥機 電動力応用機械器具 特定外 ＴＹＫ８００ＧＵ１ ＴＯＴＯ（株） 5.製品破損
　浴室換気乾燥暖房機から火花が出た。（事故発生地：神
奈川県）

約8年3月
　３個のＰＴＣヒーターを並列に接続したヒーターユニットであり、ＰＴＣヒーターの共通の電極間で電位差が生じ
たことから、スパークが発生したものと推定されるが、電位差が生じた原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、措置はとらなかった。　な
お、当該製品は既に生産を終了してい
る。

消費者センター 2015/11/26 01 家庭用電気製品

2015-1860 2015/11/13 配線器具（延長コード）【その他の差込み接続器】延長コード 配線器具(特定) 特定 5.製品破損
　使用中のマルチタップから異臭がし、本体の一部が変色
した。（事故発生地：鹿児島県）

不明
　マルチタップ内部にあるバリスターが絶縁破壊を起こして焼損し、異臭がしたものと考えられるが、バリスター
の不具合によるものか、サージによるものか、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

消費者センター 2015/11/25 01 家庭用電気製品

2015-1859 2015/11/21 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　冷蔵庫付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発生地：
岐阜県）

約22年1月 　電源コードに溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕か特定できず、原因の特定はできなかった。 G1
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

消防機関 2015/11/25 01 家庭用電気製品

2015-1842 2015/11/14 スポットクーラー【電気冷風機】 電気冷風機 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　スポットクーラー付近から出火し、車庫を全焼した。（事故
発生地：大阪府）

約5年
　スポットクーラーの電源プラグ及び接続していた延長コードのタップ部分で絶縁性が低下したことから、短絡
が生じて出火したものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、絶縁性が低下した原因の特定はで
きなかった。

G1
　輸入事業者は、被害者の不注意によ
る事故とみているため、措置はとらな
かった。

消防機関 2015/11/19 01 家庭用電気製品

2015-1840 2015/11/06 電気こたつ【電気こたつ】 電気こたつ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　使用中の電気こたつ付近から出火し、共同住宅の一室を
焼損した。（事故発生地：岐阜県）

約2年
　電源コードの中間部に溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕か特定できず、原因の特定はできなかっ
た。

G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

消防機関 2015/11/19 01 家庭用電気製品

2015-1830 2015/11/11 ラジオ【ラジオ受信機】 ラジオ（ラジオ受信機） 電子応用機械器具 特定外 1.死亡
　ラジオ付近から出火して、周辺を焼損し、家人１人が死亡
した。（事故発生地：愛知県）

約2年
　電源コードに溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕か特定できず、本体も焼失しており、原因の特定はで
きなかった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

警察機関 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1752 2015/10/13 電磁調理器（卓上型）【電磁誘導加熱式調理器】電磁誘導加熱式調理器電熱器具 特定外 ＳＩＣ－１４００Ｋ コーナン商事（株） 4.拡大被害
　使用中の電磁調理器から発火した。（事故発生地：兵庫
県）

不明
　上部ケースにひび割れが生じたため、調理物などの液体が浸入して基板上に滴下し、基板パターンの異極
間に付着したことから、トラッキングが生じて発火したものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、
ひび割れが生じた原因の特定はできなかった。

G1

　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るが、２０１４（平成２６）年５月１９日付け
で電気用品安全法の遵守事項の不備が
あったため、製品の自主回収を行ってい
る。　また、消費者への注意喚起のた
め、再度２０１５（平成２７）年１１月２５日
付けでホームページに「ＩＨ調理器自主
回収のお知らせとお詫び」を掲載してい
る。

輸入事業者 2015/11/13 01 家庭用電気製品

2015-1750 2015/10/31 電気こんろ（ラジエントヒーター式）【電気こんろ】電気こんろ 電熱器具 特定外 ＩＢＩ－２２７ＲＥ－２Ｓ
（株）萬品電機製作
所（倒産）

4.拡大被害
　電気こんろ付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発生
地：岡山県）

不明
　ノイズによる誤動作で電源スイッチが入り、トッププレートに置かれた可燃物が過熱され、焼損した可能性が
考えられるが、耐ノイズ性試験で誤動作は発生せず、原因の特定はできなかった。　なお、当該品は、耐ノイズ
性が十分でなく、社告により基板が交換されている製品であった。

G3
　製造事業者が倒産しているため、措置
はとれなかった。

消防機関 2015/11/13 01 家庭用電気製品
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2015-1745 2015/08/18 電気オーブン【電気天火】 電気オーブントースター【電気天火】電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電気オーブンから出火し、横に置いてあった収納物（キッ
チンペーパー等）、近傍の壁面、天井、冷蔵庫及び照明の
カバーが延焼した。（事故発生地：茨城県）

約36年
　電源コードの本体接続部に応力が加わり、断線して異常発熱し、短絡して付近の可燃物が焼損したものと考
えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故とみているため、措置は
とらなかった。

製造事業者 2015/11/12 01 家庭用電気製品

2015-1730 2015/10/13 電気こんろ（ラジエントヒーター式）【電気こんろ】電気こんろ 電熱器具 特定外 ＩＢＩ－２２７ＲＥ－２Ｓ
（株）萬品電機製作
所（倒産）

4.拡大被害
　電気こんろから出火し、周辺を焼損した。（事故発生地：
愛知県）

約10年8月
　ノイズによる誤動作で電源スイッチが入り、トッププレートに置かれた可燃物が過熱され、焼損した可能性が
考えられるが、原因の特定はできなかった。　なお、当該品は、耐ノイズ性が十分でなく、社告により基板が交
換されている製品であった。

G3
　製造事業者が倒産しているため、措置
はとれなかった。

消防機関 2015/11/10 01 家庭用電気製品

2015-1687 2015/10/28 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】電動力応用機械器具 特定外
低温トリートメントドラ
イヤー　ＳＴＰ－２

（株）髪美人育成プ
ロジェクト

5.製品破損
　ネット通販で購入したヘアドライヤーの電源プラグが変形
していた。（事故発生地：石川県）

約2年
　電源プラグ内部のカシメ部で接触不良が生じたことから、異常発熱して電源プラグ樹脂が熱変形したものと
推定されるが、カシメ不良によるものか、電源プラグの選定ミスによるものか、接触不良が生じた原因の特定
はできなかった。

G3

　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るため、既販品に対する措置はとらな
かった。　なお、今後の製品について
は、電源プラグの定格を大きくすることと
した。

消費者センター 2015/10/29 01 家庭用電気製品

2015-1655 2015/10/14 電気温風機（蓄熱式）【電気温風機】電気温風機 電動力応用機械器具 特定外 ＥＴＳ－２００ＴＦＪ
日本スティーベル
（株）

5.製品破損
　電気温風機から異音がし、機器内部が焼損した。（事故
発生地：青森県）

約5年1月
　制御基板上にあるヒーター用リレーのタブ端子とファストン端子の間で接触不良が生じて異常発熱し、スパー
クが発生して周囲の樹脂が焼損したものと推定されるが、接触不良が生じた原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、事故原因が不明であ
り、他に同種事故発生の情報はないこと
から、措置はとらないが、今後の事故発
生状況を注視し、必要に応じて対応する
こととした。

輸入事業者 2015/10/27 01 家庭用電気製品

2015-1647 2015/07/00 ＡＣアダプター（ＵＳＢ接続用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 不明 不明 4.拡大被害
　ＡＣアダプターを使用中、本体の一部が溶融し、延長コー
ドとの接続部が焦げた。（事故発生地：埼玉県）

約5年
　一次側にあるヒューズ抵抗が異常発熱し、発煙及び外郭樹脂が溶融したものと推定されるが、異常発熱した
原因の特定はできなかった。 G3

　輸入事業者が不明であるため、措置
はとれなかった。 消費者センター 2015/10/27 01 家庭用電気製品

2015-1620 2015/10/00 電気スタンド（蛍光灯、インバーター式）【電気スタンド】電気スタンド 光源・光源応用機械器具特定外 5.製品破損
　電気スタンドの一部が溶融していた。（事故発生地：京都
府）

約3年
　蛍光ランプは正常に点灯し、各部の温度上昇、消費電力等の性能に異常は認められないことから、セード部
に布等を被せて使用したことにより、熱変形した可能性が考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原
因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故とみているため、措置は
とらなかった。

消費者センター 2015/10/20 01 家庭用電気製品

2015-1608 2015/09/15 エアコン室外機【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　エアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損した。（事故
発生地：大阪府）

不明
　送風ファンや外郭カバー等の樹脂部品から焼損したものと考えられるが、制御基板の一部が焼失しており、
原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

製造事業者 2015/10/16 01 家庭用電気製品

2015-1581 2015/10/02 アイロン（コードレス）【電気アイロン】アイロン 電熱器具 特定外 不明 不明 4.拡大被害
　アイロン付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発生
地：広島県）

約10年
　サーモスタットの接点の表面が著しく溶損しており、接点で接触不良が生じたことから、異常発熱して出火し
たものと推定されるが、接触不良が生じた原因の特定はできなかった。

G3
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2015/10/14 01 家庭用電気製品

2015-1576 2015/09/19 配線器具（延長コード）【コード】 延長コード 配線器具(特定) 特定 4.拡大被害
　延長コード付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発生
地：三重県）

約25年
　コードが一部断線しており、溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕か特定できず、原因の特定はできな
かった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2015/10/13 01 家庭用電気製品

2015-1480 2015/09/20 扇風機【扇風機】 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　扇風機付近から出火し、住宅２棟を全焼した。（事故発生
地：長崎県）

不明
　事故品の焼損が著しく、コンデンサーや接続端子等、確認できない部品もあることから、原因の特定はできな
かった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

警察機関 2015/09/29 01 家庭用電気製品

2015-1404 2015/09/03 掃除機（サイクロン式）【電気掃除機】掃除機 電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　工場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が
発生した。（事故発生地：大阪府）

約3年7月
　内部のモーター周辺の消音材、排気フィルターが焼損していたが、内部の電気部品に出火の痕跡はなく、事
故品は正常に作動することから、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

国の行政機関 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1398 2015/08/21 充電器（携帯型音楽プレーヤー用）【直流電源装置】充電器 交流用電気機械器具(特定)特定
ｉＰｏｄ　ｎａｎｏ用ケース
セット同梱充電ＡＣア
ダプター

トリニティ（株） 5.製品破損
　携帯電話機（スマートフォン）を充電中、異音がし、ＡＣア
ダプターの本体部分が変形した。（事故発生地：東京都）

約1年8月
　電源回路の一次側で異常発熱し、本体外郭が熱変形したものと推定されるが、一次側の電子部品やパター
ンの一部が焼失しており、異常発熱した原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、既販品に対する措
置はとらなかったが、販売店にある在庫
品の自主回収を行っている。　なお、後
継機種及びその他の製品については、
関連法規遵守や製造工場での検査体制
を推進する社内マニュアルを整備し、品
質管理を強化することとした。

消費者センター 2015/09/14 01 家庭用電気製品

2015-1259 2015/07/31 電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電気冷温水給湯器【電気湯沸器】【電気冷水機】電熱器具&電動力応用機械器具特定外 4.拡大被害
　ウォーターサーバーの温水タンクが破損し、お湯が漏れ
た。（事故発生地：北海道）

約2年1月
　温水タンクに接続された冷水パイプ及び温水パイプに亀裂が入り、微少な水漏れが発生したため、冷水パイ
プ及び温水パイプが腐食して破断に至り、冷水及び温水が漏れたものと推定されるが、亀裂が発生した原因
は特定できなかった。

G1

　輸入事業者は、輸送時の想定外の振
動により、パイプに亀裂が入った事故と
みているため、輸送中の揺れ防止対策
について検討している。

販売事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1216 2015/07/29 エアコン【電気冷房機】 エアコン 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　使用中のエアコンから出火し、周辺を焼損した。（事故発
生地：東京都）

不明
　電源コードを途中で切断し、別のプラグ付コードを手より接続したため、接触不良が生じて異常発熱し、発火
したものと考えられるが、接続した施工者が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

製造事業者 2015/09/04 01 家庭用電気製品

2015-1215 2015/08/20 照明器具（シーリングライト、ＬＥＤ）【エル・イー・ディー・電灯器具】エル・イー・ディー・電灯器具光源・光源応用機械器具特定外 ＥＴ－ＣＬＷ６５ＮＬ３ （株）ノジマ 5.製品破損
　照明器具が点灯しなくなり、外してみると一部が破損して
いた。（事故発生地：埼玉県）

約2年5月
　メイン基板の樹脂ケースが劣化して破損したものと推定されるが、電子部品の発熱によるものか、樹脂の材
質によるものか、原因の特定はできなかった。

G3
　輸入事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、措置はとらなかった。

消費者センター 2015/09/04 01 家庭用電気製品

2015-1137 2015/06/21 ＡＣアダプター（ＵＳＢ接続用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 4.拡大被害
　タブレット端末を充電中、ＡＣアダプター本体の一部が焦
げた。（事故発生地：東京都）

不明
　出力側のダイオードに過電流が流れて異常発熱し、外郭樹脂が焦げたもの考えられるが、詳細な使用状況
等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/08/26 01 家庭用電気製品

2015-1077 2015/08/03 扇風機【扇風機】 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 ＦＣ－２０２２
フカダック（株）（倒
産）

5.製品破損
　扇風機を使用中、羽根が破損した。（事故発生地：兵庫
県）

約8年

　当該製品は、前後ガード外周部をリングで覆い、当該リングの１箇所をビスで締め付けて固定する構造で
あった。当該ビス留め以外に落下防止用のフック等がない、ガードとの嵌合部となるリングの溝が浅い、金属
ビスの受け側が樹脂製であること等から、前ガードが落下して、羽根（ＡＳ樹脂製）と接触したと推定されるが、
詳細な原因の特定はできなかった。

G3
　輸入事業者が倒産しているため、措置
はとれなかった。

消費者センター 2015/08/24 01 家庭用電気製品

2015-1053 2015/08/00 掃除機（サイクロン式） 掃除機 電動力応用機械器具 特定外 ＤＣ１２　Ｐｌｕｓ　Ｅｎｔｒｙ ダイソン（株） 5.製品破損
　掃除機の電源プラグの一部が溶融した。（事故発生地：
東京都）

約8年
　電源プラグのプロテクター部分に使用中の負荷が加わり電源コードの芯線が断線し、スパークが生じたもの
と考えられるが、断線・スパークした原因が、設計によるものか製造工程によるものか、原因の特定はできな
かった。

G3

　輸入事業者は、２００９（平成２１）年１０
月１３日よりホームページに電源コード
の取り扱い方について告知を掲載して
注意喚起を行っている。

消費者センター 2015/08/21 01 家庭用電気製品

P-86



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-1052 2015/08/16 ＡＣアダプター（携帯電話用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 ＡＣ－ＸＰ０１ オズマ（株） 5.製品破損
　携帯電話用ＡＣアダプターから異臭がし、変形した。（事
故発生地：東京都）

約2年2月
　出力側の整流用ダイオードが故障したため、異常発熱して異臭がしたものと推定されるが、ダイオードが故
障した原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はなく、拡大被害に至っていないこ
とから、措置はとらなかった。　なお、当
該製品は既に生産を終了している。　ＮＩ
ＴＥは、引き続き同様の事故発生状況に
注視し、必要に応じて対応することとし
た。

消費者センター 2015/08/21 01 家庭用電気製品

2015-1042 2015/07/31 電気ジャー炊飯器【電気がま】 電気ジャー炊飯器 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　ガスこんろ上に置き使用していた電気ジャー炊飯器付近
から出火し、周辺を焼損した。（事故発生地：東京都）

不明
　炊飯器の底板付近が焼損していたが、内部から出火したものか、外部から過熱されたものか、詳細な使用状
況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

製造事業者 2015/08/19 01 家庭用電気製品

2015-1039 2015/07/26 扇風機【扇風機】 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　扇風機を使用中、羽根が破損した。（事故発生地：東京
都）

約15年
　事故品羽根（ＡＳ樹脂製）は、３枚のうち１枚が根元で破断していた。起点付近の破面が鏡面を呈していたこ
とから、ソルベントクラックが発生し、破損に至った可能性が考えられるが、付着した溶剤等については、特定
はできなかった。

G1

　輸入事業者は、使用者の不注意によ
る事故とみているため、措置はとらな
かった。　なお、当該製品は生産を終了
している。

消費者センター 2015/08/19 01 家庭用電気製品

2015-1012 2015/00/00 電気ストーブ（遠赤外線式）【電気ストーブ】電気ストーブ 電熱器具 特定外 5.製品破損
　電気ストーブの下部が溶融していた。（事故発生地：兵庫
県）

約2年7月
　ヒーター部の外郭樹脂の一部が過熱されて溶融したものと考えられるが、正常に動作して異常発熱は認めら
れず、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/08/14 01 家庭用電気製品

2015-0960 2015/04/24 電気スタンド（蛍光灯）【電気スタンド】電気スタンド 光源・光源応用機械器具特定外 4.拡大被害
　電気スタンドを使用中、電源コードから発火し、じゅうたん
が焦げた。（事故発生地：神奈川県）

約4年
　電源プラグ側のコードプロテクター付近で芯線が断線し、短絡・スパークが生じたものと考えられるが、原因
の特定はできなかった。

G1

　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。
ＮＩＴＥは、引き続き同様の事故発生状況
に注視し、必要に応じて対応することと
した。

消費者センター 2015/08/07 01 家庭用電気製品

2015-0920 2015/07/29 扇風機【扇風機】 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 1.死亡
　使用中の扇風機付近から出火して、住宅を全焼し、家人
１人が死亡した。（事故発生地：岐阜県）

約2年
　電源コード及び台座内の基板等の確認できた電気部品に溶融痕等の出火の痕跡は認められなかったが、
モーターや運転コンデンサー等が確認できず、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

警察機関 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0909 2015/06/21 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 4.拡大被害
　使用中のタブレット端末用ＡＣアダプターが溶融し、ふと
んの一部が焦げた。（事故発生地：東京都）

約1月
　出力側の整流用ダイオード付近の外郭樹脂が熱溶融しているが、事故品は正常に動作し、詳細な使用状況
等が不明のため、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

消費者センター 2015/08/03 01 家庭用電気製品

2015-0908 2012/02/19 ＡＣアダプター（ノートパソコン用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 5.製品破損
　ノートパソコン用ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近から発煙
した。（事故発生地：東京都）

不明
　事故品の出力プラグ付近のＤＣケーブルに応力が加わり、断線して短絡・スパークが発生し、発煙したものと
考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/08/03 01 家庭用電気製品

2015-0893 2015/07/19 電気オーブンレンジ【電子レンジ】 電子レンジ 電子応用機械器具 特定外 ＡＲＥ－２ 吉井電気（株） 5.製品破損
　電気オーブンレンジから異音と異臭がし、機器内部から
火が出た。（事故発生地：大阪府）

約8年
　本体外郭に焼損は認められず、ドアスイッチ（上側）周辺及びマグネトロン用リレー周辺が著しく焼損している
ことから、どちらか一方の部品周辺から発火したものと推定されるが、部品の不具合によるものか、部品との
配線接続部の不具合によるものか、焼損した原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、事故原因が不明であ
り、他に同種事故発生の情報はないこと
から、措置はとらなかった。　なお、当該
製品は既に販売を終了している。　ＮＩＴ
Ｅは、引き続き同様の事故発生状況に
注視し、必要に応じて対応することとし
た。

消費者センター 2015/07/30 01 家庭用電気製品

2015-0859 2015/07/18 配線器具（延長コード）【マルチタップ】延長コード 配線器具(特定) 特定 4.拡大被害
　使用中のマルチタップが溶融し、カーペットの一部を焼損
した。（事故発生地：奈良県）

不明
　タップ内部の異極間で絶縁性が低下したことから、短絡・スパークが発生し、外郭樹脂やカーペットの一部が
焼損したものと考えられるが、短絡箇所は焼失しており、絶縁性が低下した原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者が不明であるため、措置
はとれなかった。

消防機関 2015/07/27 01 家庭用電気製品

2015-0785 2015/07/07 電気ポット【電気湯沸器】 電気湯沸器 電熱器具 特定外 5.製品破損
　使用中の電気ポットから異臭がし、発煙した。（事故発生
地：岡山県）

約3年
　ヒーターが連続運転状態となり蒸気量が増加し、発煙に見えたものと考えられるが、事故品は事業者が既に
廃棄しており、入手できないことから、調査できなかった。

G2
　輸入事業者は、温度ヒューズが溶断
し、拡大被害に至る可能性は低いことか
ら、措置はとらなかった。

医療機関 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0680 2015/06/18 掃除機（サイクロン式）【電気掃除機】掃除機 電動力応用機械器具 特定外 ＭＣ－ＳＲ１０Ｊ パナソニック（株） 5.製品破損
　ネット通販で購入した掃除機を使用中、異臭がし、発煙し
た。（事故発生地：千葉県）

約2年
　モーターの整流子とカーボンブラシ間で異常スパークが発生し、発煙したものと推定されるが、カーボンブラ
シは破損が著しく、原因の特定はできなかった。

G3

　製造事業者は、他に同種事故発生の
情報はなく、拡大被害に至っていないこ
とから、既販品に対する措置はとらな
かった。　なお、当該製品は既に生産を
終了している。

消費者センター 2015/07/03 01 家庭用電気製品

2015-0626 2015/04/10 ＡＣアダプター（携帯電話用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 4.拡大被害
　携帯電話機（スマートフォン）を充電中、異臭がし、ＡＣア
ダプターとの接続部が溶融した。（事故発生地：福岡県）

約4月
　事故品のプラグと携帯電話機の端子の接続部で短絡して異常発熱し、溶融したものと考えれるが、プラグ先
端部の一部が確認できず、詳細な使用状況等も不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

消費者センター 2015/06/26 01 家庭用電気製品

2015-0577 2015/05/31 ヘアアイロン【電気髪ごて】 ヘアアイロン【電気髪ごて】電熱器具 特定外 4.拡大被害
　ヘアアイロン付近から出火し、部屋を焼損した。（事故発
生地：大阪府）

約1年
　事故品本体に発火の痕跡は認められらなかったが、焼損が著しく、本体側の電源コードプロテクター付近は
未回収であることから、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者が不明であるため、措置
はとれなかった。

消防機関 2015/06/19 01 家庭用電気製品

2015-0576 2015/06/11 扇風機【扇風機】 扇風機 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　扇風機付近から出火し、倉庫を全焼した。（事故発生地：
愛知県）

約30年
　モーター配線用の端子及びスイッチとモーター間の配線に溶融痕が認められたが、焼損が著しく、確認でき
ない部品があることから、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2015/06/18 01 家庭用電気製品

2015-0528 2015/01/10 ホットプレート【電気ホットプレート】 電気ホットプレート 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　使用中のホットプレートから異臭がし、スイッチ部分から
火が出て、周辺を焼損した。（事故発生地：大阪府）

約1年
　サーモスタットは正常に作動し、温度ヒューズは溶断しており、電気部品には焼損につながる痕跡は認めら
れなかったが、スイッチ部品の一部が未回収であることから、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

消費者センター 2015/06/12 01 家庭用電気製品

2015-0522 2015/05/18 洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】洗面化粧台（コンセント付、照明付）【その他の電気機械器具付家具】交流用電気機械器具 特定外 4.拡大被害
　洗面化粧台から異臭がし、本体と壁の一部とが焦げた。
（事故発生地：群馬県）

1回
　事故品の背面が焼損していたが、電気部品及び内部配線に発火の痕跡は認められないことから、原因の特
定はできなかった。

G1
　製造事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

製造事業者 2015/06/11 01 家庭用電気製品

2015-0485 2015/04/21 ＡＣアダプター（ノートパソコン用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定 5.製品破損
　ノートパソコンとＡＣアダプターの接続部から発煙し、機器
の一部が破損した。（事故発生地：東京都）

約2年4月
　事故品の出力プラグ付近のＤＣケーブルに応力が加わり、断線して短絡・スパークが発生し、発煙したものと
考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

消費者センター 2015/06/08 01 家庭用電気製品

2015-0482 2015/05/13 電気カーペット【電気カーペット】 電気カーペット 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電気カーペットの電源プラグから発火し、壁の一部が焦
げた。（事故発生地：愛知県）

不明
　電源プラグ内部でコードが半断線してスパークが発生し、異常発熱によりプラグ樹脂が焼損したものと考えら
れるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/06/08 01 家庭用電気製品
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年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業
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事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-0476 2015/05/27 電気ストーブ【電気ストーブ】 電気ストーブ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電気ストーブ付近から出火し、住宅の一部を焼損した。
（事故発生地：大阪府）

不明
　内部配線に溶融痕が認められたが、焼損が著しく、確認できない部品があることから、原因の特定はできな
かった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2015/06/04 01 家庭用電気製品

2015-0458 2015/05/00 蛍光ランプ（電球型、スパイラル形）【蛍光ランプ】蛍光ランプ 光源・光源応用機械器具特定外
ＥＦＳ１３ＥＬ　１３Ｗ　Ｅ
２６

ミヤショウプロダク
ツ（株）（現　コモラ
イフ（株）に吸収合
併）

5.製品破損
　蛍光ランプの根元付近の樹脂ケースが焦げた。（事故発
生地：不明）

不明
　蛍光管の付け根が異常発熱し、ソケット部（ポリブチレンテレフタレート製）が発煙、熱損傷したものと推定さ
れるが、異常発熱した原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、事故原因が不明であ
り、フィラメントが溶断して通電が停止
し、拡大被害に至っていないことから、
今後の事故状況を注視し、必要に応じて
対応することとした。　なお、当該品は２
００６（平成１８）年５月に販売を終了して
いる。

輸入事業者 2015/06/02 01 家庭用電気製品

2015-0302 2014/06/00 食器棚【コンセント付家具】 コンセント付家具 交流用電気機械器具 特定外 5.製品破損
　食器棚のコンセントに電気やかんの電源プラグを接続し
ていたところ、コンセントの一部が溶融していた。（事故発
生地：兵庫県）

約5年
　食器棚のコンセントの刃受けと電気やかんの電源プラグ刃との間で接触不良が生じ、異常発熱して熱変形し
たものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、接触不良が生じた原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消費者センター 2015/05/21 01 家庭用電気製品

2015-0284 2015/03/31 暖房便座【電気便座】 電気便座 電熱器具(特定) 特定 3.軽傷
　暖房便座を使用していたところ、低温火傷を負った。（事
故発生地：石川県）

約15年9月 　便座の表面温度に異常は認められず、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。 G1
　製造事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

製造事業者 2015/05/18 01 家庭用電気製品

2015-0207 2015/03/23 カラーテレビ（液晶） テレビ 電子応用機械器具 特定外 1.死亡
　液晶テレビ付近から出火して、周辺を焼損し、家人１人が
死亡した。（事故発生地：奈良県）

約2年
　電装部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特
定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

消防機関 2015/05/08 01 家庭用電気製品

2015-0202 2015/04/26 電気送風機 送風機 電動力応用機械器具 特定外 3.軽傷
　使用中の電気送風機から異音がして破損し、飛散した破
片で足に軽傷を負った。（事故発生地：鹿児島県）

約5年
　回転中のファン（樹脂製）が破損して外郭樹脂まで破損したものと考えられるが、異物を吸い込んだのか、
ファンに不具合があったものか、破損したファンの一部が未回収であり、原因の特定はできなかった。

G1

　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。　なお、２０
１２（平成２４）年３月から、ファンの材質
と形状を変更している。

消費者センター 2015/05/07 01 家庭用電気製品

2015-0201 2015/04/24 配線器具（コードリール）【コードリール】配線器具（コードリール）配線器具(特定) 特定 5.製品破損
　電気カーペットとコードリールの接続部が溶融した。（事故
発生地：岐阜県）

不明
　コードリールの刃受けと電気カーペットの電源プラグ刃との間で接触不良が生じて異常発熱し、接続部が溶
融したものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、接触不良が生じた原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

消費者センター 2015/05/07 01 家庭用電気製品

2015-0121 2015/04/17 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 冷蔵庫【電気冷蔵庫】 電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損 　冷蔵庫から異臭がした。（事故発生地：岐阜県） 約10年
　コンプレッサーがロックしていることから、オーバーロードリレーが作動を繰り返してリレー接点部で異常発熱
し、リレーの樹脂製カバーが溶けて異臭がしたものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、コンプ
レッサーがロックした原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

消防機関 2015/04/20 01 家庭用電気製品

2015-0094 2015/03/23 電気ストーブ【電気ストーブ】 電気ストーブ 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　電気ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発
生地：大阪府）

不明
　事故品の近くにあった可燃物に着火し、焼損したものと考えられるが、焼損が著しく、電源スイッチの状態が
確認できないことから、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

消防機関 2015/04/16 01 家庭用電気製品

2015-0093 2015/04/07 ミニマット（電気マット）【電気座布団】電気マット【電気座布団】電熱器具 特定外
ＫＤＭ－４５７３Ｄ（ブラ
ンド：小泉成器（株））

住江織物（株） 4.拡大被害
　使用中の電気マットと置いていたいすの座面が焦げた。
（事故発生地：東京都）

約8年
　サーモスタットの配線接続部で断線したことから、スパークが生じて焼損したものと推定されるが、断線した
原因の特定はできなかった。

G3

　ブランド事業者は、事故原因が不明で
あり、他に同種事故発生の情報はない
ことから、措置はとらなかった。　なお、
当該製品は既に生産を終了している。
ＮＩＴＥは、引き続き同様の事故発生状況
に注視し、必要に応じて対応することと
した。

消費者センター 2015/04/16 01 家庭用電気製品

2015-0088 2015/03/24 電気カーペット【電気カーペット】 電気カーペット 電熱器具 特定外
ＨＵ－３０４（ブランド：
（株）山善）

ワタナベ工業（株） 4.拡大被害
　通信販売で購入した電気カーペットを使用中、コントロー
ラー裏側と敷きカーペットが焦げた。（事故発生地：愛媛県）

約3年5月
　コントローラー基板上のリレー接点間に接続しているチップコンデンサーが絶縁性低下による異常発熱を生
じ、コントローラー裏面樹脂が焼損して敷物が焦げたものと推定されるが、絶縁性が低下した原因は、選定ミス
によるものか、はんだ付け不良によるものか、温度上昇によるものか特定はできなかった。

G3

　製造事業者及びブランド事業者は、２０
１５（平成２７）年５月１４日付けホーム
ページ及び新聞に社告を掲載するととも
に、使用者にＤＭを送付し、無償点検・
修理を行っている。

製造事業者 2015/04/15 01 家庭用電気製品

2015-0052 2015/03/27 ＡＣアダプター（タブレット端末用）【直流電源装置】ＡＣアダプター 交流用電気機械器具(特定)特定

ＴＨＸ－１２０２００ＫＤＪ
（ＡＤ９７０ＪＴ用）（ブラ
ンド：（株）ジャストシス
テム）

（株）マウスコン
ピューター

4.拡大被害
　使用中のタブレット端末用ＡＣアダプターから発煙し、マ
ルチタップの一部が溶融した。（事故発生地：京都府）

約1年3月
　トランジスター（ＭＯＳＦＥＴ）が異常発熱して内部短絡したことから、他の電子部品が過負荷状態となり、異常
発熱して基板や外郭ケースの一部が焼損し、接続していたマルチタップの一部が溶けたものと推定されるが、
トランジスター（ＭＯＳＦＥＴ）が異常発熱した原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、既販品に対する措
置はとらなかった。　なお、今後の製品
については製造時の通電試験方法を見
直し、検査を強化することとした。

消防機関 2015/04/09 01 家庭用電気製品

2015-0037 2015/03/24 電気洗濯機（二槽式）【電気洗濯機】洗濯機 電動力応用機械器具 特定外 4.拡大被害
　電気洗濯機付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発
生地：宮崎県）

約5年
　電源コードに溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕か特定できず、確認できない部品もあることから、原
因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2015/04/06 01 家庭用電気製品

2015-0034 2015/03/22 電気ジャー炊飯器（ＩＨ式）【電気がま】電気ジャー炊飯器 電熱器具 特定外 ＲＣ－１０ＺＥ
東芝ホームテクノ
（株）

5.製品破損
　電気ジャー炊飯器の電源プラグをコンセントに差し込んだ
ところ、火花が出て、プラグ刃が溶融した。（事故発生地：
滋賀県）

約2年10月
　電源基板のスイッチング素子（ＩＧＢＴ）が短絡故障した状態であったため、電源プラグ刃とコンセントの刃受け
との間でスパークが発生したものと推定されるが、スイッチング素子（ＩＧＢＴ）が短絡故障した原因の特定はで
きなかった。

G3
　輸入事業者は、事故原因が不明であ
り、拡大被害に至っていないことから、措
置はとらなかった。

消防機関 2015/04/06 01 家庭用電気製品

2015-0028 2015/03/12 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】 ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】電動力応用機械器具 特定外 5.製品破損
　ヘアドライヤーを使用中、電源プラグ根元付近から火花
が出た。（事故発生地：神奈川県）

約2年
　電源プラグ側のコードプロテクター付近で芯線が断線し、短絡・スパークが生じたものと考えられるが、原因
の特定はできなかった。

G1

　輸入事業者は、被害者の不注意によ
る事故とみているため、既販品に対する
措置はとらなかった。　なお、当該製品
は既に販売を終了しており、２０１３（平
成２５）年１１月以降に製造した後継機種
は電源プラグを変更し、２０１５（平成２
７）年７月以降に製造する後継機種は電
源コードを変更することとした。

消費者センター 2015/04/03 01 家庭用電気製品

2015-0022 2015/03/03 投げ込み式ヒーター【投込み湯沸器】投げ込み湯沸器 電熱器具 特定外 4.拡大被害
　投げ込みヒーター付近から出火し、倉庫を全焼した。（事
故発生地：奈良県）

不明
　ヒーターエレメント及び電源コード等に出火の痕跡は認められないことから、空焚きにより付近の可燃物が過
熱されて出火したものと考えられるが、一部の部品が未回収であることから、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2015/04/02 01 家庭用電気製品
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45 ⇒１３５８で全件表示

年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500841 2016/03/03 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＣＦ－Ｓ１０ＥＹＰＤＲ パナソニック（株） 11.火災
　病院で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
（事故発生地：沖縄県）

　調査の結果、当該製品のバッテリーセルの封口部に製造上の不具合によって生じた導電性異物が付着し、
充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を起こして過熱し、火災に至っ
たものと推定される。

--

　パナソニック（株）は、平成２６年５月２８
日にホームページに情報を掲載するとと
もに、同月２９日に新聞社告を行い、対
象バッテリーパック（特定の期間に製造
した電池セルを使用したもの）について
無償で製品交換を実施している。 また、
当該リコールの対象外であったバッテ
リーパックにおいても発煙・発火に至る
おそれがあるため、対象範囲を拡大す
ることとし、平成２６年１１月１３日にホー
ムページに情報を掲載するとともに、同
月１４日及び平成２７年２月２３日に新聞
社告を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2754)
2016/03/11 01 家庭用電気製品

A201500835 2016/03/02 リチウム電池内蔵充電器 リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 ＤＸ－ＣＢ０６ （株）ＴＯＨＯ 11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：鹿児島県）

　当該製品の電池セルが内部短絡したため、出火したものと推定されるが、焼損が著しく事故原因の特定に
至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2751)
2016/03/10 01 家庭用電気製品

A201500706 2016/01/18 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＦＭＶＮＰ５ＹＥ 富士通（株） 11.火災
　事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。（事故発生地：群馬県）

　事故原因は、当該製品のバッテリーセルの封口部に製造上の不具合によって生じた導電性異物が付着し、
充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を起こして過熱し、焼損に至っ
たものと推定される。

--

　同社は、当該製品を含む対象製品に
ついて、対象製品のバッテリーパックの
製造上の不具合により、バッテリーセル
が異常発熱し、出火に至った可能性が
高いことから、事故の再発防止を図るた
め、２０１５年８月２７日にウェブサイトへ
情報掲載を行い、対象製品について無
償で製品交換を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2382)
2016/01/27 01 家庭用電気製品

A201500649 2016/01/01 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＦＭＶＳ５４ＥＲ 富士通（株） 11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：東京都）

　事故原因は、当該製品のバッテリーセルの封口部に製造上の不具合によって生じた導電性異物が付着し、
充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を起こして過熱し、焼損に至っ
たものと推定される。

--

　富士通（株）では、当該製品を含む対
象製品について、対象製品のバッテリー
パックの製造上の不具合により、バッテ
リーセルが異常発熱し、出火に至った可
能性が高いことから、事故の再発防止を
図るため、２０１５年８月２７日にウェブサ
イトへ情報掲載を行い、対象製品につい
て無償で製品交換を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2273)
2016/01/12 01 家庭用電気製品

A201500645 2015/09/30 リチウム電池内蔵充電器 リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 29155 （株）丸辰 11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：東京都）

　当該製品内部の詳細な確認ができなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2249)
2016/01/08 01 家庭用電気製品

A201500640 2015/12/26 リチウム電池内蔵充電器（スマートフォン用）リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外
ＬＡ－２６００Ｋ（（株）セ
ブン-イレブン・ジャパ
ンブランド）

（株）トップランド
（（株）セブン‐イレブ
ン・ジャパンブラン
ド）

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：福岡県）

　調査の結果、当該製品の内蔵リチウム電池の不具合により、内部短絡を生じて出火したものと推定される。 --

　（株）トップランド及び（株）セブン‐イレ
ブン・ジャパンは、当該製品を含む対象
製品について、平成２６年７月８日から
ホームページに情報掲載を行うととも
に、同日に新聞社告を掲載し、製品回
収・返金を実施している。さらに、（株）セ
ブン‐イレブン・ジャパンでは、店舗での
店頭告知を行い、製品回収・返金を行っ
ていることを周知している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2245)
2016/01/07 01 家庭用電気製品

A201500606 2015/11/28 リチウム電池内蔵充電器 リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 ＥＴ－ＬＩＳ９－ＹＧ （株）アベル 11.火災
　かばんの中に当該製品を入れていたところ、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発生地：神奈川
県）

　当該製品内部から出火したものと考えられるが、電池セル、基板など内部部品の焼損が著しく、事故原因の
特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2174)
2015/12/25 01 家庭用電気製品

A201500592 2015/12/09 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＣＦ－Ｎ１０ＣＹＡＤＲ パナソニック（株） 11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品のバッテリーセルの封口部に製造上の不具合によって生じた導電性異物が付着し、
充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を起こして過熱し、火災に至っ
たものと推定される。

--

　パナソニック（株）は、平成２６年５月２８
日にホームページに情報を掲載するとと
もに、同月２９日に新聞社告を行い、対
象バッテリーパック（特定の期間に製造
した電池セルを使用したもの）について
無償で製品交換を実施している。 また、
当該リコールの対象外であったバッテ
リーパックにおいても発煙・発火に至る
おそれがあるため、対象範囲を拡大す
ることとし、平成２６年１１月１３日にホー
ムページに情報を掲載するとともに、同
月１４日及び平成２７年２月２３日に新聞
社告を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2149)
2015/12/21 01 家庭用電気製品

A201500564 2015/11/16 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＣＦ－Ｊ１０ＦＥＬＤＰ パナソニック（株） 11.火災
　大学で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。（事故発生地：京都府）

　当該製品のバッテリーパックに使われているバッテリーセルの製造時の不具合によって負極板に異物が付
着したため、使用時の充放電の繰り返しで電極体内圧が上昇した際異物でセパレーターが破損し、内部短絡
が起こり出火に至ったものと推定される。

--

　パナソニック（株）は、平成２８年１月２８
日にホームページに情報を掲載するとと
もに、同月２９日に新聞社告を行い、対
象バッテリーパック（特定の期間に製造
した電池セルを使用したもの）について
無償で製品交換を実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2057)
2015/12/10 01 家庭用電気製品

A201500510 2015/11/08 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＣＦ－Ｓ１０ＦＥＦＤＰ パナソニック（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品のバッテリーセルの封口部に製造上の不具合によって生じた導電性異物が付着し、
充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を起こして過熱し、火災に至っ
たものと推定される。

--

　パナソニック株式会社は、平成２６年５
月２８日にホームページに情報を掲載す
るとともに、同月２９日に新聞社告を行
い、対象バッテリーパック（特定の期間に
製造した電池セルを使用したもの）につ
いて無償で製品交換を実施している。
また、当該リコールの対象外であった
バッテリーパックにおいても発煙・発火に
至るおそれがあるため、対象範囲を拡
大することとし、平成２６年１１月１３日に
ホームページに情報を掲載するととも
に、同月１４日及び平成２７年２月２３日
に新聞社告を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1849)
2015/11/18 01 家庭用電気製品

P-90



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500477 2015/10/17 携帯型音楽プレーヤー 携帯型音楽プレーヤー(BATT)リチウムイオン蓄電池 対象外
ｉＰｏｄ　ｎａｎｏ　ＭＡ００
４Ｊ／Ａ

（有）アップルジャパ
ンホールディングス
（現　Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａ
ｎ（同））

11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：兵庫県）

　当該製品はバッテリーセル内部に製造上の不具合があったため、充放電の繰り返しによってセル内部の絶
縁性が低下し、バッテリーが内部短絡を起こし過熱に至ったものと推定される。

--

　Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ（同）は、平成２３年１１
月１２日、当該製品の使用の中止及び
製品交換を行う旨をホームページで公
表するとともに、平成２３年１１月１４日及
び平成２５年３月１５日、登録ユーザーに
同内容を周知する電子メールを送付して
いる。さらに、平成２５年１０月２３日以
降、同社のソフトウェア（ｉＴｕｎｅｓ）を使用
し、対象機種をパソコンに接続した使用
者に対して無償で製品交換を行っている
旨周知している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1734)
2015/11/05 01 家庭用電気製品

A201500465 2015/10/20 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＣＦ－ＳＸ１ＨＥＭＤＰ パナソニック（株） 11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：東京都）

　当該製品のバッテリーパックの電池セルで内部短絡が生じ、発火したものと考えられるが、内部短絡が発生
した原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1694)
2015/10/28 01 家庭用電気製品

A201500450 2015/10/16 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外
ｄｙｎａｂｏｏｋ　Ｒ７３１／
３６Ｂ

（株）東芝（現　東芝
クライアントソリュー
ション（株））

11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：熊本県）

　当該製品は、バッテリーパック内部の電池セルに異物の混入が認められたことから、内部短絡が生じ、出火
に至ったものと推定される。

--

　（株）東芝（現　東芝クライアントソ
リューション（株））は、事故の再発防止
を図るため、平成２８年１月２８日、同社
ホームページで公表を行うとともに、平
成２８年１月２９日に新聞社告を行い、対
象バッテリーパックについて無償で交換

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1658)
2015/10/22 01 家庭用電気製品

A201500443 2015/10/10 リチウム電池内蔵充電器（スマートフォン用）リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外
ＬＡ－２６００Ｋ（（株）セ
ブン-イレブン・ジャパ
ンブランド）

（株）トップランド
（（株）セブン‐イレブ
ン・ジャパンブラン
ド）

11.火災
　当該製品に携帯電話機（スマートフォン）を接続して充電
中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故
発生地：北海道）

　調査の結果、当該製品の内蔵リチウム電池の不具合により、内部短絡を生じて出火したものと推定される。 --

　株式会社トップランド及び株式会社セ
ブン-イレブン・ジャパンは、当該製品を
含む対象製品について、平成２６年７月
８日からホームページに情報掲載を行う
とともに、同日に新聞社告を掲載し、製
品回収・返金を実施している。さらに、株
式会社セブン-イレブン・ジャパンでは、
店舗での店頭告知を行い、製品回収・返
金を行っていることを周知している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1626)
2015/10/15 01 家庭用電気製品

A201500414 2015/09/14 リチウム電池内蔵充電器 リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 ２２Ｌｅｐ４９３ 長信ジャパン（株） 11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：福岡県）

　当該製品の電池セルが内部短絡により出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しいため、内部
短絡した原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1523)
2015/09/28 01 家庭用電気製品

A201500409 2015/08/27 リチウム電池内蔵充電器 リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 ＪＳＡ００１Ｂ ベロフジャパン（株） 11.火災
　店舗で当該製品を充電中、当該製品を焼損し、周辺を汚
損する火災が発生した。（事故発生地：長崎県）

　調査の結果、○当該製品はジャンプスターター（自動車のバッテリーあがり時の始動）機能を有したモバイル
バッテリーであり、工場内のツールボックス内で充電していたところ出火した。○当該製品内部の電池セルの
焼損が著しく内部の電池セルは炭化していた。○焼損が著しく、電池セル内の異物の混入等の異常の有無に
ついて特定できなかった。○車両のバッテリーへ接続するケーブルのクリップにショート痕が認められたことか
ら、極性（プラス・マイナス）を間違えて接続した可能性が考えられるが、焼損が著しいため特定できなかった。
●当該製品内部の電池セルが発熱、発火したものと推定されるが、焼損が著しく、詳細な使用状況が不明の
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1485)
2015/09/25 01 家庭用電気製品

A201500387 2015/08/29 リチウム電池内蔵充電器 リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 ＢＴＹＤＡ１６
（株）ベステックグ
ループ

11.火災
　店舗で当該製品を車のバッテリーに接続していたところ、
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発生
地：神奈川県）

　当該製品は、本体側にバッテリー充電用保護機能がなく、付属品のブースターケーブルに保護回路を内蔵し
た製品であったが、ケーブル接続用コネクターは当該製品以外のケーブルが接続可能なコネクター形状であっ
たため、付属品とは異なる保護機能のないブースターケーブルを誤って接続して充電、放置していたことによ
り、当該製品本体のリチウム電池が過放電状態となって異常発熱し、火災に至ったものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1403)
2015/09/11 01 家庭用電気製品

A201500378 2015/08/30 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外
ｄｙｎａｂｏｏｋ　Ｂ４５２／
２２ＦＢ

（株）東芝 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：埼玉県）

　当該製品は、バッテリーセル製造時の不具合によって生じた金属異物がセル内に混入し、充放電等を繰り返
すうちに、内部短絡して異常発熱し焼損したものと推定される。

--

　製造事業者である東芝クライアントソ
リューション（株）では、再発防止策とし
て、２０１６年１月２８日付けでホームペー
ジに社告を掲載し、無償でバッテリー
パックの交換を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1391)
2015/09/07 01 家庭用電気製品

A201500335 2015/08/07 リチウム電池内蔵充電器 リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 ＶＩＰＯＷ　Ａ６ 堀江商事（株） 11.火災
　当該製品を充電したところ、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。（事故発生地：岐阜県）

　当該製品は、自動車のエンジン始動に繰り返し使用したことで、リチウムポリマー電池が過放電となって、内
部で急激な化学反応によるガスが発生し、リチウムポリマー電池が膨らんで電極板が変形したため、充電時に
電極間で短絡が生じて出火に至ったものと推定されるが、当該製品の焼損が著しく、事故原因の特定には至
らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1106)
2015/08/21 01 家庭用電気製品

A201500227 2015/06/26 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＣＦ－Ｓ９ＪＹＦ１ＤＣ パナソニック（株） 11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生し、１名が軽傷を負った。（事故発生地：秋田県）

　調査の結果、当該製品のバッテリーパックに使用している電池セルが内部短絡したため、異常発熱して出火
したものと推定されるが、焼損が著しく、電池セルが内部短絡した原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0749)
2015/07/07 01 家庭用電気製品

A201500209 2015/06/13 リチウム電池内蔵充電器（スマートフォン用）リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 ＧＨ－ＢＴＳ２２００
（株）グリーンハウ
ス

11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：兵庫県）

　当該製品はバッテリーセルの内部短絡により、異常発熱して出火に至ったものと推定されるが、焼損が著し
いため、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0686)
2015/06/30 01 家庭用電気製品

A201500186 2015/06/13 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＣＦ－Ｓ１０ＥＹＰＤＲ パナソニック（株） 11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：大阪府）

　調査の結果、当該製品のバッテリーパックに使用している電池セルの製造上の不具合により、電池セルの封
口部に導電性異物が付着したため、充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁性が失われ、電池セルが内部短
絡して異常発熱し、出火に至ったものと推定される。

--

　パナソニック株式会社は、平成２６年５
月２８日にホームページに情報を掲載す
るとともに、同月２９日に新聞社告を行
い、対象バッテリーパック（特定の期間に
製造した電池セルを使用したもの）につ
いて無償で製品交換を実施している。
また、当該リコールの対象外であった
バッテリーパックにおいても発煙・発火に
至るおそれがあるため、対象範囲を拡
大することとし、平成２６年１１月１３日に
ホームページに情報を掲載するととも
に、同月１４日及び平成２７年２月２３日
に新聞社告を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0608)
2015/06/19 01 家庭用電気製品

A201500185 2015/06/15 リチウム電池内蔵充電器（スマートフォン用）リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外
ＬＡ－２６００Ｋ（株式会
社セブン-イレブン・
ジャパンブランド）

（株）トップランド
（（株）セブン‐イレブ
ン・ジャパンブラン
ド）

11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：神奈川県）

　調査の結果、当該製品の内蔵リチウム電池の不具合により、内部短絡を生じて出火したものと推定される。 --

　株式会社トップランド及び株式会社セ
ブン-イレブン・ジャパンは、当該製品を
含む対象製品について、平成２６年７月
８日からホームページに情報掲載を行う
とともに、同日に新聞社告を掲載し、製
品回収・返金を実施している。さらに、株
式会社セブン-イレブン・ジャパンでは、
店舗での店頭告知を行い、製品回収・返
金を行っていることを周知している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0607)
2015/06/18 01 家庭用電気製品

P-91



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500110 2015/05/07 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＣＦ－Ｓ１０ＤＥＭＤＰ パナソニック（株） 11.火災
　事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品のバッテリーパックに使用している電池セルの製造上の不具合により、電池セルの封
口部に導電性異物が付着したため、充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁性が失われ、電池セルが内部短
絡して異常発熱し、出火に至ったものと推定される。

--

　パナソニック株式会社は、平成２６年５
月２８日にホームページに情報を掲載す
るとともに、同月２９日に新聞社告を行
い、対象バッテリーパック（特定の期間に
製造した電池セルを使用したもの）につ
いて無償で製品交換を実施している。ま
た、当該リコールの対象外であったバッ
テリーパックにおいても発煙・発火に至
るおそれがあるため、対象範囲を拡大
することとし、平成２６年１１月１３日に
ホームページに情報を掲載するととも
に、同月１４日及び平成２７年２月２３日
に新聞社告を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0292)
2015/05/15 01 家庭用電気製品

A201500109 2015/05/05 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＣＦ－Ｓ１０ＣＷＨＤＳ パナソニック（株） 11.火災
　事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、３
名が軽傷を負った。（事故発生地：広島県）

　調査の結果、当該製品のバッテリーパックに使用している電池セルの製造上の不具合により、電池セルの封
口部に導電性異物が付着したため、充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁性が失われ、電池セルが内部短
絡して異常発熱し、出火に至ったものと推定される。

--

　パナソニック株式会社は、平成２６年５
月２８日にホームページに情報を掲載す
るとともに、同月２９日に新聞社告を行
い、対象バッテリーパック（特定の期間に
製造した電池セルを使用したもの）につ
いて無償で製品交換を実施している。ま
た、当該リコールの対象外であったバッ
テリーパックにおいても発煙・発火に至
るおそれがあるため、対象範囲を拡大
することとし、平成２６年１１月１３日に
ホームページに情報を掲載するととも
に、同月１４日及び平成２７年２月２３日
に新聞社告を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0291)
2015/05/15 01 家庭用電気製品

A201500105 2015/05/09 リチウム電池内蔵充電器（スマートフォン用）リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外
ＬＡ－２６００Ｋ（（株）セ
ブン-イレブン・ジャパ
ンブランド）

（株）トップランド
（（株）セブン‐イレブ
ン・ジャパンブラン
ド）

11.火災
　当該製品を充電中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生した。（事故発生地：広島県）

　調査の結果、当該製品の内蔵リチウム電池の不具合により、内部短絡を生じて出火したものと推定される。 --

　株式会社トップランド及び株式会社セ
ブン-イレブン・ジャパンは、当該製品を
含む対象製品について、平成２６年７月
８日からホームページに情報掲載を行う
とともに、同日に新聞社告を掲載し、製
品回収・返金を実施している。さらに、株
式会社セブン-イレブン・ジャパンでは、
店舗での店頭告知を行い、製品回収・返
金を行っていることを周知している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0289)
2015/05/14 01 家庭用電気製品

A201500093 2015/04/23 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＣＦ－Ｓ１０ＣＹＢＤＲ パナソニック（株） 11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：神奈川県）

　調査の結果、当該製品のバッテリーパックに使用している電池セルの製造上の不具合により、電池セルの封
口部に導電性異物が付着したため、充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁性が失われ、電池セルが内部短
絡して異常発熱し、出火に至ったものと推定される。

--

　パナソニック株式会社は、平成２６年５
月２８日にホームページに情報を掲載す
るとともに、同月２９日に新聞社告を行
い、対象バッテリーパック（特定の期間に
製造した電池セルを使用したもの）につ
いて無償で製品交換を実施している。ま
た、当該リコールの対象外であったバッ
テリーパックにおいても発煙・発火に至
るおそれがあるため、対象範囲を拡大
することとし、平成２６年１１月１３日に
ホームページに情報を掲載するととも
に、同月１４日及び平成２７年２月２３日
に新聞社告を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0227)
2015/05/08 01 家庭用電気製品

A201500081 2015/04/04 リチウム電池内蔵充電器（モバイル機器用）リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 Ｇ－Ｂ２０１Ｗ （株）ＷＯＲＬＤＡＲＸ 11.火災
　当該製品を充電中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生した。（事故発生地：神奈川県）

　調査の結果、当該製品のリチウムイオン電池が内部短絡したため焼損したものと推定されるが、焼損が著し
く、リチウムイオン電池が内部短絡した原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0211)
2015/04/30 01 家庭用電気製品

A201500058 2015/04/15 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＣＦ－Ｓ１０ＣＹＱＤＲ パナソニック（株） 11.火災
　当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品のバッテリーセルの封口部に製造上の不具合によって生じた導電性異物が付着し、
充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を起こして過熱し、火災に至っ
たものと推定される。

--

　パナソニック株式会社は、平成２６年５
月２８日にホームページに情報を掲載す
るとともに、同月２９日に新聞社告を行
い、対象バッテリーパック（特定の期間に
製造した電池セルを使用したもの）につ
いて無償で製品交換を実施している。ま
た、当該リコールの対象外であったバッ
テリーパックにおいても発煙・発火に至
るおそれがあるため、対象範囲を拡大
することとし、平成２６年１１月１３日に
ホームページに情報を掲載するととも
に、同月１４日及び平成２７年２月２３日
に新聞社告を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0162)
2015/04/21 01 家庭用電気製品

A201500034 2015/01/13 リチウム電池内蔵充電器（モバイル機器用）リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 ＣＨＥ－０４６
ティ・アール・エイ
（株）

11.火災
　当該製品を焼損する火災が発生した。（事故発生地：群
馬県）

　当該製品のバッテリーセルが内部短絡したため、異常発熱して出火したものと推定されるが、焼損が著しい
ことから、バッテリーセルが内部短絡した原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0110)
2015/04/14 01 家庭用電気製品

2015-2792 2016/03/00 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外
ＭａｃＢｏｏｋ　Ａｉｒ　Ａ１３
７０

Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ
（同）

5.製品破損
　ノートパソコンのバッテリーが膨張し、本体が破損した。
（事故発生地：東京都）

約5年
　セル（リチウムポリマー）の内部でガスが発生し、バッテリーが膨張したものと推定されるが、ガスが発生した
原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、経年劣化によりセル内
部でガスが発生したもので、拡大被害に
至っていないことから、措置はとらなかっ
た。

消費者センター 2016/03/22 01 家庭用電気製品

2015-2775 2015/00/00 充電器（リチウムイオンバッテリー、ＵＳＢ接続用）リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 5.製品破損
　充電器を使用して自動車のエンジンをかけたところ、充電
器から異音がして、外郭樹脂が破損した。（事故発生地：愛
知県）

不明
　放電により、一時的にセルが膨張して外郭樹脂の接続部が破損したものと考えられるが、電気部品に異常
発熱の痕跡は認められず、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2016/03/18 01 家庭用電気製品
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2015-2760 2015/10/21 充電器（リチウムイオンバッテリー、ＵＳＢ接続用）リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 ＳＷ－ＭＢ０６ （株）オール 4.拡大被害
　携帯電話機（スマートフォン）を充電中、充電器から発煙
し、衣服が焦げた。（事故発生地：神奈川県）

約1年 　内部のセルが異常発熱して発煙したものと推定されるが、異常発熱した原因の特定はできなかった。 G3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年４
月１日付けでホームページに社告を掲
載し、使用を中止するよう注意喚起を行
い、無償で製品を回収して代替品への
交換を行っている。

輸入事業者 2016/03/16 01 家庭用電気製品

2015-2185 2015/10/09 携帯電話機 携帯電話機 リチウムイオン蓄電池 対象外 ＧＬ０７Ｓ 華為技術日本（株） 4.拡大被害
　携帯電話機（スマートフォン）を鞄に入れていたところ、発
熱、発煙し、鞄の中を焼損した。（事故発生地：京都府）

約1年10月
　内蔵バッテリーに凹みがあり、周囲の樹脂部品に傷があることから、外部から応力が加わったため、内部短
絡が生じて異常発熱し、焼損したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「分解しない。無理な力や強い
衝撃を与えない。発熱・発火の原因となる。」旨、記載されている。

E2

　輸入事業者は、被害者の不注意とみら
れる事故であるため、措置はとらなかっ
た。　なお、一部の製品について、内蔵
バッテリーの固定に不具合があり、内部
短絡が生じて焼損する事故が発生して
いることから、輸入事業者は、２０１６（平
成２８）年３月１日付けでホームページに
社告を掲載するとともに、ダイレクトメー
ル等で使用者に連絡し、対象製品の無

輸入事業者 2016/01/06 01 家庭用電気製品

2015-1828 2015/10/04 充電器（リチウムポリマーバッテリー、ＵＳＢ接続用）リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外
ＭＧ００１（販売：（株）
アンビエンテック）

（株）エーオーアイ・
ジャパン

5.製品破損
　充電中のバッテリーから火が出た。（事故発生地：大阪
府）

不明
　内蔵バッテリーのセルが異常発熱したため、出火したものと推定されるが、焼損が著しく、原因の特定はでき
なかった。

G3
　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月２０日付けで販売事業者のホーム
ページに社告を掲載し、製品の回収を

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1827 2015/06/12 充電器（リチウムポリマーバッテリー、ＵＳＢ接続用）リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外
ＭＧ００１（販売：（株）
アンビエンテック）

（株）エーオーアイ・
ジャパン

5.製品破損 　バッテリーが破裂し、火が出た。（事故発生地：東京都） 不明
　内蔵バッテリーのセルが異常発熱したため、出火したものと推定されるが、焼損が著しく、原因の特定はでき
なかった。

G3
　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年１１
月２０日付けで販売事業者のホーム
ページに社告を掲載し、製品の回収を

輸入事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1764 2015/10/14 タブレット端末 タブレット端末 リチウムイオン蓄電池 対象外
ｔａｐｍｅ＋（ブランド：
（株）メガハウス）

（株）コヴィア 5.製品破損
　タブレット端末のバッテリーが膨張し、本体が変形した。
（事故発生地：石川県）

約1年3月
　セル（リチウムポリマー）の内部でガスが発生し、バッテリーパックが膨張したものと推定されるが、ガスが発
生した原因の特定はできなかった。

G3

　ブランド事業者は、２０１４（平成２６）年
１１月１４日付けでホームページに社告
を掲載し、バッテリーパックが膨らむ場合
がある旨、注意喚起を行い、通常保証
期間の６か月を１年間に拡大して当該製
品の無償交換を行っている。

消費者センター 2015/11/16 01 家庭用電気製品

2015-1616 2015/10/05 充電器（リチウムイオンバッテリー、ＵＳＢ接続用）リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 不明 不明 4.拡大被害
　ネット通販で購入した充電器から異音がして発火し、周辺
を焼損した。（事故発生地：千葉県）

約1年5月
　内蔵バッテリー（リチウムイオン）が内部短絡して異常発熱し、焼損したものと推定されるが、内部短絡した原
因の特定はできなかった。

G3
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消費者センター 2015/10/19 01 家庭用電気製品

2015-1471 2015/09/17 充電器（リチウムイオンバッテリー、ＵＳＢ接続用）リチウム電池内蔵充電器リチウムイオン蓄電池 対象外 5.製品破損
　充電中の充電器が焦げて溶融した。（事故発生地：徳島
県）

約2月
　基板上で異常発熱し、焼損したものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできな
かった。

G1
　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

輸入事業者 2015/09/28 01 家庭用電気製品

2015-1455 2015/09/07 携帯型音楽プレーヤー 携帯型音楽プレーヤー(BATT)リチウムイオン蓄電池 対象外 ｉＡＵＤＩＯ９
（株）コウォンジャパ
ン

4.拡大被害
　ネット通販で購入した携帯型音楽プレーヤーを充電中、
破裂音がして発煙し、周辺を焼損した。（事故発生地：茨城
県）

約5年9月
　内蔵バッテリー（リチウムポリマー）が内部短絡して異常発熱し、焼損したものと推定されるが、内部短絡した
原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、措置はとらない
が、今後の事故発生状況を注視し、必
要に応じて対応することとした。　なお、
当該製品は既に販売を終了している。

消費者センター 2015/09/25 01 家庭用電気製品

2015-1054 2015/07/26 携帯電話機 携帯電話機 リチウムイオン蓄電池 対象外 3.軽傷
　携帯電話機（スマートフォン）から異音がして、発煙し、車
のドアの一部が焦げ、手に火傷を負った。（事故発生地：埼
玉県）

不明
　バッテリー（リチウムイオン）内部で短絡が生じ、異常発熱して焼損したものと考えられるが、詳細な使用状況
等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1

　製造事業者は、被害者の不注意によ
る事故とみているため、措置はとらな
かった。　ＮＩＴＥは、引き続き同様の事故
発生状況に注視し、必要に応じて対応
することとした。

製造事業者 2015/08/21 01 家庭用電気製品

2015-0682 2015/05/27 携帯型音楽プレーヤー 携帯型音楽プレーヤー(BATT)リチウムイオン蓄電池 対象外
ｉＰｏｄ　ｎａｎｏ　ＭＡ１０
７Ｊ／Ａ

（有）アップルジャパ
ンホールディングス
（現　Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａ
ｎ（同））

4.拡大被害
　携帯型音楽プレーヤーを充電中、異音がし発火した。（事
故発生地：千葉県）

不明
　バッテリー（リチウムイオン）内部で短絡が生じ、異常発熱して焼損したものと推定されるが、内部短絡が生じ
た原因の特定はできなかった。

G3

　輸入事業者は、２０１１（平成２３）年１１
月１２日、当該製品の使用の中止及び
製品交換を行う旨をホームページで公
表するとともに、同年１１月１４日及び２０
１３（平成２５）年３月１５日、登録ユー
ザーに同内容を周知する電子メールを
送付している。さらに、２０１３（平成２５）
年１０月２３日以降、同社のソフトウェア
（ｉＴｕｎｅｓ）を使用し、対象機種をパソコン
に接続した使用者に対して無償で製品
交換を行っている旨周知している。

輸入事業者 2015/07/03 01 家庭用電気製品

2015-0566 2015/06/07 携帯電話機 携帯電話機 リチウムイオン蓄電池 対象外 4.拡大被害
　充電中の携帯電話機から発煙、発火し、じゅうたんが焦
げた。（事故発生地：千葉県）

約10月
　バッテリー（リチウムイオン）内部で短絡が生じ、異常発熱して焼損したものと考えられるが、セル表面の一部
に凹みがあり、外部から応力が加わった可能性もあるため、内部短絡が生じた原因の特定はできなかった。

G1

　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらないが、今
後の事故発生状況を注視し、必要に応
じて対応することとした。

消費者センター 2015/06/17 01 家庭用電気製品

2015-0526 2015/05/03 携帯電話機 携帯電話機 リチウムイオン蓄電池 対象外 3.軽傷

　携帯電話機（スマートフォン）をズボンのポケットに入れて
いたところ、階段で転倒し、携帯電話機が発熱・発煙して、
ズボンが焦げ、臀部に火傷を負った。（事故発生地：東京
都）

不明
　本体が折れ曲がり、折れ曲がった位置で電池パック（リチウムイオン）が焼損していることから、転倒した際、
電池パックに過度な外力が加わり内部短絡が生じて異常発熱し、発煙したものと推定される。

E2
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

製造事業者 2015/06/11 01 家庭用電気製品

2015-0296 2015/04/18 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) リチウムイオン蓄電池 対象外 ＣＦ－Ｓ１０ＣＷＨＤＳ パナソニック（株） 4.拡大被害
　ノートパソコンから火が出て、周辺が焦げた。（事故発生
地：千葉県）

不明
　バッテリーパックに使用している電池セルの製造上の不具合により、電池セルの封口部に導電性異物が付
着したため、充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁性が失われ、電池セルが内部短絡して異常発熱し、出火
したものと推定される。

A2

　製造事業者は、２０１４（平成２６）年５
月２８日にプレスリリースを行うとともに
ホームページに情報を掲載し、さらに同
月２９日に新聞社告を行い、対象バッテ
リーパック（特定の期間に製造した電池
セルを使用したもの）について無償で製
品交換を実施している。

製造事業者 2015/05/20 01 家庭用電気製品
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374 ⇒１３５８で全件表示

年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500320 2015/08/08 デスクトップパソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＰＣ－ＶＮ７７０ＴＧ１Ｙ
Ｗ

ＮＥＣパーソナルプ
ロダクツ（株）（現
ＮＥＣパーソナルコ
ンピュータ（株））

11.火災
　当該製品の電源を入れたところ、当該製品の内部部品を
焼損する火災が発生した。（事故発生地：大阪府）

　当該製品のメイン基板上のチップコンデンサーが異常発熱したことにより出火に至ったものと推定されるが、
異常発熱と周辺の焼損部との因果関係が不明であること、当該製品が中古品のため使用経緯が不明である
こと、当該製品を入手できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1058)
2015/08/18 01 家庭用電気製品

2015-2848 2016/03/21 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約2年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/03/30 01 家庭用電気製品

2015-2847 2016/03/22 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福井県） 約2年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/03/30 01 家庭用電気製品

2015-2810 2016/03/13 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１１０Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/03/23 01 家庭用電気製品

2015-2809 2016/03/16 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約2年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/03/23 01 家庭用電気製品

2015-2808 2016/03/11 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：富山県） 約2年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/03/23 01 家庭用電気製品

2015-2763 2016/03/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約2年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/03/16 01 家庭用電気製品

2015-2762 2016/03/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約2年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/03/16 01 家庭用電気製品

2015-2761 2016/03/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約2年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/03/16 01 家庭用電気製品

2015-2712 2016/02/28 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約2年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/03/09 01 家庭用電気製品
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2015-2711 2016/02/29 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：鹿児島県） 約2年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/03/09 01 家庭用電気製品

2015-2658 2016/02/22 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：静岡県） 約2年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/03/01 01 家庭用電気製品

2015-2626 2016/02/04 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：群馬県） 約2年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/02/25 01 家庭用電気製品

2015-2625 2016/02/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/02/25 01 家庭用電気製品

2015-2624 2016/02/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約2年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/02/25 01 家庭用電気製品

2015-2455 2016/01/27 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約2年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/02/09 01 家庭用電気製品

2015-2454 2016/01/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約2年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/02/09 01 家庭用電気製品

2015-2398 2016/01/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岩手県） 約2年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/02/02 01 家庭用電気製品

P-96



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2397 2016/01/27 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/02/02 01 家庭用電気製品

2015-2396 2016/01/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山形県） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/02/02 01 家庭用電気製品

2015-2359 2016/01/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：北海道） 約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/01/27 01 家庭用電気製品

2015-2301 2016/01/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：新潟県） 約2年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/01/20 01 家庭用電気製品

2015-2244 2015/12/11 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/01/13 01 家庭用電気製品

2015-2243 2016/01/04 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約2年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/01/13 01 家庭用電気製品

2015-2192 2015/11/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 4.拡大被害
　パソコンの電源プラグ付近から出火し、周辺を焼損した。
（事故発生地：岐阜県）

不明
　サービスコンセント付き電源プラグ内で短絡が生じて焼損したものと考えられるが、使用中にコードに過度な
応力が加わり芯線が断線してスパークが生じたものか、電源プラグ内部に導電性異物が入り込んだものか、
詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2016/01/06 01 家庭用電気製品

2015-2156 2015/12/14 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/01/04 01 家庭用電気製品

2015-2155 2015/12/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/01/04 01 家庭用電気製品

2015-2154 2015/12/12 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約2年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2016/01/04 01 家庭用電気製品

2015-2070 2015/11/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/12/16 01 家庭用電気製品

P-97



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-1967 2015/11/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山形県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/12/09 01 家庭用電気製品

2015-1966 2015/11/28 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：長野県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/12/09 01 家庭用電気製品

2015-1965 2015/11/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/12/09 01 家庭用電気製品

2015-1918 2015/11/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山形県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/12/02 01 家庭用電気製品

2015-1917 2015/11/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/12/02 01 家庭用電気製品

2015-1916 2015/11/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：茨城県） 約2年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/12/02 01 家庭用電気製品

2015-1915 2015/11/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福島県） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/12/02 01 家庭用電気製品

2015-1874 2015/11/16 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：茨城県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/11/26 01 家庭用電気製品

2015-1873 2015/11/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山形県） 約2年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/11/26 01 家庭用電気製品

2015-1872 2015/11/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：茨城県） 約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/11/26 01 家庭用電気製品

2015-1871 2015/11/09 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約2年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/11/26 01 家庭用電気製品

2015-1835 2015/11/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1834 2015/11/06 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：滋賀県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1833 2015/11/06 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：熊本県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1832 2015/10/20 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：三重県） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品

2015-1831 2015/10/29 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/11/18 01 家庭用電気製品
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2015-1704 2015/10/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山形県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/11/04 01 家庭用電気製品

2015-1703 2015/10/18 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：群馬県） 約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/11/04 01 家庭用電気製品

2015-1702 2015/10/14 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/11/04 01 家庭用電気製品

2015-1676 2015/10/18 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/28 01 家庭用電気製品

2015-1675 2015/10/18 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/28 01 家庭用電気製品

2015-1674 2015/10/12 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/28 01 家庭用電気製品

2015-1673 2015/10/14 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/28 01 家庭用電気製品

2015-1672 2015/10/13 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/28 01 家庭用電気製品

2015-1671 2015/10/09 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山口県） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/28 01 家庭用電気製品

2015-1670 2015/08/04 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/28 01 家庭用電気製品

2015-1669 2015/07/27 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/28 01 家庭用電気製品

2015-1623 2015/09/28 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：北海道） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/20 01 家庭用電気製品

2015-1604 2015/08/31 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岩手県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/15 01 家庭用電気製品

2015-1603 2015/10/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：茨城県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/15 01 家庭用電気製品

2015-1602 2015/10/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/15 01 家庭用電気製品

2015-1601 2015/10/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/15 01 家庭用電気製品

2015-1600 2015/09/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：新潟県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/15 01 家庭用電気製品

P-99
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2015-1599 2015/08/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：秋田県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/15 01 家庭用電気製品

2015-1598 2015/10/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：茨城県） 約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/15 01 家庭用電気製品

2015-1597 2015/09/24 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/15 01 家庭用電気製品

2015-1596 2015/09/29 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/15 01 家庭用電気製品

2015-1595 2015/09/28 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：宮城県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/15 01 家庭用電気製品

2015-1594 2015/09/27 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/15 01 家庭用電気製品

2015-1593 2015/08/06 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：秋田県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/15 01 家庭用電気製品

2015-1550 2015/09/27 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山形県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

2015-1549 2015/09/24 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛媛県） 約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

2015-1548 2015/09/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：群馬県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

2015-1547 2015/09/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛媛県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

2015-1546 2015/09/18 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：兵庫県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

2015-1545 2015/09/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：島根県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

2015-1544 2015/09/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：兵庫県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

2015-1543 2015/09/09 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

2015-1542 2015/09/11 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

2015-1541 2015/09/14 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山梨県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

2015-1540 2015/09/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

2015-1539 2015/09/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

2015-1538 2015/09/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

P-100
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2015-1537 2015/09/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/07 01 家庭用電気製品

2015-1517 2015/09/11 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：北海道） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1516 2015/09/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1515 2015/09/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：京都府） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1514 2015/09/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1513 2015/09/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：長野県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1512 2015/06/22 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1511 2015/09/06 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：兵庫県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1510 2015/09/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1509 2015/09/06 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岡山県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1508 2015/09/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：栃木県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1507 2015/09/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1506 2015/09/12 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1505 2015/09/09 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1504 2015/09/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1503 2015/09/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1502 2015/09/09 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1501 2015/09/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1500 2015/09/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山形県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/10/01 01 家庭用電気製品

2015-1477 2014/10/29 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＫＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：埼玉県）

約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/09/29 01 家庭用電気製品

P-101
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2015-1476 2014/06/18 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンの電源を入れたところ、機器背面から発煙した。
（事故発生地：埼玉県）

約1年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/09/29 01 家庭用電気製品

2015-1433 2015/09/04 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1432 2015/09/04 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1431 2015/09/06 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1430 2015/09/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山形県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1429 2015/09/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1428 2015/08/31 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1427 2015/09/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：京都府） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1426 2015/08/26 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：京都府） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1425 2015/09/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：兵庫県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1424 2015/09/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1423 2015/09/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1422 2015/08/31 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大分県） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1421 2015/09/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1420 2015/09/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：新潟県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1419 2015/09/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1418 2015/09/04 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：秋田県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1417 2015/09/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1416 2015/09/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1415 2015/09/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

P-102



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-1414 2015/09/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1413 2015/09/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：富山県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1412 2015/08/11 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：秋田県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1411 2015/08/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：青森県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1410 2015/07/27 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山口県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/16 01 家庭用電気製品

2015-1278 2015/08/27 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1277 2015/08/28 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1276 2015/08/28 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：富山県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1275 2015/08/27 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：鹿児島県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1274 2015/08/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1273 2015/08/22 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1272 2015/08/20 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1271 2015/08/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1270 2015/00/00 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1269 2015/08/28 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1268 2015/08/24 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1267 2015/08/24 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1266 2015/08/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：茨城県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1265 2015/08/24 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山口県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1264 2015/07/06 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/09 01 家庭用電気製品

P-103
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2015-1209 2015/08/21 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１１０Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約1年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1208 2015/08/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1207 2015/08/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山形県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1206 2015/08/16 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1205 2015/08/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：宮崎県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1204 2015/08/21 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1203 2015/08/16 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：京都府） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1202 2015/08/20 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1201 2015/08/14 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1200 2015/08/24 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1199 2015/08/13 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1198 2015/08/22 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：静岡県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1197 2015/08/17 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1196 2015/08/22 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岩手県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1195 2015/08/17 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1194 2015/08/17 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岐阜県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1193 2015/08/17 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：高知県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/09/02 01 家庭用電気製品

2015-1165 2015/06/28 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：東京都）

約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1164 2015/06/26 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：奈良県）

約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

P-104



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-1163 2015/06/16 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－１ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンの電源を入れたところ、機器背面から発煙した。
（事故発生地：愛知県）

約3年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1162 2015/06/16 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＫＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：埼玉県）

約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1161 2015/04/21 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：大阪府）

約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1160 2015/04/20 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：東京都）

約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1159 2015/04/14 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＫＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：広島県）

約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1157 2015/03/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：千葉県）

約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1156 2014/11/22 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：石川県）

約1年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1155 2014/09/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：千葉県）

約1年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1154 2014/08/26 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：東京都）

約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1153 2014/08/26 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：石川県）

約1年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1152 2014/08/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－２Ｗ
Ｊ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：大阪府）

約1年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1151 2014/08/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンの電源を入れたところ、機器背面から発煙した。
（事故発生地：北海道）

約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1150 2014/08/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－２Ｗ
Ｊ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：岐阜県）

約2年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

P-105



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-1149 2014/06/14 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：長崎県）

約1年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

輸入事業者 2015/08/28 01 家庭用電気製品

2015-1103 2015/08/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：群馬県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1102 2015/08/17 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山形県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1101 2015/08/13 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1100 2015/08/12 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：茨城県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1099 2015/08/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：長野県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1098 2015/08/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1097 2015/08/14 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：兵庫県） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1096 2015/08/14 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1095 2015/08/14 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：京都府） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1094 2015/08/12 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1093 2015/08/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1092 2015/07/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山口県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1091 2015/08/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：三重県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1090 2015/08/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1089 2015/07/27 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1088 2015/08/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1087 2015/08/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1086 2015/07/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：三重県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1085 2015/07/28 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品
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2015-1084 2015/08/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1083 2015/08/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：鹿児島県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/25 01 家庭用電気製品

2015-1001 2015/07/31 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岡山県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-1000 2015/07/29 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0999 2015/08/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0998 2015/07/29 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岩手県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0997 2015/07/31 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：広島県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0996 2015/07/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：栃木県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0995 2015/07/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0994 2015/07/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：兵庫県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0993 2015/07/29 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：広島県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0992 2015/07/27 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0991 2015/07/27 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0990 2015/07/31 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0989 2015/07/26 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0988 2015/07/31 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：静岡県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0987 2015/08/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：熊本県） 約2年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0986 2015/08/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岡山県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0985 2015/07/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岐阜県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0984 2015/07/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：新潟県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品
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2015-0983 2015/07/27 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岐阜県） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0982 2015/07/23 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：鹿児島県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0981 2015/06/29 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：京都府） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/11 01 家庭用電気製品

2015-0975 2015/07/11 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：東京都）

約1年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

消費者センター 2015/08/10 01 家庭用電気製品

2015-0974 2015/07/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンを使用中、機器背面から発煙した。（事故発生
地：東京都）

約1年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

消費者センター 2015/08/10 01 家庭用電気製品

2015-0973 2015/04/00 パソコン パソコン本体 対象外 対象外
ＩｄｅａＣｅｎｔｒｅ　Ｂ３２０
Ｍｏｄｅｌ　７７６０－３ＪＪ

レノボ・ジャパン
（株）

5.製品破損
　パソコンの電源を入れたところ、機器背面から発煙した。
（事故発生地：東京都）

約1年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が混入していたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、絶縁性が低下したことから、端子間で
短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、同種事故の発生はあ
るものの拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらないが、
今後の事故発生状況を注視し、必要に
応じて対応することとした。　なお、当該
製品は既に生産を終了しているが、保
守用の同型部品は対策品に変更してい
る。

消費者センター 2015/08/10 01 家庭用電気製品

2015-0950 2015/07/24 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0949 2015/07/17 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0948 2015/07/21 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0947 2015/07/22 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0946 2015/07/21 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：佐賀県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0945 2015/07/20 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0944 2015/07/05 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0943 2015/07/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0942 2015/07/23 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0941 2015/07/23 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0940 2015/07/05 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0939 2015/07/05 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0938 2015/07/24 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：茨城県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品
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2015-0937 2015/07/20 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：茨城県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0936 2015/07/20 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福井県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0935 2015/07/24 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：北海道） 約2年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0934 2015/07/23 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0933 2015/07/23 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：茨城県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0932 2015/07/22 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山口県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0931 2015/07/21 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：熊本県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0930 2015/07/17 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岩手県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0929 2015/07/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山口県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0928 2015/07/12 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山口県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0927 2015/07/20 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0926 2015/07/18 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0925 2015/07/16 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：静岡県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0924 2015/07/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山口県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/08/05 01 家庭用電気製品

2015-0885 2015/07/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0884 2015/07/17 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0883 2015/07/09 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0882 2015/06/27 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0881 2015/07/14 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0880 2015/07/14 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品
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2015-0879 2015/07/14 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0878 2015/07/11 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0877 2015/07/16 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：島根県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0876 2015/07/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0875 2015/07/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：島根県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0874 2015/07/13 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：熊本県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0873 2015/07/11 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：新潟県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0872 2015/07/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0871 2015/07/09 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：三重県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0870 2015/07/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/29 01 家庭用電気製品

2015-0842 2015/07/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0841 2015/07/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：熊本県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0840 2015/07/09 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0839 2015/07/11 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：兵庫県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0838 2015/07/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0837 2015/07/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0836 2015/07/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：徳島県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0835 2015/07/09 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0834 2015/07/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0833 2015/07/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：熊本県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品
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2015-0832 2015/07/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0831 2015/07/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：栃木県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0830 2015/07/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0829 2015/07/06 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0828 2015/06/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：栃木県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0827 2015/07/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/23 01 家庭用電気製品

2015-0784 2015/07/06 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0783 2015/07/05 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0782 2015/07/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：静岡県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0781 2015/07/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：兵庫県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0780 2015/06/26 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0779 2015/07/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山形県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0778 2015/07/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0777 2015/06/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0776 2015/06/29 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0775 2015/06/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岐阜県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0774 2015/07/06 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：三重県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0773 2015/07/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0772 2015/06/29 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山口県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/15 01 家庭用電気製品

2015-0739 2015/06/26 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：石川県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

P-111



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-0738 2015/06/18 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山形県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

2015-0737 2015/06/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：長野県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

2015-0736 2015/06/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約1年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

2015-0735 2015/06/24 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：兵庫県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

2015-0734 2015/06/23 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：新潟県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

2015-0733 2015/06/23 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

2015-0732 2015/07/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約1年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

2015-0731 2015/06/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

2015-0730 2015/06/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：兵庫県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

2015-0729 2015/06/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：兵庫県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

2015-0728 2015/06/23 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：三重県） 約1年11月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

2015-0727 2015/06/20 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岡山県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

2015-0726 2015/06/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/07/08 01 家庭用電気製品

2015-0658 2015/06/18 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１１０Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0657 2015/06/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大分県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0656 2015/06/18 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：京都府） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0655 2015/06/16 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0654 2015/06/12 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0653 2015/06/11 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0652 2015/06/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品
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2015-0651 2015/06/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：宮崎県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0650 2015/06/10 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0649 2015/06/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：埼玉県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0648 2015/06/16 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：秋田県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0647 2015/06/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：秋田県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0646 2015/06/12 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0645 2015/06/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約2年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0644 2015/06/09 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：長崎県） 約1年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0643 2015/06/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：鹿児島県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/30 01 家庭用電気製品

2015-0590 2015/06/09 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/19 01 家庭用電気製品

2015-0589 2015/06/08 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/19 01 家庭用電気製品

2015-0588 2015/06/04 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：長野県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/19 01 家庭用電気製品

2015-0587 2015/06/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/19 01 家庭用電気製品

2015-0586 2015/06/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：兵庫県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/19 01 家庭用電気製品

2015-0585 2015/06/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/19 01 家庭用電気製品

2015-0584 2015/06/09 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：兵庫県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/19 01 家庭用電気製品

2015-0583 2015/06/04 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/19 01 家庭用電気製品

2015-0582 2015/06/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岐阜県） 約1年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/19 01 家庭用電気製品

2015-0581 2015/06/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/19 01 家庭用電気製品

2015-0580 2015/06/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/19 01 家庭用電気製品
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2015-0579 2015/06/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/19 01 家庭用電気製品

2015-0578 2015/06/01 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/19 01 家庭用電気製品

2015-0515 2015/06/06 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 5.製品破損 　使用中のパソコンから出火した。（事故発生地：愛知県） 約3年
　本体上面にあるハードディスクの接続端子台に導電性異物を含む液体が付着したため、端子間で短絡が生
じて出火したものと推定される。

E2 　製造事業者等は、不明であった。 消防機関 2015/06/10 01 家庭用電気製品

2015-0502 2015/06/02 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/09 01 家庭用電気製品

2015-0501 2015/05/30 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/09 01 家庭用電気製品

2015-0500 2015/05/21 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/09 01 家庭用電気製品

2015-0499 2015/05/20 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：長崎県） 約1年9月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/09 01 家庭用電気製品

2015-0498 2015/05/18 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/09 01 家庭用電気製品

2015-0497 2015/05/00 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/09 01 家庭用電気製品

2015-0496 2015/05/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/09 01 家庭用電気製品

2015-0495 2015/05/26 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：岡山県） 約1年10月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/09 01 家庭用電気製品

2015-0494 2015/05/25 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/09 01 家庭用電気製品

2015-0493 2015/05/22 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：静岡県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/09 01 家庭用電気製品

2015-0492 2015/05/18 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：神奈川県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/06/09 01 家庭用電気製品

2015-0417 0000/00/00 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：千葉県） 不明
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0416 2015/04/20 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：三重県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0415 2015/04/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：愛知県） 約1年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0414 2015/01/13 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0413 0000/00/00 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 不明
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0412 2014/11/18 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年1月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品
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2015-0411 0000/00/00 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 不明
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0410 2015/03/13 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＵ１００Ｓ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0409 2015/05/17 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：福岡県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0408 2015/05/15 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：鹿児島県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0407 2015/05/12 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：大阪府） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0406 2015/05/07 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0405 2015/04/29 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年8月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0404 2015/04/28 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0403 2015/04/24 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山梨県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0402 0000/00/00 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 不明
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0401 2015/04/20 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0400 2015/04/20 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：静岡県） 約1年7月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0399 2015/03/23 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：広島県） 約1年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0398 2015/03/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0397 2015/03/19 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：東京都） 約1年5月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0396 2015/03/03 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年4月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0395 2015/02/26 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：沖縄県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0394 2015/02/16 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：香川県） 約1年2月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0393 2014/10/29 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：山口県） 約1年3月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

P-115



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-0392 0000/00/00 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：広島県） 不明
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

2015-0391 2015/04/06 パソコン パソコン本体 対象外 対象外 ＰＴ１００Ｅ
エプソンダイレクト
（株）

5.製品破損 　パソコンの内部が焼損した。（事故発生地：宮崎県） 約1年6月
　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本来の仕様とは異なる保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤
が使用されていたため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食し、端子間で短絡が生じて焼損したも
のと推定される。

A3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年６
月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している
購入者に連絡し、無償で修理を実施して
いる。

製造事業者 2015/05/26 01 家庭用電気製品

P-116



71 ⇒１３５８で全件表示

年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

A201500719 2015/12/11 節電装置（水道凍結防止用ヒーター用）節電装置（水道凍結防止用ヒーター用）対象外 対象外 ＳＥ－００２Ｂ 野村ユニソン（株） 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：長野県）

　調査の結果、当該製品は、内部に雨水等が浸入したことで、制御基板上の銅箔パターン間でトラッキング現
象が生じ、出火したものと推定されるが、雨水等が浸入した原因の特定には至らなかった。

--

　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。なお、野村ユニソン（株）
では、当該型式品は正常な状態で使用
されない場合、事故に至る可能性があ
ることから、２００８年１０月１５日付け
ホームページに社告を掲載し、使用を中
止する旨の注意喚起を行っている。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2443)
2016/02/01 01 家庭用電気製品

A201500714 2015/09/00 ポータブル液晶テレビ テレビ 対象外 対象外 ＬＴＶ－１Ｓ３５０Ｐ ロジテック（株） 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：長野県）

　当該製品は、電池セルが内部短絡して異常発熱したことにより、焼損に至ったものと推定されるが、電池セ
ルの焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2404)
2016/01/29 01 家庭用電気製品

A201500608 2015/12/16 ポータブルＤＶＤプレーヤー ポータブルＤＶＤプレーヤー(BATT)対象外 対象外 ＬＤＰ－Ｔ７４０ＣＫ
（株）ＣＳＭＥ（現
（株）シーエスロジ
ネット）

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：東京都）

　当該製品付属のＡＣアダプターのＤＣプラグ内部で異常発熱し、出火したものと推定されるが、焼損が著しい
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

2175)
2015/12/25 01 家庭用電気製品

A201500411 2015/09/05 電気掃除機（充電式） 掃除機（充電式） 対象外 対象外 ＣＬ１０３Ｄ （株）マキタ 11.火災
　店舗で当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を
焼損する火災が発生した。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品にダストバッグやフィルターが正しく取り付けられていなかったため、異物がモーター
内に侵入しモーターがロックして過電流が流れたが、モーターがロックした際のＦＥＴ（吸い込みの強弱を制御
するスイッチング素子）の異常発熱をサーミスターが検知できなかったことから、ＦＥＴが異常発熱により焼損し
たものと推定される。　なお、取扱説明書には、「ダストバッグまたは紙パックが正しく取り付けられていないと、
モーター部にゴミが入り故障の原因になる。」、「スポンジフィルターのお手入れをした後は、必ず本機に装着す
る。」旨、記載されている。

--

　製造事業者である（株）マキタでは、再
発防止策として、２０１５年４月以降、①
モーターに異物が入り込みにくくするた
め、ファン用スポンジフィルターのすき間
を小さくした製品、②モーターに異物が
侵入してロックしたときにＦＥＴの異常温
度上昇を検知できるよう、サーミスターを
移動させた製品を対策品として販売して
いる。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1487)
2015/09/25 01 家庭用電気製品

A201500405 2015/09/12 パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）太陽光発電器（パワーコンディショナー）対象外 対象外 ＳＰＶ４００ 三菱重工業（株） 11.火災
　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。（事
故発生地：熊本県）

　調査の結果、当該製品の直流基板上でトラッキング現象が発生し、更に基板上で短絡が起きて出火したもの
と推定されるが、基板上の電気部品の一部が確認できず、トラッキング現象が発生した原因の特定には至ら
なかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1467)
2015/09/18 01 家庭用電気製品

A201500395 2015/09/06 電気掃除機（充電式） 掃除機（充電式） 対象外 対象外 ＩＣ－Ｓ７Ｌ－Ｐ
アイリスオーヤマ
（株）

11.火災
　当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：香川県）

　調査の結果、当該製品のリチウムイオンバッテリーパック内の制御基板付近から出火したものと推定される
が、制御基板の焼損が著しいことから、事故原因の特定には至らなかった。

--

　アイリスオーヤマ（株）では、対象製品
についてリチウムイオンバッテリーパック
内の基板の不具合により、発火に至る
おそれがあることが判明したため、　平
成２８年２月８日にＨＰに掲載し、リチウ
ムイオンバッテリーパックの無償交換を
実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1461)
2015/09/17 01 家庭用電気製品

A201500382 2015/08/29 電気給湯器（ヒートポンプ式） 電気給湯器（ヒートポンプ式）対象外 対象外 ＳＲＴ－ＨＰ３７４ＷＦ 三菱電機（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：静岡県）

　調査の結果、当該製品のタンク循環ポンプに不具合が生じ漏水したため、直下のふろ循環ポンプ内部の巻
線に水が掛かり、ふろ循環ポンプの巻線が絶縁不良となりレイヤショートし焼損に至ったものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1402)
2015/09/10 01 家庭用電気製品

A201500363 2015/08/18 パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）太陽光発電器（パワーコンディショナー）対象外 対象外 ＪＨ４０Ｇ シャープ（株） 11.火災
　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。（事
故発生地：埼玉県）

　当該製品は、ＤＣ入力コネクターのプラグとソケット間で接続不良が生じたことにより、異常発熱して出火した
ものと推定されるが、コネクター部の焼損は著しく、接続不良に至った原因は不明であり、製品起因か否かを
含め、事故原因の特定はできなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1232)
2015/09/01 01 家庭用電気製品

A201500353 2015/08/18 パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）太陽光発電器（パワーコンディショナー）対象外 対象外
ＳＰＣ４００１（ソーラー
フロンティア（株）ブラ
ンド）

三洋電機（株）（ソー
ラーフロンティア
（株）ブランド）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：大分県）

　当該製品は、電源回路に用いられたトランジスタが短絡したため、過電流によりセメント抵抗が過熱し、セメ
ント抵抗周辺の基板及びコネクターが炭化してトラッキング現象により発火したものと推定されるが、トランジス
タが短絡した原因は特定できなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1184)
2015/08/28 01 家庭用電気製品

A201500346 2015/08/12 パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）太陽光発電器（パワーコンディショナー）対象外 対象外 ＳＳＩ－ＴＬ４０Ａ２ 三洋電機（株） 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：静岡県）

　調査の結果、当該製品は、製造事業者の系列業者が修理を行った際に、配線接続端子のねじの締め付け
が不十分であったため、接触不良により異常発熱し、焼損したものと推定される。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

1179)
2015/08/26 01 家庭用電気製品

A201500305 2015/07/24 携帯電話機（スマートフォン） 携帯電話機 対象外 対象外 11.火災
　当該製品に他社製ＡＣアダプターを接続して充電中、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、１名が火傷を
負った。（A201500306 と同一事故）（事故発生地：大阪府）

　○当該製品は外観上、外部接続端子部周辺に熱変形が認められたが、それ以外に異常は認められず、本
体側コネクターとＡＣアダプター側のＵＳＢケーブルプラグの接続部での端子の変形やずれの痕跡は認められ
なかった。○外部接続端子部を含むアンテナユニットを、同等品と交換してＡＣアダプターに接続したところ、正
常に充電できた。○外部接続端子部の付着物からＮａ（ナトリウム）、Ｃｌ（塩素）が検出された。●当該製品は外
部接続端子周辺に液体が付着し、内部に浸入したため、端子間に漏洩電流が生じて異常発熱し、焼損したも
のと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書及び本体に、「充電端子や外部接続
端子に液体（水や飲料水、ペットの尿、汗など）を浸入させない。火災、やけど、けが、感電の原因となる」旨、
記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

1022)
2015/08/10 01 家庭用電気製品

A201500294 2015/07/27 水槽用ろ過器 水槽用ろ過器 対象外 対象外
グランデ６００Ｒ（ジェッ
クス（株）ブランド）

ファイブプラン（株）
（ジェックス（株）ブラ
ンド）

11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：福岡県）

　調査の結果、○当該製品は水槽の上部に設置されており、モーターケース付近が著しく焼損していた。○当
該製品のモーターケース内の電源コードが断線しており、一部が確認できなかった。○当該製品のモーター及
び電源プラグに異常は認められなかった。○当該製品の本来、水がかからない位置であるモーターケース内
に多くの水垢の付着が認められた。●当該製品の内部部品に出火の痕跡は認められなかったが、モーター
ケース内部に水分が浸入した経緯が不明であり、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0971)
2015/08/05 01 家庭用電気製品

A201500292 2015/07/16 電気掃除機（充電式） 掃除機（充電式） 対象外 対象外 ＺＢ２９０４Ｘ
エレクトロラックス・
ジャパン（株）

11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、当該製品のモーター制御用トランジスターが内部短絡し、異常発熱したものと推定されるが、
事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0965)
2015/08/04 01 家庭用電気製品

A201500281 2015/07/18 電気掃除機（充電式） 掃除機（充電式） 対象外 対象外 ＫＩＣ－Ｓ７ＬＡ
アイリスオーヤマ
（株）

11.火災
　当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：茨城県）

　調査の結果、当該製品のリチウムイオンバッテリーパック内の制御基板付近から出火したものと推定される
が、制御基板の焼損が著しいことから、事故原因の特定には至らなかった。

--

　アイリスオーヤマ（株）では、対象製品
についてリチウムイオンバッテリーパック
内の基板の不具合により、発火に至る
おそれがあることが判明したため、　平
成２８年２月８日にＨＰに掲載し、リチウ
ムイオンバッテリーパックの無償交換を
実施している。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0904)
2015/07/28 01 家庭用電気製品

A201500270 2015/07/11 太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）対象外 対象外 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：埼玉県）

　○当該製品は本体の一部及びケーブルが焼損していたが、出火の痕跡は認められなかった。○当該製品の
接続箱に出火した痕跡は認められなかった。○当該製品の裏側に位置する他社製の太陽光発電システム用
延長ケーブルが焼損、断線し、溶融痕が認められた。●当該製品の内部部品に出火の痕跡が認められないこ
とから、他社製の太陽光発電システム用延長ケーブルからの出火により延焼したものと考えられ、製品に起因
しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0866)
2015/07/23 01 家庭用電気製品
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A201500259 2015/05/06 携帯電話機（スマートフォン） 携帯電話機 対象外 対象外
ＳＯＬ２５（ＫＤＤＩ（株）
ａｕブランド）

ソニーモバイルコ
ミュニケーションズ
（株）（ＫＤＤＩ（株）　ａ
ｕブランド）

2.重傷
　当該製品を充電中、当該製品の付近で就寝していたとこ
ろ、当該製品が落下して左腕に接触し、火傷を負った。（事
故発生地：東京都）

　調査の結果、○当該製品は、ベッドヘッドの小物スペースに置いた充電用卓上ホルダーに載せて充電をして
いた。○当該製品、卓上ホルダー、ＡＣアダプターの外観には、熱による変色、溶融等の異常発熱した痕跡は
認められなかった。○当該製品内部の電気部品に異常発熱した痕跡はなかった。○当該製品の電源オン、電
源オフや液晶画面表示したところ、誤動作は認められなかった。○充電中の表面高温部では約３８℃となる
が、低温火傷に至る温度上昇ではなかった。○テレビ視聴動作し毛布に挟んだ状態では、約１時間半で低温
火傷に至る約５０℃に達した。●当該製品の動作に異常は認められず、充電動作では低温火傷に至る温度上
昇は再現しなかったことから、操作条件等によっては低温火傷に至る温度上昇の可能性はあるが、詳細な使

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0823)
2015/07/17 01 家庭用電気製品

A201500225 2015/06/29 照明器具（ソーラー充電式、屋外用）照明器具 対象外 対象外
なし（ソーラーガーデン
ライト　ハート）

（株）ライク 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：島根県）

　調査の結果、○当該製品に内蔵されたニッケル水素蓄電池は破裂し、内容物の一部が電装ケースの内側に
付着していたが、大部分が確認できなかったため、破裂の原因については特定できなかった。○当該製品は、
電装ケース底板が本体から外れていたが、ソーラーパネル部を含む本体に溶融、焼損等の異常は認められな
かった。○基板等に異常はなく、当該製品のニッケル水素蓄電池を同等品に取り替えたところ、正常に動作し
た。●当該製品に内蔵されたニッケル水素蓄電池が破裂していたが、事故発生時の詳細状況が不明であるた
め、電池の破裂と火災の因果関係については判断できず、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0752)
2015/07/07 01 家庭用電気製品

A201500200 2015/06/14 パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）太陽光発電器（パワーコンディショナー）対象外 対象外 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：岡山県）

　○当該製品は、屋内設置専用の製品であったが、屋外に設置されていた。○当該製品内部の基板に著しい
焼損が認められた。○当該基板のソーラーパネルからの直流入力が接続される端子間が著しく焼損し、パ
ターン（銅箔）に溶断が認められた。○内部の電装部品の取付ねじや板金部品の亜鉛メッキ部に腐食が認め
られた。○外郭パネルには、「屋外に設置しない」旨、表示されていた。●当該製品（屋内設置専用）を屋外に
設置したため、電装部に雨水が浸入し、基板上でトラッキング現象が発生し、出火したものと考えられ、製品に

D1
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0572)
2015/06/26 01 家庭用電気製品

A201500163 2015/05/31 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) 対象外 対象外
ｄｙｎａｂｏｏｋＴＸ／６６Ｋ
ＷＨ（ＰＡＴＸ６６ＫＲＴＷ
Ｈ）

（株）東芝 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　操作ボタン制御基板上のチップコンデンサーの不具合により、過電流が流れて異常発熱し、発煙したものと
推定されるが、コンデンサーに不具合品が混入したものか、基板組み付け時にコンデンサーに応力が加わっ
て損傷したものか、原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0535)
2015/06/10 01 家庭用電気製品

A201500156 2015/04/07 水槽用ろ過器 水槽用濾過機 対象外 対象外 11.火災
　店舗で当該製品を延長コードに接続して使用中、当該製
品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発生地：群
馬県）

　○当該製品の電源プラグは、水槽の下部で延長コードに接続されて使用されていた。○当該製品の本体に
は焼損はなく、電源プラグと延長コードのタップ部との接続部に著しい焼損が認められた。○当該製品の電源
プラグが著しく焼損していたため、本体、電源コード等の表面に付着していた白色物質を分析した結果、水道
水に含まれるミネラル分が認められた。●当該製品の電源プラグが水槽下部で延長コードに接続されて長年
使用されていたことから、水槽から電源コードを伝わって滴下した水分により電源プラグ部でトラッキング現象
が発生して出火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「電源コ
ンセントは、水槽より高い位置にあるようにし、電源コードを伝わって差し込みプラグに水がかからないように
する。」旨、記載されている。

E2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0512)
2015/06/05 01 家庭用電気製品

A201500155 2015/05/15 携帯電話機（スマートフォン） 携帯電話機 対象外 対象外 11.火災
　当該製品をかばんの中に入れていたところ、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生していた。（A201500215と同
一事故）（事故発生地：神奈川県）

　〇正面側の液晶ディスプレイ部が焼損していた。〇内部の基板類に焼損は認められず、電気部品に異常は
認められなかった。〇内蔵電池パックに焼損や膨れ等の異常は認められなかった。○当該製品を入れたかば
んの脇にライターが置かれていた。○防犯カメラの映像で使用者がその場を離れてから１２分後に出火してい
たことが確認された。●当該製品の内部部品から出火した痕跡が認められないことから、当該製品の入ったか
ばんの脇に置かれたライターの火が消えていなかったため、かばんに着火して、焼損に至ったものと考えら
れ、製品に起因しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0511)
2015/06/05 01 家庭用電気製品

A201500151 2015/05/25 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) 対象外 対象外 11.火災
　当該製品に他社製のバッテリーを接続して使用中、当該
製品及び当該バッテリーを焼損する火災が発生した。
（A201500162と同一事故）（事故発生地：千葉県）

　○当該製品のバッテリー接続端子に焦げが認められたが、接続端子の樹脂に変形、焼損した痕跡は認めら
れなかった。○当該製品に接続していた他社製の互換バッテリーの不具合により、バッテリー内部で異常発熱
した痕跡が認められた。○当該製品内部に異常発熱した痕跡は認められず、正常に通電及び動作していた。
●当該製品の内部部品に異常は認められず、当該製品に接続していた他社製互換バッテリー内部からの延
焼により焼損に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

F2
経済産業省　非重
大製品事故(2015-

0509)
2015/06/04 01 家庭用電気製品

A201500146 2015/05/25 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) 対象外 対象外
ｄｙｎａｂｏｏｋ　ＥＸ／５６
ＭＢＬ（ＰＡＥＸ５６ＭＬＦ
ＢＬ）

（株）東芝 11.火災
　当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。（事故発生地：東京都）

　調査の結果、○当該製品専用のＡＣアダプターのＤＣプラグと本体のジャック部の樹脂に溶融が認められた。
○内蔵バッテリーにより本体に通電したところ正常に動作した。○ＡＣアダプターのＤＣプラグ内部のプラス端
子に変形が認められ、本体のジャック内部のプラス端子が斜めに傾いた状態になっていた。○ＤＣプラグ内の
絶縁樹脂は、難燃剤として赤リンが使用されていたが、耐水コーティングが十分かどうかは確認できなかった。
●当該製品とＡＣアダプターとの接続端子において異常発熱し焼損したものと推定されるが、異常発熱した原
因が、ＤＣプラグ内の絶縁樹脂に不具合品が混入して絶縁不良となり、端子間で短絡が生じたことによるもの
か、接続端子部に使用時に強い外力が加わって端子が変形したため、接触不良が生じたことによるものか不
明なため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0480)
2015/06/03 01 家庭用電気製品

A201500121 2015/03/27 無停電電源装置 無停電電源装置 対象外 対象外 ＨＣＰ６５０Ｍ （株）フィールテック 11.火災
　事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災
が発生した。（事故発生地：大阪府）

　調査の結果、当該製品は基板のはんだ面で異極間が焼損し、焼損部に炭化が認められたことから、トラッキ
ング現象により出火したものと推定されるが、トラッキング現象が生じた原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0308)
2015/05/19 01 家庭用電気製品

A201500089 2015/04/16 太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）対象外 対象外 ＤＱ２６０ＭＳＣａ （株）サニックス 11.火災
　当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発
生地：埼玉県）

　調査の結果、当該製品の下に敷設されていた延長ケーブルの挟み込みによるケーブル芯線の半断線、又は
延長ケーブル用コネクターの不具合による接続部での接触抵抗の増大により、異常発熱し出火したものと考
えられるが、焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。なお、太陽光発電システムの設計、施工管理
などを主体的に行っていた輸入事業者による施工状況の確認が不十分であったことも事故発生に影響したも
のと考えられる。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0229)
2015/05/07 01 家庭用電気製品

A201500018 2015/03/05 照明器具（パーティー用） 照明器具 対象外 対象外 ＩＬ－ＤＰ－ＢＫ （株）トーコネ 11.火災

　店舗で展示されていた当該製品を含む複数の照明器具
等を焼損する火災が発生した。
(A201500015,A201500016,A201500017)と同一事故（事故
発生地：神奈川県）

　調査の結果、○当該製品の周囲には複数の照明器具が設置されており、それぞれ焼損が認められた。○当
該製品の樹脂製の笠及び台座に焼損・溶融が認められたが、内部部品に異常は認められなかった。○当該
製品のＡＣアダプター本体に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品のＡＣアダプターの電源コードに断
線が認められた。○当該製品の周囲には複数の照明器具が設置されており、それぞれ焼損が認められた。●
当該製品のＡＣアダプターの電源コードの断線部分に溶融痕が認められたが、延焼により焼損した可能性が
考えられることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

--
　引き続き同様の事故発生について注
視していくとともに、必要に応じて対応を
行うこととする。

経済産業省　重大
製品事故(2015-

0072)
2015/04/07 01 家庭用電気製品

2015-2831 2016/03/08 携帯電話機 携帯電話機 対象外 対象外 5.製品破損
　携帯電話機から異臭がし、本体が変形した。（事故発生
地：宮城県）

約10月
　アンテナ及びアンテナ用フィルター部品が溶融しているが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定は
できなかった。

G1
　製造事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

消費者センター 2016/03/28 01 家庭用電気製品

2015-2807 2016/03/04 ノートパソコン ノートパソコン(BATT) 対象外 対象外 4.拡大被害
　使用中のノートパソコン付近から出火し、周辺を焼損し
た。（事故発生地：宮城県）

約5年 　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

警察機関 2016/03/23 01 家庭用電気製品
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年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2015-2798 2015/08/23 携帯電話機 携帯電話機 対象外 対象外 ＧＬ０７Ｓ 華為技術日本（株） 4.拡大被害
　充電中の携帯電話機（スマートフォン）が焼損し、周辺が
焦げた。（事故発生地：福岡県）

不明
　内蔵バッテリーの表面にシリコンオイルが付着した不具合品が混入したため、両面テープによる固定が不十
分となり、使用時の振動等によってバッテリーの固定が外れて移動し、バッテリーの変形により内部短絡が生
じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年３
月１日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、ダイレクトメール等で使
用者に連絡し、対象製品の無償交換及
び回収を行っている。

輸入事業者 2016/03/22 01 家庭用電気製品

2015-2797 2015/08/15 携帯電話機 携帯電話機 対象外 対象外 ＧＬ０７Ｓ 華為技術日本（株） 4.拡大被害
　使用中の携帯電話機（スマートフォン）から発煙し、かば
んが焦げた。（事故発生地：東京都）

不明
　内蔵バッテリーの表面にシリコンオイルが付着した不具合品が混入したため、両面テープによる固定が不十
分となり、使用時の振動等によってバッテリーの固定が外れて移動し、バッテリーの変形により内部短絡が生
じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年３
月１日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、ダイレクトメール等で使
用者に連絡し、対象製品の無償交換及
び回収を行っている。

輸入事業者 2016/03/22 01 家庭用電気製品

2015-2796 2015/08/12 携帯電話機 携帯電話機 対象外 対象外 ＧＬ０７Ｓ 華為技術日本（株） 4.拡大被害
　充電中の携帯電話機（スマートフォン）から発煙し、マット
が焦げた。（事故発生地：大阪府）

不明
　内蔵バッテリーの表面にシリコンオイルが付着した不具合品が混入したため、両面テープによる固定が不十
分となり、使用時の振動等によってバッテリーの固定が外れて移動し、バッテリーの変形により内部短絡が生
じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年３
月１日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、ダイレクトメール等で使
用者に連絡し、対象製品の無償交換及
び回収を行っている。

輸入事業者 2016/03/22 01 家庭用電気製品

2015-2795 2015/06/02 携帯電話機 携帯電話機 対象外 対象外 ＧＬ０７Ｓ 華為技術日本（株） 4.拡大被害
　充電中の携帯電話機（スマートフォン）が焼損し、シーツ
が焦げた。（事故発生地：沖縄県）

不明
　内蔵バッテリーの表面にシリコンオイルが付着した不具合品が混入したため、両面テープによる固定が不十
分となり、使用時の振動等によってバッテリーの固定が外れて移動し、バッテリーの変形により内部短絡が生
じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年３
月１日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、ダイレクトメール等で使
用者に連絡し、対象製品の無償交換及

輸入事業者 2016/03/22 01 家庭用電気製品

2015-2780 2016/02/22 パソコン周辺機器（プリンター） パソコン周辺機器 対象外 対象外
ＬＰ－Ｓ３１０Ｎ（ブラン
ド：セイコーエプソン
（株））

京セラドキュメントソ
リューションズ（株）

5.製品破損
　使用中のプリンターから異音がし、異臭がした。（事故発
生地：栃木県）

約4月
　定着ユニットの樹脂製フレームの金型を更新した際に、ヒーター端子と電源供給端子のネジ接続部において
樹脂製フレームの寸法（厚さ）が大きくなっていたため、ネジ接続部で締め付け強度が不十分となり、接触不良
が生じて異常発熱し、樹脂製フレームが溶融して発煙したものと推定される。

A2

　ブランド事業者は、２０１６（平成２８）年
４月１８日付けでホームページに社告を
掲載し、対象製品について対策済みの
定着ユニットへの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/03/18 01 家庭用電気製品

2015-2779 2016/02/19 パソコン周辺機器（プリンター） パソコン周辺機器 対象外 対象外
ＬＰ－Ｓ３１０Ｎ（ブラン
ド：セイコーエプソン
（株））

京セラドキュメントソ
リューションズ（株）

5.製品破損
　使用中のプリンターから異臭がした。（事故発生地：東京
都）

約3月
　定着ユニットの樹脂製フレームの金型を更新した際に、ヒーター端子と電源供給端子のネジ接続部において
樹脂製フレームの寸法（厚さ）が大きくなっていたため、ネジ接続部で締め付け強度が不十分となり、接触不良
が生じて異常発熱し、樹脂製フレームが溶融して発煙したものと推定される。

A2

　ブランド事業者は、２０１６（平成２８）年
４月１８日付けでホームページに社告を
掲載し、対象製品について対策済みの
定着ユニットへの無償交換を実施してい
る。

輸入事業者 2016/03/18 01 家庭用電気製品

2015-2778 2016/02/25 パソコン周辺機器（プリンター複合機）パソコン周辺機器 対象外 対象外
ＥＣＯＳＹＳ　Ｍ２５３５ｄ
ｎ

京セラドキュメントソ
リューションズ（株）

5.製品破損
　プリンター使用中にエラー表示が発生し、使用できなく
なった。（事故発生地：秋田県）

約2月
　定着ユニットの樹脂製フレームの金型を更新した際に、ヒーター端子と電源供給端子のネジ接続部において
樹脂製フレームの寸法（厚さ）が大きくなっていたため、ネジ接続部で締め付け強度が不十分となり、接触不良
が生じて異常発熱し、樹脂製フレームが溶融してヒーターへの通電が停止したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年４
月１８日から、対象製品の顧客リストに
基づき販売先を訪問し、対策済み定着
ユニットに無償交換を実施している。

輸入事業者 2016/03/18 01 家庭用電気製品

2015-2777 2016/02/02 パソコン周辺機器（プリンター） パソコン周辺機器 対象外 対象外
ＥＣＯＳＹＳ　Ｐ２１３５ｄ
ｎ

京セラドキュメントソ
リューションズ（株）

5.製品破損
　使用中のプリンターから異臭がし、発煙した。（事故発生
地：不明）

不明
　定着ユニットの樹脂製フレームの金型を更新した際に、ヒーター端子と電源供給端子のネジ接続部において
樹脂製フレームの寸法（厚さ）が大きくなっていたため、ネジ接続部で締め付け強度が不十分となり、接触不良
が生じて異常発熱し、樹脂製フレームが溶融して発煙したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年４
月１８日から、対象製品の顧客リストに
基づき販売先を訪問し、対策済み定着
ユニットに無償交換を実施している。

輸入事業者 2016/03/18 01 家庭用電気製品

2015-2739 2016/03/03 電気給湯器（ヒートポンプ式） 電気給湯器（ヒートポンプ式）対象外 対象外 5.製品破損 　電気給湯器付近から火が出た。（事故発生地：愛知県） 約5年7月
　施工業者がヒートポンプユニットと貯湯ユニットを接続する配線を差し込みコネクターにより途中接続したた
め、接続部で接触不良が生じて異常発熱し、発火したものと推定される。　なお、据付工事説明書には、「配線
を途中接続しない。発熱・火災の原因になる。」旨、記載されている。

D1
　製造事業者は、施工業者の施工不良
とみられる事故であるため、措置はとら
なかった。

製造事業者 2016/03/14 01 家庭用電気製品

2015-2738 2015/02/26 携帯電話機 携帯電話機 対象外 対象外 ＧＬ０７Ｓ 華為技術日本（株） 4.拡大被害
　充電中の携帯電話機（スマートフォン）のバッテリー部が
膨張して異臭がし、カバ－の一部が焦げた。（事故発生地：
大阪府）

不明
　内蔵バッテリーの表面にシリコンオイルが付着した不具合品が混入したため、両面テープによる固定が不十
分となり、使用時の振動等によってバッテリーの固定が外れて移動し、バッテリーの変形により内部短絡が生
じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年３
月１日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、ダイレクトメール等で使
用者に連絡し、対象製品の無償交換及
び回収を行っている。

輸入事業者 2016/03/14 01 家庭用電気製品

2015-2696 2016/02/11 無線ＬＡＮルーター（リチウムポリマーバッテリー式）無線ＬＡＮルーター（リチウムポリマーバッテリー式）対象外 対象外 4.拡大被害
　ネット通販で購入した充電中の無線ＬＡＮルーターから異
音がし、機器本体と床が焦げた。（事故発生地：兵庫県）

17日
　床に置いて充電中の事故品にペット（犬）が噛みついたため、電池パック（リチウムポリマー）の電極間で短絡
が生じて焼損したものと推定される。

F1
　輸入事業者は、被害者の不注意によ
る事故とみているため、措置はとらな
かった。

輸入事業者 2016/03/07 01 家庭用電気製品

2015-2695 2016/02/27 電気脱毛器（充電式、レーザー式） 電気脱毛器（充電式、レーザー式）対象外 対象外 3.軽傷
　通信販売で購入した電気脱毛器を使用中、指に火傷を
負った。（事故発生地：千葉県）

1日 　事故品が入手できないことから、調査できなかった。 G2
　製造事業者は、事故品が入手できな
いことから、調査不能であるため、措置
はとれなかった。

消費者センター 2016/03/07 01 家庭用電気製品
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2015-2678 2008/07/00 節電装置（水道凍結防止ヒーター用）節電装置（水道凍結防止用ヒーター用）対象外 対象外 ＳＥ－００２Ｂ 野村ユニソン（株） 4.拡大被害
　節電装置付近から火が出て、周辺を焼損した。（事故発
生地：長野県）

不明
　屋外の壁に取付けて気温が低下した際に通電する装置であり、壁から外れて地面に落ちたことから、内部に
雨水等が浸入して短絡が生じ、出火したものと考えられるが、事故品は事業者が既に廃棄しており、原因の特
定はできなかった。

G1

　製造事業者は、事故原因が不明であ
るが、２００８（平成２０）年１０月１５日付
けでホームページに社告を掲載し、使用
を中止するよう注意喚起を行っている。

製造事業者 2016/03/04 01 家庭用電気製品

2015-2621 2016/01/18 ＬＥＤランプ（直管形）
エル・イー・
ディー・電灯器具

対象外 対象外 Ｔ８ 不明 4.拡大被害
　ネット通販で購入した使用中のＬＥＤ蛍光灯から発煙し、
照明器具の一部が溶融した。（事故発生地：愛知県）

約5年
　電源基板上のトランジスターに不具合品が混入したため、内部短絡が生じて異常発熱し、発煙したものと推
定される。

A3
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2016/02/25 01 家庭用電気製品

2015-2473 2016/02/06 携帯電話機 携帯電話機 対象外 対象外 ＧＬ０７Ｓ 華為技術日本（株） 4.拡大被害
　充電中の携帯電話機（スマートフォン）が破裂し、卓上
マットが焦げた。（事故発生地：愛知県）

約2年5月
　内蔵バッテリーの表面にシリコンオイルが付着した不具合品が混入したため、両面テープによる固定が不十
分となり、使用時の振動等によってバッテリーの固定が外れて移動し、バッテリーの変形により内部短絡が生
じて焼損したものと推定される。

A3

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年３
月１日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、ダイレクトメール等で使
用者に連絡し、対象製品の無償交換及
び回収を行っている。

輸入事業者 2016/02/12 01 家庭用電気製品

2015-2370 2015/12/15 ＬＥＤランプ（懐中電灯用） ＬＥＤランプ（懐中電灯用）対象外 対象外 ＧＡ－ＬＥＤ３．０Ｖ 朝日電器（株） 5.製品破損
　ネット通販で購入したＬＥＤランプを懐中電灯に取り付け
たところ、懐中電灯から発煙し、本体の一部が変形した。
（事故発生地：神奈川県）

1日
　取扱説明書には、「ＬＥＤランプの口金先端は正極、口金筒は負極であり、極性が逆の懐中電灯に取り付け
た場合、発熱や発煙の危険性がある。」旨、記載されていないことから、極性が逆の懐中電灯に取り付けた
際、逆電圧が加わり、過電流が流れてＬＥＤランプが異常発熱し、発煙したものと推定される。

A4

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はなく、拡大被害に至っていないこ
とから、既販品に対する措置はとらない
が、次期生産品から、取扱説明書に「口
金先端が正極であり、点灯しない場合は
発熱するので、すぐに取り外す。」旨、追
記することとした。

消費者センター 2016/01/29 01 家庭用電気製品

2015-2336 2015/12/29 照明器具（ＬＥＤ、ソーラー充電式） エル・イー・ディー・電灯器具対象外 対象外 4.拡大被害
　照明器具付近から出火し、周辺を焼損した。（事故発生
地：兵庫県）

約2月 　事故品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 F2
　販売事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

消防機関 2016/01/25 01 家庭用電気製品

2015-2320 2015/07/11 ＵＳＢ変換ケーブル（携帯電話用） ＵＳＢケーブル 対象外 対象外 4.拡大被害
　携帯電話機（スマートフォン）を充電中、ＵＳＢ変換ケーブ
ルのコードの一部が焼損して、畳が焦げ、マルチタップの
一部が溶融した。（事故発生地：東京都）

約1年4月
　携帯電話機側のコードプロテクター付近に機械的ストレスが加わったため、断線・スパークが生じたものと考
えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、被害者の不注意によ
る事故とみているため、措置はとらな
かった。

消費者センター 2016/01/22 01 家庭用電気製品

2015-2152 2015/00/00 太陽光発電器（太陽電池モジュール）太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）対象外 対象外 4.拡大被害
　太陽電池モジュールが破損し、屋根の一部が焦げた。
（事故発生地：兵庫県）

約9年9月
　端子ボックスから出火したものと考えられるが、端子ボックス及び出力ケーブルが確認できず、原因の特定
はできなかった。

G1

　製造事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらないが、今後の事故
発生状況を注視し、必要に応じて対応す
ることとした。

製造事業者 2015/12/28 01 家庭用電気製品

2015-1980 2015/10/14 スチームクリーナー（モップ型） スチームクリーナー 対象外 対象外 Ｓ３１０１Ｎ２ＪＷ
（株）オークローン
マーケティング

5.製品破損
　スチームクリーナーの電源プラグを差し込んだところ、火
花が出た。（事故発生地：奈良県）

約7月
　電源コードと内部配線を接続する中継端子のネジの締め付け不足があったため、接触抵抗が生じて異常発
熱し、中継端子の樹脂が焼損したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、既販品に対する措置はとら
なかった。　なお、今後の製品について
は、製造工程の改善を行うこととした。

輸入事業者 2015/12/11 01 家庭用電気製品

2015-1979 2014/09/04 スチームクリーナー（モップ型） スチームクリーナー 対象外 対象外 Ｓ３１０１Ｎ２ＪＷ
（株）オークローン
マーケティング

5.製品破損
　通信販売で購入したスチームクリーナーの電源プラグを
差し込んだところ、火花が出た。（事故発生地：大阪府）

約1年2月
　電源コードと内部配線を接続する中継端子のネジの締め付け不足があったため、接触抵抗が生じて異常発
熱し、中継端子の樹脂が焼損したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、既販品に対する措置はとら
なかった。　なお、今後の製品について
は、製造工程の改善を行うこととした。

輸入事業者 2015/12/11 01 家庭用電気製品

2015-1976 2014/12/10 ＵＳＢ変換ケーブル（携帯電話用） ＵＳＢケーブル 対象外 対象外
Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ－ＵＳＢ
ケーブル（１ｍ）

Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ
（同）

3.軽傷

　子供が、洗った髪を拭き取ったタオルを枕に敷いて就寝
したところ、電源に接続されたＵＳＢ変換ケーブルのコネク
ターがタオルの下にあり、顔に化学火傷を負った。（事故発
生地：大阪府）

不明

　当該製品の携帯電話機側コネクターは、コネクターシェル（金属）のない構造であり、当該箇所に汗等が付着
したため、電気分解によって生成した強酸及び強アルカリが、タオルを介して皮膚に触れ、化学火傷に至った
ものと推定される。　なお、Ｗｅｂ上の取扱説明書には、コネクターの上に寝ない旨、注意喚起されていた。ま
た、輸入事業者から報告書提出の協力は得られなかった。

B4
　輸入事業者の協力を得られず、措置
はとれなかった。

医療機関 2015/12/10 01 家庭用電気製品

2015-1925 2015/00/00 太陽光発電器（パワーコンディショナー）太陽光発電器（パワーコンディショナー）対象外 対象外
ＰＶＮ－４０３（ブランド：
京セラ（株））

オムロン（株） 5.製品破損
　太陽光発電器のパワーコンディショナーの一部が焼損し
ていた。（事故発生地：大阪府）

不明
　設置業者の施工不良により、端子台のネジの締め付け不足があったため、接触不良が生じて端子台が異常
発熱し、焼損したものと推定される。

D1

　ブランド事業者は、２００７（平成１９）年
１１月７日付けでホームページに社告を
掲載するとともに、設置業者へねじ端子
締め付け状態の点検を要請し、本体に
工事に対する注意喚起ラベルを追加貼
付した。　また、２０１４（平成２６）年か
ら、設置業者向けに施工ニュースを配布
し、注意喚起を行っている。

製造事業者 2015/12/03 01 家庭用電気製品

2015-1896 2015/09/20 太陽光発電器（パワーコンディショナー）太陽光発電器（パワーコンディショナー）対象外 対象外 5.製品破損
　太陽光発電器のパワーコンディショナー付近から発煙し
た。（事故発生地：東京都）

約14年3月
　太陽電池モジュールからの直流ケーブルを小動物（ネズミ）がかじったことから、絶縁被覆が損傷し、短絡し
て発煙したものと推定される。

F1
　製造事業者は、偶発的な事故であるた
め、措置はとらなかった。

製造事業者 2015/11/30 01 家庭用電気製品
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2015-1763 2015/11/01 電動工具（ドライバー、充電式） 電動工具（ドライバー、充電式）対象外 対象外 4.拡大被害
　インパクトドライバー付近から出火し、周辺を焼損した。
（事故発生地：福岡県）

不明 　事故品に異常は認められず、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。 G1
　輸入事業者は、製品に起因しない事故
とみているため、措置はとらなかった。

消防機関 2015/11/16 01 家庭用電気製品

2015-1698 2015/10/16 パソコン周辺機器（プリンター） パソコン周辺機器 対象外 対象外 ＰＩＸＵＳ　ｉＸ５０００ キヤノン（株） 5.製品破損
　使用中のプリンターから異臭がし、発煙した。（事故発生
地：愛知県）

約6年
　プリントヘッドの封止部からインクが浸入して、ヘッドの電気回路を短絡させ発煙したものと考えられるが、イ
ンクの成分によるものか、プリントヘッドへの外力によるものか、原因の特定はできなかった。

G1

　輸入事業者は、２００９（平成２１）年５
月２０日付けのホームページにお知らせ
を掲載し、後継機種のカタログ及び取扱
説明書に注意喚起文を追加している。
なお、当該プリントヘッドを採用した機種
は２００７年に生産を終了している。

消費者センター 2015/11/02 01 家庭用電気製品

2015-1683 2015/10/03 避雷器 避雷器 対象外 対象外 ＮＥ－２２２ （株）ノア 5.製品破損
　避雷器を取り付けたコンセントにマッサージ器を接続して
いたところ、避雷器から発火した。（事故発生地：富山県）

未使用 　電子部品（バリスタ）の絶縁性が低下し異常発熱したため、発煙・発火に至ったものと推定される。 A1

　輸入事業者は、２０１０（平成２２）年１
月１５日にプレスリリースを行うとともに、
同年３月４日付けでホームページに告知
を掲載し、無償交換を行っている。

消費者センター 2015/10/29 01 家庭用電気製品

2015-1442 2014/10/16 太陽光発電器（パワーコンディショナー）太陽光発電器（パワーコンディショナー）対象外 対象外 ＬＢＳＣ－４．５－Ｓ３Ｃ
日本電池（株）（現
（株）ＧＳユアサ）

5.製品破損
　太陽光発電器のパワーコンディショナーから異臭がした。
（事故発生地：長野県）

不明
　主回路基板上のリアクトルのはんだ付け部にはんだクラックが生じたため、スパークが発生して発煙・焼損し
たものと推定されるが、はんだクラックが生じた原因の特定はできなかった。

G3

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年１０
月１日付けでホームページに社告を掲
載し、使用を中止するよう注意喚起を行
うとともに、同年１０月中旬から無償で発
煙防止部品の設置を行っている。

製造事業者 2015/09/18 01 家庭用電気製品

2015-1281 2015/05/20 スチームクリーナー（モップ型） スチームクリーナー 対象外 対象外 Ｓ３１０１Ｎ２ＪＷ
（株）オークローン
マーケティング

5.製品破損
　ネット通販で購入したスチームクリーナーから異臭がし、
本体内部が焦げた。（事故発生地：栃木県）

約2年5月
　電源コードと内部配線を接続する中継端子のネジの締め付け不足があったため、接触抵抗が生じて異常発
熱し、中継端子の樹脂が焼損したものと推定される。

A2

　輸入事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、既販品に対する措置はとら
なかった。　なお、今後の製品について
は、製造工程の改善を行うこととした。

消費者センター 2015/09/09 01 家庭用電気製品

2015-1073 2015/08/03 太陽光発電器（パワーコンディショナー）太陽光発電器（パワーコンディショナー）対象外 対象外
ＰＶＬ－Ｕ００４４（ブラ
ンド：京セラ（株））

（株）東芝 5.製品破損
　太陽光発電器のパワーコンディショナーから発煙した。
（事故発生地：香川県）

約15年9月
　ノイズフィルター用コンデンサーの絶縁劣化もしくは内部短絡が生じたため、異常発熱して発煙したものと推
定されるが、原因の特定はできなかった。

G3

　製造事業者は、事故原因が不明であ
り、拡大被害に至っていないことから、措
置はとらないが、今後の事故発生状況
を注視し、必要に応じて対応することとし
た。

製造事業者 2015/08/24 01 家庭用電気製品

2015-0669 2015/06/25 掃除機（充電式） 掃除機（充電式） 対象外 対象外 ＰＶ１２１０
ポップリベット・ファ
スナー（株）

5.製品破損
　掃除機を充電中、充電器が過熱し、変色した。（事故発生
地：埼玉県）

約1年2月

　掃除機本体内蔵のバッテリーパック（ニカド電池）の出力電圧が低下したまま、長時間充電が継続したことか
ら、充電器の出力側にある抵抗が発熱して充電器の外郭樹脂が過熱され、変色したものと推定されるが、バッ
テリーの寿命によるものか、不具合品の混入によるものか長時間充電が継続した原因の特定はできなかっ
た。

G3

　輸入事業者は、拡大被害に至っていな
いことから、既販品に対する措置はとら
なかった。　なお、今後販売する製品に
ついては、バッテリーパックの異常を検
知するものに変更するとともに、ホーム
ページに作動時間が極端に短くなった場
合はバッテリーの劣化が考えられること
から、使用を継続しない旨、注意喚起す
ることとした。

消費者センター 2015/07/01 01 家庭用電気製品

2015-0668 2015/06/21 電気給湯器（ヒートポンプ式） 電気給湯器（ヒートポンプ式）対象外 対象外 4.拡大被害
　電気給湯器のヒートポンプユニット付近から出火し、周辺
を焼損した。（事故発生地：熊本県）

約2月
　事故品の内部及びユニット間の配線端子盤等に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事
故と推定される。

F2
　製造事業者は、製品に起因しない事故
であるため、措置はとらなかった。

製造事業者 2015/07/01 01 家庭用電気製品

2015-0616 2015/06/02 ＩＣレコーダー ＩＣレコーダー 対象外 対象外 4.拡大被害
　充電中のＩＣレコーダーから異臭がして、発煙し、かばん
が焦げた。（事故発生地：東京都）

不明
　ＵＳＢ接続基板上のノイズフィルター周辺で異常発熱し、焼損したものと考えられるが、基板の焼損が著しく、
原因の特定はできなかった。

G1

　輸入事業者は、事故原因が不明であ
り、他に同種事故発生の情報はないこと
から、措置はとらないが、今後の事故発
生状況を注視し、必要に応じて対応する
こととした。

輸入事業者 2015/06/24 01 家庭用電気製品

2015-0575 2015/05/18 ＵＳＢ変換ケーブル（携帯電話用） ＵＳＢケーブル 対象外 対象外 5.製品破損
　携帯電話機（スマートフォン）を充電中、異臭がし、ＵＳＢ
変換ケーブルとの接続部付近が焦げた。（事故発生地：東
京都）

約4月
　出力側のコードプロテクター付近に屈曲等の機械的ストレスが加わったため、電源線の絶縁被覆が破損して
シールド線（ＧＮＤ）と短絡し、スパークが発生して発煙したものと考えられるが、詳細な使用状況等が不明であ
り、原因の特定はできなかった。

G1

　輸入事業者は、他に同種事故発生の
情報はないことから、既販品に対する措
置はとらなかった。　なお、今後は製造
事業者を変更したうえで、製造工程の改
善と機械的ストレスに対する強度を向上
するよう改善することとした。

消費者センター 2015/06/18 01 家庭用電気製品

2015-0545 2015/04/26 充電器（リチウムイオンバッテリー式）リチウム電池内蔵充電器対象外 対象外 4.拡大被害
　充電中の充電器付近から出火し、周辺を焼損した。（事
故発生地：熊本県）

不明
　確認できた部品に出火の痕跡は認められなかったが、一部の部品が確認できず、原因の特定はできなかっ
た。

G1
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2015/06/15 01 家庭用電気製品

2015-0523 2015/06/01 パソコン周辺機器（電源変換ケーブル）パソコン周辺機器（電源変換ケーブル）対象外 対象外 不明 不明 4.拡大被害
　使用中のパソコンから出火し、周辺を焼損した。（事故発
生地：岐阜県）

不明
　事故品のコネクター端子樹脂に、保護被膜の施されていない赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿度の
影響でリン酸が生じて端子金属が腐食溶出し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推定される。

A3
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2015/06/11 01 家庭用電気製品

2015-0319 2015/05/18 カラーテレビ（液晶、ポータブル型） テレビ 対象外 対象外 3.軽傷
　ネット通販で購入したポータブルテレビ付近から出火し
て、周辺を焼損し、２人が軽傷を負った。（事故発生地：大
阪府）

約4年8月
　事故品が置かれていた畳の焼け込みが著しいが、内蔵バッテリーの焼損は浅く、基板や内部配線等に発火
の痕跡は認められないことから、原因の特定はできなかった。

G1
　製造事業者が倒産しているため、措置
はとれなかった。

消防機関 2015/05/25 01 家庭用電気製品

2015-0203 2015/04/04 パソコン（マザーボード） パソコン（マザーボード）対象外 対象外 不明 不明 5.製品破損 　パソコンから出火した。（事故発生地：大阪府） 約6年
　マザーボードのコネクター付近の基板が著しく焼損し、一部に炭化が認められたことから、トラッキングが形
成されて発火したものと推定されるが、コネクターから負荷側のパターン箔が焼失しており、原因の特定はでき
なかった。

G3
　製造事業者等が不明であるため、措
置はとれなかった。

消防機関 2015/05/07 01 家庭用電気製品

2015-0058 2015/01/17 パソコン周辺機器（ハードディスク） パソコン周辺機器 対象外 対象外 4.拡大被害
　ネット通販で購入したハードディスクを使用中、火が出
て、周辺が焦げた。（事故発生地：栃木県）

約1年6月
　内蔵用のハードディスクをパソコンの外で使用したことから、ハードディスクの裏側にあるプリント基板のパ
ターンが露出した状態となり、金属等が触れて短絡が生じ、基板上のパワーＩＣや銅箔パターンが異常発熱し
て焼損したものと推定される。

E1
　輸入事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故であることから、措置は
とらなかった。

消費者センター 2015/04/10 01 家庭用電気製品

2015-0057 2015/03/24 太陽光発電器（パワーコンディショナー）太陽光発電器（パワーコンディショナー）対象外 対象外
ＰＶＬ－Ｕ００４４（ブラ
ンド：京セラ（株））

（株）東芝／社会イ
ンフラシステム社
企画部

4.拡大被害
　太陽光発電器のパワーコンディショナーから異音がし、発
煙して壁が黒くなった。（事故発生地：広島県）

約18年
　パワーコンディショナー内部の電気部品である直流リアクトルのはんだ付け不良により、接合部の接触抵抗
が大きくなり過熱したため、直流リアクトルの充填樹脂が気化し、発煙して煤が壁に付着したものと推定され
る。

A2

　製造事業者及びブランド事業者は、２０
０２（平成１４）年１月３１日付けホーム
ページに社告を掲載し、無償で部品交
換を行っている。また、ブランド事業者
は、２０１３（平成２５）年９月１０日付け
ホームページに再社告を掲載している。

販売事業者 2015/04/10 01 家庭用電気製品

2015-0051 2014/10/28 携帯電話機 携帯電話機 対象外 対象外 5.製品破損
　携帯電話機（スマートフォン）を充電中、ＡＣアダプターと
の接続部が焦げた。（事故発生地：埼玉県）

約1年11月
　充電端子部で短絡又は接触不良により異常発熱し、充電端子が焦げた可能性が考えられるが、事故品は事
業者により廃棄されており、調査できなかったため、原因の特定はできなかった。

G1
　輸入事業者は、事故原因が不明であ
るため、措置はとらなかった。

販売事業者 2015/04/08 01 家庭用電気製品

2015-0036 2015/03/23 電気スタンド（ＬＥＤ、充電式） 充電式携帯電灯 対象外 対象外 4.拡大被害
　電気スタンドを充電中、異音がして台座部分から発煙し、
床が焦げた。（事故発生地：静岡県）

約6月
　他社製アダプターを使用して充電したため、事故品内蔵の充電池（リチウムポリマー）が過負荷状態となり、
短絡して破裂し、事故品の外郭樹脂の一部が焼損・発煙して床が焦げたものと推定される。　なお、取扱説明
書には、「付属のＡＣアダプターは本機専用である」旨、記載されている。

E1

　輸入事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故であることから、既販品
に対する措置はとらなかったが、在庫品
には、「他社製アダプターを接続すると
発火するおそれがある」旨、記載した注
意書きを同梱している。

消費者センター 2015/04/06 01 家庭用電気製品

P-121



年度番号 事故発生日 品名 中品目 電気用品の区分及び品目
特定，特
定外，対
象外

型式機種
製造・輸入・販売業

者
被害の種類 事故通知内容 製品の使用期間 事故原因

事故原
因区分

再発防止措置 事故通知者１ 事故受付日
品目分類
コード

品目

2007-2015 2007/05/11 パソコン周辺機器（ケーブルモデム）パソコン周辺機器 対象外 対象外 ＦＣＭ－１５０Ｊ （株）フジクラ 5.製品破損 　パソコンのケーブルモデムが変形した。 約2年11月
　ケーブルモデムの通気孔をふさいだことにより内部の温度が上昇し、外郭樹脂が変形した可能性が考えられ
るが、使用状況等が不明であるため、原因の特定はできなかった。

G1
　平成１９年１０月よりホームページに告
知を掲載し、注意喚起を行っている。

輸入事業者 2007/06/27 1 家庭用電気製品

P-122
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